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県 ｺﾐｭｰﾝ  

Oubritenga 
（ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ） 

Dapélogo（ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ） ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 
Absouya（ｱﾌﾞｽﾔ） 

対象ｺﾐｭｰﾝ 

Loumbila（ﾙﾝﾋﾞﾗ） 
Nagréongo（ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ） 

Ourgou-Manega（ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ） 
Ziniaré（ｼﾞﾆｱﾚ） 

Zitenga（ｼﾞﾃﾝｶﾞ） 

Kourwéogo 
（ｸﾙｳｪｵｺﾞ） 

Toéghin（ﾄｴｹﾞﾝ） ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 
Boussé（ﾌﾞｯｾ） 

追加ｺﾐｭｰﾝ 
Laye（ﾗｲ） 
Niou（ﾆｭｳ） 

Sourgoubila（ｽﾙｸﾞﾋﾞﾗ） 

Ganzourgou 
（ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ） 

Zorgho（ｿﾞﾙｺﾞｰ） ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 
Boudry（ﾌﾞﾄﾞﾘｨ） 

追加ｺﾐｭｰﾝ 

Mogtedo（ﾓｸﾞﾃﾄﾞ） 
Zam（ｻﾞﾑ） 

Zoungou（ｽﾞﾝｸﾞｩ） 
Meguet（ﾒｹﾞ） 
Kogho（ｺｺﾞ） 

Salogo（ｻﾛｺﾞ） 

 

通貨換算率 

（2013年 4月現在） 

 
1 EUR ユーロ = 120.15 円 

1 US ドル = 94.19 円 
1 EUR ユーロ = 655.957 FCFA 
1 CFA フラン = 0.183 円 

（JICA2013 年 4 月時レート） 
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プロジェクト活動写真 

 

 
 

   

第 6回ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ合同調整委員会 

（2013年 2月） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ最終ｾﾐﾅｰ 

（2013年 4月） 

C/P本邦研修 

（2010年 1月～） 

   

ﾘﾌｫｰﾑに関する地方ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

（2010年 2月） 

ﾘﾌｫｰﾑ理解促進ｺﾐｭｰﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

（2010年 3月～） 

ｺﾐｭｰﾝ関係者を対象とした 

ﾘﾌｫｰﾑ研修（2010年 3月～） 

   

DRAH/DPAHZAT/UATを対象とした 

ﾘﾌｫｰﾑ研修（2010年 2月～） 

AUE設立支援活動 

（2010年 3月～） 

AUEを対象としたﾘﾌｫｰﾑ研修 

（2010年 11月～） 

   

給水施設維持管理協定の締結 

（2011年 2月～） 

AUEの PMH維持管理活動 

の支援（2010年 3月～） 

修理業者に対するﾘﾌｫｰﾑ研修 

（2011年 3月～） 
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ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工/見習工に対する 

技術研修（2013年 3月～） 

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の営業許認可授与 

（2011年 2月～） 

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合への 

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの供与（2011年 10月～） 

   

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合連合総会 

（2012年 9月） 

衛生啓発・教育活動のための教材 

策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（2009年 9月～） 

衛生啓発・教育活動にかかる行政 

指導員研修（2010年 3月～） 

   

衛生啓発・教育活動にかかる 

住民ｱﾆﾒｰﾀｰ研修（2010年 3月～） 

衛生啓発・教育活動にかかる 

教員研修（2011年 1月～） 

衛生活動ｺﾝｸｰﾙ 

（2012年 5月） 

   

現場ｱｸﾀｰによる衛生啓発活動展開 

（2010年 3月～） 

衛生にかかる行動変容の例 

（Tip-Tapの設置） 

衛生啓発・教育活動実施者対象 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（2013年 3月～） 
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略語表 

略語 名称 日本名 
ABS Appui Budgétaire Sectoriel 給水・衛生ｾｸﾀｰ財政支援 
ACF Association Chant de Femme （NGO） 
AEP Approvisionnement en Eau Potable 飲料水供給（上水道） 
AEPA Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 給水と衛生 
AEPS Adduction d’Eau Potable Simplifiée 簡易給水施設 
AFD Agence Française de Développement ﾌﾗﾝｽ開発庁 
AMB Association des Municipalités du Burkina Faso 全国自治体首長協会 
AMOC Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage Communale 公共事業実施支援 
APS Association de la Paix et la Solidarité （NGO） 
AR Artisan Réparateur ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工 

ASDI Agence Suédoise de Coopération Internationale au 
Développement ｽｳｪｰﾃﾞﾝ国際開発協力庁 

AUE Association des Usagers de l’Eau 水利用者組合 
BE Bureau Exécutif 事務局 
CEB Circonscription de l’Enseignement de Base 視学官事務所 
CNP Comité National de Pilotage du PN-AEPA PN-AEPA 中央委員会 
COGES Comité de Gestion Scolaire 学校運営委員会 
C/P Counterpart ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
CPE Comité de Point d’Eau 水場委員会 
CRP Comité Régional de Pilotage du PN-AEPA PN-AEPA 地方分科会 
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 貧困削減戦略枠組み（PRSP） 
CSPS Centre de Santé et de Promotion Sociale 社会促進・保健ｾﾝﾀｰ 
CVD Conseil Villageois de Développement 村落開発委員会 
DAEP Direction de l’Approvisionnement en Eau Potable 飲料水供給局 
DANIDA Danish International Development Agency ﾃﾞﾝﾏｰｸ国際開発庁 

DDTOA Direction de Développement des Technologies et 
Ouvrages d'Assainissement 衛生技術・施設開発局 

DEIE Direction des Etudes et de l’Information sur l’Eau 水調査・情報局 
DEP Direction des Etudes et de la Planification 調査・計画局 

DGAEUE Direction Générale de l'Assainissement, des Eaux 
Usées et Excrétas 衛生・汚水・排泄物総局 

DG-COOP Direction Générale de la Coopération 協力総局 
DGRE Direction Générale des Ressources en Eau 水資源総局 

DLPELD Direction de la Lutte contre les Pollutions Eaux et 
Liquides Dangereux 水質汚濁有害液体対策局 

DPAH Direction Provinciale de l’Agriculture et de 
l’Hydraulique 

農業・水利省 
県支局 

DPAHRH Direction Provinciales de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 

農業・水利・水産資源省  
県支局 （農業・水利省の

旧名） 

DRAH Direction Régionale de l’Agriculture et de 
l’Hydraulique 

農業・水利省 
地方局 

DRAH/PCL Direction Régionale de l’Agriculture et de 
l’Hydraulique du Plateau Central 

農業・水利省 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局 

DRAHRH Direction Régionales de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 

農業・水利・水産資源省 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局 
（農業・水利省の旧名） 

DRDP Direction de la Recherche et du Développement 
Pédagogique 教育研究・開発局 

DREBA/PCL Direction Régionale de l’Enseignement de Base et de 
l’Alphabétisation du Plateau Central 

国民教育・識字化省 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局 
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DRS/PCL Direction Régionale de la Santé du Plateau Central 保健省中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局 
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine ｱﾌﾘｶ金融共同体ﾌﾗﾝ 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit ﾄﾞｲﾂ国際技術協力機関 

IEC Information, Education et Communication 情報・教育・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動 
IH Infrastructure Hydraulique 給水施設 
INOH Inventaire National des Ouvrages Hydrauliques 給水施設全国ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ 
I/R Rapport Intérimaire ｲﾝﾃﾘｳﾑ･ﾚﾎﾟｰﾄ 

INSD Institut National de la Statistique et de la 
Démographie 国立人口・統計院 

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale 独立行政法人国際協力機構 
MAH Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique 農業・水利省 

MAHRH Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques 農業・水利・水産資源省 

MATS Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Sécurité 国土行政・治安省 

MEAHA Ministère de l’Eau, des Amémagements Hydrauliques 
et de l’Assainissement 水・水利・衛生省 

MENA Ministère  de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation 国民教育・識字化省 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 経済・財務省 
M/M Minutes of Meeting (Compte Rendu de la Rencontre) 協議議事録 
MS Ministère de la Sante 保健省 
OJT On-the-job training 職場内研修 

OMD (MDGs) Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ﾐﾚﾆｱﾑ開発目標 
Millennium Development 
Goals 

ONEA Office National de l’Eau et de l’Assainissement 水・衛生公社 
ONG Organisation Non Gouvernementale 非政府組織（NGO） 

PAR 

Programme d’Application de la Réforme du système 
de gestion des infrastructures hydrauliques 
d’alimentation en eau potable en milieu rural et semi 
urbain 

村落・準都市部の飲料水供

給施設の管理ｼｽﾃﾑ改革適用

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

PCD-AEPA Plan Communal de Développement sectoriel en 
Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

飲料水供給・衛生ｺﾐｭｰﾝ開発

計画 
PDM Project Design Matrix (Cadre Logique du Projet) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾏﾄﾘｯｸｽ 
PEA Poste d’Eau Autonome 独立給水所 
PEM Point d’Eau Moderne 近代的水場 
PHA Promotion d’Hygiène et d’Assainissement 衛生推進活動 
PHAST Participatory Hygiene and Sanitation Transformation 参加型衛生改善活動 
PM Puits Moderne 近代的浅井戸 
PMH Pompe à Motricité Humaine 人力ﾎﾟﾝﾌﾟ 

PN-AEPA Programme National d’Approvisionnement en Eau 
Potable et d’Assainissement 

目標年 2015 年の飲料水供

給・衛生国家計画 

PN-AEPA/PAGRE 
Programme National d’Approvisionnement en Eau 
Potable et d’Assainissemen / Plan d’Action pour la 
Gestion Integree des Ressources en Eau 

飲料水・衛生国家計画／統

合水資源管理国家計画 

PO Plan d’Opération 活動計画 

PROGEA/PCL 

Projet de Renforcement de la Gestion des 
Infrastructures Hydrauliques d’Approvisionnement en 
Eau Potable et de la Promotion de l’Hygiène et de 
l’Assainissement dans le Plateau Central 

中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方給水施設維

持管理・衛生改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

PTF Partenaire Technique et Financier 技術・財政支援組織（ﾄﾞﾅｰ） 
R/D Record of Discussion (Procès Verbal des Discussions) 協議議事録 
SNV Stichting Nederlandse Vrijwilligers ｵﾗﾝﾀﾞ開発機構 
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UAT Unité d'Animation Technique 技術指導ﾕﾆｯﾄ 
UE Union Européen ﾖｰﾛｯﾊﾟ連合 
UNICEF United Nations Children´s Fund 国連児童基金 
VIP Ventilated Improved Pit latrine 換気改良式堅穴便所 
WASH Water, Sanitation and Hygiene 水と衛生の推進 
ZAT Zone d’Appui Technique 技術支援ｿﾞｰﾝ 
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第1章 序論 

1-1 プロジェクトの概要 

1-1-1  プロジェクト実施の背景と経緯 

1) ブルキナファソ国における給水と衛生の現状 

スーダン・サヘル地帯に位置する西アフリカの内陸国であるブルキナファソ国(以下、「ブ」国）

は、2008 年当時、国民の 46.5％が貧困ライン以下の生活水準にあり、人間開発指数は 177カ国中

176 位に位置する 0.3701で、後発開発途上国のひとつであった。 

「ブ」国政府は村落給水を国の開発重点課題の一つとして取り組んできており、ポンプが設置

されている深井戸の本数は、1996 年の 16,637 本から 2005 年の 29,532 本 2へと大幅に増加した。

しかしながら、給水施設の建設努力にも関わらず、給水率および給水施設の稼働率は頻繁な故障

の発生により、低い水準のままとなっている。このため、安定的に安全な飲料水を供給するため

の給水施設稼働率の改善への取組みが喫緊の課題として挙げられていた。 

 

2) ブルキナファソ国の水と衛生にかかる政策 

(1) 飲料水供給・衛生国家計画（PN-AEPA3） 

上述のような状況を受け、「ブ」国政府は 2006 年、飲料水・衛生セクターの開発枠組計画であ

る「飲料水供給・衛生国家計画（以下、PN-AEPA）」を策定した。PN-AEPA はミレニアム開発目標

（MDGs）の達成を目指し「2015年までに、安全な飲料水と基礎的な衛生設備を継続的に利用でき

ない人々の割合を半減させる」ことを目標に掲げ、農村部における飲料水供給率を 2005年の 52%

から 2015 年までに 76%に改善、また農村部における衛生設備利用率を 2010年の 0.8%から 2015年

までに 5％に改善するとした。 

また、PN-AEPA では、給水・衛生施設の導入だけでなく、導入した施設をいかに有効に持続的

に維持管理するかという点にも配慮し、住民参加型の給水施設の維持管理のしくみ「給水施設維

持管理制度改革（リフォーム）」の全国展開も掲げている。本プロジェクトはこうした「ブ」国政

府による PN-AEPA への取り組みを支援するとともに、PN-AEPA を具現化するためのアプローチを

現場にて実践し、実現可能なモデルを提案していくことが望まれた。 

 

(2) 給水施設維持管理制度改革（リフォーム） 

サブサハラアフリカの多くの国では地方分権化や民間セクター活用等の政策が進められる中で、

住民主体の運営維持管理システムの導入が進められている。「ブ」国政府が導入する給水施設維持

管理度改革（以下、リフォーム）も周辺国同様に、地方分権化、受益者負担、民営化が色濃く反

映された制度改革である。このリフォームは、「ブ」国政府がPN-AEPAの策定に先立つ、2000年に

                                                        
1 UNDP : Human Development Report 2007/2008 
2 MAHRH :Inventaire National 2005 des Ouvrages Hydraulique 
3 Programme National de l’Approvisionnement en Eau Potable et de l’Assainissement à l'horizon 
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採択された「村落・準都市部の飲料水供給施設の管理制度改革枠組文書 4」に基づいており、中央

政府が主導してきた給水施設の建設及び維持管理の権限をコミューンレベルへ移譲することを目

指している。 

このリフォームの大きな特徴は、「各水場委員会で徴収される水料金を管理し、コミューンに賦

課金を支払うための水利用者組合（以下、AUE）を設置する」ことにある。また、コミューンは

AUE より支払われた賦課金を原資に AUE 及び民間業者との協定・契約の締結を促す等、給水施設

の保守管理にかかるフォローアップ・監視を実施する機関となる点である。以下に、この制度に

よる管理体制の要約を示す。 

 

 村落レベルに給水施設利用者を代表する AUEを設立する 

 AUEは民間業者から給水施設の運営・維持管理のサービスを有償で受ける 

 給水施設の所有権を移譲されるコミューンは AUEを介した施設管理に責任を負う 

 

(3) 地方分権化政策 

「ブ」国では 1990 年台初めから地方分権化政策が進められ、2006 年には国土公共団体一般法

を受け、それまでの「地方（Région）、県（Province）、郡（Département）」の行政体系から、「地

方及びコミューン（Commune）」と変更され、権限の移譲が進められることになった。本プロジェ

クトで重要な位置づけにある「コミューン」は地方自治体の１つとなり、村（Village）や地区

（Secteur）等から構成される。 

しかしながら、コミューンは 2007年 1月から始動した新しい地方自治組織であるため、特に人

材・資機材のキャパシティが十分ではなく、リフォームの柱となれるような体制は整っていない。 

 

3) プロジェクト対象地域の状況 

(1) 給水と衛生に関する状況 

本プロジェクトの対象地域である中央プラトー地方は、全国 13州の中でも 3番目に貧困人口の

占める割合が多い（58.6%5）。また、栄養不良児の割合が国内で最も多く（全国平均 44.5%に対し

52.2%）、発育阻害の原因のひとつでもある下痢や寄生虫への取り組み、それらの予防に必要不可

欠な衛生状態の改善が重要視されていた。同地域における給水率は、全国平均の 60.2%を上回る

73.6%で国内でも 3番目に高く、人力ポンプ深井戸給水施設の稼働率は 78%6だが、給水施設の運営

委員会の機能状況によって、十分な飲料水を得られない村落や地区も多い。既存の施設を適切に

管理し、安全な水を持続的に確保することは大きな課題である。 

(2) 給水施設の維持管理状況 

中央プラトー地方 3 県における給水施設毎の水場委員会（以下、CPE）の設置率は 79%（CPE有

                                                        
4 Document cadre de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en eau potable 
en milieu rural et semi urbain, DECRET N°2000-514/PRES/P 
5 INSD : BURKINA FASO LA PAUVRETE EN 2003, Novembre 
6 Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assinissement à l’Horizon 2015,Document de progeamme 
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2,682、無 7347）と報告されている。CPEが機能している割合は 95%であり、住民が自らの責任で

施設の維持管理を行うことは対象地域全般に広く浸透していると考えられるが、水料金（又は分

担金）の設定金額や徴収方法には統一された基準がなく、各CPEがそれぞれの社会経済状況の下に

課金システムを構築している。施設の故障時には、CPEを通して貯蓄された資金による修理が行わ

れている。地域には過去のプロジェクトによって育成されたポンプ修理工が存在し、給水施設の

維持管理のための環境は整っているといえる。 

その一方で、給水施設が故障したまま放置されているサイトも見受けられ、このようなサイト

では、伝統的に水汲みの担い手とされている女性や子どもの水汲み労働を増大させているほか、

浅井戸や溜池の水を飲用する等、水因性疾病の要因にもなっていた。 

 

1-1-2  プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、中央プラトー地方において給水施設の維持管理体制が整備・機能化及び衛

生活動を通して、対象地域の安全な水の利用者数の増加及び衛生環境改善を目的として実施され

た。 

本プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標、成果に関しては以下の表の通りである。 

 
表 1-1 プロジェクト目標と成果 

上位目標 中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方における保健・衛生環境が改善される。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目標 対象ｺﾐｭｰﾝ（ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県全ｺﾐｭｰﾝ、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県とｸﾙｳｪｵｺﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ

県とｸﾙｳｪｵｺﾞ県の追加対象ｺﾐｭｰﾝの給水施設の維持管理状況及び住民の衛生行動が改

善される。 

成果 成果 1 対象ｺﾐｭｰﾝで維持管理システム改革に則った組織体制が整う 

成果 2 村落組織の給水施設運営維持管理能力が強化される 

成果 3 給水施設運営維持管理に係るｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供給及び修理体制が改善される 

成果 4 中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方のﾊﾟｲﾛｯﾄ３ｺﾐｭｰﾝにおける村落住民の衛生行動が改善される 

成果 5 各県の農業・水利省県支局（DPAH）が給水衛生状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価を実施し、ｺﾐｭ

ｰﾝに対し支援が行えるようになる。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Inventaire national 2005 des ouvrages hydrauliques, Rapport technique définitif 



 

1-4 

各成果及びプロジェクト目標・上位目標の関連図を下記図 1-1 に示す。 

 
図 1-1 プロジェクト成果関連図 

 
1-1-3  プロジェクト対象地域 

プロジェクト対象地域は、「ブ」国中央部に位置する中央プラトー地方の全 3 県 20 コミューン

である（巻頭図参照）。プロジェクト活動の対象である 20 コミューンは、活動の開始時期、活動

内容に応じて、パイロットコミューン、対象コミューン、追加コミューンに区分される。プロジ

ェクト開始当初は、3 パイロットコミューン（各県より 1 コミューンを選定）及びウブリテンガ

県の 6対象コミューンの計 9コミューンが対象であったが、2011年 9月に実施された中間レビュ

ー後の PDM改訂を受けて、プロジェクトの活動対象地域が中央プラトー地方の全土に拡大された。 

表 1-2 にプロジェクト対象コミューン及び村落について示す。 
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対象コミューンで給水維持管理システムの改革に則った組織体制が整う 

中央プラトー地方における保健・衛生環境が改善される 

上位目標 

対象コミューン（ウブリテンガ県全コミューン、ガンズルグ県とクルウェオゴ県の 
パイロットコミューン）の給水施設の維持管理状況及び住民の衛生行動が改善される 

プロジェクト目標 

給水施設運営維持管理にかか
るスペアパーツ供給及び修理
体制が改善される  

成果 3 

村落組織の給水施設運営 

維持管理が強化される 

成果 2 

中央プラトー地方のパイロッ
ト３コミューンにおける村落
住民の衛生行動が改善される 

成果 4 成果 1 

成
果
５  
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表 1-2 プロジェクト対象コミューン・村落 

 活動時期 県 ｺﾐｭｰﾝ 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対象村落 

/ｾｸﾀｰ数*1) 

3 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 2010年 2月～

2013年 4月 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 29 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ ﾄｴｹﾞﾝ 18 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ ｿﾞﾙｺﾞｰ 33 

6対象ｺﾐｭｰﾝ 2010年 10月～

2013年 4月 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ ｱﾌﾞｽﾔ 19 

ﾙﾝﾋﾞﾗ 31 

ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ 20 

ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 28 

ｼﾞﾆｱﾚ 50 

ｼﾞﾃﾝｶﾞ 45 

11追加ｺﾐｭｰﾝ 2012年 1月～

2013年 4月 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ ﾌﾞｯｾ 18 

ﾗｲ 10 

ﾆｭｳ 21 

ｽﾙｸﾞﾋﾞﾗ 19 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ ﾌﾞﾄﾞﾘｨ 76 

ﾓｸﾞﾃﾄﾞ 29 

ｻﾞﾑ 35 

ｽﾞﾝｸﾞｩ 27 

ﾒｹﾞ 26 

ｺｺﾞ 16 

ｻﾛｺﾞ 15 

合計 3県 20 ｺﾐｭｰﾝ 565村落／セクター 

*1)ここで記す村落／セクター数は、ONEA が既に介入しているセクター（ジニアレ・ゾルゴ‐及びブッセの一部）を除いた数。

つまり本プロジェクトの活動対象となる村落／セクター数となる。 

 

1-1-4  プロジェクト実施期間 

プロジェクト実施期間は、2009 年 8 月から 2013 年 5 月までの約 45 か月であり、以下に示す 4

年次にわたって実施された。 

 第 1 年次：2009 年 8 月～2010 年 5 月 

 第 2 年次：2010 年 8 月～2011 年 5 月 

 第 3 年次：2011 年 8 月～2012 年 6 月 

 第 4 年次：2012 年 8 月～2012 年 5 月 

 

1-1-5  PDM及び PO 

 PDM 及び POに関しては、2度の改訂作業を経て最終的に PDM/PO Ver.2に従いプロジェクト活

動を実施した。 

 PDM 及び POの変遷に関し、下記の通り述べる。 

 

(1) Ver.0 から Ver.1 の改訂 

2010 年 9 月 8 日に実施された第 2 回合同調整委員会において、各成果の PDM 指標については、

現在の活動状況を踏まえて検討する必要があるとの意見が出された。これを受け、衛生啓発・教

育活動に関する指標を中心に検討が行われた。検討された PDM 改定案は JICA に提出され、JICA
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ブルキナファソ事務所と MAHの間で PDM変更ミニッツが取り交わされ、PDM1が策定された。（PDM  

Ver.0、Ver1は巻末資料 01及び 02を参照）。変更内容を表 1－3に示す。 

 

表 1-3 PDM Ver.0 から PDM Ver.1 への変更項目内容 
PDM Ver.0 PDM Ver.1 

①上位目標に関する指標の変更  

-2015年までに不適切な衛生行動をとる住民の割合が

半減する。 

-2015年までに住民の水を取り巻く衛生行動が改善さ

れる。 

②プロジェクト目標に関する指標の変更  

-ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝ（ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県及びｸﾙｳｪｵｺﾞ

県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ）の 7割の住民の、水を取り巻く衛

生行動が改善される。 

-ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝ（ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県及びｸﾙｳｪｵｺﾞ

県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ）の住民の、水を取り巻く衛生行動

（10項目）の少なくとも 6割が改善される。 

③成果 1に関する指標の変更  

-2012年 6月までにｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外のｺ

ﾐｭｰﾝの AUEが形成される。 

-2011年 6月までにｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外のｺ

ﾐｭｰﾝの AUEが形成される。 

－2013年 2月までにｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外の

ｺﾐｭｰﾝと同ｺﾐｭｰﾝの 8割の AUEとの間で、給水施設運営

維持管理にかかる協定が締結される。 

－2012年 2月までにｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外の

ｺﾐｭｰﾝと同ｺﾐｭｰﾝの 8割の AUEとの間で、給水施設運営

維持管理にかかる協定が締結される。 

④成果 4に関する指標の変更 

-ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの村落で衛生啓発・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実

施者(教員、保健所員、行政機関の衛生担当者)による

衛生改善の啓発活動が毎年 4回以上実施される。 

-ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの村落で衛生啓発・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実

施者による衛生改善の啓発活動が毎年 6回以上実施さ

れる。 

-2013年 2月までに、ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの公共衛生設備で、

公共衛生設備維持管理ﾏﾆｭｱﾙで設定されたﾁｪｯｸ項目を

9割以上達成できるようになる。 

-削除 

-上記の衛生啓発・教育活動及び衛生設備維持管理組

織の参加者の 5割が女性となる。 

-削除 

追加 -公共衛生設備維持管理ﾏﾆｭｱﾙが作成され、公共衛生設

備・行動の管理ｼｽﾃﾑが構築される。 

追加 -公共衛生設備維持管理ﾏﾆｭｱﾙに基づき、衛生施設・行

動に係る、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価が各ｻｲﾄにおいて年 2回以上

行われる。 

追加 -公共衛生設備（学校等の公共ﾄｲﾚ）が住民自身によっ

て維持管理される。 

追加 -衛生改善の啓発・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及びﾏﾆｭｱﾙが作成され

る。 

追加 -ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの村落で衛生啓発・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実

施者(教員、保健所員、行政機関の衛生担当者、住民

ｱﾆﾒｰﾀｰ)が 600名以上育成される。 

(2) Ver.1 から Ver.2の改訂 

 また、2011 年 9 月の中間レビューの提言を受けて、2012 年 1 月よりプロジェクト対象地域が、

これまでの 3パイロット・6対象コミューンから中央プラトー地方全 20コミューンに拡大された

ことから、11追加コミューンにおける活動指標を追記した PDM2が策定された（PDM Ver.2 は巻末

資料 03 を参照）。 

 変更内容を表 1－4に示す。 
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表 1-4 PDM Ver.1 から PDM Ver.2 への変更項目内容 
PDM Ver.1 PDM Ver.2 

①プロジェクト目標に関する指標の変更 

追加 －追加 11 ｺﾐｭｰﾝ（ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県 7 ｺﾐｭｰﾝ並びにｸﾙｳｪｵｺﾞ県

４ｺﾐｭｰﾝ）において、給水施設維持管理ｼｽﾃﾑ改革に基

づく実施体制が構築される。 

②成果 1に関する指標の変更 

追加 －2012年 5月までに、追加 11 ｺﾐｭｰﾝの AUEが形成され

る。 

追加 －2012年 12月までに、追加 11 ｺﾐｭｰﾝと同ｺﾐｭｰﾝの AUE

との間で、給水施設運営維持管理にかかる協定が締結

される。 

③成果 2に関する指標の変更 

追加 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時までに、11追加ｺﾐｭｰﾝの 7割以上の AUE

が水料金の徴収・会計管理等の活動を開始する。 

④成果 3に関する指標の変更 

－2012年 10月までに、給水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者がｺﾐｭｰﾝよ

り要請された保守・点検数の 6割以上に対応できるよ

うになる。 

－2012年 10月までに、3 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝおよび 6 ｳﾌﾞﾘﾃﾝ

ｶﾞ県のｺﾐｭｰﾝにおいて、給水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者がｺﾐｭｰﾝよ

り要請された保守・点検件数の 6割以上に対応できる

ようになる。 

－ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの交換に必要な情報（店舗情報、発注手順）

を全ｺﾐｭｰﾝが所有している。 

－ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの交換に必要な情報（店舗情報、発注手順）

を中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方全 20 ｺﾐｭｰﾝが所有している。 

⑤成果 5に関する指標の変更 

－2010年より年 4回、各 DPAHによる村落の給水施設

稼働率、AUEの財務状況、水場委員会の水料金徴収率

及び給水ポンプ修理業者の給水施設の保守・点検状況

にかかるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価が実施される。 

－2010年より年 2回、各 DPAHによる村落の給水施設

稼働率、AUEの財務状況、水場委員会の水料金徴収率

および給水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の給水施設の保守・点検状

況にかかるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価が実施される。 

－2010年より年 4回、各 DPAHによる衛生改善状況に

かかるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価が実施される。 

－2010年より年 2回、各 DPAHによる衛生改善状況に

かかるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価が実施される。 
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第2章 プロジェクトの実施方法 

2-1 プロジェクトの実施方針 

本プロジェクトは、中央プラトー地方における給水施設の維持管理体制の構築と衛生環境の改

善を目指していくと共に、「ブ」国関係者による主体的な活動への参加の促進と彼らへの技術移転

を通じて、プロジェクト終了後も自立発展性が確保されるよう留意した方針を立て、活動を展開

した。 

 

基本方針 1： コミューン、水利用者組合（AUE）、及び民間修理業者の三者を軸とする給水施

設維持管理システムを展開することで、持続的な給水施設の維持管理体制の構

築を目指す。 

基本方針 2： 現地の人的リソースを有効活用した衛生活動の展開として、行政ファシリテー

ター、及び教員・住民衛生アニメーターの育成を通した住民から住民への水と

衛生に関する意識・行動を改善するための啓発活動の展開を目指す。 

基本方針 3： 給水施設維持管理と衛生改善活動を持続的に支援するためのモニタリング体制

を構築する。 

 

これらの基本方針１から３の手法を本プロジェクトのモデルと位置づけ、プロジェクトの終了

時にはこのモデルが普及展開できるよう各手法のパッケージ化を目指した。各基本方針の詳細は

次項で述べる。 
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図 2-1 プロジェクト活動概念図 

 

2-1-1  基本方針１ 

1) コミューン・AUEの給水施設維持管理能力の強化研修 

リフォームの実施には、住民、行政、ポンプ民間修理業者の各アクター毎に、AUE 設立、民間

修理業者の認可や関係者間の施設維持管理協定・契約締結、賦課金の徴収・納付、適切かつ透明

性のある財務管理等、多様な行政手続きが必要となる。コミューンは設立されてから間もない組

織であり、また AUE もプロジェクトで新たに設立する組織であることから、こうした行政手続き

を適切に行えるようコミューン・AUE共に繰り返しの研修とフォローアップを行うことする。 

図 2-2 に示すように、給水施設維持管理の主役であるコミューン関係者、AUE、ポンプ民間修理

業者がリフォームを推進するための基盤を担えるようになるよう、リフォームの各プロセスに合

わせた研修を 3 段階方式（研修①～研修③）で行う。また、これら研修にて習得した「組織化や

民間修理
業者

CPE

MAHRH

MAHRH
県局

上位目標：中央プラトー地方における保健・衛生環境が改善される

プロジェクト目標：対象コミューンの給水施設の維持管理状況および住民の衛生行動が改善される

保健センター

基本方針 その１

給水施設維持管理制度改革（リ
フォーム）に基づいた、コミューンと
AUEを中核とする持続的な給水施

設維持管理システムの構築

基本方針 その３

水と衛生にかかる持続的な
モニタリング体制の構築、お

よび給水施設維持管理
システムのモデル化

基本方針 その２

給水施設維持管理の機能化と衛
生啓発・教育活動の相乗効果によ
る住民の健康・衛生状態の改善

行政
ファシリテーター

サービス提供

水と衛生に関する意識の改善・行動変容の促進適切な給水施設の管理体制の構築

保守管理契約
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地方・県局
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維持管理協定手続き等」の実業務をプロジェクトチームのサポートの下、OJT により実践し、研

修終了時にはリフォームに基づく維持管理体制が適切に機能することを目指す。 

なお、コミューン・AUE を中核とした給水施設維持管理体制を定着させ、普及するべく、MAHRH

地方・県局に対しても、日本人専門家が中心となり、給水施設維持管理に関する研修及び OJT に

よる能力強化を実施する。 

 

 
図 2-2 コミューン・AUE・民間修理業者それぞれの研修・能力強化活動の概要 

 

2) コミューンを中核とする地方給水行政システムの確立 

本プロジェクトで対象とする人力ポンプ付深井戸給水施設の維持管理は、図 2-1 のプロジェク

ト活動概念図にも示したとおり、AUE がコミューンから委託される形で給水施設の維持管理業務

を行う。また、村内の給水施設ごとに設置されている CPE（もしくは運営担当者）は、利用者か

ら水料金を徴収し、AUE がそれを取りまとめ賦課金としてコミューンに支払う。コミューンはこ

の賦課金を原資にコミューン予算により認可された民間修理業者と契約を行い、施設の保守・フ

ォローアップを担保する。施設の故障が発生した場合には AUE が民間業者に修理を依頼し、スペ

アパーツ購入費や修理手数料を負担する。 

つまり、各水場で徴収された水料金は最終的にはコミューンで資金管理されることになるが、

この水料金の徴収と管理にかかる透明性の確保は、活動に対する信頼性を住民から得続けるため

研修①：
・給水施設保守・管理におけるコミューン

の役割
・コミューン/AUE間の施設管理委託協定
・水料金設定、AUE賦課金とｺﾐｭｰﾝ予算編成
・コミューン/民間修理業者間の

フォローアップ・保守契約

コミューン長・議員、会計係 ポンプ修理業者水利用者組合（AUE）

・住民へリフォーム概要・
趣旨の理解推進

・AUEメンバー選出・

規約等の協議
・衛生啓発・教育

研修①：
・コミューン/民間修理業者間の

フォローアップ保守契約
・入札手続きについて
・業務内容に応じた価格表の作成

研修②：
・予算編成・会計処理の手法
・水料金の決定
・コミューン/修理業者間の

フォローアップ・保守契約締結
・コミューン/AUE間の施設管理委託協定締結

研修②：
・フォローアップ・巡回の業務内容
・給水施設の稼動・管理状況の監視ﾘｽﾄ
・フォローアップ・保守巡回シート
・巡回業務報告
・業務実施後の請求・精算手続き

研修①：
・AUEの役割・業務内容
・コミューン/AUE間の施設管理委託協定
・AUE/民間修理業者の協力協定
・水料金の設定・徴収
・衛生啓発・教育

 水価格の決定
人力ポンプ保守・メンテナンス
のための予算確保

 認可申請
 コミューンが実施する

給水施設フォローアップ・保守
に関する入札への参加

 AUEステータスおよび内規署名
 資金口座開設
 AUEの許認可申請・承認

研修③：
・リフォーム適用後の活動レビュー
・給水施設維持管理に係る行政手続（財務等）
・プロジェクト終了後のフォローアップ
・衛生啓発・教育

研修③：
・民間修理業者活動のレビュー
・各ポンプの特性・スペアパーツ・修理方法
・故障診断に関する技術的な指導方法
・スペアパーツに関する販売業者の情報

研修③：
・活動レビュー
・給水施設維持管理手法

（組織運営、財務管理、施設保守など）
・MAHRH・コミューンによるモニタリング

 民間修理業者の選定
 I. 民間修理業者とのフォローアッ
プ・保守契約の締結
民間修理業者フォローアップ巡回
のための賦課金価格の決定
 II. AUEとの施設管理委託協定の
締結

 I. コミューンとのフォローアップ
巡回契約の締結

 II. 給水施設フォローアップ巡回

 II. コミューンとのﾎﾟﾝﾌﾟ管理委託協定の締結
 人力ポンプ管理者との協力協定の締結

 AUEによる水サービスの提供開始
 III.コミューンへの賦課金支払

リフォーム適用化に関する地方・コミューンワークショップの開催

第1回集会 (RIO)

第2回集会 (RVF)

第3回住民集会 (AGC)

（給水施設維持管理制度改革（リフォーム）とそのプロセスの説明）

研修②：
・給水施設維持管理手法

（組織運営、財務管理、施設保守など）

AUEの設立・認証



 

2-4 

にも極めて重要なことである。 

なお、こうした水料金の徴収と管理手法を含め、リフォームのプロセス手法は未だ確立されて

いない。本プロジェクトによる給水施設維持管理体制の構築にあたっては、まず各県から 1 コミ

ューンをパイロットコミューンとして選定し、活動を実践した上で、その知見や教訓を整理した

後に他のコミューンにリフォームシステムを導入するという 2 段階で実施することとする。 

 

 
図 2-3                                         

各対象（ZAT/UAT、コミューン、AUE、民間修理業者）に対する研修実施時期と能力強化の流れ 
 

3) ポンプスペアパーツ供給及び修理体制の構築 

本プロジェクトでは、コミューン・AUE と民間修理業者間の施設保守管理契約の締結の促進支

援や民間修理業者の育成、スペアパーツ販売店等の民間業者との連携を図ることにより、給水施

設の保守・修理体制を構築していく。 

本プロジェクトでは、ワガドゥグ市内及び中央プラトー地方に存在しているスペアパーツ委託

販売店に関する情報をポンプタイプ毎に整理し、現状のスペアパーツ供給体制における課題を分

析し、改善策を提案する。スペアパーツに関する情報は MAHRH により年 1 回程度は更新され、県

局・ZAT/UATを通じてコミューン、AUE及び民間修理業者に提供される体制を整備する。 

ポンプ修理業者については、他ドナーの支援により訓練を受けた既存の修理工を最大限活用す

る形で選定、育成研修を行う。その際、施設故障時に迅速に対応できるよう、担当する施設数や

その範囲等を勘定してコミューンあたりの員数を設定し選抜する。 

 

2-1-2  基本方針２ 

1) 給水施設維持管理への参加意識向上を目指した衛生啓発活動の実施 

住民の保健・衛生状況が改善されるためには、安全な水が持続的に確保されるとともに、住民

自身が衛生に関する意識を高め行動変容を起こしていかなければならない。「衛生的な水を得るた

めには継続的な給水施設の維持管理が重要」と住民達が認識し、活動に積極的に参加していくよ
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うな働きかけが必要である。このため、衛生啓発・教育活動の実施にあたっては、維持管理活動

との関連性には特に留意した内容とする。 

また、“衛生行動の改善”については、衛生にかかる知識や情報を研修等で強化するだけでは、

住民やコミュニティの行動変容にはつながらない。このため、本プロジェクトでは、衛生啓発活

動が単なる情報の伝達に留まらないよう、「わかりやすく面白味のある教材」を通して、「住民が

衛生の重要性を実感として捉え」、「衛生環境の改善が、個人の意識変化と日常的な行動変容によ

って可能となる」こと、「給水施設の維持管理には住民一人一人の協力が必要不可欠」であること

を研修プログラムの中心に置く。 

 

2) 村落衛生と学校衛生という二つのアプローチによる衛生活動の面的な広がり 

本プロジェクトでは、村落衛生と学校衛生という二つの拠点を構築し、それぞれの特徴をいか

した面的な衛生活動の取り組みを行う。 

まず、村落衛生では、住民ボランティアを住民衛生アニメーターとして育成する。村落部には、

女性グループ青年グループなどの既存の住民組織が存在し、衛生活動の展開において彼らの参加

を促すことは効果的である。また、CPE には、ポンプ周辺の清掃等を担当する衛生係が配置され

ており、主に女性がその役を担っている。CPEは AUEの下部組織であることから、将来的には AUE

において水と衛生を結びつけた活動の展開も期待できる。このように、既存の住民組織を活用す

ることで住民衛生アニメーターを育成していく。 

次に、学校衛生の拠点としては、学校における組織的な衛生活動の定着化を目指す。具体的に

は、教員研修を通して既に教育カリキュラムの一環として行われている衛生教育を、本プロジェ

クトで作成されるより生徒の興味を引き出すような教材を用いた衛生教育として発展させる。さ

らには、生徒自身が主体的に教室やトイレ清掃等の美化活動や生徒間の石鹸による手洗い奨励、

トイレの適切な利用等の生徒間指導を日常活動として行う「学校保健クラブ」の設立を検討する。 

また、ウブリテンガ県では JICA 技術協力として、約 30 校を対象に地域コミュニティによる学

校運営委員会（以下、COGES）の設立が試行されている。今後「ブ」国の教育政策として学校運営

委員会が広く設立されることになれば、生徒だけでなく父兄や住民を巻き込んだコミュニティレ

ベルでの衛生教育実践の中心としての役割が期待できる。 

 

3) 住民アニメーターを育成できる行政ファシリテーターの育成 

「ブ」国において、保健地方局では、保健管区（District Sanitaire）の衛生教育情報部（SIECA）

の指導員が衛生教育活動を展開しており、衛生教育のノウハウと経験を十分に有している。また、

学校衛生管理に関する責任は教育省が担っており、職員の教育活動の経験は豊富である。 

一方、行政による住民への啓発活動は、そのキャパシティ（数と能力）によって大きく左右さ

れるといえる。また、これらの行政職員による活動は、常に転勤による活動停滞の大きなリスク

を抱えているとともに、移動に必要な労力を無視できない。このような視点から、住民レベルで

持続的に行える衛生活動を定着させることが望ましいと考える。 

そこで、本プロジェクトでは、行政指導員として衛生教育活動を行う職員に対し、ファシリテ

ーター研修を実施し、彼らが教員や住民アニメーターの育成を行うことによって、住民レベルに、

より多くの人材が育成されることを目指す。行政ファシリテーターは、研修後、自らが育成した
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教員や住民アニメーターの活動をモニタリング・フォローアップする役割も担う。 

 

4) 衛生状態を客観的に評価できるようなモニタリングシステムの構築と他ドナーとの連携 

一般的に衛生行動や施設等のデータは丁寧な調査が必要であり、これらの正確なデータを入手

することは容易ではない。一方で、衛生環境の改善による成果は目に見えにくく、活動のモチベ

ーションを維持することは容易ではないため、住民自身が衛生状態を客観的に認識し、更なる取

り組みに結び付けていくことができるような情報の収集と発信は必要不可欠である。 

そこで、行政指導員による定期モニタリングの実施と、これらのデータの処理、結果のフィー

ドバックの一連の流れをシステムとして構築するとともに、行政ファシリテーターがこれらの結

果を活用できるよう OJTを通した技術支援を行う。 

 

5) 持続的に広く利用されるような衛生教育教材やマニュアルの作成 

PN-AEPA においても情報・教育・コミュニケーション活動（IEC）教材の作成が戦略として位置

付けられており、各関係者間の連携を通し、様々な機関が共通に使用できる衛生教育教材や研修

マニュアルの作成を行うことが望ましい。本プロジェクトでは、「ブ」国において NGOやドナーに

よって既に作成・整備されている教材等を活用しつつ、関係者との協働作業を通し、将来的に広

く使われる教材を作成することを目指す。 

また、上記マニュアルと併せ、学校保健クラブや住民自身によって啓発活動が行えるような

PHAST 等の参加型啓発手法も検討する。 

 

2-1-3  基本方針３ 

1) MAHRH 地方・県局及びコミューンによる技術支援・モニタリング体制の構築 

リフォームの中では、MAHRH 地方局・県局、特にコミューンレベルで配置されている ZAT/UAT

職員に対しては、給水施設維持管理に関するコミューンや AUE へのモニタリング・技術支援の役

割が期待されている。しかし、ZAT/UAT 職員の陣容は十分でないことに加えて、彼らは元来、農

業技術の普及指導を職務としている。このため、ZAT/UAT の給水施設維持管理や衛生改善に関す

る知識・経験は極めて限定的なものに留まっている。 

このためプロジェクトの実施に際しては、リフォーム推進の経験・実績を有するローカルコン

サルタント等に業務委託する形で AUE の設立や能力強化研修、関係者間の維持管理協定の締結促

進等を進めていく。しかし、給水施設の維持管理や衛生改善活動のモニタリングや技術支援にお

いて、MAHRH地方・県局、ZAT/UATの果たす役割は極めて大きい。そこで、ZAT/UAT職員を対象と

した給水維持管理に関する研修やプロジェクト活動の OJT を通じて、各村落の給水・衛生に関す

る現状を把握してもらうとともに、給水施設維持管理プロセスのノウハウを習得してもらう。 

また、プロジェクトの実施を通じて、コミューンや AUE、民間修理業者から DPAHRHへの情報伝

達とそのフィードバック、DPAHRHによる技術支援やモニタリング、施設故障時の迅速な修理対応

の体制を構築する。 

なお、効率的なモニタリングシステムの一考として、コミューン庁所在地や大規模村落におけ
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る定期市場を利用した近隣村落の AUE との定期報告会等の実施や、新たな通信網として展開しつ

つある携帯電話等を有効活用しながら、給水施設維持管理関係者間のネットワーク・連絡網を整

備していくことも検討する。 

 

2) コミューン・AUE の類型化に基づく給水施設維持管理モデルの構築 

コミューン及び村落の立地、地域特性、社会経済的特性は多様であり、給水施設維持管理を推

進していく上でのコミューンや AUE の実施能力や参加意欲もそれぞれ異なることが考えられる。

このため、プロジェクトにおいてリフォーム維持管理体制の構築を進めていく際には、画一的な

アプローチではなくコミューンや村落の多様性や能力の差異に十分に配慮して取り組む。 

例えば、モシ族が多く居住する中央プラトー地方では、1 村落の中に小規模の集落（カルティ

エ、衛星村落）が数キロメートルの広範囲に散在する形態が多く見られる。集落単位で CPE が設

立されていることから、AUE による「村」単位での一括した給水施設の管理は難しいことが想定

される。その一方で、モシ族は分散型居住形態でありながらも伝統的村長（ナーバ）を頂点とし

た結束力が他民族に比して強く、集会等で住民のまとまりは非常に良いとも言われている。この

ため、村単位での一括した管理が難しい場合や CPE を中心とした管理体制が有効に機能している

場合、給水施設単位での日常的な維持管理は CPE が担当し、AUE は CPE の連合体としてコミュー

ンとの窓口（賦課金の納付、維持管理協定の締結・実施）や各 CPE の活動モニタリングを行う等

の役割分担を明確にして活動を行う手法を検討する。 

また、地方都市タイプのコミューンと農村部コミューンではコミューンの組織体制や人材、行

政能力が異なることに留意し、給水施設の維持管理体制を構築する必要がある。このため、コミ

ューンや村落を立地や社会経済条件により類型化し、各タイプに応じた手法を検討・実践し、そ

の成果として給水施設維持管理体制導入のプロセスを整理し、モデル化する。 

 

2-2 プロジェクトの活動内容 

 本プロジェクトの成果別・年次別の活動内容について、下記の通り示す。（業務フローチャート

は巻末資料 05 を参照） 

 

成果 0：PDM 指標が確定する 
年次別 1年次 2年次 3年次 4年次 

年次別 

活動 

内容 

【0-1】「ﾌﾞ」国・中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方の給水・

衛生事情やﾘﾌｫｰﾑ進捗状況の把握、給水・

衛生に関する制度、規則、予算処置等の

情報整理 

【0-2】ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ調査の実施 

 (ｺﾐｭｰﾝ陣容、給水施設の稼働・維持管

理、衛生環境の現状課題を把握) 

【0-3】「ﾌﾞ」政府関係者との PDM指標確

定に係る協議と指標の確定 

― ― ― 
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成果 1：対象コミューンで給水維持管理システムの改革に則った組織体制が整う 
年次別 1年次 2年次 3年次 4年次 

年次別 

活動 

内容 

【1-1】ZAT/UAT 職員に対する

研修計画・ﾏﾆｭｱﾙ作成 

【1-1】ZAT/UAT職員研修 

【1-2】ﾊﾟｲﾛｯﾄ･対象ｺﾐｭｰﾝ選

定 

【1-3】ﾘﾌｫｰﾑ研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

教材の作成、維持管理協定書

式の作成・整備 

【1-4】ﾘﾌｫｰﾑ推進ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの

開催 

【1-5】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ関係者へ

のﾘﾌｫｰﾑ実務研修、ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ

の実施 

【1-3】ﾘﾌｫｰﾑ研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

教材、維持管理協定書式の改

訂 

【1-5】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ対象のﾘﾌ

ｫｰﾑ研修の実施（継続） 

【1-5】対象ｺﾐｭｰﾝへのﾘﾌｫｰﾑ

研修、ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰの実施 

【1-6】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝにおける

給水施設維持管理体制の構

築と施設管理委託協定・保守

整備契約の促進 

【1-3】ﾘﾌｫｰﾑ研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・教材、

維持管理協定書式の最終化 

【1-3】給水施設維持管理能力強

化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成 

【1-5】対象ｺﾐｭｰﾝへのﾘﾌｫｰﾑ研修

の実施（継続） 

【1-6】ﾊﾟｲﾛｯﾄ・対象ｺﾐｭｰﾝにおけ

る給水施設維持管理体制の構築

と施設管理委託協定・保守整備契

約の促進 

【1-7】11 追加ｺﾐｭｰﾝに対する給

水施設維持管理体制の構築と施

設管理委託協定・保守整備契約の

促進 

【1-3】給水施設維持管理能

力強化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの最終化 

【1-6】ﾊﾟｲﾛｯﾄ・対象ｺﾐｭｰﾝに

おける給水施設維持管理体

制の構築と施設管理委託協

定・保守整備契約の促進 

【1-7】11追加ｺﾐｭｰﾝに対する

給水施設維持管理ﾘﾌｫｰﾑに関

する実施能力強化 

成果 2：村落組織の給水施設運営維持管理が強化される 
年次別 1年次 2年次 3年次 4年次 

年次別 

活動 

内容 

【2-1】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落にお

けるﾘﾌｫｰﾑ理解促進ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

の開催 

【2-2】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落にお

ける AUE 設立支援 

【2-3】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落にお

ける AUE の設立認可取得・活

動支援 

【2-1】対象ｺﾐｭｰﾝ村落におけ

るﾘﾌｫｰﾑ理解促進ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの

開催 

【2-2】対象ｺﾐｭｰﾝ村落におけ

る AUE設立支援 

【2-3】ﾊﾟｲﾛｯﾄ・対象ｺﾐｭｰﾝ村

落における AUEの設立認可取

得・活動支援 

【2-4】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落 AUE

への維持管理能力強化研修 

【2-5】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落 CPE

における水料金徴収、AUEに

よるｺﾐｭｰﾝへの賦課金納付支

援、AUEの給水施設維持管理

活動支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

【2-2】対象ｺﾐｭｰﾝ村落における

AUE 設立支援 

【2-3】ﾊﾟｲﾛｯﾄ・対象ｺﾐｭｰﾝ村落に

おける AUEの設立認可取得・活動

支援 

【2-4】対象ｺﾐｭｰﾝ村落 AUEへの維

持管理能力強化研修 

【2-5】ﾊﾟｲﾛｯﾄ及び対象ｺﾐｭｰﾝ村落

CPE における水料金徴収、AUEに

よるｺﾐｭｰﾝへの賦課金納付支援、

AUE の給水施設維持管理活動支

援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

【2-6】11 追加ｺﾐｭｰﾝ村落におけ

る AUE設立支援 

【2-7】11 追加ｺﾐｭｰﾝ村落の AUE

に対する研修・活動支援の実施 

【2-5】ﾊﾟｲﾛｯﾄ及び対象ｺﾐｭｰﾝ

村落 CPE における水料金徴

収、AUEによるｺﾐｭｰﾝへの賦課

金納付支援、AUE の給水施設

維持管理活動支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

【2-7】11 追加ｺﾐｭｰﾝ村落の

AUE に対する研修・活動支援

の実施 

成果 3：給水施設運営維持管理にかかるスペアパーツ供給及び修理体制が改善される 
年次別 1年次 2年次 3年次 4年次 

年次別 

活動 

内容 

【3-1】ﾎﾟﾝﾌﾟ別ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供給

状況の調査 

【3-2】ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ調達に関す

る改善策の検討 

【3-4】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工の活動状

況調査 

【3-3】ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ情報の整理

及び関係者への発信 

【3-5】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の 

選定 

【3-6】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者研修 

【3-7】給水施設保守管理ﾏﾆｭ

ｱﾙ、能力強化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成 

【3-3】ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ情報の更新と発

信（継続） 

【3-6】修理業者研修 

（継続） 

【3-7】給水施設保守管理ﾏﾆｭｱﾙ、

能力強化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの 

改訂 

【3-3】ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ情報の更新

と発信（継続） 

【3-6】修理業者研修 

（継続） 

【3-7】給水施設保守管理ﾏﾆ

ｭｱﾙ、能力強化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの 

最終化 

成果 4：中央プラトー地方のパイロット３コミューンにおける村落住民の衛生行動が改善される 
年次別 1年次 2年次 3年次 4年次 

年次別 

活動 

内容 

【4-1】衛生啓発・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

ﾏﾆｭｱﾙ・教材の作成 

【4-2】衛生に関する行政ﾌｧｼﾘﾃｰ

ﾀｰ育成研修 

【4-3】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落における

教員・住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰ育成研修 

【4-4】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落における

衛生啓発・教育活動の実施支援 

【4-5】教員・住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰに

よる衛生施設の維持管理を行う

住民組織の形成支援 

【4-6】公衆衛生施設維持管理ﾏﾆ

ｭｱﾙ、衛生環境・行動に関するﾓﾆ

ﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄ案の作成 

【4-1】衛生啓発・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

ﾏﾆｭｱﾙ・教材の改訂 

【4-2】衛生に関する行政ﾌｧｼﾘﾃｰ

ﾀｰ育成研修（継続） 

【4-3】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落における

教員・住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰ育成研修

（継続） 

【4-4】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落における

衛生啓発・教育活動の実施支援 

【4-5】教員・住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰに

よる衛生施設の維持管理を行う

住民組織の形成支援 

【4-6】公衆衛生施設維持管理ﾏﾆ

ｭｱﾙ、衛生環境・行動に関するﾓﾆ

ﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄの改訂 

【4-1】衛生啓発・教育ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ・ﾏﾆｭｱﾙ・教材の改訂 

【4-2】衛生に関する行政

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ育成研修（継続） 

【4-4】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落に

おける衛生啓発・教育活動

の実施支援 

【4-5】教員・住民衛生ｱﾆﾒ

ｰﾀｰによる衛生施設の維持

管理を行う住民組織の形

成支援 

【4-6】公衆衛生施設維持

管理ﾏﾆｭｱﾙの改訂 

【4-1】衛生啓発・教育ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ・ﾏﾆｭｱﾙ・教材の最終

化 

【4-4】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落に

おける衛生啓発・教育活動

の実施支援 

【4-6】公衆衛生施設維持

管理ﾏﾆｭｱﾙの最終化 
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成果 5：各県の農業・水利・水産資源省県局（DPAHRH）が給水及び衛生状況のモニタリング・

評価を実施し、コミューンに対し支援が行えるようになる。 

年次別 1年次 2年次 3年次 4年次 

年次別 

活動 

内容 

【5-1】給水施設維持管理・

衛生改善に関するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

項目の検討、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄの

作成 

【5-2】DPAHRH（ZAT/UAT職

員）による AUE 活動の支

援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

【5-3】DPAHRHによるｺﾐｭｰﾝ

に対する技術支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

体制の構築 

【5-4】ﾘﾌｫｰﾑ進捗報告ﾜｰｸｼ

ｮｯﾌﾟの開催 

【5-2】DPAHRH（ZAT/UAT職

員）による AUE 活動の支

援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

【5-3】DPAHRHによるｺﾐｭｰﾝ

に対する技術支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

体制の構築 

【5-4】ﾘﾌｫｰﾑ進捗報告ﾜｰｸｼ

ｮｯﾌﾟの開催 

【5-1】給水・衛生活動ﾓﾆﾀ

ﾘﾝｸﾞ評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの最終化 

【5-2】DPAHRH（ZAT/UAT職

員）による AUE 活動の支

援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

【5-3】DPAHRHによるｺﾐｭｰﾝ

に対する技術支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

体制の構築 

 

2-3 実施体制 

2-3-1  日本側 

本プロジェクトは、基本方針および業務実施方法に基づき、述べ 12名の日本人専門家（総括／

組織能力強化／村落給水、給水施設運営維持管理、衛生改善計画・教育、業務調整等）の派遣に

より実施された（専門家派遣実績は、後述の 2-4-1に記載）。 

  
2-3-2  ブルキナファソ側 

本プロジェクトの実施機関及び C/P、関係機関は下記表の通りである。 

 

表 2-1 プロジェクト実施期間及び C/P、関係機関 
実施機関 農業・水利・水産資源省（MAH） 

C/P 水資源総局長 

衛生汚水排泄物総局長 

飲料水供給局長 

飲料水供給局 飲料水供給計画・技術支援部長 

衛生技術施設開発局長 

中央プラトー地方局長 

中央プラトー地方 水資源・水産資源課長 

中央プラトー地方 3県局長 

中央プラトー地方 3県局 水資源・水産資源課長 

中央プラトー地方 3県局 技術支援ゾーン（ZAT） 

関係機関 農業・水利・水産資源省 水資源総局 

農業・水利・水産資源省 地方局 

農業・水利・水産資源省 県局 

コミューン 

技術支援ゾーン（ZAT） 

技術支援ユニット（UAT） 

水利用者組合（AUE） 

水場委員会（CPE） 

修理工（AR） 

農業・水利・水産資源省 衛生総局 

保健省 

国民教育・識字化教育省 
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表 2－1 に記したカウンターパート機関と主な協力機関の本プロジェクトで果たした役割を以

下に示す。 

 

1) 水資源総局（DGRE） 

リフォーム適用化をはじめとする給水施設維持管理に関する技術的助言や情報の提供、給水施

設維持管理マニュアルの作成、省内外の中央政府レベルにおける各種調整などを担った。また、

合同調整委員会メンバーとして、プロジェクトの運営実施に対するスーパーバイザーの役割も担

った。 

 

2) 衛生・汚水・廃棄物総局（DGAEUE） 

DGAEUE は、衛生分野に関する技術的な助言や情報の提供などを行った。特に衛生啓発・教育教

材の作成にあたっては中心的な役割を担っており、本プロジェクトで作成した教材をベースにし

た衛生啓発教材の全国版の作成と衛生啓発・教育活動の全国展開を進めている。 

また、合同調整委員会メンバーとして、プロジェクトの運営実施に対するスーパーバイザーの

役割も担った。 

 

3) 中央プラトー地方局（DRAH/PCL） 

本プロジェクトの実施主体機関であり、同局局長は本プロジェクトのナショナルコーディネー

ターでもある。プロジェクトの実施にあたっては、DRAH/PCLは計画立案から活動の実施までの全

てのプロセスにコミットしており、非常に高いオーナーシップを持って活動にあたった。 

また、中央プラトー地方レベルにおける農業・水利分野プロジェクトの各種調整などの役割も

担うコーディネーションユニットも設置された。 

 

4) その他の主な関係機関 

(1) 国民教育識字化省中央プラトー地方局（DREBA/PCL）、保健省中央プラトー地方局（DRS/PSL） 

DREBA/PCL はプロジェクトの衛生分野における協力機関であり、衛生啓発・教育教材の作成、

衛生活動に従事する人材の育成、学校での衛生教育活動の実施にあたり主要な役割を担った。 

 

2-3-3  プロジェクト合同調整委員会 

2009 年 12月 31日付で発令された省令（Arrêté no2009-046/MAHRH/SG/DGRE）に基づき、本プロ

ジェクト合同調整委員会（Comité de Pilotage : JCC）が設置された。合同調整委員会は年 2 回

の頻度で開催され、本委員会においてプロジェクトの活動進捗の報告と承認、年間活動計画の検

討と承認、プロジェクト実施上の問題に対する解決策の検討などを行った。 
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表 2-2 プロジェクト合同調整委員会の構成と協議内容 
JCC 議長 MAH 事務次官（SG/MAH） 
JCC ﾒﾝﾊﾞｰ 財務省協力総局（DG-COOP/MEF、副議

長） 
MAH 調査計画局（DEP/MAH） 
MAH 総務財務局（DAF/MAH） 
水資源局（DGRE/MAH） 
衛生・汚水・廃棄物総局（DGAEUE/MAH） 

行政・治安省（MATS） 
国民教育・識字化省（DREBA-PCL /MENA） 
保健省（MS） 
ゾルゴー市長（地方自治体代表） 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ JICA ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ事務所 
日本大使館 

PROGEA/PCL ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局長） 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局水資源課職員（SRE/DRAH-PCL） 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ日本人専門家 

協議内容 
第 1 回 JCC 
（10 年 1 月 15 日） 

PROGEA/PCL の全体活動紹介 
業務進捗報告書 1（PR1）の内容検討と承認 
2010 年年間活動・予算計画書の内容検討と承認 

第 2 回 JCC 
（10 年 9 月 8 日） 

2010 年上半期における活動報告（プロジェクト事業進捗報告書 2 号） 
2010 年上半期の活動計画に関する協議 
プロジェクト PDM 指標の改定に関する協議 

第 3 回 JCC 
（11 年 1 月 26 日） 

2010 年下半期における活動報告（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業進捗報告書 3 号（PR3） 
2011 年の活動計画・予算計画の内容検討と承認（2011 年年間活動計画書） 
その他情報共有（C/P 本邦研修報告など） 

第 4 回 JCC 
（11 年 9 月 28 日） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ中間報告書（ItR）・2011 年上半期の活動報告ならびに承認 
中間ﾚﾋﾞｭｰ調査結果の報告と調査報告書の承認 

第 5 回 JCC 
（12 年 2 月 2 日） 

2011 年下半期のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動報告と業務進捗報告書第 4 号（PR4）の承認 
2011 年のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動の総括、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ予算の執行状況の報告と承認 
2012 年ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ年間活動計画書・予算の検討と承認 

第 6 回 JCC 
（13 年 2 月 13 日） 

2012 年ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ年間活動・予算執行状況の報告と年間報告書の承認 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時評価調査結果の報告と調査報告書の承認 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後の展望等に関する意見交換 

 

2-4 投入実績 

2-4-1  日本人専門家派遣実績 

本プロジェクトにおける日本人専門家は、延 12名、4年次計 77.43M/M（自社負担分 4.00M/Mを

含む）で派遣された。以下に年次ごとの日本人専門家の派遣実績を示す。 

 

表 2-3 日本人専門家の派遣実績 
【現地作業】 

氏名 担当分野 
M/M 

1年次 2年次 3年次 4年次 計 

小野 健 総括・組織能力強化 1・村落給水 7.50 7.53 8.80 6.00 29.83 

大野 明子 衛生改善計画・教育 1 3.10 5.60 - - 8.70 

杉本 記久恵 衛生改善計画・教育 2 2.80 - - - 2.80 

深林 真理 衛生改善計画・教育 1 - - 2.30 3.50 5.80 

西山 範之 衛生改善計画・教育 2 - - 2.80 - 2.80 

高見沢 清子 給水施設運営維持管理 1 2.00 2.00 4.00 2.30 10.30 
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氏名 担当分野 M/M 

末広 直子 給水施設運営維持管理 2 1.00 1.00 - - 2.00 

小塚 渚 給水施設運営維持管理 2 - - - 3.20 3.20 

菅井 純 組織能力強化 3 - - 4.00 - 4.00 

冨塚 孝則 業務調整/組織能力強化 2  2.00＊1 1.00 3.00 8.00 

江刺 和広 業務調整/組織能力強化 2 2.00 - - - 2.00 

石井 絢乃 業務調整/研修監理 - - - 2.00＊2 2.00 

計 16.40 18.13 22.90 20.00 77.43 

注：*1,*2 は自社負担による派遣。 

【国内作業】 

氏名 担当分野 
M/M 

1年次 2年次 3年次 4年次 計 

小野 健 総括・組織能力強化 1・村落給水 0.30 0.97 - - 1.27 

高見沢 清子 給水施設運営維持管理 1 - 1.00 1.00 - 2.00 

計 0.30 1.97 1.00 - 3.27 

 

2-4-2  研修員受入実績 

表 2-4 本邦研修員受入実績 
受入期間 協力分野名 研修内容及び受入機関 研修員氏名 当時の役職 

2009 年 1 月 25 日 
～2 月 14 日 

給水・衛生管理 日本の給水・衛生行政（東京

都水道局、札幌市水道局等） 
給水施設維持管理技術・衛生

普及手法等（北海道大学、藤

女子大学等） 

OUEDRAOGO 
Josephine 

衛生・汚水・廃棄物総

局衛生技術・施設開発

局長 
LOMPO Joanna Marie 
Delphine 

中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局水資

源部長 
2010 年 1 月 29 日 
～2 月 6 日 

給水・衛生管理

「高官」 
日本の給水・衛生行政の理解

（京都市上下水道局） 
農業分野の取り組みの理解

（滋賀県）等 

COMPAORE Adama 農業・水利・水産資源

省 事務次官 
OUEDRAOGO 
M.Robert 

農業・水利・水産資源

省 作物生産総局長 
2011 年 1 月 9 日 
～22 日 

給水・衛生管理 日本の給水・衛生行政の理解

（東京都水道局） 
給水施設維持管理技術・衛生

普及手法（有明水再生ｾﾝﾀｰ、

東京ｻﾝﾂｰﾙ等） 

BINGBOURE Jean 
Mathieu 

水資源総局・飲料水供

給局長 
TAPSOBA Gisele 農業・水利・水産資源

省中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局長 
MAIGA Moussa 調査・計画局長 
PALENFO Fousseni 衛生・汚水・廃棄物総

局・水質汚濁有害液体

対策長 
NAKOULMA Boukare 農業・水利・水産資源

省ｸﾙｳｪｵｺﾞ県局長 

 

2-4-3  供与機材実績 

表 2-5 供与機材実績表 
機材名 数量 供与先 

ﾓｰﾀｰﾊﾞｲｸ（YAMAHA YBR125） 11 3 ﾊﾟｲﾛｯﾄ・6 対象ｺﾐｭｰﾝ ZAT 長、DPAH/OTG、DPAH/GZG 
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ + 無停電電源装置（UPS） 8 DGRE、DRAH/PCL、DPAH、PROGEA 事務所 
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 1 DRAH/PCL 
ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ 3 DGRE、DRAH/PCL、PROGEA 事務所 
ﾓﾉｸﾛﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ 5 DRAH/PCL、DPAH、PROGEA 事務所 
ｺﾋﾟｰ機 1 DRAH/PCL 
ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 1 DRAH/PCL 
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2-4-4 現地業務費実績 

表 2-6 財源別業務費投入実績（FCFA） 
 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 計 
JICA 36 401 982 291 840 813 245 383 596 517 079 801 143 732 965 1 234 439 157 
「ﾌﾞ」国拠出分 0 26 318 609 18 264 000 24 646 000 52 729 000 121 957 609 
計 36 401 982 318 159 422  263 647 596 541 725 801 196 461 965 1 356 396 766 

 
表 2-7 コンポーネント別業務費投入実績（FCFA） 

 
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 計 

JICA 
「ﾌﾞ」国 

拠出分 
JICA 

「ﾌﾞ」国 

拠出分 
JICA 

「ﾌﾞ」国 

拠出分 
JICA 

「ﾌﾞ」国 

拠出分 
JICA 

「ﾌﾞ」国 

拠出分 
JICA 

「ﾌﾞ」国 

拠出分 
対象ｺﾐｭｰﾝに

おける給水施

設維持管理ｼｽ

ﾃﾑの構築 

18 307 245  - 50 281 320  - 56 207 481  - 115 261 905  - 42 113 060  282 171 011  

村落組織にお

ける給水施設

運営維持管理

の強化 

- - 66 649 600  - 105 279 200  - 256 898 766  - 55 993 220  484 820 786  

給水施設運営

維持管理に係

るｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供

給及び修理体

制の改善 

- - 5 192 900  - 8 927 830  - 18 218 730  - 3 676 290  36 015 750  

村落住民の衛

生行動の改善 
840 000  - 29 896 190  - 30 268 970  - 57 897 330  - 7 458 740  126 361 230  

地方行政機関

による給水お

よび衛生状況

のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評

価、ｺﾐｭｰﾝへの

支援能力強化 

- - 80 101 430  - 6 740 000  - 8 289 000  - 0  95 130 430  

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営

に係る業務費 
17 254 737  - 59 719 373  26 318 609  37 960 115  18 264 000  60 514 070  24 646 000  34 491 655 52 729 000 209 939 950 121 957 609 

計 36 401 982  0 291 840 813  26 318 609 245 383 596  18 264 000 517 079 801 24 646 000 143 732 965 52 729 000 1 23 4439 157 121 957609 
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表 2-8 カテゴリー別業務費投入実績（FCFA） 

 2009 年  2010 年  2011 年  2012 年  2013 年  計  
JICA 「ﾌﾞ」国拠

出分 
JICA 「ﾌﾞ」国拠

出分 
JICA 「ﾌﾞ」国拠

出分 
JICA 「ﾌﾞ」国拠

出分 
JICA 「ﾌﾞ」国拠

出分 
JICA 「ﾌﾞ」国

拠出分 
人件費 3 114 527  - 23,720,478  10 800 000 16 927 574 9 120 000 28 175 564 11 780 000 12 882 599 34 112 000 84 820 742 65 812 000 

運営費・消耗品等 1 726 210  - 13,253,800  3 787 800 19 009 420 9 144 000 82 372 686 12 866 000 11 500 886 18 617 000 127 863 002  44 414 800 

機材費 12 250 000  - 19,825,784 11 730 809 2 023 121 0 3 710 500 0 0  0 37 809 405 11 730 809 

活動費 19 311 245  - 235 040 751 0 207 423 481 0 402 821 051 0 119 349 480 0 983 946 008 0 

計 36 401 982  - 291 840 813 26 318 609 245 383 596 18 264 000 517 079 801 24 646 000 143 732 965 52 729 000 1 234 439 157 121 957 609 
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2-4-5   現地再委託業務実績 

本プロジェクトでは、リフォーム適用化に基づく給水施設維持管理システムの構築とコミュー

ン・住民の能力強化を実施した。これに際し、プロジェクト成果の持続性確保の観点から、C/P

である MAHRH 中央プラトー地方局の職員や ZAT/UAT を巻き込み活動を展開した。しかし人数や水

分野における専門性の不足などの人員体制・能力の問題を補うことを目的として、リフォームに

関わるアクターへの研修やフォローアップ等の活動については、豊富な知見と経験を有するロー

カルコンサルタントを起用し、現地再委託業務として実施した。 

 
表 2-9 現地再委託業務の年次別概要 

年

次 
契約期間 活動 

契約金額 

(FCFA、税抜金額) 

現地再委託 

業務成果 

1年

次 

2009.11.23. 

-2010.5.31. 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ調査 14 462 650 完了 

ﾘﾌｫｰﾑ適用化ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 6 647 500 1地方 WS、3 ｺﾐｭｰﾝ WS 

DRAH.DPAH対象ﾘﾌｫｰﾑ適用化研修 6 540 000 完了 

3 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ適用化支援 25 420 000 完了 

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ・ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工に関する現況調査 3 911 500 完了 

衛生啓発・教育活動支援 4 042 500 完了 

1年次計 61 024 150  

2年

次 

2010.9.9. 

-2011.5.31. 

6対象ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ適用化ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 6 501 000 6 ｺﾐｭｰﾝ WS 

DRAH.DPAH対象ﾘﾌｫｰﾑ適用化研修 6 740 000 完了 

ｺﾐｭｰﾝ・AUE対象ﾘﾌｫｰﾑ適用化研修（3 ﾊﾟｲﾛｯﾄ・

6対象ｺﾐｭｰﾝ） 

43 699 600 42 ｾｯｼｮﾝ 

3 ﾊﾟｲﾛｯﾄ・6対象ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ適用化

支援 

114 749 500 完了 

2年次計 171 690 100  

3年

次 

2011.10.7. 

-2012.5.31. 

3 ﾊﾟｲﾛｯﾄ・6対象ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ適用化

支援 

85 500 000 完了 

6対象ｺﾐｭｰﾝ対象のﾘﾌｫｰﾑ適用化研修 5 268 620 2 ｾｯｼｮﾝ 

3 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ AUE対象のﾘﾌｫｰﾑ適用化研修 7 622 600 9 ｾｯｼｮﾝ 

6対象ｺﾐｭｰﾝ AUE対象のﾘﾌｫｰﾑ適用化研修 34 256 000 40 ｾｯｼｮﾝ 

2012.2.13. 

-2012.5.31 

.（追加契約） 

11追加ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ適用化ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 9 617 500 12 ｺﾐｭｰﾝ WS 

11追加ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ適用化支援 108 300 000 完了 

DRAH.DPAH対象ﾘﾌｫｰﾑ適用化研修 5 651 760 2 ｾｯｼｮﾝ 

3年次計 256 216 480  

4年

次 

2012.9.11. 

-2013.3.30. 

中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方におけるﾘﾌｫｰﾑ適用化支援 103 115 000 完了 

DRAH.DPAH対象ﾘﾌｫｰﾑ適用化研修 6 419 680 2 ｾｯｼｮﾝ 

ｺﾐｭｰﾝ・AUE対象ﾘﾌｫｰﾑ適用化研修 

（11追加ｺﾐｭｰﾝ） 

86 573 120 66 ｾｯｼｮﾝ 

4年次計 196 107 800  

総計 685 038 530  
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第3章 対象コミューンにおける給水施設維持管理システムの構築 

3-1 ベースライン調査の実施 

3-1-1  ベースライン調査の概要 

対象地域の給水・衛生状況を把握するためのベースライン調査を、2009年 12月 19日から 2010

年 1月 17日にかけて実施した。 

ベースライン調査では、給水施設全国インベントリー（INOH）の更新データおよび給水・衛生

に関するコミューン開発計画（PCD-AEPA）8から、給水施設の現状・稼働状況を把握すると同時に

コミューン、村落・地区責任者、給水施設のCPEに対して給水施設の維持管理や衛生状況に関する

聞き取り調査を行った。 

調査対象は、中央プラトー地方の全 20コミューン、村落での聞き取りは抽出された 104村落お

よび 365 の CPEとした。調査の概要は以下のとおりである。 

 

表 3-1 ベースライン調査の主な調査項目 

ｺﾐｭｰﾝ 

人口状況 村落数、地区数、人口、世帯数 
ｺﾐｭｰﾝ行政の体制 人員、年間予算とその使用状況、資機材、既存設備、ｺﾐｭｰﾝ活動 
ｺﾐｭｰﾝ内のｲﾝﾌﾗ 小中学校、病院・保健ｾﾝﾀｰ、市場、識字ｾﾝﾀｰ、電化、交通ｱｸｾｽ等 

給水施設の状況 
ﾀｲﾌﾟ別の給水施設数、稼働状況、ポンプ修理工の有無と配置状況、給水

ﾘﾌｫｰﾑに関する知見 

ﾄﾞﾅｰ・NGO 給水・衛生、開発分野で活動中のﾄﾞﾅｰ・NGO とその内容 

村長/地区長 
一般状況 人口、地区（ｶﾙﾃｨｴ）・世帯数、各地区からの距離 
村落ｲﾝﾌﾗ整備状況 小中学校、保健ｾﾝﾀｰ、市場、製粉所等 
住民組織 村落開発委員会（CVD）、村落保健委員会、学校運営委員会（COGES） 

CPE 

給水施設の稼働状況 
利用目的ごとの水源、水源までの距離、ポンプタイプ、稼動の有無、故障

の場合はその箇所と原因、修理履歴と修理に要した費用・修理工 

給水施設の維持管理

状況 

水場委員会（CPE）の稼働状況、水費支払状況・金額、財務管理状況、ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ修理工の有無・修理頻度、給水ﾘﾌｫｰﾑに関する知見、水場の清掃等 

故障時の対応、修理工の認知度、修理費用・ｺｽﾄ、故障から修理までの連

絡経路と期間、問題点や困難、等 
衛生状況 主な疾病、ﾄｲﾚ（公共・家庭）の有無、飲料水処理・手洗い等の衛生行動 

 

3-1-2  ベースライン調査の結果 

 ベースライン調査結果の概要については下記表の通りである。 

 

表 3-2 ベースライン調査結果概要 
1. 中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方における給水施設の現況  

給水施設のﾀｲﾌﾟ 人力ﾎﾟﾝﾌﾟ付深井戸給水施設（PMH） 
ﾎﾟﾝﾌﾟの種類 INDIA 製が大半（過去 5 年の傾向） 
PMH の状況 40％以上が建設 15 年以上経過しているために老朽化が進んでいる注１ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ故障率 18.8％（ほぼ全国平均）ただし県・ｺﾐｭｰﾝによって差がある（例：ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県で

は 21％、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県では 16.8％、ﾗｲｺﾐｭｰﾝでは 27.5%、ﾄｴｹﾞﾝｺﾐｭｰﾝでは 11.1%） 

                                                        
8 中央プラトー地方では、UNICEF 支援により全 20 コミューンにおける PCD-AEPA が 2009 年 12 月に策定されて

いる。 
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給水率 平均給水率はほぼ充足されている注 2
。ただしｺﾐｭｰﾝ、村落、村落内の地区間での

差が認められる 
ｱｸｾｽ率 良好。ただし 23%の CPE の PMH は居住地区から 1,000km 以上離れている。 

2．CPE による給水施設維持管理の現況 
CPE ﾒﾝﾊﾞｰ人数 

 
ﾒﾝﾊﾞｰは 6 名体制（CPE の約 1/3 がそれに該当）。43％の CPE のﾒﾝﾊﾞｰは 5 名以

下 
女性の割合 各 CPE ﾒﾝﾊﾞｰの 1/3 が女性。女性が半数を占めている CPE は 9%。 

総会等の実施 大多数の CPE が総会及び事務局会議を開催していると回答したが、実際は水料

金の徴収が必要な場合やﾎﾟﾝﾌﾟの問題発生時に開催する等、不定期な場合が多い。 

水料金徴収方法 大多数の CPE が定期的に水料金を徴収しており、故障時のみの料金徴収を実施

しているのは 7%。従量制は稀。 

水料金の設定 男女別に水料金を徴収している場合が多く、水料金平均額は 1,000FCFA/年以下。

世帯当たりに換算すると 1,500FCFA/年。 

徴収金の保管方法 87%の CPE が維持管理資金を貯蓄しており、その保管方法は、村での保管が

63%、銀行預金が 10%、その両方を活用している CPE は 28%。 

徴収金の保管額 所有金額は平均約 50,000FCFA であるが CPE 間で差があり、銀行口座での貯蓄

平均額は約 23,000FCFA である。 
ﾎﾟﾝﾌﾟの修理状況 2009 年中に修理を行った CPE は 80％。 
年間修理回数 平均 1～2 回（57%）。中には 7 回の修理を実施した CPE も存在。 
修理実施者 特定のﾎﾟﾝﾌﾟ修理工に依頼 
修理金額 平均 43,000FCFA。修理内容により差がある。 

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの入手方法 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工から購入（50%以上）特にｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県などではCPE自身が購入（37%） 
ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの調達方法 ﾜｶﾞﾄﾞｩｸﾞのｲﾝﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ 

3．衛生行動の現況 
水の利用法 飲料水、家庭用水、家畜飲用水 

PMH 周辺の衛生環境 1/3 の PMH で問題有（排水不良、家畜糞の存在、清掃されていない等） 
水の運搬方法 20 ﾘｯﾄﾙのﾎﾟﾘﾀﾝｸを使用 
水の保管方法 陶器製の壺 
世帯における 
ﾄｲﾚ所有率 

1/3 の CPE のある村落地区内にﾄｲﾚなし。ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県でのﾄｲﾚ所有率はｸﾙｳｪｵｺﾞ県

と比べて高い（約 20 倍） 
4．ｺﾐｭｰﾝの現況 

職員の配置 
職員が 1 名のｺﾐｭｰﾝもあり。 
－常勤職員：運営管理業務担当（戸籍係、会計係、秘書等） 
－非常勤職員：警備員、雑用係 

予算 
2007年から2010年の間にｺﾐｭｰﾝ予算における歳入の計画額が大きく伸びている。

しかしながら、予算として計画された歳入額と実際の歳入額には大きな隔たりが

ある。一方いくつかのｺﾐｭｰﾝでは 2007 年に比べて歳入額が大きく伸びている 
予算消化状況 歳入額の 50％を消化できないｺﾐｭｰﾝが多い 

組織の運営状況 
ｺﾐｭｰﾝ評議会の定例会は定期的に開催 
評議会に設置されている各分科会に関してはまちまちである（議員の教育水準の

低さが要因） 
給水分野における 

問題点 
ｺﾐｭｰﾝにおいて担当する人員が存在しない、または不足している 

衛生分野における 
問題点 

公共施設における衛生施設の維持管理が行われていない 

給水施設維持管理ﾘﾌｫｰﾑに

関する認識 
情報提供は受けている。ただし施設の所有責任者及び公共ｻｰﾋﾞｽの提供者として

の経験を有しておらず、必要な行政・会計能力が欠如している 
注１）INOH データではリハビリが行われたポンプに関するデータは含まれていない。 
注２）PMH1 基当たりの給水人口を 300 人として算出。 

 

ベースライン調査等からの収集データ結果を踏まえて、パイロットコミューンの選定を行った。

選定にあたってのクライテリア（基準）及び選定されたパイロットコミューンは表 3－3 の通りで

ある。 
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表 3-3 パイロットコミューン選定クライテリア 

立地条件 ﾙｰﾗﾙ（村落部）及びｾﾐｱｰﾊﾞﾝ（地方都市部）のｺﾐｭｰﾝ 
幹線道路沿いの比較的利便性のよいｺﾐｭｰﾝ及びは基地ｺﾐｭｰﾝ 

人口 人口密度が高いコミューン 

給水施設状況 将来的に APES/PEA（配管型給水施設：ﾚﾍﾞﾙ２）の普及を見越し AEPS 導入が進めら

れているｺﾐｭｰﾝを除く 
ｺﾐｭｰﾝの機能 評議員分科会等の活動を積極的に実施しているｺﾐｭｰﾝを優先 

CPE の活動状況 給水施設維持管理が比較的良好に行われているｺﾐｭｰﾝ 

衛生状況 村落内にﾄｲﾚが比較的多く存在するｺﾐｭｰﾝ 
住民の衛生意識が比較的高いｺﾐｭｰﾝ 

その他 給水無償案件の施設建設対象ｻｲﾄを多く含むｺﾐｭｰﾝ 

 

  

表 3-4 選定されたパイロットコミューン 

県 コミューン 

ウブリテンガ ダペロゴ 

ガンズルグ ゾルゴ 

クルウェオゴ トエゲン 

 

3-2 給水施設維持管理リフォームに関する地方ワークショップ 

中央プラトー地方の行政機関、関連プロジェクト、NGO などの関係者に対してリフォームに基

づく給水施設維持管理システムに関する情報を発信すること、プロジェクト活動のキックオフと

して活動計画の紹介を目的に、地方ワークショップを開催した。地方ワークショップは、2010年

2月 10日に開催され、中央プラトー地方知事を議長とし、中央プラトー地方事務次官の司会によ

って行われた。 

 

表 3-5 給水施設維持管理リフォームに関する地方ワークショップの概要 
組織・参加者名 参加数 プログラム 

中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方 知事、事務次官 2 0830-0930 参加者到着・入場 
0930-0940 中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方知事に

よる開会の辞 
0940-0950 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ実施にかかる

説明 
0950-1030 給水施設維持管理ﾘﾌｫｰ

ﾑに関するﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 
1030-1115 給水施設維持管理ｼｽﾃﾑ

ﾘﾌｫｰﾑに関する質疑応答 
1115-1145 休憩 
1145-1230 給水施設維持管理ｼｽﾃﾑ

ﾘﾌｫｰﾑに関する質疑応答 
1230-1300 PROGEA/PCL 活動に

関するﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 
1300-1345 PROGEA/PCL 活動に

関する質疑応答 
1345-1400 閉会 

県知事 中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方 3 県知事 3 
ｺﾐｭｰﾝ ｺﾐｭｰﾝ市長、ｺﾐｭｰﾝ助役、ｺﾐｭｰﾝ事務次官 20 
郡長 郡知事 20 

中央ﾌﾟﾗﾄｰ行政機

関 

DRAHRH/PCL, DPAHRH 12 
DREBA/PCL, DPEBA 4 
DRS, District Sanitaire 4 
DRECV, DRA, DRPF, DREP 5 

関連ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ PNGT II, 小規模ﾀﾞﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(PPB/BAD) 2 
NGO・ｱｿｼｴｰｼｮﾝ ACF, APS, CREPA BF, CISV, SOS-Sahel 5 
JICA JICA ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ事務所 1 
ﾌﾟﾚｽ・ﾏｽｺﾐ AIB/SIDWAYA 1 
現地再委託機関 ANTEA Burkina Faso 2 

PROGEA/PCL 日本人専門家ﾁｰﾑ 3 

計 84  
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地方ワークショップには、本プロジェクトの主要アクターであるコミューン関係者（コミュー

ン長など）が、中央プラトー全 20コミューンから参加し、関係者の関心が非常に高いことが伺え

た。参加者からは、給水施設維持管理システムの実施に関する具体的な質問や意見が多く出され、

活発な議論が繰り広げられた。 

 

3-3 リフォーム理解促進コミューンワークショップ 

各コミューンにおけるリフォーム適用化の第 1 段階として、各コミューンの関係者に対してリ

フォームの目的・原則・概要とその実施方法について情報発信を行い、リフォーム適用化実施に

際してのコミューン関係者の役割と責任について理解促進を図ることを目的として、コミューン

ワークショップを開催した。 

 
表 3-6 給水施設維持管理リフォームに関するコミューンワークショップの概要 

 県 ｺﾐｭｰﾝ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催日 参加者数 

ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ ﾄｴｹﾞﾝ 2010 年 3 月 16 日 84 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 2010 年 3 月 17 日 149 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ ｿﾞﾙｺﾞｰ 2010 年 3 月 18 日 110 

対象ｺﾐｭｰﾝ ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 

ｱﾌﾞｽﾔ 2010 年 12 月 13 日 63 
ﾙﾝﾋﾞﾗ 2010 年 12 月 13 日 94 

ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ 2010 年 12 月 14 日 61 
ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 2010 年 12 月 14 日 86 
ｼﾞﾆｱﾚ 2010 年 12 月 15 日 130 
ｼﾞﾃﾝｶﾞ 2010 年 12 月 15 日 121 

追加ｺﾐｭｰﾝ 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ 

ﾌﾞｯｾ 2012 年 2 月 7 日 85 
ﾗｲ 2012 年 2 月 13 日 47 
ﾆｭｳ 2012 年 2 月 13 日 97 

ｽﾙｸﾞﾋﾞﾗ 2012 年 2 月 7 日 71 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 

ﾌﾞﾄﾞﾘｨ（第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 2012 年 2 月 8 日 118 
ﾌﾞﾄﾞﾘｨ（第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 2012 年 2 月 9 日 87 

ｺｺﾞ 2012 年 2 月 8 日 57 
ﾒｹﾞ 2012 年 2 月 8 日 82 

ﾓｸﾞﾃﾄﾞ 2012 年 2 月 9 日 85 
ｻﾛｺﾞ 2012 年 2 月 9 日 68 
ｻﾞﾑ 2012 年 2 月 10 日 118 

ｽﾞﾝｸﾞｩ 2012 年 2 月 13 日 71 
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者 ｺﾐｭｰﾝ市長、事務次官、ｺﾐｭｰﾝ評議員、村落開発委員会（CVD）委員長 

郡長、ｺﾐｭｰﾝ収税吏 
DRAH/PCL、DPAH、ZAT 長 
各ｺﾐｭｰﾝ視学官事務所（CEB）、保健ｾﾝﾀｰ（CSPS） 
宗教指導者、伝統ｵｰｿﾘﾃｨ、ｱｿｼｴｰｼｮﾝ・ﾛｰｶﾙ NGO、給水・衛生分野関連ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
ｺﾐｭｰﾝ在住ポンプ修理人 
PROGEA/PCL（日本人専門家ﾁｰﾑ）、現地再委託機関（ANTEA 社、ｱﾆﾒｰﾀｰ） 

リフォーム理解促進ワークショップでは、コミューン評議員や村落開発委員（CVD）など各村

落の代表者を対象としているため、現地語であるモレ語で進められ、特に給水施設維持管理にお

ける各関係者の役割と責任、水利用者から集められる資金の流れに関して、詳細に説明を行った。 
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3-4 コミューン関係者を対象とした給水施設維持管理リフォーム研修 

コミューン関係者（コミューン長、コミューン評議員、郡長など）を対象とした、リフォーム

研修は、プロジェクト実施期間中において計 3 回にわたり実施した。これら一連の研修と給水施

設維持管理活動（AUE との給水施設維持管理委託協定の締結、ポンプ修理業者との給水施設保守

巡回業務契約の締結とその実施、AUE からの賦課金を原資とした給水施設維持管理費用のコミュ

ーン予算計上と執行など）を通じて、リフォームに基づく給水施設維持管理システムの確立と各

コミューンの実施能力向上を目指した。 

表 3-7 コミューン関係者対象のリフォーム研修の概要 

 研修日時 ｾｯｼｮﾝ

数 
参加

者数 研修内容 

第 1 回

研修 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 2010 年 4 月 28 日 
～5 月 13 日 5 211 給水施設維持管理における現在のｼｽﾃﾑと問題点 

給水施設維持管理ｼｽﾃﾑﾘﾌｫｰﾑの説明 
ｺﾐｭｰﾝ単位で決定される水費の算出および決定方法 
給水施設維持管理に関するｺﾐｭｰﾝと AUE・ﾎﾟﾝﾌﾟ修理

業者との協定・契約 

対象ｺﾐｭｰﾝ 2011 年 3 月 15 日 
～16 日 1 67 

追加ｺﾐｭｰﾝ 2012 年 3 月 20 日 
～29 日 3 140 

第 2 回

研修 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 2010 年 12 月 6 日 
～7 日 1 40 ﾘﾌｫｰﾑの目的と概要 

給水施設維持管理のためのｺﾐｭｰﾝ予算立案 
ｺﾐｭｰﾝ‐AUE 間の給水施設維持管理委託協定 
ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の認可 
ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の選定入札 
ｺﾐｭｰﾝ‐ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者間の給水施設保守巡回業務契

約 

対象ｺﾐｭｰﾝ
*1 

2011年 10月 25日

～11 月 4 日 2 80 

追加ｺﾐｭｰﾝ 
2012 年 10 月 9 日 
～19 日 3 152 

第 3 回

研修 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 2011 年 3 月 10 日 
～11 日 1 42 ﾘﾌｫｰﾑに基づく PMH の維持管理ｼｽﾃﾑの復習 

ｺﾐｭｰﾝ‐AUE 間の給水施設維持管理委託協定 
ｺﾐｭｰﾝ‐ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者間の給水施設保守巡回業務契

約 
各ｱｸﾀｰとの契約・協定に基づく活動実施・ﾌｫﾛｰ 
各ｺﾐｭｰﾝ活動計画の作成 

対象ｺﾐｭｰﾝ
*2 2011年 10月 25日

～11 月 4 日 2 80 

追加ｺﾐｭｰﾝ 2013 年 3 月 18 日 
～26 日 3 159 

ｺﾐｭｰﾝ研修参加者 ｺﾐｭｰﾝ長、ｺﾐｭｰﾝ評議会事務局ﾒﾝﾊﾞｰ（評議員） 

ｺﾐｭｰﾝ事務次官, ｺﾐｭｰﾝ会計係、給水ﾌｫｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄ／ｺﾐｭｰﾝ水ｻｰﾋﾞｽ 

県庁事務次官（SGP）、郡長 

財務省担当者（収入吏、財務監査役、税務職員） 

ZAT長 

DRAHRH/PCL(SREH), DPAHRH/KWG (県局長・SREH), PROGEA/PCL 

*1),*2) 2011年春の「ブ」国政情不安による退避処置のため、対象ｺﾐｭｰﾝ研修は第 2回・第 3回研修を合わせた

形で実施した。 

3-5 各コミューンにおける給水施設維持管理リフォーム適用化支援 

 コミューン関係者への研修後、プロジェクトでは DRAH/DPAH と共に、各コミューンに対す

るリフォーム適用化に係る支援を行った。主な支援活動は以下の通りである。コミューン

最低水料金、AUE からの賦課金の設定 

 AUE との PMH維持管理委託協定の締結 

 ポンプ修理業者による PMH保守巡回契約実施のためのコミューン年間予算の制定 

 AUE からの賦課金納入の促進 

 ポンプ修理業者との PMH保守巡回契約の締結 

 ポンプ修理業者による PMH保守巡回の実施、ポンプ修理業者への業務完了に伴う支払 

 AUE・ポンプ修理業者による PMH維持管理活動のフォローアップ 
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表 3-8 各コミューンによる給水施設維持管理リフォーム適用化実施状況 

 県 ｺﾐｭｰﾝ 

活動 

ｺﾐｭｰﾝ水料

金・賦課金

額の設定 

AUE との

PMH 維持

管理委託協

定の締結 

PMH 保守

整備に係る

ｺﾐｭｰﾝ 

予算化 

AUE からの賦課金納入（FCFA） 
ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業

者との PMH

保守整備 

契約締結 

PMH 保守巡

回の実施 
2011 年 2012 年 2013 年 

ﾊﾟｲﾛｯﾄ 

ｺﾐｭｰﾝ 

ｳﾌﾞﾘﾃ

ﾝｶﾞ 

ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 〇 29/29 〇 1 450 000 240 000 - 2/2 11 年 12 月 

12 年 6 月 

ｸﾙｳｪｵ

ｺﾞ 

ﾄｴｹﾞﾝ 〇 18/18 〇 620 000 10 000 - 2/2 11 年 12 月 

ｶﾞﾝｽﾞ

ﾙｸﾞ 

ｿﾞﾙｺﾞ 〇 33/33 〇 630 000 610 000 - 3/3 11 年 10 月 

12 年 10 月 

対象 

ｺﾐｭｰﾝ 

ｳﾌﾞﾘﾃ

ﾝｶﾞ 

ｱﾌﾞｽﾔ 〇 19/19 〇 - 1 020 000 - 4/4 12 年 9 月 

ﾙﾝﾋﾞﾗ 〇 30/31 〇 470 000 - - 1/1 12 年 7 月 

ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ 〇 19/20 〇 - 690 000 - 2/2 12 年 6 月 

12 年 11 月 

ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 〇 28/28 〇 - 560 000 - - - 

ｼﾞﾃﾝｶﾞ 〇 45/45 〇 - 1 100 000  3/3 12 年 9 月 

ｼﾞﾆｱﾚ 〇 50/50 〇 - 1 640 000  3/3 12 年 11 月 

追加 

ｺﾐｭｰﾝ 

ｸﾙｳｪｵ

ｺﾞ 

ﾌﾞｯｾ 〇 18/18 〇 - - - - - 

ﾗｲ 〇 10/10 〇 - - - - - 

ﾆｭｳ 〇 21/21 〇 - - - - - 

ｽﾙｸﾞﾋﾞﾗ 〇 19/19 〇 - - - - - 

ｶﾞﾝｽﾞ

ﾙｸﾞ 

ﾌﾞﾄﾞﾘｨ 〇 75/75 〇 - -  - - 

ｺｺﾞ 〇 16/16 〇 - - 500 000 - - 

ﾒｹﾞ 〇 26/26 〇 - - 805 000 - - 

ﾓｸﾞﾃﾄﾞ 〇 29/29 〇 - - 1 650 000 - - 

ｻﾛｺﾞ 〇 15/15 〇 - - 920 000 - - 

ｻﾞﾑ 〇 34/35 〇 - - 1 610 000 - - 

ｽﾞﾝｸﾞｩ 〇 27/27  - - 1 100 000 - - 

 

3-6 リフォーム適用化に基づく PMH維持管理マニュアルの策定 

本プロジェクトは、リフォーム適用化政策に基づき中央プラトー地方において給水施設維持管

理システムの構築を行った。リフォーム適用化の実施手法については既に「ブ」国によってまと

められているが、プロジェクトの実施を通じて得られた知見や現場での工夫により改善した点、

作成された研修マニュアル等を統合し、PMH 維持管理マニュアルとして取りまとめた。 

このマニュアルは 2013年 4月 2日～5日に関係者間で修正作業を行い、PROGEA版マニュアルと

して完成した。 

表 3-9 に PMH維持管理マニュアルの概要を示す。 

 

表 3-9 PMH 維持管理マニュアルの構成及びその概要 
第 1 章 給水施設維持管理ﾘﾌｫｰﾑの

概要 
ﾘﾌｫｰﾑの必要性、目的、原則、維持管理ｼｽﾃﾑの概要 

第 2 章 水利用者組合（AUE）の設

立 
AUE の設立活動手順、啓発活動ｱﾌﾟﾛｰﾁ等を記載 

第 3 章 ｺﾐｭｰﾝﾚﾍﾞﾙでのﾘﾌｫｰﾑ適用

化活動 
水料金の設定、AUE との維持管理協定締結、ｺﾐｭｰﾝ予算化手順、ﾎﾟﾝﾌﾟ修理

業者の選定手続き、ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者との保守整備契約締結等を記載 
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第 4 章 村落ﾚﾍﾞﾙでのﾘﾌｫｰﾑ適用化

活動 
水料金の設定・支払い方法、ﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理者の選定、AUE による財務管

理、定期報告等の AUE 活動について記載 
第 5 章 関係者の能力強化 ｺﾐｭｰﾝ、AUE、ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者、行政機関に対する研修 
第 6 章 PMH の保守整備ｼｽﾃﾑ ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の認可手続き、ｺﾐｭｰﾝとの保守巡回契約手続き、PMH の保守

巡回業務の実際等のポンプ修理業者活動について記載 
第 7 章 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ AUE・ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者からの定期報告に基づくﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ、ﾘﾌｫｰﾑ適用化を

支援する行政機関の役割と機能 
第 8 章 ﾘﾌｫｰﾑ適用化に係る費用 PROGEA 経験を基に算出したﾘﾌｫｰﾑ適用化の一連の活動に必要な費用 
 添付資料 AUE 設立ﾏﾆｭｱﾙ、AUE 設立定型書式 

ｺﾐｭｰﾝ・AUE・ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者対象研修の研修講師用ﾏﾆｭｱﾙ・研修ﾓｼﾞｭｰﾙ 
AUE による PMH 維持管理活動支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾏﾆｭｱﾙ 
AUE ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄ 
ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者認可証ひな形 

 

 
 
 
 
 
 
PMH 維持管理マニュアル 

 

3-7 まとめ 

中央プラトー地方のコミューン関係者に対する研修や、AUE・ポンプ修理業者との給水施設維

持管理・保守整備に関する協定・契約の締結、給水施設維持管理に係るコミューン予算化、AUE

からの賦課金納入促進などのリフォーム適用化に関する一連の活動を通じて、各コミューンにお

ける給水施設維持管理体制はある程度構築されたと考えられる。 
 しかし一方で、以下に示すような課題を各コミューンは依然として抱えており、構築された

給水施設の維持管理体制が持続的に稼働するための、更なる取組みが求められている。 

 コミューンの実施体制は人員・財政面共に依然として脆弱であり、維持管理を含む給水・衛

生分野の事業に対して適切に対応できる人材が不在である。一部コミューン（ブッセ・ゾル

ゴ―コミューン）では、給水・衛生サービスが設立され専属の人員が配置されているが、そ

れ以外のコミューンでは存在していない。「ブ」国政府では、各コミューンに専門の技術者を

雇用・配置し、給水・衛生事業の推進を図ることを検討しているが、早急な実現は不可能で

あると考えられる。一方、各コミューンには給水施設インベントリー（INOH）情報の更新を

任務とするフォーカルポイントが配置されている。中央プラトー地方では、リフォーム適用

化活動に対してフォーカルポイントが積極的に関与し重要な役割を担っているコミューンも

多い。このため、フォーカルポイントをリフォーム適用化におけるコミューンレベルの実務

担当者と位置づけ、彼らのマンデート・役割の見直しと活動環境を整備する、また、各コミ

ューンでリフォーム適用化を含む給水・衛生分野に関するモニタリング委員会を設置し適切

な対応策を検討する体制を整えるなど、既存の人的リソースを有効に活用したコミューン実

施体制の構築と強化が必要である。 
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 一方、AUE による給水施設維持管理活動の支援・モニタリングは、本来はコミューン主導に

より実施されるべきものである。しかし現状ではコミューンの実施体制が脆弱であることか

ら、コミューンの積極的な関与を促しつつ、同時にプロジェクトが支援を行いながら

DRAH/DPAH および ZAT/UAT によるコミューンならびに AUE に対する活動支援・モニタリ

ングの枠組みを構築してきた。コミューンの実施体制の改善には時間を要すため、プロジェ

クト終了後も引き続き DRAH/DPAH による支援とモニタリングは不可欠であり、その実施に

必要な予算を「ブ」国政府が確保することが重要である。 

 リフォームに基づく給水施設維持管理システムでは、AUE による財務管理などの活動報告書

やポンプ修理業者による PMH 保守巡回報告書の定期的な提出が義務付けられている。しか

しながら、これらの報告書はコミューンによって十分に活用されていない。AUE およびポン

プ修理業者からの報告書により、コミューンが PMH の維持管理状況を把握し、問題発生時

に適切な対応策を検討することが可能となると共に、給水施設の建設やリハビリの計画立案

にも資し得る重要な資料である。引き続き、DRAH/DPAH によるコミューンへのフォローア

ップを通じて、AUE およびポンプ修理業者からの報告書の有効活用を指導していくことが求

められる。 

 コミューンの予算項目（Nomenclature）には給水・衛生分野における明確な項目が存在して

いない。AUE から納入される賦課金の使途は、契約ポンプ修理業者による PMH 保守巡回に

限定されるべきものであるが、現行の予算システムでは明確な歳出項目がないため、他の歳

出用途に拠出される危険性が高い。実際に AUE からの賦課金を他の事業（小学校建設）に拠

出してしまい、PMH 保守巡回が実施されないため、AUE が賦課金の納入を拒絶しているコ

ミューンも存在する。給水・衛生に関するコミューン予算項目の問題については、DGRE で

も十分に認識しており MEF に働きかけて制度面の改善を検討中である。 

 AUE からの賦課金は納入されているが、コミューン-ポンプ修理業者間の契約手続きが遅れ

ている、あるいは契約締結にも関わらず PMH 保守巡回がタイムリーに実施されていないコ

ミューンも存在する。これは現行のコミューン予算執行手続きが煩雑かつ時間を要すること

にも大きく起因しており、DGRE や MEF に働きかけて、手続きの簡素化や改善策を検討する

必要がある。同時に、コミューンが自らの計画に基づき PMH 保守巡回を実施していくよう、

DRAH/DPAH によるコミューンへのフォローアップ・支援の継続が必要である。 
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第4章 村落組織における給水施設運営維持管理の強化 

4-1 各村落における AUEの設立支援活動 

4-1-1  AUE普及啓発ツールの作成 

1) アニメーター用 AUE設立活動マニュアルの作成 

村落で AUE 設立支援活動を行うアニメーター用の AUE 設立活動マニュアルを策定した。このマ

ニュアルは、フランス開発庁（AFD）支援のリフォーム適用化プログラム（PAR）で策定されたも

のをベースとしているが、全ての水利用者がリフォームに基づいた給水施設維持管理に参加する

こと、より民主的な利用者の民意を反映させた AUE の設立プロセス（選挙による AUE 委員の選出

など）の確立、AUE 設立プロセスを簡便化させる等、第 1 年次での AUE 設立活動の経験を反映さ

せた内容に改訂した。 

 

2) AUE 普及啓発ツール（紙芝居）及び AUE設立に係る各種書式の作成 

リフォームに関する村落住民の理解の促進及び啓発活動用の紙芝居（Boîte à Image）を作成し

た。この紙芝居も PAR で策定されたものをベースとしているが、より実用的で持ち運びが容易に

なるよう軽量化するなどの改善を行った。 

また、AUEの認可申請に必要な、AUE設立に関する協議議事録ならびに AUE内部規定などの書式

を整備した。これらの書式については、フランス語版に加えて、住民が内容を十分に理解するこ

とが出来るよう、モレ語版も作成している。 

 

   
AUE 普及啓発ツール 

 

4-1-2  AUE活動支援を行うアニメーターの育成研修 

各コミューン村落において AUE の設立支援や設立後の活動フォローアップ、AUE 研修を行うア

ニメーターは、現地コンサルタントである ANTEA 社及び協力関係にある国際 NGO の SOS-SAHEL の

アニメーターの中から、AFD 支援の PAR での実務経験を有する者や、第 1 年次のベースライン調

査の実施やパイロットコミューン村落 AUE設立活動に携わったアニメーターを選抜・起用した。 

アニメーター育成研修は、現地再委託により実施した。各年次の初めに 5 日間の日程で実施さ

れた。研修ではまず、リフォームの目的やそのシステムの内容、各関係者の役割と責任などにつ

いての講義を行った。次いで、村落での活動を段階毎に解説した後に、各アニメーターによる実

技・シミュレーションをモレ語で行いより実践的な研修内容とした。 
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表 4-1 現地再委託アニメーターの配置・活動内容 

 育成された

ｱﾆﾒｰﾀｰ数 従事期間 主な活動内容 

第 1 年次 6 名 2010 年 3 月～5 月 3 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落での AUE 設立活動 
第 2 年次 15 名 2010 年 9 月～2011 年 5 月 3 ﾊﾟｲﾛｯﾄ・6 対象ｺﾐｭｰﾝ村落での AUE 設立活動 

3 ﾊﾟｲﾛｯﾄ・6 対象ｺﾐｭｰﾝ AUE の活動ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ・研修 
第 3 年次 9 名 2011 年 9 月～2012 年 5 月 3 ﾊﾟｲﾛｯﾄ・6 対象ｺﾐｭｰﾝ AUE の活動ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ・研修 

30 名 2012 年 2 月～5 月 11 追加ｺﾐｭｰﾝ村落での AUE 設立活動 
第 4 年次 9 名 2012 年 9 月～2013 年 3 月 11 追加ｺﾐｭｰﾝ AUE の活動ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ・研修 

 

4-1-3  AUEの設立 

各村落における AUE の設立支援活動は、3 パイロットコミューン、ウブリテンガ県 6 対象コミ

ューン、11 追加コミューンの順に段階的に実施した。 

3 パイロットコミューン  ：2010 年 3 月～11 月（1 年次・2 年次） 
ウブリテンガ県 6 対象コミューン：2011 年 1 月～4 月（2 年次） 

11 追加コミューン  ：2012 年 2 月～5 月（3 年次） 

 

村落部における AUE 設立に関する活動は、以下のようなステップで実施した。 

 

表 4-2 AUE 設立活動の概要 
ｽﾃｯﾌﾟ 1：第 1 回住民集会 (Réunion d’Information et d’Organisation) 
活動 ﾘﾌｫｰﾑに基づく給水施設維持管理ｼｽﾃﾑの説明（背景とその重要性、目的、維持管理ｼｽﾃﾑ、関係者の役

割） 
AUE の機能・職務、事務局ﾒﾝﾊﾞｰの構成とその役割 
衛生活動の重要性とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動の概要説明 
AUE ﾒﾝﾊﾞｰ選出手法の説明（第 1 回集会後、各地区で住民集会を開催しﾒﾝﾊﾞｰを選出） 
次回集会の計画立案 

対象者 村落権力者、住民組織代表、ｺﾐｭｰﾝ評議員、CVD、村落内小学校・保健ｾﾝﾀｰ、村落各地区代表、村落

住民 
ｽﾃｯﾌﾟ 2：第 2 回住民集会 (Réunion de Vérification et de Formation) 
活動 各地区からの AUE ﾒﾝﾊﾞｰﾘｽﾄの確認 

AUE ﾒﾝﾊﾞｰへの簡易研修（AUE の機能・職務、事務局ﾒﾝﾊﾞｰの構成とその役割） 
AUE 内規の検討・修正 
次回集会の計画立案 

対象者 村落各地区代表（AUE ﾒﾝﾊﾞｰ） 
AUE 選出に関与した村落責任者（ｺﾐｭｰﾝ評議員、CVD） 

ｽﾃｯﾌﾟ 3：第 3 回住民集会（AUE 総会）(Assemblée Générale Constitutive de l’AUE) 
活動 AUE ﾒﾝﾊﾞｰﾘｽﾄの最終化・署名 

AUE 内規の検討・承認 
事務局ﾒﾝﾊﾞｰの選出 
議事録の作成・署名 
AUE 認可申請方法の説明 

対象者 選出された AUE ﾒﾝﾊﾞｰ（その他の住民はｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰとして参加） 
AUE 選出に関与した村落責任者（ｺﾐｭｰﾝ評議員、CVD） 
行政機関（ｺﾐｭｰﾝ、郡庁、DRAH/PCL） 

ｽﾃｯﾌﾟ 4：AUE 認可申請 
活動 AUE 認可申請書類の提出（AUE→ｺﾐｭｰﾝ→郡庁→県庁）とそのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

AUE 認可申請書類の検討、認可証の発行 
対象者 AUE 事務局 

ｺﾐｭｰﾝ、郡庁、県庁 
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村落での AUE 設立活動は、まず、各コミューンの村落を 4～7 村落程度のグループ分け、１ヶ

月弱の期間に上記のステップ毎の住民集会を集中的に開催し、各村落で AUE を設立した後、次の

村落グループに移行する形式を取った。 

給水施設の維持管理には、全ての水利用者（村落住民）の関与・参加が不可欠である。このた

め、村落の各地区代表者で構成される AUE メンバーの選出にあたっては、ジェンダーバランスに

配慮するとともに、全ての社会的階層・年齢層の住民が選出されるよう、住民集会を通じて住民

に働きかけた。 

また、全ての水利用者が AUE 活動に賛同し参加するためには、維持管理活動の実務を担う AUE

事務局メンバー（委員長、書記、会計、衛生担当、情報担当）が利用者の信頼を得なければなら

ない。そこで、AUE 事務局メンバーの選出にあたっては、「ブ」国における他の JICA プロジェク

ト（学校運営委員会 COGES 支援プロジェクト、コモエ県における住民参加型持続的森林管理計

画プロジェクト）の経験を参考に、無記名投票による民主的な選出方法の導入を推奨した。 

しかし村落部における意思決定システムは、各村落の社会文化的な背景などから多様であるこ

とから、このため、プロジェクト側では無記名投票による AUE 事務局メンバーの選出を強制する

のではなく、無記名投票を含めた複数の選出方法をオプションとして提示し、住民はそれらのオ

プションの中から最も適切な方法を採用することとした。 

プロジェクト終了時までに、中央プラトー地方全 20 コミューンの全 565 村落／セクターにおい

て、計 563 の AUE が設立された。 

 

表 4-3 中央プラトー地方における AUE の設立状況 

 県 ｺﾐｭｰﾝ 村落/ 
ｾｸﾀｰ数*1) 

設立

AUE 数 
認可

AUE 数 

AUE ﾒﾝﾊﾞｰ 
男女比（%） 

AUE 事務職 
男女比（%） 

男性 女性 男性 女性 

ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ ﾄｴｹﾞﾝ 18 18 18 51.0 49.0 63.0 37.0 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 29 29 29 60.9 39.1 66.7 33.3 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ ｿﾞﾙｺﾞｰ 33 33 33 58.1 41.9 69.3 30.7 

対象ｺﾐｭｰﾝ ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 

ｱﾌﾞｽﾔ 19 19 19 58.9 41.1 69.0 31.0 
ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ 20 20 20 54.6 45.4 65.2 34.8 
ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 28 28 28 58.4 41.6 63.3 36.7 
ﾙﾝﾋﾞﾗ 31 31 31 51.9 48.1 63.1 36.9 
ｼﾞﾃﾝｶﾞ 45 45 45 56.7 43.3 66.3 33.7 
ｼﾞﾆｱﾚ 50 50 50 47.6 52.9 57.2 42.8 

追加ｺﾐｭｰﾝ 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ 

ﾌﾞｯｾ 18 18 18 50.1 49.9 48.8 51.2 
ﾗｲ 10 10 10 49.3 50.7 46.4 53.6 
ﾆｭｳ 21 21 21 50.1 49.9 55.6 44.4 

ｽﾙｸﾞﾋﾞﾗ 19 19 19 49.9 50.1 66.0 34.0 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 

ﾌﾞﾄﾞﾘｨ 76 75 73 51.4 48.6 67.0 33.0 
ｺｺﾞ 16 16 16 55.2 44.8 62.5 37.5 
ﾒｹﾞ 26 26 26 49.2 50.8 56.9 43.1 

ﾓｸﾞﾃﾄﾞ 29 29 29 50.1 49.9 59.3 40.7 
ｻﾛｺﾞ 15 15 15 57.6 42.4 61.1 38.9 
ｻﾞﾑ 35 34 34 50.3 49.7 60.9 39.1 

ｽﾞﾝｸﾞｩ 27 27 27 47.6 52.4 63.4 36.6 
計 565 563 561 52.7 47.3 62.7 37.3 

*1)ここで記す村落／セクター数は、ONEA が既に介入しているセクター（ジニアレ・ゾルゴ‐及びブッセの一部）を除いた数。

つまり本プロジェクトの活動対象となる村落／セクター数となる。 
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4-1-4  設立された AUEの認可取得支援 

設立されたAUEがコミューンとの給水施設維持管理委託協定に基づき活動を行うためには、

AUEの認可証の取得が不可欠である。このため、AUEが認可（Reconnaissance Officiale）を取得す

るための手続きに係る支援を行なった。プロジェクト終了までに、各村落において設立された全

563 村落AUEのうち 561 AUE9で認可証が発行された。 

AUE の認可証は、各 AUE から提出された所定の申請書式を、県知事が組合法（Loi n°10-92/ADP 

du 15 Décembre 1992, Portant liberté d’association）に基づき認定・交付することになっているが、そ

の手続きは各県によって異なる（表 4-4）。 

ウブリテンガ・クルウェオゴ両県では、AUE→コミューン→郡庁→県庁という流れで AUE 認可

証が発行される。一方、ガンズルグ県については、AUE 認可の前に AUE 代表者の人物証明が必

須であるとの県庁側の見解を受けて、警察署において AUE 代表者 3 名（委員長、書記、会計）の

人物証明書を発行したのち、AUE 認可申請を行う。 

また、AUE の認可証発行手数料は、通常の協同組合の手続きと同様、2,000 FCFA であるが、ク

ルウェオゴ県については、県知事の住民負担を軽減したいという意向から、500F CFA/AUE とな

っている。 

 

表 4-4 AUE 認可プロセスと申請にかかる費用 
県 AUE 認可証取得ﾌﾟﾛｾｽ 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ  

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 
 

 
県 必要書類 AUE 認可証取得に係る費用 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 
AUE 設立申請ﾚﾀｰ 
AUE 設立総会議事録 
AUE 定款 
内部規約 
（各原本 1通、ｺﾋﾟｰ 2通） 

認可証発行手数料：2,000 FCFA 
AUE 設立書類ｺﾋﾟｰの合法化 
（書類 3 種類×ｺﾋﾟｰ各 2 部×200 FCFA 印紙） 

3,200 FCFA 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ 
認可証発行手数料：500 FCFA 
AUE 設立書類ｺﾋﾟｰの合法化 
（書類 3 種類×ｺﾋﾟｰ各 2 部×200 FCFA 印紙） 

1,700 FCFA 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 
認可証発行手数料：2,000 FCFA 
AUE 設立書類ｺﾋﾟｰの合法化 
（書類3種類×原本及びｺﾋﾟｰ2部×200 FCFA印紙） 

3,800 FCFA 

 

4-2 AUE に対する能力強化支援・研修 

4-2-1  AUE事務局メンバーに対する給水施設維持管理研修 

設立された村落 AUE に対する給水施設維持管理能力強化研修は、3 段階のステップ方式で行い、

                                                        
9 プロジェクト終了時までに認可されなかった 2AUEはﾌﾞﾄﾞﾘｨｺﾐｭｰﾝの AUEであり、これまで村落内の対立が原因で

AUEの設立が阻まれていた。しかし 2013年 3月に住民同士の和解により AUEが設立。プロジェクト終了時時点で認

可に要する書類を提出。 

AUE
認可申請書の
作成・提出

コミューン長
認可申請書の

取り纏め及び送付

郡庁
申請書の確認

県庁
AUE認可の発行

AUE
認可申請書の
作成・提出

コミューン長
認可申請書の 取
り纏めおよび送付

郡庁
申請書の確認

県庁
AUE認可の発行

警察署
AUE代表者の

認証
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全ての研修を完了した時点で各村落の AUE がリフォームに基づく給水施設維持管理業務の実施

にかかる一連の知識と能力を獲得している状況を目指した。研修終了後もプロジェクトおよび

DRAH/PCL による活動のモニタリング・フォローアップ支援を実施し、OJT による AUE の給水

施設維持管理の実施能力の強化を図った。 

各 AUE 研修は各コミューンでグループ分け（約 10AUE/グループ）し、3 日間の日程で実施し

た。研修には各 AUE から代表者 4 名（委員長、書記、会計、情報担当）が参加した。各コミュー

ンにおける AUE 研修の日程及び概要を以下に示す。 

 

表 4-5 AUE 対象のリフォーム研修の概要 
 研修期間 ｾｯｼｮﾝ数 参加者数 研修内容 

第 1回研修 
ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 2010年 11月29日

～12 月 8 日 8 306 給水施設維持管理ｼｽﾃﾑﾘﾌｫｰﾑの説明 
ｺﾐｭｰﾝ‐AUE 間の給水施設維持管理委託

協定 
PMH 管理者の選定と協力協約 
水料金・支払い方法の設定 
各 AUE 活動計画の作成 

対象ｺﾐｭｰﾝ 2011 年 3 月 15 日 
～16 日 18 757 

追加ｺﾐｭｰﾝ 2012 年 5 月 14 日

～6 月 13 日 25 1 187 

第 2回研修 
ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 2011 年 3 月 28 日

～4 月 9 日 8 310 これまでの AUE による給水施設維持管理

活動 
関係者間の協定・契約と財務管理におけ

る責務事項 
AUE 財務管理 
ｺﾐｭｰﾝ及び AUE 総会への維持管理活動報

告 
各 AUE 活動計画の作成 

対象ｺﾐｭｰﾝ 
2011 年 4 月 27 日

～5 月 18 日 20 756 

追加ｺﾐｭｰﾝ 
2012 年 11 月 5 日 
～12 月 15 日 30 1 271 

第 3回研修 
ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 2012 年 1 月 16 日

～1 月 26 日 8 359 これまでの AUE による給水施設維持管理

活動 
AUE の機能と役割 
AUE を取り巻く環境 
各 AUE 活動計画の作成 

対象ｺﾐｭｰﾝ 2012 年 4 月 16 日

～28 日 16 900 

追加ｺﾐｭｰﾝ 2013 年 2 月 11 日 
～3 月 13 日 25 1 346 

AUE 研修参加者 各 AUE 代表（委員長、書記、会計、情報担当）、ZAT/UAT 長 
DRAHRH/PCL(SREH)、 DPAHRH/KWG (県局長・SREH) 
ANTEA（ｱﾆﾒｰﾀｰ、ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ） 

 

4-2-2  AUE衛生担当責任者対象衛生啓発ワークショップ 

リフォーム適用化活動の一環として、本プロジェクトではこれまでに中央プラトー地方内の全

ての AUE に対して能力強化研修を実施してきた。しかし、これらの研修では AUE 事務局メンバ

ーの中でも委員長、書記、会計および情報担当のみを対象としており、全ての研修で衛生担当は

その対象外となっていた。そのため、AUE 衛生担当の多くはその役割を認識しておらず、ハンド

ポンプ周辺の衛生環境整備が疎かになっている状況が散見されていた。また AUE の衛生担当から

も、衛生担当を対象とした能力強化研修を実施してほしいとの要望が多数挙げられていた。 

このような状況を踏まえ、本プロジェクトでは第 4 年次に、衛生啓発・教育活動を展開してい

る 3 パイロットコミューン 10を除く、プロジェクト対象全AUEの衛生担当を対象に、その役割と

責任についての理解促進を図ることを目的としたワークショップを開催した。 

                                                        
10 成果 4に関連する衛生啓発・教育活動は、ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ、ﾄｴｹﾞﾝ、ｿﾞﾙｺﾞ‐ｺﾐｭｰﾝで実施。衛生啓発・教育活動の一環で

同 3 ｺﾐｭｰﾝの AUE衛生担当責任者は住民ｱﾆﾒｰﾀｰとして育成されている。 



 

4-6 

表 4-6 村落 AUE 衛生担当責任者対象ワークショップの概要 
県 ｺﾐｭｰﾝ 日時 参加人数 参加者 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ ｱﾌﾞｽﾔ 12 年 10 月 11 日 42 各 AUE 衛生担当責任者 
 
講師（ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ）： 
ZAT 長/UAT 長 
 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ： 
SRE/DRAH-PCL、SRE/DPAH 
DPEBA 
CCEB/CEB、Conseil Pédagogique/CEB 
District Sanitaire（DS）、CSPS 
給水ﾌｫｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄ/ｺﾐｭｰﾝ水ｻｰﾋﾞｽ担当者 
ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰ 
 

ﾅｸﾞﾚﾝｺﾞ 12 年 10 月 18 日 50 
ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 12 年 10 月 16 日 62 
ﾙﾝﾋﾞﾗ 12 年 10 月 16 日 64 

ｼﾞﾃﾝｶﾞ（第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 12 年 10 月 12 日 61 
ｼﾞﾃﾝｶﾞ（第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 12 年 10 月 15 日 50 
ｼﾞﾆｱﾚ（第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 12 年 10 月 17 日 50 
ｼﾞﾆｱﾚ（第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 12 年 10 月 18 日 47 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ ﾗｲ 13 年 1 月 22 日 31 
ﾆｭｳ 13 年 1 月 23 日 56 

ｽﾙｸﾞﾋﾞﾗ 13 年 1 月 28 日 48 
ﾌﾞｯｾ 13 年 1 月 29 日 47 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ ｻﾞﾑ 13 年 2 月 15 日 72 
ﾓｸﾞﾃﾄﾞ 13 年 3 月 13 日 58 

ﾌﾞﾄﾞﾘｨ（第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 13 年 3 月 14 日 76 
ﾌﾞﾄﾞﾘｨ（第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 13 年 3 月 15 日 76 

ﾒｹﾞ 13 年 3 月 18 日 52 
ｽﾞﾝｸﾞｩ 13 年 3 月 19 日 54 
ｺｺﾞ 13 年 3 月 20 日 32 
ｻﾛｺﾞ 13 年 3 月 21 日 30 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ内容 衛生担当の役割と活動内容 
ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰからの経験談発表（PMH 周りの清掃、PMH
利用方法、飲料水の保管方法、手洗方法、村の清掃など） 
衛生行動改善活動にかかる支援枠組みの紹介 

 

 

4-3 AUE による PMH維持管理活動への支援 

AUE による PMH維持管理活動について、コミューン毎にのその概要を表 4-7に記す。 

なお、各 AUEの PMH維持管理活動状況は、巻末資料 06を参照。
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表 4-7 AUE による PMH 維持管理活動の概要 

*1) 2012 年 12 月調査時に稼働していた PMH の割合。 

 

 

 

 県 ｺﾐｭｰﾝ AUE 数 PMH 数 PMH 
稼働率*1) 

活動 
村落水料金・ 
支払方法の設

定 

PMH 管理者の選定と 
協力協定の締結 

AUE 口座

の開設 
水料金の徴収・管理 

（FCFA、AUE 毎の平均） 

ｺﾐｭｰﾝへ提出さ

れた AUE 活動 
報告書数 

ﾊﾟｲﾛｯﾄ 
ｺﾐｭｰﾝ 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 29 180 89.4% 21/29 23/29 28/29 448 061 25 (2011) 
2 (2012) 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ ﾄｴｹﾞﾝ 18 88 93.2% 18/18 18/18 18/18 357 402 7 (2011) 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ ｿﾞﾙｺﾞｰ 33 124 97.6% 29/33 28/33 29/33 363 271 5 (2011) 

対象 
ｺﾐｭｰﾝ ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 

ｱﾌﾞｽﾔ 19 134 87.3% 18/19 18/19 15/19 446 184 - 
ﾙﾝﾋﾞﾗ 31 118 72.9% 28/31 25/31 29/31 155 310 7 (2012) 

ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ 20 100 95.0% 19/20 18/20 19/20 390 327 10 (2012) 
ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 28 108 98.1% 28/28 26/28 26/28 173 362 1 (2012) 
ｼﾞﾃﾝｶﾞ 45 166 94.6% 44/45 43/45 38/45 193 551 9 (2012) 
ｼﾞﾆｱﾚ 50 269 78.4% 43/50 42/50 39/50 272 359 1 (2012) 

追加 
ｺﾐｭｰﾝ 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ ﾌﾞｯｾ 18 143 86.9% 14/18 13/18 9/18 28 374 - 
ﾗｲ 10 72 86.3% 10/10 10/10 8/10 200 025 - 
ﾆｭｳ 21 120 88.8% 18/21 14/21 11/21 32 007 - 

ｽﾙｸﾞﾋﾞﾗ 19 162 88.1% 17/19 17/19 7/19 63 589 - 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ ﾌﾞﾄﾞﾘｨ 75 254 88.4% 57/75 23/75 2/75 88 464 - 

ｺｺﾞ 16 70 89.6% 14/16 13/16 3/16 97 388 - 
ﾒｹﾞ 26 193 90.2% 24/26 20/26 11/26 118 469 - 

ﾓｸﾞﾃﾄﾞ 29 141 89.5 27/29 14/29 6/29 109 156 - 
ｻﾛｺﾞ 15 99 97.3% 14/15 7/15 5/15 87 362 - 
ｻﾞﾑ 34 160 88.8% 30/34 30/34 11/34 103 595 - 

ｽﾞﾝｸﾞｩ 27 122 87.9% 27/27 27/27 5/27 225 633 - 

4-7 
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4-4 まとめ 

各 AUE による活動の実施状況や給水施設維持管理活動実務に対する理解度は、AUE によって差

異はあるが、大多数の AUE では様々な問題を抱えながらも、コミューンや ZAT/UAT と協力して給

水施設維持管理活動を進めている。活動状況に関しても大きな差があり、百万 FCFA超の資金を集

めて順調に給水施設の維持管理活動を進めている AUE が存在する一方、全く活動が進展していな

い AUE も依然として存在している。 

給水施設維持管理活動において AUE の抱えている問題は多岐にわたってが、主要な問題を以下

の通りに要約する。 

 水料金の未払い者の存在。 

→コミューンによる AUE 指導や様々な機会を活用しての住民への啓発活動を行い、住民

の給水施設維持管理システムに対する理解を促すと共に、必要に応じて罰則の摘要などの

対策を継続して実施することが不可欠。 

 村落内でリフォームへの参画を拒絶する地区の存在（PROGEA/PCL 活動実施以前からの

地区間の争い・対立に由来する場合が多い）。 

→このような場合はプロジェクトや ZAT が介入することは非常に困難であることから、

コミューン庁や評議員による介入・調停を促進。 

 村落によっては AUE 活動を支援・争い事の調停などを担うべき指導層（コミューン評議

員、CVD 委員長、村長）のリーダーシップの欠如。 

→彼ら自身が水料金を支払わない、リフォームへの参画を拒絶するケースもあり、コミュ

ーンによる指導・介入が必要。 

 会計帳簿の不備（会計ノートを購入・使用していない、帳簿への記載方法に誤りが見られ

る、領収書を保管していない、各 PMH 管理者による水料金徴収記録の不備等）。 
→一連の AUE 研修や ZAT／UAT による AUE 活動フォローアップを通じて大きな改善は

認められる。しかし、未だ適切な財務管理が行われていない AUE も一部では散見される

ことから、AUE に対する財務管理指導や活動フォローアップを継続していくことが必要。 

 AUE 事務局メンバーの不在。 

→ワガドゥグへの転居や出稼ぎ、近年活発化している金採掘などで委員長や会計などの主

要メンバーが不在である AUE が存在する。このような状況の村落では、会計管理や AUE

口座からの資金の入金・引き出し、故障時の修理対応に支障が生じており、AUE 総会（AG）

を開催し、事務局メンバーの改選を指導することが必要。 

 各 PMH 管理者と AUE 事務局との連携が不十分。 

→AUE 事務局が利用者からの水料金の徴収を行なっている AUE も存在することから、

PMH 管理者の業務・役割を明確にすることが必要。 
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 定期的な AUE 総会および利用者への会計報告が不十分。 

→利用者への情報伝達が十分に行なわれていないために、利用者の AUE 事務局への不信

や水料金支払い拒否につながるケースもあることから、定期的な（年 2 回）の AUE 総会

の開催の徹底を指導する必要がある。 

 コミューンへの提出が義務付けられている AUE 活動報告（年 2 回）の未提出。 

→研修時に各コミューンより提出期限を伝達することで、報告書の提出を促進することで

対応。 

 PMH 修理後の支払時のポンプ修理業者と AUE 間で問題。 

→PMH 故障時の修理に際して、修理料金支払い時にポンプ修理業者から領収書が発行さ

れていない、県レベルで設定されている統一価格が順守されていない、スペアパーツ・修

理代金の価格表が AUE に渡されていない等が原因である。 

 重要書類（AUE 設立時の協議議事録・AUE メンバーリスト、AUE 認可証明書、コミュー

ンとの維持管理委託協定など）の紛失。 

→この問題に対しては、研修やフォローアップの機会に書類の保管状況を確認すると共に、   

紛失した書類についてはコピーを手交するなどで対応した。 

上述のような問題の対応には、プロジェクト終了後も引き続き、コミューンを中心に、

DRAH/DPAH よる AUE 活動のフォローアップ・支援の継続が不可欠である。特に問題を抱えてい

る AUE に対しては、コミューンと DRAH/DPAH により問題点を把握したうえで必要な対策を講

じ（会計管理などの実務指導、AUE 事務局との連絡強化、水料金支払い拒否者や地区間の諍いの

場合は市長による当事者の召喚・調停、各村での AUE 総会の開催、ペナルティの付与など）、給

水施設維持管理の改善を図っていくことが強く望まれる。 
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第5章 給水施設運営維持管理に係るスペアパーツ供給及び修理体制の改善 

5-1 活動概要 

本プロジェクトの成果 3の達成へ向けて実施した活動内容を下表にまとめる。 

表 5-1 スペアパーツ供給および修理体制改善にかかる活動 

活動内容 
実施年次 

1 2 3 4 

対象地域の給水施設の保守･修理体制に係る調査と情報整理     

ﾎﾟﾝﾌﾟ種別ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ流通状況、ﾊﾟｰﾂ販売店の活動･在庫状況調査 ○    

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工を対象とした活動状況･所有工具等に関する聞取り調査 ○    

上記調査結果のﾃﾞｰﾀ整理と問題点･改善策の分析 ○    

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供給体制の整備と関係者への情報共有     

ﾎﾟﾝﾌﾟ機種別ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供給網のﾃﾞｰﾀの更新と情報共有  ○ ○ ○ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合へのｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供与及びﾊﾟｰﾂ販売拠点の構築   ○ ○ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工／修理業者の能力向上支援     

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者に関するﾃﾞｰﾀの更新と情報共有  ○ ○ ○ 

ﾘﾌｫｰﾑ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催  ＜ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の営業許認可＞  ○ ○  

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工による営業許認可申請への支援、ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の選定、営業許認可証の交付  ○ ○  

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工会議の開催            ○ ○ ○ ○ 

修理業者に対するﾘﾌｫｰﾑ研修の実施     

第 1回 ＜ﾘﾌｫｰﾑ概要、ｺﾐｭｰﾝ－修理業者間保守巡回契約＞  ○  ○(*) 

第 2回 ＜施設保守管理の業務内容、保守巡回点検、ﾊﾟｰﾂ供給体制＞   ○ ○(*) 

第 3回 ＜保守巡回経験共有、ﾎﾟﾝﾌﾟ種別修理、日常点検＞   ○  

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工/見習工に対する技術研修の実施 ＜ﾎﾟﾝﾌﾟ種別修理方法＞    ○ 

修理業者によるﾎﾟﾝﾌﾟ保守巡回･修理活動のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ            ○ ○ ○ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合への活動支援     

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合の組織化と活動促進 ○ ○   

修理業者組合への大型工具供与及び在庫管理･資金管理指導  ○   

修理業者組合への初期回転分ﾊﾟｰﾂ供与及びﾊﾟｰﾂ販売拠点の構築   ○ ○ 

中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工組合連合の結成支援    ○ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理ﾏﾆｭｱﾙ、修理工能力強化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成     

ﾎﾟﾝﾌﾟ機種別保守修理ﾏﾆｭｱﾙ・修理工能力強化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）の作成  ○   

上記ﾏﾆｭｱﾙ・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）の加筆修正   ○ ○ 

上記ﾏﾆｭｱﾙ・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの最終化と承認    ○ 

 (*) 第 1回･2回修理業者研修はパイロットコミューンと対象 6 コミューンの修理業者のみを対象として実施したが、第 4年次

に追加 11コミューンの修理業者を対象に再度実施した。 

5-2 対象地域の給水施設の保守・修理体制にかかる調査とデータ整理 

5-2-1  ポンプスペアパーツ・ポンプ修理工に関する調査 

第 1 年次において現状のスペアパーツ供給体制及びポンプ保守･修理体制における課題を分析

し改善策を提案するため、DGREの給水施設インベントリー･修理工データベースの内容を確認し、

対象地域の既存給水施設の分布･稼働状況、パーツ委託販売店、対象地域で活動するポンプ修理工

の活動状況･所有工具等に関する調査を実施した。各項目の調査結果概要を以下に記す。 
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表 5-2 ハンドポンプ分布にかかる踏査結果（2010 年） 
項目 調査結果 

普及 PMH 機種 ABI、DIAFA、INDIA、KARDIA、VERGNET、VOLANTA 
故障率が高い機種 ABI（40%） 

【理由】ABI ﾎﾟﾝﾌﾟは 1980 年台に主流であったが現在は製造されておらず、故障している

ﾎﾟﾝﾌﾟの大半が 15 年以上経過しているため、修理が困難 
故障率が低い機種 DIAFA（10%） 

【理由】近年のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで設置されたものが多く、案件によってはｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽを業者に課

している場合がある 

 

表 5-3 スペアパーツ販売店の結果（2010 年） 
県 販売店数 販売店所在地 現状 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ ４ ﾌﾞﾄﾞﾘ､ﾒｹﾞ､ﾓｸﾞﾃﾄﾞ､

ｿﾞﾙｺﾞ 
・2002 年に PIHVES*1）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの一環として開設され、2010
年現在も委託販売を継続 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ １ ﾆｭｳ ・ﾒｰｶｰ代理店との委託販売契約無し 
・部品は直接ﾜｶﾞﾄﾞｩｸﾞで調達 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ １ ｼﾞﾆｱﾚ 
・ﾒｰｶｰ・代理店との委託販売契約無し 
・部品は直接ﾜｶﾞﾄﾞｩｸﾞで調達 
・1987 年に開設されたが 2008 年より不渡で営業停止 

*1）Programme Intégré d'Hydraulique Villageoise et d'Education pour la Santé 

 

表 5-4  ポンプ修理工に関する調査結果（2010 年） 
１．修理工の職

歴・ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ 

修理工の 65人中 50人が読み書き・計算が不十分。（＊対象ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工は比較的高年齢） 

修理工の 88％(57人)がﾎﾟﾝﾌﾟﾒｰｶｰあるいは給水案件での研修を通じて技術を習得。特にその傾

向は ABI及び INDIA ﾎﾟﾝﾌﾟで見られる。 

各ｺﾐｭｰﾝには、少なくとも 1名以上のﾎﾟﾝﾌﾟ修理工が存在。しかしその分布は非常に偏っている

（1名のみのｺﾐｭｰﾝや 7～8名存在するｺﾐｭｰﾝがある）。 

ﾎﾟﾝﾌﾟの修理は副次的な職業である場合が多い。彼らの多くが農業やﾊﾞｲｸ修理工、溶接工、鍛治

などである。 

40％の修理工が職能組合に所属。（これらの組合はﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援により設立されたものであり、

大多数の組合は十分に機能していない。） 

２．所有工具等 修理工の 7割程度（47人）が弟子と仕事をしており、また 52％（34人）の修理工は同業者の

仲間と連携している。 

7割（47人）の修理工は工具を他の修理工などと共有している。 

工具は完全にそろっていない場合が多く、半数以上の修理工が工具を揃えたいと回答している。 

ほぼ全ての修理工(95％)が自前の交通手段を持っており、ﾊﾞｲｸ 38人（58％）と自転車 23人（35％）

である。 

３．活動状況 平均で、修理工 1名あたりで 3 ｺﾐｭｰﾝ、25村落、ﾎﾟﾝﾌﾟ 60基を担当している。 

修理工が修理対象としているﾎﾟﾝﾌﾟ数の平均は、ｸﾙｳｪｵｺﾞ県が最も多く、21名の修理人で 650基

を対象としている。 

修理対象の多くが INDIA ﾎﾟﾝﾌﾟで、全体の 50％を占めている。 

４．修理の実践状

況 

保守管理は行われておらずﾊﾟｰﾂ交換の必要な修理がほとんどである。 

破損した部品の溶接や中古、あるいは不良部品を使用した修理を行っていることが、ﾎﾟﾝﾌﾟの長

期にわたる維持を困難にしている。 

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの購入は、その多くが CPE自身、あるいは CPEと修理工が一緒に購入しているｹｰｽがほ

とんどである。 

ﾊﾟｰﾂの購入は、ﾜｶﾞﾄﾞｩｸﾞのｲﾝﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰで行われている。 

代理店でのﾊﾟｰﾂ購入は、5％にとどまっている。 

＊調査対象修理工は、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県 16人、ｸﾙｳｪｵｺﾞ県 21人、ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県 28 人、合計 65名。 
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5-3 スペアパーツ供給体制の整備 

5-3-1  スペアパーツ情報の整理と共有化 

第 1 年次におけるスペアパーツに関する調査結果をもとに、ポンプ利用者のスペアパーツ需要

に迅速に対応できるよう、スペアパーツ調達のプロセスを整理してまとめ、ポンプ機種別スペア

パーツ流通経路、販売店網、在庫保管、価格リスト等のデータ整理を行った。また、上記作業に

て取り纏めたスペアパーツ流通網について地方局と情報共有し、より効率的なスペアパーツ供給

体制について協議した。 

本プロジェクトではスペアパーツの価格を関係者間で共有する際に、価格を公表することによ

り安価な粗悪品が公定価格で取引されたり、情報の更新が行われない場合に利用者側が古い価格

を参考にしたりするなどの弊害が懸念された。そこで、第 1 年次に実施したパーツ価格調査に加

え、2011 年 3月に同メーカー・代理店にてパーツ価格更新状況を確認した。これらのパーツ価格

情報は、メーカー別の価格表としてコミューン及び修理業者に配布し共有するとともに、彼らの

入札手続きにおける応札金額算出及び入札評価に資するものとして用いられた。第 3 年次には、

メーカー別の価格表を元に、修理業者組合が県毎に共通のパーツ価格表を作成し、ポンプ修理や

保守巡回の際に使用された。また市場におけるパーツ価格の上昇を反映して、第 4 年次には各県

の価格表が改定された。コミューンとの情報共有に関しては、パーツ価格表は市場情勢に応じて

更新されるため、表中の価格は今後変動するものである点を明記し、留意点として説明を行った。 

 

5-3-2  スペアパーツ供給体制の検討 

中央プラトー地方におけるスペアパーツ供給体制の問題点は表 5-5に要約される。 

 

表 5-5 スペアパーツ供給体制の問題点 
＜供給側（ﾒｰｶｰ･代理店）＞ ＜需要側（住民･修理工）＞ 

 当該地域はﾒｰｶｰや代理店のある首都ﾜｶﾞﾄﾞｩｸﾞに隣接

しており、販売店設立は必要ないとの認識がある。 
 部品販売網を整備するほど規模の大きいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが

少ない。 
 部品販売による収益が見込めず、地方の商店が委託

販売店になりたがらない。 
 委託販売契約が販売店を尊重しておらず、ﾒｰｶｰ・代

理店と販売店間の信用が不足している（DIAFA ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ）。 
 非正規市場（闇市場）における部品販売が容認され

ている。 

 ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの互換性について認識が不足している。 
 村落住民や修理工はﾜｶﾞﾄﾞｩｸﾞで直接部品を調達し

ている。 
 ﾜｶﾞﾄﾞｩｸﾞから遠距離にある地域ほど、部品調達は困

難であり販売店の必要性を感じている。 
 修理工の半数が非正規市場で部品を調達している。 
 一部の修理工は安価で粗悪な部品を調達し、修理代

に代金を上乗せしている。 

 

スペアパーツ供給体制で特に問題とされたのが、非正規市場（闇市場）で流通する非正規パー

ツである。非正規パーツは正規品の半額以下と安価なことから村落住民や一部のポンプ修理工は

非正規品を調達する傾向にある。しかし、非正規パーツは正規品と比較して粗悪な品質で耐用年

数が短いため故障の頻度が高いとされる。リフォームでは非正規パーツの使用を禁止し修理工に

パーツの品質保証を求める内容となっていることから（最低 6 カ月間の保証）、プロジェクトでは、
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闇市場で非正規パーツを調達することの弊害を修理工に理解させ、非正規パーツではなく正規品

の購入を指導する方針とした。 

また、中央プラトー地方は首都に隣接していることからメーカーや代理店はこの地域に販売店

の設置は不要とする一方で、遠隔地のポンプ修理工はスペアパーツの調達が困難であり県内に販

売店が必要と考える者が多かった。より効率的なパーツの流通経路について検討した結果、各県

の修理業者組合によるパーツ販売が適切であると判断された。プロジェクトでは第 3 年次以降に

繁用スペアパーツのストックを原資として修理業者組合に供与し、組合がパーツを管理し、販売

による収益を回転資金とすることを試験的に行い、同時に在庫管理や経理に係る研修を行う計画

とした。 

 

5-3-3  スペアパーツ供給体制の整備 

上述のとおり、プロジェクトでは各県修理業者組合に交換頻度の高いスペアパーツを初期回転

分として供与し、それをポンプ修理工に統一価格で販売、その収益で在庫を補充し販売を続ける

というスペアパーツ供給体制を整備した。 

 
図 5-1 スペアパーツ供給体制 

 

修理業者組合をパーツ販売拠点とする場合の利点を以下に挙げる。 

 各修理業者の技術的知見･経験を生かした適正なパーツの調達が可能となる 

 民間販売店にみられる模造部品の販売や不適正価格といったリスクが軽減される 

 収益を組合活動資金に廻すことができる 

 パーツの共有管理を通して修理業者組合の事務管理能力が向上する 

 修理業者組合の自立発展に寄与する 

 

パーツの供与に先立ち、第 1 年次・2 年次に整理したパーツ情報をもとに組合代表者らと協議

して、初期回転分のスペアパーツの数量、保管場所、販売方法について検討した。調達に際して

は、修理業者及び県局職員の立会いの下、品質検査を実施して納入される各スペアパーツが数量・

ポンプメーカー･代理店 

修理業者組合 
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品質を満たすことを確認した。また、パーツ販売体制を確立させるためには、適切な資金管理と

在庫管理が不可欠であることから、修理業者組合の代表者らに対して研修を行い能力強化を支援

した。（供与したスペアパーツについては巻末資料 07参照） 

 

5-4 ポンプ修理工／修理業者に対する能力強化支援・研修 

5-4-1  ポンプ修理工に関する情報の整理と共有化 

第 1年次に実施した聞取り調査及び技術試験･面接の結果を基に、中央プラトー地方における既

存のポンプ修理工に関するデータベースフォーマットを作成した。また、第 2 年次以降にポンプ

修理業者として育成される修理工の選定基準について検討し、各修理工の研修実績・経験、所有

工具、技術レベル等を整理してまとめた。 

作成された修理工データベースを基に、対象のポンプ修理工約 100 名分の経歴書を作成した。

経歴書には、住所氏名などの基本情報に加えて学歴、移動手段、活動するコミューン名、研修経

歴、業務経験、技術試験成績などの情報が含まれる。この経歴書は後述の認可申請の際にも利用

され、また地方局が各修理工の個人データとして今後管理していくこととなる。 

 

5-4-2  リフォームに関するポンプ修理工ワークショップの開催 

2010 年および 2011 年に 2 回にわたり、各県の県庁所在地において、ポンプ修理工を対象とし

たワークショップを開催した。当ワークショップの目的は、リフォームの概念について理解を促

すこと、また、その枠組の中で修理工がポンプ修理業者 11としてコミューンと契約し活動するた

めの営業認可（Agrément）申請の提出書類及び方法についての説明を行うことである。 

当ワークショップには、認可を有していない各県の修理工約 10～20名ずつが参加し、県局職員

が講師となってリフォームについての講義を行った。 

各県の修理工ワークショップの参加人数・内容は下表の通りである。 

 

表 5-6 修理工ワークショップ参加者人数 
 県 日時 開催場所 修理工人数 

第 1 回 WS ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 2010 年 10 月 4 日 ゾルゴｺﾐｭｰﾝ庁舎会議室（ｿﾞﾙｺﾞｰ） 20 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ 2010 年 10 月 6 日 DPAH 会議室（ﾌﾞｯｾ） 21 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 2010 年 10 月 8 日 ANAO 会議室（ｼﾞﾆｱﾚ） 19 

第 2 回 WS ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 2011 年 11 月 4 日 ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県職人組合会議室（ｿﾞﾙｺﾞｰ） 12 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ 2011 年 11 月 3 日 DPAH 会議室（ﾌﾞｯｾ） 10 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 2011 年 11 月 2 日 DPAH 会議室（ｼﾞﾆｱﾚ） 15 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの概要 

 ﾘﾌｫｰﾑに関するﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 
 ﾘﾌｫｰﾑによる給水施設維持管理ｼｽﾃﾑにおける各関係者の役割 
 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者認可 
 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者認可の目的と概要 
 認可申請と発行の手順 
 認可申請書類提出に関する説明 

 
                                                        
11 DRAH により審査を受けて許認可を得た修理工(Artisqn Réparateur)は「修理業者( Maintenancier)」とされる。 
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ワークショップでは、リフォームの概念と各関係者の役割と責任についての講義、現在無認可

で活動している修理工が正式に修理業者として認可されるための手続きについての説明がなされ

た。質疑応答では、具体的な提出書類に関する質問に加え、年齢や識字／非識字を理由とした弟

子／助手の起用、巡回モニタリング活動とポンプ修理の違い、水理地質的条件や井戸曲りなどポ

ンプ故障以外の問題がある井戸への対応など活発な議論が交わされた。 

5-4-3  ポンプ修理業者の選定・営業認可 

上述のワークショップ後、各修理工により認可申請が行われた。対象の修理工らはこのような

申請手続に不慣れであり、読み書きを苦手とする者も多いことから、修理工が円滑に認可申請を

行えるように、履歴書の記入代行、申請レター様式の配布、提出書類の確認などの支援を行った。 

提出された申請書類は地方局によって審査され、ポンプ修理業者として適当であると判断され

た修理工には営業認可証が交付された。プロジェクトでは、営業認可の有効期限や剥奪の条件等

に関する条項を検討し、認可証の裏面に条項を記載した。地方局によりポンプ修理業者として認

可された修理工のみが、コミューンと契約を交わして給水施設保守巡回業務を担当することにな

る。 

ポンプ修理業者の認可申請受付および審査は、プロジェクト終了時までに 2011 年および 2012

年の 2 回実施した。修理業者のレベル 112・レベル 213に加え、技術力が一定の水準に満たない者

についてはレベル 1 仮認可として、営業認可を与えることとした。 

プロジェクト終了時までに認可を取得した県別修理業者の内訳を下表に示す。今後もポンプ修

理工からの認可申請に応じて、地方局による審査と公布が行われることになる。 

 

表 5-7 中央プラトー地方における認可された修理業者数 
 ｶﾞﾝｽﾙｸﾞ県 ｸﾙｳｪｵｺﾞ県 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県 
修理業者ﾚﾍﾞﾙ 1 20 15 20 
修理業者ﾚﾍﾞﾙ 1 仮認可※1） 4 4 5 
修理業者ﾚﾍﾞﾙ 2 0 1 2 

※1)工具不足、関連分野研修の受講経験等が不十分な修理業者については仮認可とし、営業許可は有効期間 1 年間として配

布を行う対象となる。 

 

5-4-4  ポンプ修理業者会議の開催 

ポンプ修理工間のリフォーム適用化に関する情報共有やポンプ保守・整備活動における問題に

関する解決策等を検討することを目的に、定期的なポンプ修理業者会議を各県で開催した。表 5-8

にこれまでに開催されたポンプ修理業者会議の概要を示す。 

                                                        
12 ポンプ修理業者のレベル１は、１～2 コミューン内の人力ポンプ整備（60～80 基程度）が可能な個人の修理工で、

数年以上のポンプ修理経験を有し、ポンプ修理研修を受講している者。また修理工具及び移動手段を所有しているこ

とが条件。 
13 ポンプ修理業者レベル 2 は、2～3 コミューン内の人力ポンプ整備（200～300 基程度）が可能な組織で、地方レベ

ルにおいて商業登録済の民間企業、または地方レベルの NGO・組合が対象となる。全ポンプ機種の設置・修理の技

能及び機材を所有し、数年以上のポンプ設置・修理の業務経験を有していなければならず、スタッフの能力強化・人

事管理や AUE・コミューンに対し助言を行える技術レベルが求められる。またレベル 1 同様、修理工具及び移動手

段を所有していることが条件。 
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表 5-8 ポンプ修理業者会議の概要 

 開催日時 
参加者

総数 
協議内容 

第 1回会議 2010年 5月 

10日～14日 

87  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの概要説明 

 ﾘﾌｫｰﾑ実施における修理体制及び修理業者の役割 

 修理工ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備に必要な追加情報の確認、新規の修理工に

対する調査票の記入 

 修理工の技能を把握するための技術試験 

第 2回会議 2011年 2月 

17日～21日 

65  認可申請の選定結果についての説明 

 各修理業者へ認可証書の公布 

 認可証書に記載されている条項について説明 

 修理工組合の活動に関する協議（組合の体制強化、見習工に

対する技術研修の内容、修理工具の共有、ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供給体制） 

第 3回会議 2011年 4月 

5日～7日 

54  各修理工に不足する工具類の確認、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援により供与を検

討中の工具内容の検討と、その管理方法・管理体制についての協

議 

 ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの管理方法についての協議 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工組合の設立・登録状況及び活動状況の確認と組合によ

る工具・ﾊﾟｰﾂの管理の可能性についての検討 

 ｺﾐｭｰﾝによる修理業者入札に係る準備状況の確認と質疑応答 

第 4回会議 2011年 8月 

23～25日 

51  修理業者組合に供与する大型工具の確認、その管理方法・管理体

制についての協議 

 組合によるｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの販売・管理方法についての協議 

 修理工に対する研修・能力強化について意見交換 

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝにおける入札・契約締結の経験の共有 

第 5回会議 2012年 2月 

7日～9日 

65  新規の許認可証の配付および許認可規定の説明 

 修理業者組合に支給した大型ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工具の使用及び管理状況

の確認 

 修理業者組合を中心としたｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供給体制の協議 

第 6回会議 2013年 2月 

11日～13日 

64  組合によるｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ/大型工具の販売/貸出と管理方法についての

協議 

 修理業者技術研修の内容及び対象者の決定 

 組合の SWOT分析 

 修理業者許認可の新規申請と更新に関する情報 

 

5-4-5  ポンプ修理工／修理業者研修 

1) ポンプ修理業者対象のリフォーム適用化に関する研修 

ポンプ修理業者を対象としたリフォーム適用化に関する研修は、地方局より営業許認可を得て

いる修理業者と県局職員、各コミューン職員を対象として実施した。 

各研修の目的は以下の通りであり、研修の終了後に、各ポンプ修理業者がコミューンによるポ

ンプ保守巡回契約に係る業者入札に対応し、契約を締結し、適切なポンプ保守巡回業務を行うこ

とができる能力の獲得を目指した。 

 第 1 回研修：コミューン・修理業者間で締結されるポンプ保守巡回業務に関する契約の内容、

入札手続、巡回モニタリング及び修理料金設定について修理業者及びコミューン関係者の理

解を促す。 

 第 2 回研修：コミューン・修理業者間で締結されるポンプ保守・巡回に関する契約に基づく

保守巡回モニタリング活動、巡回業務実施後の報告や精算手続き等についての修理業者の理

解を促す。 
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 第 3 回研修：異なるポンプ機種を対象としたポンプ修理・保守点検・巡回モニタリング活動

における修理業者の技術力と知識を強化し、ポンプの故障原因及び故障箇所の診断や適切な

修理方法を習得する。 

 

表 5-9 ポンプ修理業者を対象としたリフォーム研修の概要（ﾊﾟｲﾛｯﾄ・対象ｺﾐｭｰﾝ） 
 県／ｺﾐｭｰﾝ 日時 参加者 研修内容 

第 1回

研修 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ､ 

ﾄｴｹﾞﾝｺﾐｭｰﾝ､

ｿﾞﾙｺﾞｺﾐｭｰﾝ 

 

2011年 

3月 1日～ 

4日 

（4日間） 

42  ｺﾐｭｰﾝ・修理業者間の PMH保守整備契約 

 修理業者の役割と業務（保守巡回、ﾎﾟﾝﾌﾟ保守管理と修理、

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ調達） 

 保守巡回の手順と記録書類 

 入札書類に関する説明 

 応札書類と入札手続 

 料金設定／応札価格の計算（保守巡回・修理に係る料金設

定・応札価格の計算） 

第 2回

研修 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ､ 

ﾄｴｹﾞﾝｺﾐｭｰﾝ､

ｿﾞﾙｺﾞｺﾐｭｰﾝ 

 

2011年 

11月 8日～

11日 

（4日間） 

32  第 1回研修の復習 

 巡回ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ手法 

- 井戸水質の診断と評価方法 

- ﾎﾟﾝﾌﾟの機能と機械的故障の診断と評価方法 

- 井戸の機能と状況の診断と評価方法 

- ﾎﾟﾝﾌﾟ付帯施設の状況の診断と評価方法 

- 給水施設利用状況の診断と評価方法 

- 水料金設定と徴収状況の診断と評価方法 

- 給水施設管理状況の診断と評価方法 

 保守巡回実習（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ）：診断と評価の実践、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

記録用紙への記入、井戸管理人および AUE代表者への説明

と報告 

 保守巡回にかかる料金設定・応札価格の計算（実習） 

 水質に関する評価方法 

第 3回

研修 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 2012年 

2月 13日～

17日 

（5日間） 

19  ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ概論（ﾎﾟﾝﾌﾟ 6種の名称、機械的特長による分類） 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ各論（ABI/DIAFA/INDIA/ KARIDIA/VOLANTA/VERGNET） 

- 各部位の名称と機能 

- ｼﾘﾝﾀﾞｰの解体と組立 

- ﾎﾟﾝﾌﾟ設置手順 

- 故障箇所の診断・修理方法 

- ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの種類 

- 修理工具の名称と使用方法 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理実習（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ） 

- 機械的故障の診断と故障箇所の推定 

- 上部構造の解体、揚水管・ｼﾘﾝﾀﾞｰ引揚げ 

- ｼﾘﾝﾀﾞｰ解体と故障箇所の判定 

- 交換ﾊﾟｰﾂのﾘｽﾄ化 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ 2012年 

2月 20日～

24日 

（5日間） 

16 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 2012年 

2月 27日～3

月 2日 

（5日間） 

19 

 

 

表 5-10 ポンプ修理業者を対象としたリフォーム研修の概要（11 追加ｺﾐｭｰﾝ） 
 県 日時 参加者 研修内容 

第 1回

研修 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ 2012年 

10月 1日～

4日 

（4日間） 

30  ｺﾐｭｰﾝ・修理業者間の PMH保守整備契約 

 修理業者の役割と業務（保守巡回、ﾎﾟﾝﾌﾟ保守管理と修理、

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ調達） 

 巡回ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの手順と記録書類 

 入札書類に関する説明 

 応札書類と入札手続 

 料金設定／応札価格の計算（保守巡回・修理に係る料金設

定・応札価格の計算） 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 2012年 

10月 8日～

11日 

（4日間） 

43 
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 県 日時 参加者 研修内容 

第 2回

研修 

ｸﾙｳｪｵｺﾞ 2012年 

10月 22日

～25日 

（4日間） 

24  第 1回研修の復習 

 巡回ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ手法 

 井戸水質の診断と評価方法 

 ﾎﾟﾝﾌﾟの機能と機械的故障の診断と評価方法 

- 井戸の機能と状況の診断と評価方法 

- ﾎﾟﾝﾌﾟ付帯施設の状況の診断と評価方法 

- 給水施設利用状況の診断と評価方法 

- 水料金設定と徴収状況の診断と評価方法 

- 給水施設管理状況の診断と評価方法 

 保守巡回実習（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ）：診断と評価の実践、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

記録用紙への記入、井戸管理人および AUE代表者への説明

と報告 

 保守巡回にかかる料金設定・応札価格の計算（実習） 

 水質に関する評価方法 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ 2012年 

11月 5日～

8日 

（4日間） 

32 

 

表 5-11 ウブリテンガ県ポンプ修理業者対象のリフォーム補完研修の概要 
 県 日時 参加者 研修内容 

ﾌﾞﾗｯｼｭ

ｱｯﾌﾟ 

研修 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 2012年 

10月 15日～

18日 

（4日間） 

33  ｺﾐｭｰﾝ・修理業者間の PMH保守整備契約 

 入札書類に関する説明 

 応札書類と入札手続 

 料金設定／応札価格の計算（保守巡回・修理に係る料金設

定・応札価格の計算） 

 保守巡回手法 

 水質に関する評価方法 

 

2) ポンプ修理工／見習工対象の技術研修 

リフォームに関する研修に加えて、第 4 年次にポンプ修理工及び見習工を対象としたポンプ修

理に関する技術研修を実施した。実施済みの第 3 回リフォーム研修は技術研修であったが、同様

の内容で特に対象地域に設置数の少ないポンプ機種に関して、修理経験の少ない修理工や見習工

を対象として研修を実施した。 

本研修では、第 3年次終盤の計画段階から修理業者組合の代表者と DPAH職員に参画を促し、ニ

ーズ分析、研修対象者、研修内容や日程等を彼らのイニシアティブにより計画した。また研修講

師には各県の修理業者の中から経験と技能を有する者が選ばれた。研修は各県 6 日間（野外実習

2～3 日含む）の日程で実施した。研修概要について下表に示す。 

表 5-12 各県修理業者の技術研修の概要 
 ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県修理工組合 ｸﾙｳｪｵｺﾞ県修理工組合 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県修理工組合 

研修対象者 修理業者/見習工 修理業者/見習工 修理業者/見習工 

受講人数 25名 24名 25名 

目的 ﾎﾟﾝﾌﾟ部品の名称、故障診断、ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・解体・吊上技術を習得すること 

日時 
2013年 3月 11日～ 

16日 

2013年 3月 18日～ 

23日 

2013年 2月 25日～ 

3月 2日 

研修日数 6日間 

研修対象ﾎﾟﾝﾌﾟ種 
INDIA, ABI/DIAFA, KARDIA, 

VOLANTA, 
KARDIA, VOLANTA, VERGNET 

研修内容 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ部品名称 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ故障診断･修理 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ吊上げ 

実地研修の有無 3日間 
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 ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県修理工組合 ｸﾙｳｪｵｺﾞ県修理工組合 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県修理工組合 

研修講師 
修理業者より 4名 

(2チームで行う) 

修理業者より 

2名＋ｱｼｽﾀﾝﾄ 1名 
修理業者より 2名 

研修機材 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ部品、修理工具 

 

5-4-6  ポンプ修理業者による PMH保守巡回・修理活動フォローアップ 

パイロット 3 コミューン及び対象 6 コミューンにおけるポンプ保守巡回に関しては、該当する

ポンプ修理業者対して保守巡回活動に関する聞取りを行い、保守巡回の実施状況や問題点・課題

等について確認した。2013年 2月時点でのパイロットコミューン及び対象 6コミューンにおける

保守巡回の実施状況を下記表に示す。 

 

表 5-13 対象コミューンにおける保守巡回実施状況 

コミューン 契約業

者数
*1) 

実施 

回数 
支払 

回数 保守巡回の実施状況 特記事項 

ダペロゴ 1 名 2 2 
第 2 回目の保守巡回は 2012 年 7
月に実施された。保守巡回業務 
費

*2)
は 8 月に支払いがあった。 

政治的な理由からｺﾐｭｰﾝ市長と修理

業者の関係がやや悪化している。そ

の他は問題なし。 

トエゲン 2 名 1 1 
第 2 回目の保守巡回は修理業者

に発注されておらず、実施されて

いない。 

ｺﾐｭｰﾝが AUE からの賦課金を他の目

的に使用し保守巡回業務に対する支

出が困難となっている。 

ゾルゴー 3 名 2 1 

第 2 回目の保守巡回は 2012 年

10 月に実施されたが、業務費は

未払い。 

1 回目の保守巡回にて賦課金を納め

ていない村も巡回の対象となったこ

とに対する不満から、2012 年度の

AUE による賦課金の納付率が悪い。 

アブスヤ 4 名 1 0 

第 1 回目の保守巡回は 2012 年

10 月に実施されたが、業務費は

未払い。 

ｺﾐｭｰﾝの会計係はｼﾞﾆｱﾚ在中のため、

修理業者は必要書類へのｻｲﾝ等のた

め頻繁に移動を強いられている。（ｱ

ﾌﾞｽﾔ-ｼﾞﾆｱﾚ間：約 100km） 

ルンビラ 1 名 1 0 
第 1 回目の保守巡回は 2012 年 9
月に実施されたが、業務費は未払

い。 

修理業者による AUE への事前連絡

無、書類のｻｲﾝ不備等､保守巡回の段

取りが良くない。 

ナグレンゴ 2 名 2 0 

第 1 回目の保守巡回業務費が未

払いのまま、第 2 回目の保守巡

回が 2012年 12月に実施された。

2 回分の業務費の支払いは未だ

ない。 

修理業者は 2 回の保守巡回を実施後

にｺﾐｭｰﾝから支払いがあると説明を

受けているが、調査時点での業務費

の支払いはない 

ウルグ・マネガ 2 名 0 0 

保守巡回は 1 度も実施されてい

ない。保守巡回依頼書は作成中で

あり、修理業者に発注されていな

い。 

保守巡回ための賦課金を納めていな

い AUE があり、コミューンが保守巡

回を発注しておらず、そのため保守

巡回は実施されていない。 

ジニアレ 3 名 1 0 

ｺﾐｭｰﾝと修理業者の契約は 2012
年 12 月締結された。第 1 回目の

保守巡回も実施されたが、業務費

は未払い。 

ｺﾐｭｰﾝが入札ﾌﾟﾛｾｽを得ずに修理業者

を選定して契約を実施。
(※)

契約業者

のうち、1 名のみはｺﾐｭｰﾝからの支払

いが済んでいる。 

ジテンガ 3 名 1 0 
第 1 回目の保守巡回は 2012 年 9
月に実施されたが、業務費は未払

い 

巡回時に AUE ﾒﾝﾊﾞｰが不在で書類へ

の署名が後日になったケースがあっ

たものの保守巡回には影響なし。 
*1）ｺﾐｭｰﾝと契約した修理業者の人数。 
*2）「業務費」とは、保守巡回の対価としてコミューンから修理業者に支払われるものである。 

 

パイロットコミューンのうち、保守巡回の実施が概ね良好であるのはダペロゴのみで、トエゲ

ン及びソルゴーコは潜在的な問題を抱えている。 
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ゾルゴーでは AUE からの賦課金の納付状況が悪く、コミューンによる保守巡回に係る予算措置

に影響を来たすことが懸念されている。トエゲンは特に深刻であり、AUE から納付された賦課金

を他の目的に使用し保守巡回業務費を捻出できずにいるのに加えて、AUE は保守巡回が実施され

ないことに対して不満を示している。この問題に対して、MAHRH が実態調査を行った結果、コ

ミューンの予算項目が適切に立てられていないことが原因であると指摘され、対策として水衛生

分野の予算項目を独立させるよう調整することとなった。 

ウルグマネガでは保守巡回開始の指示が出されておらず、まだ 1 度も保守巡回が実施されてい

ない。また、残りのコミューンにおいては、第 1 回目の保守巡回を 2012 年後半に実施済みである

が、いずれもコミューンからの保守巡回に係る業務費が支払われていない状況である。特にアブ

スヤは、会計担当がジニアレに居住していることから、修理業者は書類のサインのためにアブス

ヤから何度もジニアレまで赴かなければならず、修理業者から不満の声が上がっている。また、

ジニアレと保守巡回契約を締結した修理業者は 3 名であるが、通常の入札プロセスを経ずコミュ

ーンの判断で修理業者が選定されており、加えて保守巡回業務費もコミューンと親しい修理業者

1 名のみ支払いが済んでいることが判明した。その対応として、コミューン関係者に今後は公正

な手順を踏むよう指導を行った。 

また修理業者側の課題としては、契約書や業務指示書の適切な保管、保守巡回による村落訪問

前の AUE への通知の徹底、適切な報告書の提出等が挙げられる。これらに関しては、第 4 年次に

実施した技術研修や修理工会合において話題として取り上げ、地方局職員から修理業者に対して

改善するように指導を行った。 

 

 

5-5 ポンプ修理業者組合の設立と活動支援 

5-5-1  ポンプ修理業者組合の設立 

本プロジェクト終了後を見据えて、対象地域に散在する修理業者の連携を強化すべく、修理工

会議 14や研修・ワークショップを開催する際に、県毎に修理業者組合の活動促進を行ってきた。

その結果、以前は休眠状態だった各修理工組合が県単位の修理業者組合として改編され組織とし

て稼働するようになった。 

 

第 2 年次後半頃までは、資金不足や通信事情等を理由にプロジェクト主催の会合以外では自主

的な活動を行っていなかった組合もあり、プロジェクトによる支援に依存している実情も否めな

かった。しかし、プロジェクトの実施を通じて組合の諸活動の支援を行っていく中で、自立的な

活動が徐々に発現し、第 4 年次後半には各組合とも自主的に定期会合を開催して協議や情報交換

を行うなど組織の活性化がみられた。 

 

                                                        
14 修理工会議には、認可を受けたポンプ修理業者と認可を受けていない修理工（見習工も含む）が混在している。 
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5-5-2  大型修理工具の供与 

第 1 年次の調査結果によると中央プラトー地方の約 8 割の修理工が修理工具の不足問題として

挙げており、そのような状況で当該地域の給水施設のメンテナンスを順調に行うことは非常に困

難であると懸念された。そのため、本プロジェクトにおいては大型修理工具を個人ではなく各県

の修理業者組合に供与した。それらを有償で貸出すことにより組合の資金源が確保され、また工

具の共有管理を通して修理業者の所有者意識と管理能力の向上を図った。 

修理工具の供与に先立ち、各修理業者組合は会合にて工具の保管場所･貸出方法･利用手数料･

罰則等について協議決定した。工具の供与は第 3 年次初旬に地方局及び県局職員の立会い下で行

われ、各工具の仕様･数量を確認した後、工具は修理業者組合に引き渡された。供与された修理工

具は、供与前に組合内で決定された方針に沿って管理されており、ある程度の収益も上がってい

ることが第 4 年次後半に確認された。表 5-14 に各修理業者組合による工具の管理状況をまとめる。

（なお供与した大型工具については巻末資料 08参照） 

 

表 5-14 修理業者組合による大型工具の利用・管理状況 
 ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県 ｸﾙｳｪｵｺﾞ県 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県 

工具の保管場所 組合幹部の倉庫 組合借上げの倉庫 組合幹部の自宅倉庫 

管理者 ｿﾞﾙｺﾞｰ在住の 2名 組合長・会計係の 2名 組合幹部・書記の 2名 

貸出期間 原則 3日間 原則 1日間 原則 3日間 

貸出料金 

 工具別に料金を設定 

 非組合員の料金は組合員の

2倍 

 工具別に料金を設定 

 三脚･ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ等は一式の

価格 

 非組合員の料金は組合員の

2.5～5倍 

 工具別に料金を設定 

 三脚･ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ等は一式の

価格 

 非組合員の料金設定はない

（貸出を想定せず） 

罰則 

 返却の遅延や期間延長の場

合は、6日・9日分の料金を

追加で支払うこと。 

 工具を破壊･損傷させた修

理工は、代金の半額分を弁

償すること。 

 工具の返却は翌日 12時ま

で、それ以降は一日分の料

金を支払うこと。 

 工具紛失の場合は弁償､故

障の場合は修理してから返

却すること。 

 返却の遅延の場合は、基本

料金の倍の金額を追加で支

払うこと。 

 工具を破壊･損傷させた修

理工は、代金の半額分を弁

償すること。 

その他方針 

 料金の支払いは返却時に行

う。 

 非組合員に工具を貸与する

場合は、ﾒﾝﾊﾞｰの一人を同行

させる。 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ釣上げ作業を外部か

ら依頼された場合の手数料

は 75,000Fとする｡  

 

 

5-5-3  在庫管理･資金管理に関する研修 

修理業者組合の在庫管理・資金管理の知識習得を目的とした研修を開催した。これは、上述の

スペアパーツ供給体制整備および組合への大型修理工具供与の補完として行われた。当研修は、

各県の修理工組合の組合長（1 名）、補佐（1名）、経理（1名）および在庫管理担当者（2名）、県

局職員を対象として 3 日間の日程でジニアレに於いて実施された。研修講師には地方局職員を起

用した。研修の実施内容を以下にまとめる。 
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表 5-15 修理業者組合研修の概要 
対象者 参加者数 日時 開催場所 

各県修理工組合代表者 
（各 5 名）･県局職員 18 2012 年 5 月 21 日～23 日 ANAO 会議室 

（ｼﾞﾆｱﾚ市） 

研修内容 

 在庫管理（ｽﾄｯｸの構成、在庫管理の方法、ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ（工具およびｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ）の方法） 
 資金管理（帳簿の種類、現金管理、銀行口座管理、収支報告（ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄ）、会計監査） 
 研修計画（ﾆｰｽﾞ分析・対象者の決定、研修内容の計画、ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽの検討） 
 ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供給体制整備についての協議 

 
5-5-4  ポンプ修理業者組合連合の結成 

第 4年次の前半、各県の修理業者組合の結束と交流及び修理業者の発言力の高揚を目的として、

中央プラトー地方レベルで修理業者組合連合を結成することになり、プロジェクトでは総会開催

の支援を行った。具体的には、各県修理業者組合の規約を基に連合の定款・規約の草稿作成を支

援し、総会において内容修正と承認が行われた。また、ロジスティックス面では総会の会場設営

や連絡業務をサポートした。 

総会は 2012年 9月 24日にジニアレで開催され、各県の修理業者組合員計 70名と地方局長・県

局職員が出席した。総会の主な議題は、①議長･書記の選出、②定款･規約の承認、③執行部役員

選出であり、後日、本総会で承認された定款･規約及び議事録が国土行政・地方分権化省（MTDS）

に提出され、2013年 1月に認可証(Récépissé)が公布された。 

 

5-6 給水施設保守管理マニュアル・修理工能力強化ガイドラインの作成 

各ポンプ機種に応じた給水ポンプ修理マニュアル（ドラフト）を作成し、本プロジェクトの給

水ポンプ修理の技術研修にて活用した。マニュアルには具体的な図解を多く取り入れ、ポンプ・

スペアパーツ部品名称、ポンプ定期点検の時期と内容、故障しやすい部品の交換、補修方法等の

内容を記載した。 

また、持続的な給水施設の維持管理を目的とした、ポンプ修理業者に対する能力強化ガイドラ

イン（案）も策定した。これは他地方における給水担当行政機関が、今後本プロジェクトと同様

の活動を展開する際の実施参考書という位置付けで第 1 年次から 4 年次までに資料として作成・

編集した書類をガイドラインとしてまとめたものである。 

これらのマニュアル・ガイドラインは、PMH 維持管理マニュアルと共に修正作業が行われ、

PROGEA 版マニュアルとして完成した。 

 
 

給水施設保守管理マニュアル    修理工能力強化ガイドライン 
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5-7 まとめ 

プロジェクト開始時に実施したスペアパーツ供給体制及びポンプ保守･修理体制に関する調査

結果から明らかになった課題や問題点を改善すべく実施した活動の結果、スペアパーツ供給と情

報共有、修理業者による保守巡回及び修理体制に改善が見られた。 

(1) スペアパーツ供給体制の整備と関係者への情報共有 

ポンプ機種別スペアパーツ供給網に関する情報整理と更新を行い、コミューン･修理業者らと共

有した。パーツ価格については定期的な見直しと更新版の共有が必須であり、価格は変更される

ものとして関係者間の留意が必要とされた。スペアパーツ供給体制の改善としては、修理業者組

合へスペアパーツ初期回転分を供与し、組合をパーツ販売拠点として整備した。 

(2) ポンプ修理工／修理業者の能力向上支援 

対象地域におけるポンプ修理工に関するデータ整理と更新、修理工がポンプ修理業者として認

可されるための申請支援と営業認可証の交付、修理業者に対するリフォーム研修及び技術研修の

実施、コミューン･修理業者の保守巡回契約の締結と保守巡回･修理活動のフォローアップ等を通

して修理工や修理業者の能力向上を行った。その結果、修理に係る時間が短縮され、コミューン

と契約した修理業者は要請された保守巡回にすべて対応できている。  

(3) ポンプ修理業者組合への活動支援 

以前は組織としてあまり機能していなかったポンプ修理工組合を県単位の修理業者組合として

組織化し活動促進を図った。修理業者組合への大型修理工具の供与、初期回転分スペアパーツの

供与、在庫管理･資金管理に関する研修とその後の指導等を通して、組合の組織強化を行った。ま

た、第 4 年次には各県組合の協調と連帯を目指して連合が結成され、修理業者間の知識・技術の

共有と情報交換を通して彼らの自主性が醸成されている。 

(4) ポンプ修理マニュアル、修理工能力強化ガイドラインの作成 

第 2 年次から 4 年次にかけてポンプ機種別保守修理マニュアルと修理工能力強化ガイドライン

（案）の作成とその加筆修正作業を C/P職員らと実施し、PROGEA版マニュアルとして完成させた。

これらマニュアルは、プロジェクト終了後に他の地域におけるリフォーム適用化の手引きとして

用いられることが望まれる。 
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第6章 村落住民の衛生行動の改善 

本プロジェクトでは、ウブリテンガ県ダペロゴコミューン（29 村落、37 小学校）、クルウェオ

ゴ県トエゲンコミューン（18 村落、19 学校）、ガンズルグ県ゾルゴコミューン（39 村落 46 小学

校）の 3パイロットコミューンで衛生啓発・教育活動を展開した。 

 

6-1 衛生啓発・教育活動のための教材 

6-1-1  作成・活用した衛生啓発・教育教材 

本プロジェクトでは、衛生啓発・教育活動実施に際し、下記 3種類の教材を作成した。 

衛生行政指導員用マニュアル 

 

【使用対象者】衛生行政指導員
*1） 

【概要】衛生活動全般の枠組み、衛生に関する基礎情報、参加型ｱﾌﾟﾛｰﾁについて

記載され、衛生啓発・教育活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施する上で必要な内容が網羅されて

おり、現場での活動従事者（住民ｱﾆﾒｰﾀｰや教員等）を育成する際に活用できるも

のとなっている。 

衛生啓発・教育活動実践ガイド 

 

【使用対象者】現場での活動従事者（住民ｱﾆﾒｰﾀｰや教員等） 

【概要】住民や児童等を対象に衛生啓発・教育活動を展開する際の手順・問題分

析の手法の指示書であると共に、活動展開計画やﾁｪｯｸ項目等を盛り込んだｶﾞｲﾄﾞ

である。 

（なお本ｶﾞｲﾄﾞは仏語版に加え、ﾓﾚ語版も作成した） 

衛生行動・施設管理マニュアル 

 

【使用対象者】衛生行政指導員 

【概要】活動のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価を実施する際に活用するｶﾞｲﾄﾞである。

ﾌｫﾛｰｱｯﾌ ・゚ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ行うｱｸﾀｰの役割、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ内容等について記載されている共に、

現場ﾚﾍﾞﾙの活動の実態が現場→県局→地方局ﾚﾍﾞﾙの流れに沿って把握すること

が可能な各種記録ｼｰﾄも含まれている。 

*1)衛生行政指導員とは、農業・水利・水産資源省、国民教育・識字化省及び保健省の 3省の地方局、県局及びコミューンのそ

れぞれの出先機関スタッフで構成される。 

上記の教材に加え、住民・児童の衛生に関する理解を容易に深めることができるよう啓発用ツ

ール『PHASTカード』を作成した。このカードは、衛生行動に関する様々な状況・行動様式等を

イメージ図で表したものである。糞口感染症の感染ルート、その遮断法、水・衛生に特に関わる

10 項目 15に関する衛生行動等について説明する際に活用している。 

                                                        
15 10 項目とは、①水源の種類、②水運搬容器の状態、③水保管容器の状態、④水処理方法、⑤飲料水の取扱井方法、⑥手洗い方法、

⑦排泄習慣、⑧トイレの使用方法、⑨トイレの清掃方法、⑩井戸周りの清掃状況 
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PHAST カード（例） 

 

これらの教材及びツールは、第 1 年次のパイロット活動での経験に加え、衛生分野の活動従事

者（「ブ」国行政機関、ドナー、NGO 等）の知見を基に改訂を行い、第 3 年次に最終版として完

成させた。 

 

6-1-2  教材・ツールの活用 

これら教材・ツールに関して第 4年次に使用者に聞き取り調査を行ったところ、特に衛生啓発・

教育活動実践ガイド及び PHASTカードが活動に役立っているとの回答を得た。ガイドは A5サイズ

と手頃なサイズであり、また図解が多く、ステップ毎に記載されていることから、現場のアクタ

ーにとって利用しやすいものになっている。PHAST カードは、やはり視覚に訴えることで理解促

進に繋がりやすいこと、またいくつかの学校では保健等の他の授業でも活用する等、親しみ易く

また有効活用できるツールとなっていることが明らかになった。 

「ブ」国側の評価も高く、最終的に DGAEUE主導の下、本プロジェクトで作成した教材・ツール

の中央プラトー地方での活用経験を反映させ改訂し、「ブ」国全地方で使用可能なマニュアル・ガ

イドが作成された。日本人専門家及び衛生啓発・教育活動に従事する関係 3 省の地方局 C/P が

DGAEUE の作業を全面的にサポートした。2012 年 12 月には「ブ」国全地方の衛生分野に関わる行

政機関等の関係者を招致した、これらマニュアル・ガイド全国版の紹介・配布が行われた。この

際、地方局 C/Pが講師としての役割を果たした。 

 

 

6-2 衛生啓発・教育活動に関わる人材育成 

本プロジェクトでは、将来、「ブ」国によって活動が持続されるよう、現場のニーズやキャパシ

ティに見合った方法を模索しながら活動を展開することを基本方針として活動を展開した。 

このような視点から、衛生啓発・教育分野でのアクターに関しても既存の人材の有効活用・能

力強化を行った。本プロジェクトでは、現場で活動を担うアクターを育成し、活動のモニタリン

グ・フォローアップを行う「行政指導員」、そして現場活動従事者となる「住民アニメーター」及

び「教員」の育成及び能力強化を実施した。 

育成した人材は、下記表に示す。 

 

 

 



 

6-3 

表 6-1 育成した人材の内訳 
 行政指導員 教員 住民ｱﾆﾒｰﾀｰ 合計 

ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 16 140 176 332 

ｿﾞﾙｺﾞ 20 210 225 455 

ﾄｴｹﾞﾝ 12 53 112 177 

合計 48 403 513 964 

 

6-2-1  衛生行政指導員研修 

衛生啓発・教育活動には、衛生分野での取り組みを実施している関係 3 省（MENA 及び MS）

を巻き込むことから、各 3 省地方局レベルの担当官をスーパーバイザーとして起用した。彼らが

研修講師レベルの人材育成、現場活動のモニタリング・フォローアップの総括役を担うことで、

関係 3 省庁間の連携・協力、プロジェクト終了後の持続性確保を狙った。 

彼らスーパーバイザーが講師となり、「水ならび衛生施設の管理方法、衛生行動の改善を促進す

るための知識ならびに実践力の強化」を目的とし、県・コミューンレベルの各省出先機関職員に

対して研修を実施した。研修の概要は下記表の通りである。 

 

表 6-2 行政指導員対象研修概要 
研修名 対象者 研修講師 研修日数 配布教材 内容 

行政指導

者研修 

行政ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 
地方ﾚﾍﾞﾙの各省職員 
行政指導者 
県・ｺﾐｭｰﾝの各省職員 

日本人専門家 
行政ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲ

ｻﾞｰ 

2 日間 
 

衛生ﾏﾆｭｱﾙ 
衛生活動ｶﾞｲﾄﾞ 
PHAST ｶｰﾄﾞ 

・啓発活動手法 
・活動手法の教授方法 
・各ﾚﾍﾞﾙのｱｸﾀｰ間の役割

とその責任 
・活動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・ﾌｫﾛｰｱｯ

ﾌﾟとその方法 

 

 

6-2-2  衛生活動従事者の育成研修 

本プロジェクトでは、村落での衛生行動改善の啓発活動アクターとして住民アニメーターと小

学校教員を育成した。 

衛生活動の成果は見えにくく、実施者のモチベーションを維持することは容易ではない。衛生

分野の活動に取り組んでいる支援機関は、アニメーター等の活動実施者に報酬を与えることによ

って活動の継続を確保する方法を用いている場合が多いが、プロジェクトが終了した後、活動が

止まり、改善されつつあった状況が元に戻るという状況を引き起こしていた。すなわちこのアプ

ローチはプロジェクト終了後の持続性に関する課題を残していたことになる。 

この教訓から、本プロジェクトでは、既存の住民組織を通して衛生活動の普及を目指し、住民

アニメーターの活動は社会奉仕活動（無償の活動）として位置付け、人選は各村落に委ねた。本

プロジェクトの主旨を理解し意思を持った住民 5 名（うち 2 名は女性）が対象各村落で選出され、

彼らに対して研修を行った。同時に対象コミューンの全小学校教員に対しても同様の研修を行っ

た。研修の概要は下記表の通りである。 
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表 6-3 住民アニメーターおよび教員対象研修概要 
研修名 対象者 研修講師 研修日数 配布教材 内容 
 
住民ｱﾆﾒｰﾀ

ｰ・教員育

成研修 

3 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝの全

村落から選出された

ｱﾆﾒｰﾀｰ及び小学校教

員 

行政ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲ

ｻﾞｰ及び行政指

導員 

5 日間 
 

衛生ﾏﾆｭｱﾙ 
衛生活動ｶﾞｲﾄﾞ 
PHAST ｶｰﾄﾞ 

・PHAST ｽﾃｯﾌﾟ 1～7 
・簡易水質検査 
・啓発ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 
・活動計画の立案 

 

6-3 衛生啓発・教育活動 

6-3-1  現場アクターによる活動展開 

研修終了後から各村落・学校において衛生啓発・教育活動が住民アニメーター及び教員によっ

て開始された。四半期毎にそれぞれ活動計画を立て、それに基づいて活動を展開していった。当

初は、行政指導員のサポートを得ながら実施していたが、時間と共に少しずつアクター自身が積

極的かつ効果的な活動の展開を模索していくようになった。 

活動開始しばらくの間は、住民アニメーターは、アニメーションを実施する日時を住民に伝え、

人が集まった時点で PHAST カードを使用した参加型啓発活動のみに従事していたが、次第に家庭

訪問等により個別の問題に対応したり、村での行事（ワクチン接種キャンペーン、女性デーでの

セレモニー等のイベント）に合わせて人が多く集まる場所に自ら赴き啓発を実施する等、啓発効

果を高める積極的な活動が展開された。 

学校においても道徳の授業や朝のホームルーム等の短時間を利用して衛生教育が継続されてい

る。また教員と児童が共にトイレや校内の清掃、手洗い場の設置等の実践を通して、児童に対し

日々衛生についての意識を高める努力が続けられている。 

 

6-3-2  行政指導員によるモニタリング・フォローアップ活動 

現場アクターによる活動に対し、行政指導員は必要に応じてのフォローアップ活動及び四半期

毎のモニタリング活動を実施した。コミューンレベルの複数いる行政指導員間で担当村・学校を

決め、衛生行動・施設管理マニュアルの方法及びモニタリングシートに従って実施された。 

コミューンレベルでのモニタリング結果は、県レベルそして地方レベルに汲み上げられる体制

を定着させた。また四半期毎に各パイロットコミューンにおいて、モニタリング会合を開催し、

問題点の共有、対策の検討、グッドプラクティスの共有等を行った。 

これらモニタリング活動を通して得られた衛生啓発・教育活動の実績と活動のインパクト（住

民・児童の衛生行動変容）等の情報・データを一元化し、衛生環境改善状況の把握を容易にする

ためのデータベースも構築した。 

このデータベースは、県レベルの行政指導員がコミューンのデータを入力し、農業・水利・水

産資源省地方局の C/P が総合管理するものである。このシステムの導入を第 3 年次の後半から試

みたが、県局レベルにおいて PC 使用環境があまり整備されていない場所があること、また担当

官の PC 操作能力に差があること等から体制が十分に機能する段階までには至らなかった。しか

し関係機関・担当者間において、同モニタリングシステム及び情報の蓄積に関する有用性は認識
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されていることから、プロジェクト終了後も引き続き C/P 機関主導の下、本システムの機能化を

目指すことが期待されている。 

 

6-3-3  活動の活性化のための工夫 

プロジェクト当初より住民アニメーターのモチベーションについての課題があった。教員に関

しては、教育プログラムの枠組みに一環として取り込まれていることから、日常業務として実施

を継続することか可能である。一方村落においては、プロジェクトが進捗するにつれ、意識の高

い住民アニメーターのいる村落では、研修で実施した PHAST カードを利用した参加型の啓発活動

のみならず、家庭訪問などによる個別対応を実施していた。また住民に声をかけて活動を実施す

るのみならず、自ら人が多く集まる場所・時間等を見極めてそこに赴き啓発活動を実施する等の

積極的な姿勢が見られた。しかしやはり住民アニメーターの役割が「ボランティア」と認識しつ

つも、なかなか活動の成果が見いだせない状況下で活動継続に対するモチベーションを失ってい

く住民アニメーターも少なからずいた。 

この問題に対し、お金や物で報酬を与え活動を促すのは容易であるが、プロジェクト終了後を

見据え、それ以外の方法で彼らのモチベーションを維持する方法を探った。行政指導員等と協議

を進めていくうちに、「住民アニメーターとして自信と誇りをもって活動をしていくことのステー

タス」を彼らは求めているのではないか、という意見が出た。そこでプロジェクトでは、衛生活

動コンクールを開催し、衛生環境改善状況を調査し上位 3 村落及び 3 学校を表彰した。その際に、

本プロジェクトによって育成された人材であることを示す名札及び証明書をそれぞれ各アニメー

ター及び教員に配布した。また同時に表彰された村落及び学校の代表者により日々の活動内容や

教訓等を発表してもらった。この衛生コンクールは、住民アニメーター及び教員のこれ前の活動

の成果を評価することにより、活動従事者のモチベーションの継続・向上を図るという目的は達

成された。 

 

6-4 衛生啓発・教育活動の成果 

6-4-1  村落おける衛生環境改善状況 

村落において、住民アニメーターの衛生開発活動の実施を通して、3 パイロットコミューンと

もに住民の行動変容が生じた村が数多くある。行動変容の内容として代表的なものは簡易手洗い

設備（TippyTap16等）の設置、石鹸を使用した手洗いの励行、水の濾過・消毒の実施であり、中に

は自らトイレを建設した家庭もある。これらの行動変容の現れは、衛生啓発により住民間に糞口

感染症などの原因・感染経路の認識度が高まっていることが伺える。 

 

 

                                                        
16 少量の水で手を洗うことができる装置。木の枝、水を入れる容器、ひも、石など現地で手に入る材料を使って簡単に作ることが

できる。 
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【Tippy Tap】            【家庭用トイレ内部】      【給水施設周り】 

           

また積極的な村では、例えば主として女性たちが水汲み労働や調理を担う中心となっているこ

とから、女性たちでグループを組織し、少額ずつではあるがお金を集め、衛生環境改善のために

必要な資金を蓄えているところも出てきた。 

一方、村落によっては、石鹸を使用した手洗い、水の消毒など、石鹸や消毒液等の購入は多く

の村民にとって購入が困難なところもある。このような要因により衛生行動改善の進捗が遅滞し

ているところもあるのが現状である。その代替案、例えば灰を使用する、布ろ過だけでも確実に

する等の対策を提示していくことが重要である。行政指導員がフォローアップを行う際に都度助

言を行っているが、「もの」がないからできない、という意識が未だ残っているため、根気よく助

言を与え続ける必要がある。 

プロジェクト終了後、手洗いを実施するタイミング（トイレの後、幼児の汚物処理後、食前等）

について更に留意する等、これまでの行動より一歩踏み込んだ内容を意識して取り組む等するこ

とで更なる衛生環境改善が期待できる。 

本プロジェクトで採用したモニタリングシート及びモニタリング結果から明らかになった村落

での行動改善の結果を下記に示す。（詳細結果は巻末資料 09参照） 

データに関しては、例えばトイレがない場合は項目に回答がなされていない等、項目により不

十分な点がある。 

 
10 項目 不可 可 良 

水源の種類 

   

水運搬容器の状態 

   

水保管容器の状態 

   

水処理方法 
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10 項目 不可 可 良 

飲料水の取扱方法 

   

手洗い方法 

   

排泄習慣 

   

トイレの使用方法 

   

トイレの清掃方法 

   

井戸周りの清掃状況 

   
図 6-1 村落におけるモニタリングシート項目 

 

表 6-4 ダペロゴコミューンにおける衛生行動改善結果 

10 項目 
改善が見られた

村落の割合 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時の村落衛生行動現状（村落数） 

不可 可 良 備考 
①水源の種類 93% 0 3 26  
②水運搬容器の状態 93% 0 3 26  
③水保管器の状態 82% 0 8 21  
④水処理方法 17% 17 9 2 1 村落ﾃﾞｰﾀ不足 

⑤飲料水の取扱方法 79% 0 18 11  
⑥手洗い方法 57% 0 18 11  
⑦排泄習慣 63% 5 7 17  
⑧ﾄｲﾚの使用方法 85% 0 1 19  
⑨ﾄｲﾚの清掃方法 56% 0 13 12  
⑩井戸周りの清掃状況 79% 2 9 18  

 

表 6-5 ゾルゴーコミューンにおける衛生行動改善結果 

10 項目 改善が見られた

村落の割合 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時の村落衛生行動現状（村落数） 

不可 可 良 備考 
①水源の種類 97% 1 0 38  
②水運搬容器の状態 94% 0 2 37  
③水保管器の状態 89% 0 4 35  
④水処理方法 40% 18 11 8 2 村落ﾃﾞｰﾀ不足 

⑤飲料水の取扱方法 48% 0 24 15  
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10 項目 改善が見られた

村落の割合 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時の村落衛生行動現状（村落数） 

⑥手洗い方法 63% 0 21 17 1 村落ﾃﾞｰﾀ不足 

⑦排泄習慣 67% 5 1 37  
⑧ﾄｲﾚの使用方法 82% 1 1 37  
⑨ﾄｲﾚの清掃方法 43% 0 23 16  
⑩井戸周りの清掃状況 89% 2 1 34 2 村落ﾃﾞｰﾀ不足 

表 6-6 トエゲンコミューンにおける衛生行動改善結果 

10 項目 改善が見られた

村落の割合 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時の村落衛生行動現状（村落数 

不可 可 良 備考 

①水源の種類 100% 0 0 18  
②水運搬容器の状態 100% 0 0 18  
③水保管器の状態 94% 0 1 17  
④水処理方法 5% 11 6 0  
⑤飲料水の取扱方法 22% 0 17 1  
⑥手洗い方法 - 2 16 0 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始時のﾃﾞｰﾀに欠陥有り。

改善の割合は算出不可。 
⑦排泄習慣 - 8 0 10 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始時のﾃﾞｰﾀに欠陥有り。

改善の割合は算出不可。 
⑧ﾄｲﾚの使用方法 - 0 0 18 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始時のﾃﾞｰﾀに欠陥有り。

改善の割合は算出不可。 
⑨ﾄｲﾚの清掃方法 - 0 16 2 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始時のﾃﾞｰﾀに欠陥有り。

改善の割合は算出不可。 
⑩井戸周りの清掃状況 - 0 2 13 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始時のﾃﾞｰﾀに欠陥有り。

改善の割合は算出不可。 

 

6-4-2  学校における衛生環境改善状況 

学校では、毎日の定期的な教育活動に加え、学校内やトイレの定期的な清掃、手洗いの励行な

どの実践を通して、児童を取り巻く衛生環境は大きく変わった。例えば、ダペロゴコミューンで

は対象地域すべての学校において衛生教育の実施が定着しており、衛生教育に真剣かつ積極的に

取り組み、当事者たちの得た衛生改善の実感は大きなものになっている。 

 
  

【教室前に設置された手洗い場】 【トイレ清掃】  【飲料水保管容器】 

また、現在学校では学校運営委員会（COGES）の設立・運営が進んでおり、衛生に関するコミ

ットメントもプロジェクトの進捗と共に増えてきた。COGES のイニシアティブにより、水がない

学校では母親たちがその日に必要な水を確保・運搬したり、学校用の清掃道具や石鹸等を購入す

る等の行動に表れてきた。またゾルゴ―の学校では、教育省のイニシアティブにより保健クラブ

の設置が進んでおり、学校における衛生活動が活発になっている。 

しかし一方で、水場のない学校や、COGES の活動がない場合は、他校に比べて衛生教育の進捗
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に差が生じている。プロジェクト終了後は、C/P が主体となりこのような学校の対応を集中的に

実施していくことになっている。 

他の問題としては、トイレ等の衛生設備がない学校が依然数校ある。ただし、これまでは場所

を選ばずいたるところで野外排泄が行われていたが、特定の一か所を「用を足す場所」として指

定し、そこの使用を徹底することで、「排泄を行う場所」での行為が定着してきた。このような習

慣がつけば、今後トイレが建設された場合、トイレの使用習慣の定着を容易にする環境が整った

といえる。 

学校が抱えている問題は、トイレの腐敗槽が満杯になり汲みだす必要があるものの必要経費を

確保できずそのまま使用できない状況で放置されているところもある。学校のトイレは一槽式

VIP タイプが主であり、ここ数年援助で建設が急速に進んだ。建設後しばらく問題は生じないも

のの、今後この問題が至る所で出てくることが予想できる。したがって腐敗槽が満杯になる前に

各学校で必要資金の捻出や汲出し業者に関する情報収集など、視学官事務所（CEB）を中心に実

施し、トイレが使用できない状況を作り出さないよう予防対策をとることとなった。 

本プロジェクトで採用したモニタリングシート及びモニタリング結果から明らかになった学校

での行動改善の結果を下記に示す。（詳細結果については巻末資料 10参照） 

学校に関しては、クラス毎にモニタリングが行われているため、データ算出の際には項目毎に

クラス平均を算出した。したがって、村落のように衛生行動の現状として「不可」「可」「良」を

正確に割り出すことが困難であるため、改善が見られた学校の割合のみを記載する。 

5 項目 不可 可 良 

飲料水の取扱方法 

   

手洗い方法 

   

排泄習慣 

   

トイレの使用方法 

   

トイレの清掃方法 

   
図 6-2 学校におけるモニタリングシート 



 

6-10 

表 6-7 ダペロゴコミューンにおける衛生行動改善結果（学校） 
5 項目 改善が見られた学校数（全 36 校中） 

①飲料水の取扱 64％ 
②手洗い方法 84% 
③排泄習慣 15% 
④ﾄｲﾚの使用方法 14% 
⑤ﾄｲﾚの清掃方法 11% 

 

 

表 6-8 ゾルゴーコミューンにおける衛生行動改善結果（学校） 
5 項目 改善が見られた学校数（全 46 校中） 

①飲料水の取扱 81% 
②手洗い方法 74% 
③排泄習慣 77% 
④ﾄｲﾚの使用方法 69% 
⑤ﾄｲﾚの清掃方法 83% 

 

表 6-9 トエゲンコミューンにおける衛生行動改善結果（学校） 
5 項目 改善が見られた学校数（全 16 校中） 

①飲料水の取扱 43% 
②手洗い方法 46% 
③排泄習慣 80% 
④ﾄｲﾚの使用方法 73% 
⑤ﾄｲﾚの清掃方法 64% 

 

 

6-5 今後について 

2013 年 3月にそれぞれの対象 3コミューンにおいて、衛生活動実施者（住民アニメーター及び

教員）が一同に会し、4年間の活動成果の確認、経験共有、村落毎の課題並びに対策の抽出、2013

年 4月以降の活動計画の策定を行った。 

プロジェクトの成果報告については、衛生行動変容項目（村落 10項目、学校 5項目）それぞれ

につき、プロジェクト開始時点から 2012年末に実施した結果を比べて、どのくらいの村落及び学

校に行動改善が見られたか、また村落・学校の衛生行動が現在どの状況下にあるか、という点を

まとめてプロジェクト側から報告を行った。報告に際し、PHASTイメージ図と共に数字を提示し

参加者に分かり易いように工夫した。 

この結果報告に対し、参加者からは、自分たちがこれまで 4年間実施してきた活動の成果が客

観的に示されることについて関心が高かった。また一部の項目に課題は残るものの、概して良い

結果が出ていたことから、活動実施者の満足度も大きく、なかなか成果の見えにくい実施者のこ

れまでの活動が効果のあるものであることを実感したようであった。これはプロジェクト終了後

も活動実施者の活動継続のモチベーションを再確認する上でも有用なものであった。 

本ワークショップでは、プロジェクト期間中は主に住民アニメーター、小学校教員がそれぞれ

活動を展開することが多かったが、一村落として全体の衛生環境改善の底上げを図るために両ア

クターの協力は必須であることから、両アクター間の意見交換、共同作業をメインに位置付けた。
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開始前は、識字や能力の側面から教員の発言などに押され、住民アニメーターの積極性が損なわ

れる可能性も懸念されたため、ファシリテーターを担った C/Pの配慮もあり、教員と住民アニメ

ーター間で非常に活発な議論・意見交換が実施された。 

ワークショップの最後には、村落別に分かれて、住民アニメーターと教員が一緒に現在村落が

抱えている課題、それに対する対策を列挙し、その対策を具体的にどのように取り組んでいくか

という計画策定を実施した。活動計画には、これまで網羅的に実施してきた内容から、より現在

の課題に特化した内容に焦点があてられているものになった。そして多くの村落で、学校と保健

センター等のイニシアティブのもと学校関係者（児童を含む）と村落住民とで公共施設・場所（ト

イレや給水施設、市場等）の清掃行事を設ける等の活動が盛り込まれた。 

本ワークショップがプロジェクト従事者が一同に会する最後の場となったが、活動従事者であ

る参加者からは、プロジェクトが入ってからの生活環境の改善の実感をモチベーションとして今

後も「自分たちの生活を自分たちでより良くしていく」という認識をもち活動を継続していくと

いう意思が伝えられた。これはプロジェクトにとっても非常に大きな成果であると思料する。 

 6-4 で述べたとおり、プロジェクト期間の活動を通して成果が出ているものの、未だ課題は残

っている。プロジェクト終了後も地方局関係 3省のスーパーバイザーを中心に、四半期毎にモニ

タリング・フォーローアップが実施され、村落の衛生環境の一層の改善が望まれる。 
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第7章 地方行政機関による給水および衛生状況のモニタリング・評価、

コミューンへの支援能力強化 

7-1 DRAH/DPAH/ZAT/UAT対象のリフォーム研修 

リフォームに基づく給水施設維持管理システムに関する研修を、DRAH/DPAH の給水管理担当職

員ならびに ZAT/UAT職員を対象として実施した。研修の目的は、以下のとおりである。 

 新たな設維持管理システムに対する知識の習得 

 給水施設維持管理における各アクターの役割の理解 

 リフォーム実施支援における MAHRH及び地方機関の役割の理解の促進 

同研修は、プロジェクトの各年次においてそれぞれ実施した。第 1 年次における研修は、リフ

ォームに基づく給水施設維持管理システムに絞った内容とし、研修対象者は DRAH/DPAH、各コミ

ューンに配置されている ZATとした。 

第 2 年次における研修では、今後のプロジェクト活動の波及展開を念頭に置き、MAH の職務の

一つである給水・衛生分野における知見を普及員も習得することを狙いとして、中央プラトー地

方局の全 UAT も対象とした。また、第 2 年次の研修では、本プロジェクトによる衛生啓発・教育

活動として実施している SARAR/PHAST手法による衛生啓発手法も研修内容に盛り込んだ。 

第 3 年次では、コミューンおよび AUE に対する研修の講師として起用できる人材の育成を目指

した研修を行った。研修の対象は、DRAH/DPAH の SRE 職員・県局長（コミューン研修講師養成研

修）および DRAH/DPAH の SRE職員・ZAT長（AUE研修講師養成研修）とした。同研修の終了後、研

修受講者は 11追加コミューンにおける第 1回コミューン・AUE 研修において研修講師を務め、研

修成果の実践を行った。 

第 4 年次では、新たに配属されてきた職員が増えてきたこともあり、リフォーム適用化に関す

る再研修を実施した。研修では、リフォーム適用化に基づく給水施設維持管理システムの説明（復

習）に加えて、プロジェクト終了後の DRAH/PCLによる支援継続を念頭に、各職員の責務の明確化、

現場で直面している問題点・課題の抽出、それらへの対応策の検討を行った。特に先行 9 コミュ

ーンの職員たちからは、より現場の視点に基づいた問題とその解決策について活発な議論が展開

された。 

表 7-1 DRA/DPAH/ZAT/UAT 対象のリフォーム研修の概要 

第
1
年
次
研
修

 

日時 2010 年 2 月 17 日～19 日（3 日間） 
場所 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県局会議室 

研修参加者 県局長 水資源部職員 ZAT UAT 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局（DRAH/PCL） - 5 - - 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 県局（DPAH/OTG） 1 1 7 - 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ県局（DPAH/KWG） 1 1 5 - 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県局（DPAH/GNZ） 1 1 8 - 

計 3 8 20 - 
研修内容 ﾘﾌｫｰﾑに基づく給水施設維持管理ｼｽﾃﾑ 

ﾘﾌｫｰﾑ関係者の役割と活動詳細：水利用者組合 (AUE) 
ﾘﾌｫｰﾑ関係者の役割と活動詳細：ｺﾐｭｰﾝ 
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ﾘﾌｫｰﾑ関係者の役割と活動詳細：ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者 
ﾘﾌｫｰﾑ関係者の役割と活動詳細：政府・DRAH 
PROGEA/PCL の活動概要紹介 
研修内容に関する試験、研修評価 

 

第
2
年
次
研
修

 

日時 2011 年 2 月 14 日～18 日（5 日間） 
場所 ANAO 会議室（ｼﾞﾆｱﾚ市内） 

研修参加者 県局長 水資源部職員 ZAT UAT 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局（DRAH/PCL） - 1 - - 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ 県局（DPAH/OTG） 1 2 7 13 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ県局（DPAH/KWG） 1 1 5 11 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県局（DPAH/GNZ） 1 1 8 11 

計 3 5 20 35 
研修内容 給水施設維持管理ﾘﾌｫｰﾑの概要 

ﾘﾌｫｰﾑ関係者の役割と活動詳細：水利用者組合 (AUE) 
ﾘﾌｫｰﾑ関係者の役割と活動詳細：ｺﾐｭｰﾝ 
ﾘﾌｫｰﾑ関係者の役割と活動詳細：ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者 
ﾘﾌｫｰﾑ関係者の役割と活動詳細：政府・DRAH 
AUE の設立手順・ｱﾆﾒｰｼｮﾝ活動 
衛生住民行動変容のための啓発手法、 SARAR-PHAST 啓発手法（実習） 
給水施設維持管理 Réforme の実施支援 
研修内容に関する試験、研修評価 

 

第
3
年
次
研
修

 

日時 2012 年 3 月 12 日～16 日（5 日間） 
場所 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事務所 
研修参加者 県局長 水資源部職員 ZAT UAT 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局（DRAH/PCL） - 5 - - 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県局（DPAH/OTG） 1 1 - - 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ県局（DPAH/KWG） 1 1 - - 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県局（DPAH/GNZ） 1 1 - - 

計 3 8 - - 
研修内容（ｺﾐｭｰﾝ研

修講師養成研修） 
給水施設維持管理における現在のｼｽﾃﾑと問題点 
ﾘﾌｫｰﾑによる PMH および AEPS/PEA の維持管理ｼｽﾃﾑ 
維持管理ｼｽﾃﾑにおける関係者の役割 
AUE の設立 
ｺﾐｭｰﾝにおける給水施設維持管理のための契約締結（ AUE との給水施設維

持管理委託協定、ﾎﾟﾝﾌﾟ業者間の PMH 保守整備巡回契約） 
ｺﾐｭｰﾝ水料金・賦課金の設定 
ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の認証 
ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者保守巡回の財源のためのｺﾐｭｰﾝ予算化 
保守巡回実施のためのﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の選定 
研修講師としてのｱﾆﾒｰｼｮﾝ技能、11 追加ｺﾐｭｰﾝ研修準備 

 
日時 2012 年 5 月 7 日～11 日（5 日間） 
場所 ANAO 会議室（Ziniaré 市内） 
研修参加者 県局長 水資源部職員 ZAT UAT 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局（DRAH/PCL） - 4 - - 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県局（DPAH/OTG） - 1 7 - 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ県局（DPAH/KWG） - 1 5 - 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県局（DPAH/GNZ） - 1 8 - 
計 - 8 20 - 
研修内容（AUE 研

修講師養成研修） 
新しい維持管理ｼｽﾃﾑに関する AUE 知見の復習 
ｺﾐｭｰﾝ・AUE 間の PMH 維持管理委託協定 
PMH 管理者の選定と協力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ 
水料金の設定と支払い方法 
研修講師としてのｱﾆﾒｰｼｮﾝ技能、11 追加ｺﾐｭｰﾝ AUE 研修準備 
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7-2 DRAH/DPAH によるリフォーム適用化フォローアップ 

コミューンおよび AUEによるリフォーム適用化活動の支援・フォローアップは、DRAH/PCL・DPAH

ならびに ZAT/UATにより実施された。 

フォローアップ・モニタリングの結果、水料金の徴収が進んでいない、AUE による給水施設維

持管理活動を拒絶する村落地区があるなどの問題が生じている村落に対しては、コミューンに通

知連絡すると共に、プロジェクトチーム・DRAH/PCL・ZAT/UAT・コミューン関係者により、当該村

落に赴き AUE・住民と話し合い、問題の解決を図った。 

また、コミューンによる AUE 活動に対する積極的な関与を進めるため、ZAT/UAT による AUE 活

動のフォローアップ・モニタリングは、以下のプロセスで実施した。 

 

① ZAT/UAT とコミューンとの間でミーティングを行い、AUEによる給水施設維持管理活動の状

況を共有する。 

② 優先的に支援が必要な AUEを特定し、モニタリング・支援の計画を立案する。 

③ 計画に沿って AUEの活動のモニタリング・支援を実施する。 

④ ZAT/UAT とコミューンとの間で実施したモニタリング・支援の結果を共有し、次月の計画

を立案する。 

 

7-3 持続可能なモニタリング・支援体制の構築とそのモデル化に向けた取り組み 

プロジェクトでは、コミューンや AUE による給水施設維持管理活動を継続的にモニタリング・

支援していくための中央プラトー地方局（DRAH/PCL）の体制構築とその機能化に注力してきた。

具体的にはプロジェクト終了後を見据えて、C/P と共に下図に示すようなモニタリング・支援体

制の構築を目指し、モニタリング・支援体制のコンセプト、および各コンポーネントで使用する

モニタリング及びレポートの種類と目的等を整理した。 

この体制ではコミューンや DPAHの困難な財政状況を考慮し、AUEの活動状況や人力ポンプ（PMH）

の状況にかかる情報がボトムアップ形式でコミューンに上がってくることを想定している。 

第
4
年
次
研
修

 

日時 2012 年 9 月 26 日～28 日、10 月 1 日～3 日（2 ｸﾞﾙｰﾌﾟに分けての実施、3 日間/研修） 
場所 ANAO 会議室（Ziniaré 市内） 

研修参加者 県局長ほか 水資源部職員 ZAT UAT 
中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局（DRAH/PCL） 4 6 - - 
ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県局（DPAH/OTG） 2 1 7 11 
ｸﾙｳｪｵｺﾞ県局（DPAH/KWG） 2 2 5 10 
ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県局（DPAH/GNZ） 2 2 8 10 

計 10 11 20 31 
研修内容（再研修） ﾘﾌｫｰﾑの概要（目的・原則・維持管理ｼｽﾃﾑの概要、関係者の役割、資金の流

れ等） 
ｺﾐｭｰﾝ・AUE・ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者間の協定・契約の内容 
ﾘﾌｫｰﾑ適用化における DRAH/DPAH/ZAT/UAT の役割（ｺﾐｭｰﾝによる事業実

施への支援：AMOC） 
各ｺﾐｭｰﾝ・村落におけるﾘﾌｫｰﾑ適用化の実施に関する問題点・課題 
問題点・課題の類型化とそれらへの対応策 
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図 7-1 モニタリング・支援体制の概念図 

 

表 7-2 モニタリングシートおよびレポートの一覧 
 

ﾚﾎﾟｰﾄの種類 目的 実施者 提出先 項目 

1 

AUE 活動ﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞﾚﾎﾟｰﾄ 
※ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了

後は継続しない 

AUEの活動状況を詳細に把

握し、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｲﾝﾊﾟｸﾄを

量る。問題のある AUE に対

しては、適切な助言・支援

を行う。 

現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
ZAT/UAT 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
DRAH 

■ 財務状況 
■ AUE 総会、事務局会合の開催状況 
■ 水料金の徴収状況 
■ AUE と PMH 管理者との協定締結

状況 

2 
AUE 活動報告 AUE の活動状況を把握し、

問題のある AUE に対して

は適切な助言・支援を行う。 

AUE ｺﾐｭｰﾝ ■ 財務状況 
■ PMH 維持管理状況（簡易版） 

3 

ｺﾐｭｰﾝ活動ﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞﾚﾎﾟｰﾄ 
ｺﾐｭｰﾝの活動状況を把握し、

問題のあるｺﾐｭｰﾝに対して

は適切な助言・支援を行う。 

DRAH/DPAH 
ZAT/UAT 

DRAH ■ ｺﾐｭｰﾝと修理工間の契約締結状況 
■ PMH 保守・管理予算執行状況 
■ AUE からのﾚﾎﾟｰﾄ状況 
■ 保守巡回実施状況 

4 

修理工保守巡回

報告 
PMH の維持管理状況を詳

細に把握し、問題のある

PMH に対する適切な処置

を施す。 

修理工 ｺﾐｭｰﾝ ■ PMH 維持管理状況（詳細） 

5 

衛生改善活動ﾓﾆ

ﾀﾘﾝｸﾞﾚﾎﾟｰﾄ 
衛生改善活動の進捗状況を

把握し、問題のある村に対

しては、適切な対応を検討

する。 

衛生行政指

導者 
DRAH 
DRS 
DREBA 

■ 啓発活動実施状況 
■ 衛生行動変容ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄ 

 

この体制の構築に向けた取り組みの一環として、第 4 年次の AUE のモニタリング・支援に関し

ては、村落に出向くことのできる回数を限定し、給水施設維持管理体制の主体となるコミューン

を必ず巻き込むことで、給水施設維持管理活動にかかるコミューンの主体性の醸成と、コミュー

ン- DPAH 間での情報交換をより緊密にすることを目指している。第 4年次開始当初から導入した

AUE のモニタリング・支援の実施工程は以下の通りである。 
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① ZAT/UAT とコミューンとの間でミーティングを行い、AUEによる給水施設維持管理活動の状

況を共有する。 

② 優先的に支援が必要な AUEを特定し、モニタリング・支援の計画を立案する。 

③ 計画に沿って AUEの活動のモニタリング・支援を実施する。 

④ ZAT/UAT とコミューンとの間で実施したモニタリング・支援の結果を共有し、次月の計画

を立案する。  

 

持続的なモニタリング・支援体制の構築に活かすことを目的として、2012年 10月 30日および

31 日に中央プラトー州内全 3 県で意見交換会合を実施した。参加者である DPAH 職員の業務負担

を考慮し、本会合は各県 DPAHの月例会議の一環として行われた。会合の概要は以下の通りである。 

 

表 7-3 ZAT/UAT とのモニタリング会合の概要 
日程 場所（会場） PROGEA ﾁｰﾑ 参加者 

2012 年 10 月 30 日 ｸﾙｳｪｵｺﾞ県 
（DPAH/KWG 会議室） 

専門家 1 名 
SRE/DRAH/PCL 1 名 

SRE 1 名 
ZAT/UAT 14 名 

2012 年 10 月 31 日 
 

ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県 
（DPAH/OTG 会議室） 

専門家 1 名 
SRE/DRAH/PCL 1 名 

Directeur 1 名 
SRE 1 名 
ZAT/UAT 24 名 

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県 
（DPAH/GNZ 会議室） 

専門家 2 名 
 

Directeur 1 名 
SRE 1 名 
ZAT/UAT 14 名 

内容 
ｺﾐｭｰﾝを巻き込んだ

AUE のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援

について 
 

 ｺﾐｭｰﾝを巻き込んでの AUE 支援計画立案や結果の共有はほとんどのｺﾐｭｰﾝで

試行されている。しかし、中にはｺﾐｭｰﾝ側のｷｰﾊﾟｰｿﾝ（事務次官、給水フォー

カるポイント、など）に時間的余裕が無いことが理由でﾐｰﾃｨﾝｸﾞが行われな

い例があった。 
 AUE の支援計画をｺﾐｭｰﾝとともに立案するが、ｺﾐｭｰﾝのｷｰﾊﾟｰｿﾝには出張旅費

が割り当てられていないため、結局 ZAT/UAT のみで村落に出向くことにな

る。 
ｺﾐｭｰﾝの給水施設維持

管理能力にかかる課

題 
 

 ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県やｸﾙｳｪｵｺﾞ県ではまだﾘﾌｫｰﾑ適用化は途についたばかりではある

が、ｺﾐｭｰﾝ自身が給水施設維持管理における役割を十分に理解していない、

あるいは関心が低いと言った状況が多く見られる。 
 ｺﾐｭｰﾝの中でAUEのよる給水施設維持管理活動の支援を担う人材は誰なのか

が明文化されていない。 
 多くのｺﾐｭｰﾝ関係者は、AUE のよる給水施設維持管理活動もﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援は

ZAT/UAT が担当するものだという誤った認識を持っている。 

 

このように、コミューンには AUE の支援にかかる責務が明文化されていないことや、移動費が

無いなどの制約があり、コミューンの活動を技術的な面から支援する立場にある ZAT/UAT も、そ

の支援の対象が明確になっていないため働きかけが難しく、コミューンの自主性に任せるか、あ

るいは ZAT/UAT 自らが対応するしかない状態にあることがわかる。しかしながら、潤沢な予算や

人材が無くても、定期的に開催されるコミューン評議会を活用して AUE の活動状況を把握するこ

とや、問題のある AUE を招集して協議・対応することは可能である。現にダぺロゴでは先述の方

法で AUE の支援を実施している。今後、コミューンによる給水施設維持管理活動を活性化させて

いくためには、成功しているコミューンの活動事例を紹介しながら、まずは自分たちの置かれて

いる現状の中でできることを実践する働きかけていく必要がある。 

上記提案に関し、その妥当性と今後の対応を検討する会議を 11 月 8 日に実施した。同会議は
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DRAH/PCL および各県 DPAH の水資源課職員、それに邦人専門家を加えたプロジェクトのコアメ

ンバーの間で行われた。その内容を表 7-4に要約する。 

 

表 7-4 持続的なモニタリング・支援体制の構築と機能化に向けた方策とその妥当性 

10 月の意見交換会で提案された方策 妥当性にかかる見解 

 ｺﾐｭｰﾝの給水ﾌｫｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄの活用 1 
 DRAH とﾌｫｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄとの間で交わされる契約書に

AUE 活動のﾓﾆﾀﾘﾝｸ ・゙支援業務をその責務として追加

する。 

契約内容の変更が実現できれば有効な手段であるが、追

加業務に伴う契約金額変更や、DRAH・DGRE 内での検

討などが必要であり課題は多く、慎重に検討する必要が

ある。 
 ｺﾐｭｰﾝの給水ﾌｫｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄの活用 2 
 現在ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが ZAT/UAT 等に AUE 支援のための出

張旅費を支出されていた費用をﾌｫｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄにも分配

する。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの資金に頼っている以上根本的な解決にはな

らないため、妥当性は低い。 

 AUE を定期的にｺﾐｭｰﾝ庁に招集した結果、活動報告や

意見交換、問題への対処などをｺﾐｭｰﾝのｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞで行

うよう指導する。 

AUE で集めている水料金の中には必要に応じたｺﾐｭｰﾝと

村との間の交通費が含まれているため、ｺﾐｭｰﾝへの負荷

は基本的に無い。これは既にﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞｺﾐｭｰﾝで実際に行わ

れている前例があり、効果をあげているため、他ｺﾐｭｰﾝ

でも実施できる可能性が高い。 
 ｺﾐｭｰﾝ評議会の際に必ず ZAT を巻き込む。 実現可能である。 
 AUE からｺﾐｭｰﾝに納められる保守巡回実施のための

賦課金は 10,000F/PMH だが、巡回の費用は 4,000F/
回なので、年に 2回巡回を実施しても 2,000Fは残る。

その 2,000Fをｺﾐｭｰﾝ関係者が AUEをﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟする際

の資金に回す。 

ｺﾐｭｰﾝによる賦課金の管理に確実性と透明性が確保でき

ていない現状では非常に難しい。 

 公式なレターを通じて DRAH から各コミューンに

AUE の活動を含む給水施設維持管理の現状報告を要

請することでｺﾐｭｰﾝが AUE の活動進捗を把握せざる

を得ない状況を作り出す。 

ｺﾐｭｰﾝと DRAH の間には直接的な行政上の上下関係が無

いため実現は難しい。 

 各アクター、特にｺﾐｭｰﾝ内で誰がﾘﾌｫｰﾑにかかる業務の

窓口となるのか、役割を明確化する。 
実現可能である。 

 プロジェクト終了後を見据え AUE からコミューンに

対して年 2 回提出される財務管理報告書を各村の 2
人の評議員を通じて収集するシステムを導入する。そ

うすれば年 2 回のコミューン評議会の際に確実に

AUE の活動状況報告が回収できることになる。 

A4 判一枚以内の簡易なものであり、なおかつ詳細な調

査を必要としない情報であれば実施できる可能性はあ

る。 

この DRAH によるリフォーム適用化への実施支援枠組み（PROGEA モデル）は、コミューンや

AUE、ポンプ修理業者の主要アクターが給水施設維持管理活動を行う際に直面する問題に対して、

的確に助言や支援を行うことが出来、非常に有効であることが実証された。 

いくつかのコミューンでは、ZAT/UAT からのモニタリング報告や DRAH からの助言を受けて、

問題の発生している AUE をコミューンに招集、あるいは自ら村落に出向いて住民と話し合う、ま

た、コミューン評議会において給水施設維持管理の現状と問題を議題として取り上げることによ

り問題解決を図るなど、コミューンによるイニシアティブが発現し始めているところである。 

他方、この PROGEA モデルは、プロジェクト支援によって機能していたことも事実である。プ

ロジェクト終了後もこのモデルが持続的に稼働し、リフォーム適用化に対する支援を継続してい

くためには、DRAH がコミューンに対して継続的な支援を実施するための必要な予算を確保する

ことが求められる。また、将来的に PROGEA モデルが地方へ適用されていくためには、コミュー

ン・AUE・ポンプ修理業者への適切な支援とモニタリングを行う給水行政担当の人材が地方・県・

コミューンレベルで育成されることが重要である。 
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第8章 その他関連活動 

8-1 プロジェクト内部評価  

 プロジェクトでは終了時評価に供するためのデータ・情報の収集するためのエンドライン調査

を 2012 年 10月から 12月にかけて実施したが、それと同時に、プロジェクト活動のインパクトな

どを測るための内部評価調査も同時期に合わせて実施した。調査の概要、および結果は以下の通

りに要約される。 

 

1) 調査の目的 

 リフォーム適用化活動の実施状況把握 

 各アクターのプロジェクトに対する評価や意見の抽出 

 プロジェクト活動のインパクト・効果、課題とのその対応策などの検討 

 

2) 調査対象地域 

 給水施設運営維持管理分野：3 パイロットコミューン、6 対象コミューン、および 11 追加

コミューン 

 衛生啓発・教育分野：3 パイロットコミューン 

 

3) 調査員 

 DRAH/PCLから選出された 3名の職員（プロジェクトの直接的な C/Pである水資源課 SREを除く

各課の代表者） 

 

4) 調査方法 

 プロジェクト専門家がカウンターパートと共に作成した質問票を用いたフォーカスグループイ

ンタビュー 

 

5) 調査対象 

調査の対象とした組織・人材は下表のとおり。 

 

表 8-1 調査対象者 

調査対象 調査対象者数 
ｺﾐｭｰﾝ 20 ｺﾐｭｰﾝ 
修理業者 70 名 
AUE 580 AUE 
DRAH/PCL 職員、各県 DPAH 職員、ZAT/UAT 62 名 
PTF 11 機関 
衛生行政指導員 41 名 

 

 

6) 調査結果 

調査対象者毎の調査結果は以下のように要約される。 



 

8-2 

(1) コミューン 

本プロジェクトで実施した研修に関しては、概ね全てのコミューンが内容、講師の質ともに満

足していると回答している。また、この研修開催時に配布したリフォーム適用化活動のために必

要な資料類（リフォーム事業の紹介、コミューンを中核とした給水施設維持管理システムにおけ

る資金の流れ、PMH 保守巡回整備契約書のひな形、など）が非常に有用であるとの意見が多数聞

かれた。これらプロジェクトの支援によってリフォーム適用化を実践してきた 20 コミューンの 9

割以上は、リフォームに則った給水施設維持管理システムに手ごたえを感じており、CPE 単位で

給水施設を管理していた以前のシステムに比べて有効であるとの見解であった。各コミューンは

リフォーム適用による効果として、特に修理業者によって実施される保守巡回が管轄地域内の給

水施設の故障頻度を減らし、また故障時の対応の迅速化に貢献していると挙げた。 

その一方で、リフォーム適用化活動においては、AUE に維持管理を委託する PMH の数と種類

の調査、機能低下・不全に陥った AUE の対処、賦課金の回収が難しいと言及している。 

プロジェクト終了後リフォームの定着の成否はコミューンのこれからの自助努力によるところ

が大きいが、ほとんどのコミューンがリフォームの定着は可能という見解を示している。しかし、

そのためにはこれまで実施してきた住民への啓発、修理業者による保守整備巡回活動の支援、問

題のある AUE への対処に加えて、コミューンにおいて AUE の活動支援を行う窓口・担当者の明

確化、水・衛生課の設置、水・衛生分野の業務にかかる予算の確保や新たな支援ドナーの確保な

ど、リフォーム推進にかかる体制の強化の必要性が述べられた。 

(2) 修理業者 

プロジェクトでは修理業者の選定および、修理業者の育成研修を計 3 回実施してきた。研修期

間が短かったと回答した修理業者もいたが、9 割以上の修理業者が内容、講師の質ともに満足度

は高かった。研修では数種類の PMH の維持管理方法を座学および実戦形式で指導したことから

「今までに扱ってこなかったタイプの PMH の維持管理方法も学ぶことができた」と回答する業者

もいた。また、プロジェクトから必要に応じて供与された資料類に関しては、モレ語に翻訳され

ているものもあり非常に役に立っているとの回答が多くあった。 

しかし、研修の中で特に修理代金の計算方法や、保守巡回整備契約にかかる書類の作成といっ

た技術面以外の内容は、理解が難しいという声もあった。 

これらの研修で学んだことを基にリフォーム適用化の一端を担ってきた修理業者は、修理にか

かる能力が向上したことや、部品のストックが確保されていることにより PMH 故障時の修理対応

にかかる時間が大幅に短縮されたという見解を示している。他方、保守整備巡回を実際に行った

経験から、巡回の時期が雨期にかかってしまうと、道路条件が悪化しアクセスできない村が出て

くることが問題点として挙げられており、保守巡回整備を実施する時期に留意する必要性が示さ

れたといえる。 

(3) AUE 

AUEに対してはリフォームの理解促進とリフォームに則った給水施設維持管理の実践にかかる

研修を計 3 回実施した。これら研修に関して、個々の研修の期間が不十分であったという声が多



 

8-3 

少あったものの、その内容や講師の質に関してはほとんどの AUE が非常に満足していると述べて

いる。また、リフォーム適用化により導入された AUE を中核とする村落内すべての給水施設維持

管理システムに関しては、9 割以上の AUE が有効であるとしており、また 75%の AUE が様々な

観点から CPE を中心とする以前の給水施設維持管理システムよりも優れていると言及している。 

プロジェクト終了後は各村落に対する直接的な支援の頻度は実質少なくなることは明らかであ

るが、そういった展望を踏まえつつも 7 割以上の AUE は AUE を中核とする給水施設維持管理の

定着に前向きな姿勢を示している。しかしながら、当該システムはまだ導入されたばかりであり、

このシステムを継続的に機能させていくためには、水利用者（住民）からの料金の徴収や、村落

間・カルティエ間のコンフリクト調停など抱える課題が多数あることが挙げられている。このた

め、リフォームの定着化に向けては、AUEの活性化やイラストや写真などを用いた再研修の実施、

DRAH や各県 DPAH、および ZAT/UAT による継続的なフォローアップ、コミューンからの積極的

な支援などが、今後行政側に期待する支援事項として提示されている。 

(4) 衛生行政指導員 

PHA にかかる内部評価調査は DRAH や DRS、DREBA の行政指導員を対象に行われた。これら

行政指導員は、プロジェクトで実施した研修に関して、日程が短いと指摘する声もあったが、ほ

ぼ 7 割が研修内容および研修講師の質に満足していると回答した。一方、この研修内容をさらに

充実させ参加者に定着させていくための方策として、情報管理（データベース）にかかる内容の

追加、再研修の実施、スタディツアーの実施等が挙げられた。。 

研修をはじめとするプロジェクトの支援により、はじめは困難と思われていた PHA の実施とそ

のモニタリング活動が大いに活性化されたと述べる回答者が多かった。 

(5) DRAH/PCL 職員、各県 DPAH 職員、ZAT/UAT 

調査の結果、DRAH/PCL 職員、各県 DPAH 職員、ZAT/UAT の 7 割が、リフォームの実施に必

要な能力の強化において、プロジェクトで実施した研修の内容に満足していると回答した。プロ

ジェクトが提供した各種マニュアルやモニタリングシートは今や AUE やコミューンの活動支援に

は必要不可欠であると述べている。 

他のアクターと同様に、DRAH/PCL職員、各県 DPAH職員、ZAT/UATもまたリフォームの導入によ

るコミューンを中核とした給水施設維持管理に関しては、CPE を通じた以前の維持管理システム

よりも有効であるとの見解を示している。 

回答者の約 8 割が、今後もコミューンや AUE、修理業者に対する支援を継続していくことでリ

フォームの定着化は可能であると言及している。また、機能が低下した AUE への対応、村落間・

カルティエ間のコンフリクトの調停、AUE事務局の活動支援（特に水料金の徴収）、修理業者の活

動支援等に関する課題が示された。 

今後の方策として、リフォームの定着化にはコミューンが主体的にその役割を果たしていくこ

とが不可欠であるとする意見が多く、それに対して DRAH/PCL 職員、各県 DPAH 職員、ZAT/UAT と

しては今後もコミューン職員への直接指導だけでなく、必要な情報の共有（給水施設インベント

リ、PCD-AEPA の策定等）、井戸の掘削とリハビリテーション実施のサポート、修理業者への認可

発行等コミューンと積極的に連携を図っていくことができると言及している。加えて、コミュー
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ンにおいてリフォーム事業の担当者が明確になれば、その連携はよりスムーズになるとも述べて

いる。しかしながら、プロジェクト実施期間中と同様の活動規模を維持するには活動予算が確保

されることが前提となるため、活動予算の確保が急務であるという見解を示す回答者は多かった。 

(6) 技術・財政支援組織（PTF） 

水・衛生分野において協力活動を実施する下記 11 機関に対して調査を実施した。 

1 LVIA ｲﾀﾘｱ NGO 
2 FASOLIM ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ－ﾘﾑｰｻﾞﾝ地方協力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
3 SNV ｵﾗﾝﾀﾞ開発機構 
4 Eau vive 国際 NGO 
5 APS ﾛｰｶﾙ NGO 
6 CEMEau /ONEA ONEA 傘下の研修期間 
7 ACF ﾛｰｶﾙ NGO 
8 DANIDA ﾃﾞﾝﾏｰｸ国際開発庁 
9 GIZ ﾄﾞｲﾂ国際技術協力機関 
10 SOS-Sahel ﾛｰｶﾙ NGO 
11 World Bank 世界銀行 

まず、これらの組織の活動内容について質問したところ、9PTFがリフォームやAMOC17に関わって

いると回答した。また、このうち、6PTFがリフォームによる給水施設維持管理は、CPEを中核とす

るそれよりも有効であり、「ブ」国全土に適用可能であるとの見解を示している。他方、2PTFは予

算規模が小さく、出張旅費を支払う余裕がないことから行政機関を巻き込んでいない。一方、衛

生分野においては、全てのPTFが研修の実施、住民によるアニメーション等の活動に従事している。

このうち、10PTFはDRAHを、7PTFはDRSおよびDREBAを活動に巻き込んでいる。 

次に本プロジェクトの認知度と評価について調査したところ全ての PTFが PROGEAを知っている

と回答していた。またその 9割が PROGEAのアプローチを効果的であるとの見解を示している。具

体的には、給水施設の維持管理と衛生分野での住民への啓発活動、地域権力者や有識者等を対象

としたリフォーム研修の実施、広範囲での AUE の設置活動の実施に加えて、政府の規定に忠実に

則ってリフォーム適用化活動を実施している点や水・衛生に関わる多様なアクターを巻き込んで

いる点が評価されている。本プロジェクトのほかにも関係行政機関と協働している例はあり、い

くつかの PTFは技術系行政機関と協定を締結している。その一方で、コミューンへの支援（AMOC）

を中心に実施している PTFの中には技術系行政機関の巻き込みは必要無いとしている。 

その他、PTFから評価されている本プロジェクトの具体的な活動を以下に示した。 

 リフォーム適用化活動の持続性を考慮した行政の能力強化 

 水・衛生にかかるマニュアル、ガイドライン、ツールの統一化 

 住民だけではなく、技術系行政機関やコミューン関係者に対する衛生啓発の実施 

 メディアの活用 

なお、この聞き取り調査により、本プロジェクトが策定したツールを活用していることが明ら

                                                        
17 コミューンによる事業実施への支援 
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かになった。 

PTF が認識しているリフォーム適用化活動における主な課題は以下の通りである。 

 機能が低下した AUE の支援 

 各コミューンにおける最低水料金や賦課金の納入額を設定するための支援 

 AUE に管理が委託される PMH の数と種類の調査 

 AUE による水利用者からの水料金の徴収 

 修理業者による保守整備巡回および修理報告書の回収 

ここで挙げられた課題は本プロジェクトで認知されているものと同様である。 

聞き取りを行った PTF が考える、リフォーム適用化活動における改善点を以下に列挙した。 

 AUE 許認可取得手続きの簡素化 

 コミューンにおける水・衛生セクターの予算確保 

 保守整備巡回契約にかかるプロセスの簡素化と改良 

 各コミューンもしくは複数コミューンにまたがる水・衛生課の設置 

 コミューンに対する DRAH の支援の技術強化 

 コミューンが活用することを前提としたリフォーム適用化ガイドラインの作成 

 AUE が活用することを前提とした PMH 維持管理ツールの作成 

 給水施設のメンテナンスにかかる技術マニュアルの作成 

 リフォーム適用化に関わるアクターの増と情報共有 

 技術系行政機関の更なる巻き込み 

 既存のプロジェクト／プログラムの成果の活用 

本プロジェクトのアプローチはスタンダードとして認知されていること、作成したツールは既

に広く活用されていることから、本プロジェクトが当該分野のアクターの間で一定以上の評価を

得ていることを改めて認識した。また、リフォーム適用化や衛生活動の成功には行政機関の巻き

込みが成功のカギであるということを当初から認識し一貫して努めてきたことがプロジェクトの

成功に繋がっていると認識されていることも明らかとなった。 

8-2 給水施設維持管理分野における他ドナー・パートナーとの活動連携 

中央プラトー地方では、多くのドナーや NGO などが給水・衛生分野での活動を実施している。

PROGEA/PCL では、中央プラトー地方のこれらパートナーとの連携により、効果的な活動を進め

てきた。これまでに実施してきた各パートナーとの連携実施状況を下表に示す。 

表 8-2 中央プラトー地方給水・衛生分野パートナーとの連携状況 

給水・衛生分野ﾊﾟｰﾄﾅｰ 活動・協議内容 

WAA（CREPA）、APS、ACF  衛生啓発・教育教材の策定協力 
 中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方で実施されている衛生啓発活動に関する情報共有、住民衛生

ｱﾆﾒｰﾀｰの共有化 
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給水・衛生分野ﾊﾟｰﾄﾅｰ 活動・協議内容 

FASOLIM（ﾌﾗﾝｽﾘﾑｰｻﾞﾝ地

方自治体間協力） 
 FOSOLIM で計画されているｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県ｺﾐｭｰﾝの AUE に対する財務研修、ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ修理業者の見習工を対象とした技術研修、およびﾚﾍﾞﾙ 2 修理業者対象の

太陽光揚水式の給水施設保守整備研修などの活動に対して、助言支援を行っ

ている。 
ZORGH-EAU（ﾌﾗﾝｽ地方自

治体・Eau Vive による協力

事業） 

 ｿﾞﾙｺﾞｰ市役所に設立された水課職員による AUE 活動ﾌｫﾛｰを DPAH/GNZ・
PROGEA/PCL と共同で実施中である。 

 AUE 対象の財務管理に関する補完研修が計画されている。 
SNV  ﾓｸﾞﾃﾄﾞ・ﾒｹﾞ・ｿﾞﾙｺﾞｰ・ﾆｭｳ・ｼﾞﾃﾝｶﾞｺﾐｭｰﾝにおいて給水・衛生分野における

ｺﾐｭｰﾝ関係者の能力強化を中心とする活動を実施中であり、各ｺﾐｭｰﾝの活動計

画の策定への支援やﾘﾌｫｰﾑ推進に関する情報提供を行なっている。 
 また、SNV では中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方の他ｺﾐｭｰﾝへの活動拡大も検討されていると

ころ、引き続き PROGEA/PCL との連携を進めていく。 
 また、衛生活動も計画されており、PROGEA/PCL の教材や実習手法につい

ても引き続き検討していく。 
SOS-SAHEL  ﾌﾞｯｾｺﾐｭｰﾝ（ｸﾙｳｪｵｺﾞ県）において 5AUE の設立が SOS-Sahel により実施さ

れた。SOS-Sahel、ﾌﾞｯｾｺﾐｭｰﾝ、DRAH.PCL、DPAH,KWG、PROGEA/PCL
との関係者協議の結果、残り村落での AUE 設立を含めた同ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘ

ﾌｫｰﾑ適用化活動は、PROGEA/PCL が担当することとなった。 
Association KOASSANGA  ｼﾞﾆｱﾚｺﾐｭｰﾝの Koassanga 村とその周辺村落における開発支援活動を展開中

のﾛｰｶﾙｱｿｼｴｰｼｮﾝ。給水・衛生分野ではﾄｲﾚ建設を進めている。AUE による PMH
維持管理活動において問題が発生した場合に、同ｱｿｼｴｰｼｮﾝと共同で問題解決

を図っている。 
ABS（政府予算）  新規給水施設建設村落において AUE 設立活動が実施された（2011 年は 23

村落が該当する）。対象村落に関する情報を DRAH/PCL から得ると共に、

PROGEA/PCL 対象ｺﾐｭｰﾝ拡大との連携を進めた。 

8-3 プロジェクト広報活動 

本プロジェクトによるリフォームの推進および衛生啓発・教育に関する情報・メッセージを広

く普及させることを目的に、テレビ・ローカルラジオ・新聞などのメディア媒体を活用した広報

活動を実施した。広報活動の概要を表 8-3 に示す。 

表 8-3  PROGEA/PCL におけるプロジェクト広報活動 

広報活動・媒体 日時 広報内容 

新聞社による活動取

材と記事掲載 
2010 年 2 月 ﾘﾌｫｰﾑ地方ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの模様。 

全国農民ﾃﾞｰへの参

加 
 

2010 年 3 月 2010 年 3 月 3 日～5 日の 3 日間にわたり、ｼﾞﾆｱﾚ市において全国農民

デーが開催された。2010 年は、｢水資源の有効利用｣をﾃｰﾏとして掲げ

ていた。このため、対象地域の住民をはじめとする関係者に対する給

水施設維持管理の情報提供・啓発の好機であることから、ﾌﾞｰｽを出展

し、ﾘﾌｫｰﾑに基づく給水施設維持管理ｼｽﾃﾑの情報提供を行った。 
ﾛｰｶﾙﾗｼﾞｵ放送

（BASSY FM） 
2010 年 5 月 AUE 設立や住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰによる衛生啓発活動及び、ﾘﾌｫｰﾑとﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ活動について村落部住民への情報発信。 
給水・衛生分野にお

ける JICA ﾌﾟﾚｽﾂｱｰ 
2010 年 5 月 プロジェクト活動現場の模様。 

ﾛｰｶﾙﾗｼﾞｵ放送

（BASSY FM） 
2011 年 1 月 小学校衛生教育活動の模様（衛生教育活動に関する情報発信と住民啓

発が目的） 
新聞社による活動取

材と記事掲載 
2011 年 1 月 小学校衛生教育活動の模様。 

ﾛｰｶﾙﾗｼﾞｵ放送

（BASSY FM） 
2011 年 3 月 ｺﾐｭｰﾝ研修及びﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者研修の模様。（村落住民へのﾘﾌｫｰﾑ情報発

信と啓発が目的） 
国営ﾃﾚﾋﾞ局（RTB） 2012 年 2 月 ｿﾞﾙｺﾞｺﾐｭｰﾝで行われたAUE研修および住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰ対象のPHA研

修の模様。 



 

8-7 

広報活動・媒体 日時 広報内容 

ﾛｰｶﾙﾗｼﾞｵ放送（Radio 
Rural de Boussé） 

2012 年 2 月・

5 月 
ﾆｭｳｺﾐｭｰﾝで開催されたｺﾐｭｰﾝﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの模様 
ﾄｴｹﾞﾝｺﾐｭｰﾝで開催された衛生ｺﾝｸｰﾙの模様。 

ﾛｰｶﾙﾗｼﾞｵ放送（Radio 
Municipale de 
Boudry） 

2012 年 2 月・

5 月 
ﾌﾞﾄﾞﾘｨｺﾐｭｰﾝで開催されたｺﾐｭｰﾝﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟならびにその後に実施

された村落での AUE 設立活動の模様。 
ｿﾞﾙｺﾞｺﾐｭｰﾝで開催された衛生ｺﾝｸｰﾙの模様。 

SYDWAYA 紙 2012 年 5 月 ｿﾞﾙｺﾞｺﾐｭｰﾝで開催された衛生ｺﾝｸｰﾙの模様。 
ﾛｰｶﾙﾗｼﾞｵ放送

（BASSY FM） 
2012 年 5 月 ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞで開催された衛生ｺﾝｸｰﾙの模様。 

 

8-4 PN-AEPA/PAGIRE 年間レビューへの参加 

ブルキナファソでは、給水・衛生セクターの政府機関・ドナー・NGO が合同で実施する

PN-AEPA/PAGIRE（飲料水・衛生国家計画/統合水資源管理国家計画）の年間レビューが実施されて

いる。邦人専門家も、給水・衛生セクターに関する情報の収集と共有を推進するために、プロジ

ェクト開始以来テーマ別グループ 3（GT3：コミューンによる給水衛生事業）メンバーとして参加

してきた。GT3 会合の機会を活用し、本プロジェクトでの活動内容の紹介や、中央プラトー地方

におけるリフォーム適用化実施上の問題点の共有と対応策の協議などを行ってきた。本プロジェ

クトは、リフォーム適用化の一連のプロセスを実際に試行するパイロット的なプロジェクトであ

るという位置づけであり、「ブ」国各地でリフォーム適用化を進めている他の PTFからの要請に対

して、活動上の情報やプロジェクトで作成した各種研修教材・マニュアルなどの資料の共有を図

ってきた。 

8-5 第 6回世界水フォーラムへの参加 

2012 年 3 月 12 日～16 日にフランスマルセイユで開催された第 6回世界水フォーラムに邦人専

門家（総括）およびカウンターパート（ナショナルコーディネーター）が参加した。 

同フォーラムでは、各種セッションに参加すると共に、活動およびブルキナファソにおける給

水施設維持管理リフォームの概要を、2012年 3月 15日午前、日本パビリオンにおいて、「地方給

水施設の維持管理への取り組み」のテーマの中でプレゼンテーションを行なった。 
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第9章 プロジェクト目標・成果の達成状況 

9-1 PDM に基づいた成果の達成状況 

PDM に基づいた各成果の達成状況につき、下記の通り成果毎に記す。 

 

9-1-1  成果 0の達成状況 

成果 0：PDM の指標が確定する。 

 PDM の指標は、2011 年 9 月に実施された中間レビュー調査の時点において確定済み。 

（PDM Ver.1 参照） 

 
9-1-2  成果 1の達成状況 

成果 1：対象コミューンで維持管理システムの改革に則った組織体制が整う。 

対象 9 コミューンにおける AUE の形成、コミューン・AUE 間での協定締結、コミューン・修

理業者間での委託契約締結、及び、追加 11 コミューンにおける AUE 形成は完了。維持管理シス

テムの改革に則った組織体制は既に整ったといえる。各指標の達成状況は以下の通り。 

指標 1-1：対象ｺﾐｭｰﾝの 9 割以上

の ZAT・UAT 普及員が研修を受

講し、8 割以上の普及員が確認

ﾃｽﾄに合格する。 

達成状況：対象 9 ｺﾐｭｰﾝには ZAT・UAT 普及員が 28 名おり（但し、新規異動

者を除く）、全員が研修を受講。。このうち、確認ﾃｽﾄの合格者は 22 名（78%）

である。 
合格点に達していない普及員に対しては、活動中 OJT を通して能力強化を実

施した。 
指標 1-2：2010 年 5 月末までに、

ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの AUE が形成さ

れる。 

達成状況：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝ（80 村
18
）では、2010 年 5 月末までに 36 村でAUE 

36 組合が形成された。また、他の 44 村では、2010 年 10 月末までにAUE 44
組合が形成された。 

指標 1-3：2011 年 2 月までにﾊﾟ

ｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝと同ｺﾐｭｰﾝの 8 割の

水利用者組合（AUE）との間で、

給水施設運営維持管理にかかる

協定が締結される。 

達成状況：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝにおいて形成された 80 組合（AUE）のうち、2011
年 2 月までにｺﾐｭｰﾝとの間で給水施設運営維持管理協定を締結した AUE は 50
組合（63%）。他の 29 組合に関しては 2012 年 12 月までに締結された。 

指標 1-4：2011 年 6 月までにｳﾌﾞ

ﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外のｺﾐ

ｭｰﾝの AUE が形成される。 

達成状況：ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外の 6 ｺﾐｭｰﾝ（192 村）では、2011 年

6 月までに 192 村で AUE 192 組合が形成された。また、その後、2 つの村が

分離独立したことから2組合が追加され、2012年 12月時点でAUEの数は194
となった。 

指標 1-5：2012 年 2 月までにｳﾌﾞ

ﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外のｺﾐ

ｭｰﾝと同ｺﾐｭｰﾝの8割のAUEとの

間で、給水施設運営維持管理に

かかる協定が締結される。 

達成状況：給水施設運営維持管理にかかる協定については、AUE 192 組合が

すべて 2012 年 2 月までにｺﾐｭｰﾝとの間で協定を締結した。また、新たに形成

された 2 組合も 2012 年 12 月までに協定を締結。 

指標 1-6：2012 年 5 月までに、

追加11ｺﾐｭｰﾝのAUEが形成され

る。 

達成状況：追加 11 ｺﾐｭｰﾝ（292 村）では、2012 年 5 月までに 288 村で AUE 288
組合が形成された。未設立の 4 村のうち、2013 年 3 月の時点で 2 村落の AUE
の設立が完了した。残り 2 村のうち 1 村は村落自体が既に離散していること

が確認されており、 

                                                        
18 行政区分としてのｺﾐｭｰﾝの下位には、「ｾｸﾀｰ（ｺﾐｭｰﾝ中心部）」及び「村（周辺部）」の二つが存在するが、ここでは表現上「村」に

統一する。 
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指標 1-7：2012 年 12 月までに、

追加11ｺﾐｭｰﾝと同ｺﾐｭｰﾝの8割の

AUE との間で、給水施設運営維

持管理にかかる協定が締結され

る。 

達成状況：追加 11 ｺﾐｭｰﾝのうち、10 ｺﾐｭｰﾝが 2012 年 12 月までに AUE との間

で給水施設運営維持管理にかかる協定を締結した。協定を締結したのは、10 ｺ

ﾐｭｰﾝ 216村のうち215村のAUEである（残りの 1村では 2013年 1月に設立）。 

指標 1-8：2013 年 2 月までに、

対象ｺﾐｭｰﾝと同ｺﾐｭｰﾝの 8 割の給

水ポンプ修理業者との間で、保

守・点検にかかる委託契約が締

結される。 

達成状況：対象 9 ｺﾐｭｰﾝには給水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者が 35 名存在する。このうち、

2012 年 12 月末までに 24 名（69%）との間で保守点検にかかる委託契約が締

結された。 
（注：ｺﾐｭｰﾝが締結する委託契約は必要数

19
に限られるため、修理業者の 8 割

と委託契約を締結するという指標には即していない。） 

 

9-1-3  成果 2の達成状況 

成果 2： 村落組織の給水施設運営維持管理能力が強化される。 

水利用者組合（AUE）の給水施設運営維持管理能力は、会議開催、資金管理、ポンプの故障修

理対応が出来るようになるなど着実に強化されているが、資金の徴収体制には課題が残っている。 

2012 年 10 月に実施した内部調査の結果、対象 9 コミューンでは AUE 272 組合が形成されてい

るが、このうち、総会を開催したことがあるのは 266 組合（98%）、資金の帳簿管理を実施してい

るのが 251 組合（92%）、口座を開設したのは 241 組合（89%）であった。また、これまでは、深

井戸ポンプの故障に際して修理に要する時間は 2 週間とも 3 週間とも言われていたが、2012 年 10

月の時点で軽微な修理にかかる期間は一件あたり 5.9 日であった（回答のあった 193 の AUE の平

均）。 

一方、水料金の徴収について、各AUEは一年間に住民から徴収する水料金の総額（最低水料金）

を設定しているが、2011 年～2012 年の二年間で、最低水料金の 7 割を徴収したしたAUEの数はパ

イロット 3 コミューンで 18%、パイロットコミューンを除く対象 6 コミューンで 6%となってい

る 20。この数字は目標の 7 割から大きく離れていた。この問題に関し、プロジェクト終了までに

ZAT/UATによるAUEフォローアップを通じて、水料金支払いの促進に関する住民啓発活動を進め

た。 

AUE からコミューンに支払う賦課金については、パイロットコミューン以外の対象 6 コミュー

ンにおいて 2012 年に 7 割以上の AUE が賦課金を支払っている。一方、パイロット 3 コミューン

では、2011 年に 7 割以上の AUE が賦課金を支払っているものの、2012 年に支払いを行った AUE

は 3 割未満に留まっている。なお、各指標の達成状況は以下の通り。 

指標 2-1：2011 年 11 月末まで

に、ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ

の 7 割以上の AUE がｺﾐｭｰﾝに対

し水料金の賦課金を支払えるよ

うになり、7 割以上の水場委員

会（CPE 等）が必要な水料金の

7 割を徴収できるようになる。 

達成状況：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝにおける AUE のｺﾐｭｰﾝに対する賦課金支払い状況は

以下の通り： 

ｺﾐｭｰﾝ名 AUE 数 
賦課金支払 AUE 数 
2011 年 2012 年 

ﾄｴｹﾞﾝ 18 18 (100%) 0 (0%) 
ｿﾞﾙｺﾞ 33 22 (67%) 13 (39%) 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 29 28 (97%) 9 (31%) 
合計 80 68 (85%) 22 (28%) 

                                                        
19 ｺﾐｭｰﾝは、村落に設置されている給水ﾎﾟﾝﾌﾟの保守巡回作業を修理業者と契約する際に、地域をﾛｯﾄ分けしており、ﾛｯﾄ毎にそれぞ

れの修理業者と契約を締結する。このﾛｯﾄ数が 『必要数』となる。ﾛｯﾄ区分は、ｺﾐｭｰﾝの面積や村落数・既存ﾎﾟﾝﾌﾟ数によってｺﾐｭ

ｰﾝ毎に決定されている。 
20 参考までに、最低水料金の 5割を徴収できた AUE の数は、ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝで 37% 、ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝを除く対象 6 ｺﾐｭｰﾝで 30%となっ

ている。 
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また、必要な水料金（年間最低水料金）の 7 割以上を既に徴収している AUE
の数は以下の通り： 

ｺﾐｭｰﾝ名 AUE 数 有効ﾃﾞｰﾀの 
ある AUE 

7 割徴収済み
AUE 

ﾄｴｹﾞﾝ 18 18 1 
ｿﾞﾙｺﾞ 33 29 8 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 29 21 3 
合計 80 68 12 (18%) 

  
指標 2-2：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時まで

に、ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外のｺﾐｭｰﾝの

7 割以上の AUE がｺﾐｭｰﾝに対し

水料金の賦課金を支払えるよう

になり、7 割以上の水場委員会

が必要な水料金の 7 割を徴収で

きるようになる。 

達成状況：ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ以外の 6 ｺﾐｭｰﾝにおける AUE のｺﾐｭｰﾝに対

する賦課金支払い状況は以下の通り： 

ｺﾐｭｰﾝ名 AUE 数 
賦課金支払 AUE 数 
2011 年 2012 年 

ｱﾌﾞｽﾔ 19 0 (0%) 17 (89%) 
ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ 19 0 (0%) 18 (95%) 
ﾙﾝﾋﾞﾗ 31 8 (26%) 21 (68%) 
ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 28 0 (0%) 21 (75%) 
ｼﾞﾃﾝｶﾞ 45 9 (20%) 32 (71%) 
ｼﾞﾆｱﾚ 50 0 (0%) 40 (80%) 
合計 192 17 (9%) 149 (78%) 

 
また、必要な水料金（年間最低水料金）の 7 割以上を既に徴収している AUE
の数は以下の通り： 

ｺﾐｭｰﾝ名 AUE 数 有効ﾃﾞｰﾀの 
ある AUE 

7 割徴収済み
AUE 

ｱﾌﾞｽﾔ 19 18 0 
ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ 19 19 2 
ﾙﾝﾋﾞﾗ 31 28 1 
ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 28 28 1 
ｼﾞﾃﾝｶﾞ 45 44 1 
ｼﾞﾆｱﾚ 50 43 6 
合計 192 180 11 (6%) 

  
指標 2-3：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時まで

に、11 追加ｺﾐｭｰﾝの 7 割以上の

AUE が水料金の徴収・会計管理

などの活動を開始する。 

達成状況：2012 年 10 月時点で水料金の徴収（または口座開設）を開始してい

た AUE は、292 のうち 23（8%）である。 

 

 

 

9-1-4  成果 3の達成状況 

成果 3： 給水施設運営維持管理に係るスペアパーツ供給及び修理体制が改善される。 

 

以下の指標達成状況が示す通り、全コミューンがスペアパーツの交換に必要な情報を所有して

おり、修理業者による保守点検及び軽微な修理は期待された水準以上で実施されている。また、

中央プラトー地方の 3 県では修理工組合が組織されており、修理業者間でのスペアパーツ供給に

関する情報共有も進められている。従って、スペアパーツの供給及びポンプの修理体制は改善さ

れつつあると判断できる。なお、各指標の達成状況は以下の通り。 
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指標 3-1：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時まで

に、給水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者がｺﾐｭｰﾝ

より要請された保守・点検件数

の 6 割以上に対応できるように

なる。 

達成状況：ｺﾐｭｰﾝより要請された保守・点検件数は 9 ｺﾐｭｰﾝ全体で 24 件あり、

すべての要請に対して修理業者は対応している。 

指標 3-2：ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの交換に必

要な情報（店舗情報、発注手順）

を中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方全 20 ｺﾐｭｰﾝが

所有している。 

達成状況：2012 年 10 月時点で、全 20 ｺﾐｭｰﾝが、修理業者の連絡先／ｽﾍﾟｱﾊﾟｰ

ﾂの値段／販売店舗情報、のいずれかに関する情報を所有している。 

指標 3-3：軽微な修理にかかる

期間が 1 ヶ月以内に短縮され

る。 

達成状況：2012 年 10 月までの時点で、対象 9 ｺﾐｭｰﾝにおいて軽微な修理にか

かる期間は一件あたり 5.9 日であった（調査対象となった AUE 270 組合のう

ち、回答のあった 193 組合の平均）。 

 
9-1-5  成果 4の達成状況 

成果 4： 中央プラトー地方のパイロット３コミューンにおける村落住民の衛生行動が改

善される。 

パイロット 3コミューンにおいて、10項目の衛生行動のうち 6項目以上が改善された村落の数

は全体の 72% にのぼる。したがって村落住民の衛生行動は改善されていると判断できる。なお、

各指標の達成状況は以下の通り。 

 
指標 4-1：衛生改善の啓発・教育

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及びﾏﾆｭｱﾙが作成され

る。 

達成状況：次の衛生啓発・教育教材が作成された： 
 衛生行政指導者用ﾏﾆｭｱﾙ 
 住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰ及び教員用衛生啓発・教育活動実践ｶﾞｲﾄﾞ 
 啓発用ﾂｰﾙｲﾒｰｼﾞ（PHAST ｶｰﾄﾞ） 
 衛生行動・施設管理ﾏﾆｭｱﾙ 
また、これらの教材に記述されている内容は、実質的に、衛生改善の啓発・教

育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして機能している。 
指標 4-2：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの村落

で衛生啓発・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施

者（教員、保健所員、行政機関

の衛生担当者、住民ｱﾆﾒｰﾀｰ）が

600 名以上育成される。 

達成状況：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝで衛生啓発・教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの研修に参加した教員・保

健スタッフ・行政機関の衛生担当者・住民ｱﾆﾒｰﾀｰは合計で 973 名である。詳細

は以下の通り： 
衛生行政指導員  57 名 
ﾄｴｹﾞﾝｺﾐｭｰﾝ    165 
ｿﾞﾙｺﾞｰｺﾐｭｰﾝ  435 名 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞｺﾐｭｰﾝ   316 名 
（衛生行政指導員とは、県・ｺﾐｭｰﾝﾚﾍﾞﾙの教育省・保健省・農業・水利・水産

資源省関係者を指す） 
 
また、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後、衛生推進活動をする計画の有無を問うた質問に対して、

「有」と回答した住民ｱﾆﾒｰﾀｰのいる村落数は以下の通り： 
ﾄｴｹﾞﾝｺﾐｭｰﾝ 10 村中 6 村 
ｿﾞﾙｺﾞｰｺﾐｭｰﾝ  31 村中 30 村 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞｺﾐｭｰﾝ 25 村中 15 村 
       合計  66 村中 51 村（77%） 

指標 4-3：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの村落

で衛生啓発・教育プログラムの

実施者による衛生改善の啓発活

動が毎年６回以上実施される。 

達成状況：村落における衛生改善の啓発活動実績は以下の通り（数字は、啓発

活動が年 6 回以上実施された村落の割合）： 
 

ｺﾐｭｰﾝ名 2010 年 2011 年 2012 年 
ﾄｴｹﾞﾝ ﾃﾞｰﾀなし 22% 0% 
ｿﾞﾙｺﾞ 28% 49% 23% 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ ﾃﾞｰﾀなし 57% 40% 

 
また、小学校における衛生改善の啓発活動実績は以下の通り（数字は、啓発活

動が年 6 回以上実施された小学校の割合）： 
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ｺﾐｭｰﾝ名 2010 年 2011 年 2012 年 
ﾄｴｹﾞﾝ 

活動開始は

2011 年 

84% 16% 
ｿﾞﾙｺﾞ 52% 74% 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 74% ﾃﾞｰﾀなし 

 

指標 4-4：公共衛生設備維持管理

ﾏﾆｭｱﾙを作成され、公共衛生設

備・行動の管理ｼｽﾃﾑが構築され

る。 

達成状況：作成されたﾏﾆｭｱﾙは指標 4-1 に記載済み。公共衛生設備（学校・保

健ｾﾝﾀｰ・市場・公園）の管理ｼｽﾃﾑ（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）については、学校・保健ｾﾝﾀｰは

各々の組織がﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、市場・公園についてはｺﾐｭｰﾝがﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行うこ

とで合意されている。 

指標 4-5：公共衛生設備維持管理

ﾏﾆｭｱﾙに基づき、衛生施設・行動

に係る、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価が各ｻｲﾄ

において年 2 回以上行われる。 

達成状況：村落における衛生施設・行動に係るﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実績は以下の通り（数

字は、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活動が年 2 回以上実施された村落の割合）： 
 

ｺﾐｭｰﾝ名 2010 年 2011 年 2012 年 
ﾄｴｹﾞﾝ 78% 100% 100% 
ｿﾞﾙｺﾞ 59% 78% 93% 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 62% 79% 69% 

 
また、小学校における衛生施設・行動に係るﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実績は以下の通り（数字

は、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活動が年 2 回以上実施された小学校の割合）： 
ｺﾐｭｰﾝ名 2010 年 2011 年 2012 年 
ﾄｴｹﾞﾝ 

活動開始は

2011 年 

95% 100% 
ｿﾞﾙｺﾞ 94% 76% 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 85% 82% 

 

指標 4-6：公共衛生設備（学校等

の公共ﾄｲﾚ）が住民自身によって

維持管理される
21
。 

達成状況：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝにある 19 の保健ｾﾝﾀｰのうち、ﾃﾞｰﾀのない 1 ｾﾝﾀｰを

除くすべての保健ｾﾝﾀｰにおいてﾄｲﾚが定期的に清掃されている。また、小学校

については、ﾃﾞｰﾀのある 91 校のうち（全部で 105 校）、89 校においてﾄｲﾚが定

期的に清掃されている。このほか、ｺﾐｭｰﾝが管理している公共ﾄｲﾚが 14 箇所（ﾄ

ｴｹﾞﾝ 5 箇所、ｿﾞﾙｺﾞ 5 箇所、ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 4 箇所）あり、ﾄｴｹﾞﾝｺﾐｭｰﾝとｿﾞﾙｺﾞｺﾐｭｰﾝ

の 10 箇所については定期的に清掃されている。 

9-1-6  成果 5の達成状況 

成果 5： 各県の DPAH が給水衛生状況のモニタリング・評価を実施し、コミューンに対

し支援が行えるようになる。 

成果 5 に関し、DPAH が担うモニタリング・評価活動については、8 割以上のスタッフが年 2

回以上モニタリング活動を実施している。また必要に応じて DPAH がコミューンをサポートし活

動を実施している。なお、各指標の達成状況は以下の通り。 

 
指標 5-1：2010 年より年 2 回、各

DPAH による村落の給水施設稼働

率、AUE の財務状況、水場委員会

の水料金徴収率及び給水ﾎﾟﾝﾌﾟ修

理業者の給水施設の保守･点検状

況にかかるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価が実施さ

れる。 

達成状況：村落において給水施設管理にかかるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価活動を年 2 回以

上実施した DPAH/DRAH のｽﾀｯﾌ、ZAT/UAT の割合は以下の通り： 
 

ｽﾀｯﾌ所属先 2010 年 2011 年 2012 年 
DPAH/DRAH（17 名） 2 名 9 名 13 名 
ﾄｴｹﾞﾝ（2 名） 2 名 2 名 2 名 
ｿﾞﾙｺﾞ（3 名） 2 名 3 名 3 名 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ（4 名） 1 名 3 名 2 名 
ｱﾌﾞｽﾔ（1 名）  1 名 1 名 

                                                        
21 公共施設（市場等）にある衛生施設はｺﾐｭｰﾝが、保健ｾﾝﾀｰは保健ｾﾝﾀｰが、学校は学校が管理することになっているため、ここでの

維持管理主体は住民自身ではなく、ｺﾐｭｰﾝを中心に関係者によって維持管理される、という解釈を採用する。 
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ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ（5 名） 4 名 4 名 
ﾙﾝﾋﾞﾗ（6 名） 4 名 5 名 
ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ（1 名） 1 名 0 名 
ｼﾞﾃﾝｶﾞ（5 名） 5 名 3 名 
ｼﾞﾆｱﾚ（5 名） 5 名 5 名 
追加 11 ｺﾐｭｰﾝ（合計 32 名） 28 名 

合計 7/26 
(27%) 

37/49 
(76%) 

66/81 
(81%) 

 （括弧内はﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活動を担い得るｽﾀｯﾌ数） 
 
 

指標 5-2：2010 年より年 2 回、各

DPAHによる衛生改善状況にかか

るﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価が実施される
22
。 

 

 

 

 

 

 

達成状況：衛生改善状況にかかるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価活動を年 2 回以上実施した行

政指導員の割合は以下の通り： 
 

ｺﾐｭｰﾝ名 2010 年 2011 年 2012 年 
ﾄｴｹﾞﾝ 38% 77% 83% 
ｿﾞﾙｺﾞ 48% 95% 89% 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 42% 85% 94% 

 
また、衛生改善状況にかかるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価活動が、年 2 回以上実施された村

落
23
の割合は以下の通り： 
ｺﾐｭｰﾝ名 2010 年 2011 年 2012 年 
ﾄｴｹﾞﾝ 83% 100% 100% 
ｿﾞﾙｺﾞ 57% 74% 90% 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 42% 58% 58% 

  
指標 5-3：ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価の結果必

要とされた支援・助言のうち 7 割

が、各 DPAH の指示に基づき実施

される。 

達成状況：モニタリング・評価結果、問題や課題が見つかった際には、都度

DPAH を含む関係者が対応している。  

 

9-1-7  プロジェクト成果毎の活動達成状況 

成果毎の実施された活動の達成状況を、表 9-1 の通りに要約する。 

 

 

 

                                                        
22 衛生分野におけるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価は、DPAH のみならず、教育省関係者（DPEBA）、保健省関係者（DS）の行政指導員が実施するの

で、ここでは、これら全関係者のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活動を含むものとする。 
23 分母となる村落数には、一部、村／ｾｸﾀｰの下部単位であるｶﾙﾃｨｴが含まれている場合もある。これは、ｾｸﾀｰの規模が大きいことか

ら、ｶﾙﾃｨｴ r ﾚﾍﾞﾙでﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行う必要があると判断したためである。なお、母数は、ﾄｴｹﾞﾝが 18、ｿﾞﾙｺﾞｰが 42、ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞが 55、

である。 
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表 9-1 PDM に想定されているプロジェクト成果毎の活動達成状況 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ成果 活動 活動の実施状況 成果の達成状況 
第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次 

成果 0：PDM の指標が

確定する 
 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ調査の実施  ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ調査の実施（2009 年 11 月～2010 年 1 月） 100% - -  
 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝの選定  3 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝの選定（2010 年 1 月） 100% - -  
 PDM 指標の確定  PDM 指標の改定（2010 年 9 月～10 月） - 100% -  

成果 1：対象ｺﾐｭｰﾝで給

水維持管理ｼｽﾃﾑの改革

に則った組織体制が整

う 

 ﾘﾌｫｰﾑ地方ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催  ﾘﾌｫｰﾑ地方ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催（2010 年 2 月 10 日） 100% - -  
 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ対象ﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催  ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催（2010 年 3 月

16 日～18 日） 100% - -  

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝにおけるｺﾐｭｰﾝ水料金の設

定と給水施設維持管理に係る費用のｺﾐ

ｭｰﾝ予算計上 

 ｺﾐｭｰﾝ評議会におけるｺﾐｭｰﾝ水料金の設定 
 給水施設維持管理活動費用のｺﾐｭｰﾝ 2011 年～2013 年予算

の計上 
- 100% 100%- 100% 

 ﾘﾌｫｰﾑ研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・教材、維持管理協

定に関する書式等の整備 
 ﾘﾌｫｰﾑ研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・教材の作成 100% 100% -  

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ研修、実施

能力強化 
 第 1 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2010 年 5 月） 
 第 2 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2010 年 12 月） 
 第 3 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2011 年 3 月） 

100% 100% -  

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ - AUE 間の給水施設維持

管理委託協定の締結 
 給水施設維持管理協定の締結（2011 年 2 月～3 月） - 100% -  

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ - ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者間の給

水施設保守整備契約の締結 
 3 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝにおいて給水施設保守整備契約の締結完了。

現在ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者による保守巡回実施中 - - 100%  

 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県対象ｺﾐｭｰﾝ対象ﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟの開催 
 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県対象 6 ｺﾐｭｰﾝにおけるれﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催

（2010 年 12 月 13 日～15 日） - 100% -  

 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県対象ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ研

修、実施能力強化 
 第 1 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2011 年 3 月） 
 第 2 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2011 年 5 月） 
 第 3 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2011 年 10 月） 

- 100% 100%  

 対象ｺﾐｭｰﾝ - AUE 間の給水施設維持管

理委託協定の締結 
 2011 年 11 月までに 6 対象ｺﾐｭｰﾝにおける AUE の給水施設

維持管理委託協定の締結完了 - - 100%  

 対象ｺﾐｭｰﾝにおけるｺﾐｭｰﾝ水料金の設定

と給水施設維持管理に係る費用のｺﾐｭｰ

ﾝ予算計上 

 ｺﾐｭｰﾝ評議会におけるｺﾐｭｰﾝ水料金の設定 
 給水施設維持管理活動費用のｺﾐｭｰﾝ 2012 年・2013 年予算

の計上 
- - 100%  

 対象ｺﾐｭｰﾝ - ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者間の給水

施設保守整備契約の締結 
 5 ｺﾐｭｰﾝで給水施設保守整備契約締結。残り 1 ｺﾐｭｰﾝには部

分的に契約を締結 - - 50% 83.3% 

 11 追加ｺﾐｭｰﾝ対象ﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催  11 追加ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催（2012 年 2 月） - - 100%  
 11 追加ｺﾐｭｰﾝにおけるﾘﾌｫｰﾑ研修、実施

能力強化 
 第 1 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2012 年 3 月） 
 第 2 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2012 年 10 月） 
 第 3 回ﾘﾌｫｰﾑ研修（2013 年 3 月） 

- - 100% 100% 
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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ成果 活動 活動の実施状況 成果の達成状況 
第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次 

 11 追加ｺﾐｭｰﾝ - AUE 間の給水施設維持

管理委託協定の締結 
 給水施設維持管理協定の締結完了（2012 年 10 月～2013
年 3 月）    100% 

 11 追加ｺﾐｭｰﾝにおけるｺﾐｭｰﾝ水料金の設

定と給水施設維持管理に係る費用のｺﾐ

ｭｰﾝ予算計上 

 ｺﾐｭｰﾝ評議会におけるｺﾐｭｰﾝ水料金の設定 
 10 ｺﾐｭｰﾝで給水施設維持管理活動費用のｺﾐｭｰﾝ 2013 年予算

の計上 
   95.4% 

成果 2：村落組織の給

水施設運営維持管理が

強化される 

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落における AUE 設立の

支援 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 75 村落・ｾｸﾀｰで 80AUE の設立完了  100%   

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落における設立後の

AUE 認可申請及び活動開始に関する支

援 

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落 80AUE のうち 79AUE が認可取得 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落 AUE に対する活動実施支援 
 設立済み AUE に対する活動ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施 

- 70.0% 100%  

 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県対象ｺﾐｭｰﾝ村落における

AUE 設立の支援 
 対象ｺﾐｭｰﾝ全 190 村落で AUE 設立完了  100%   

 対象ｺﾐｭｰﾝ村落における設立後の AUE
認可申請及び活動開始に関する支援 

 対象ｺﾐｭｰﾝ村落全 190AUE が認可取得 
 設立済み AUE に対する活動ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施 - 11.6% 100%  

 AUE に対する給水施設維持管理能力強

化研修・実施能力強化 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落 AUE への研修実施    
 第 1 回研修：2010 年 11 月～12 月 
 第 2 回研修：2011 年 3 月～4 月 
 第 3 回研修：2012 年 1 月 
 対象ｺﾐｭｰﾝ村落 AUE への研修実施 
 第 1 回研修・2011 年 4 月～5 月 
 第 2 回研修：2011 年 11 月～12 月 
 第 3 回研修：2012 年 4 月 

- 100% 100%  

 11 追加ｺﾐｭｰﾝ村落における AUE 設立の

支援 
 292 村・ｾｸﾀｰ（ｸﾙｳｪｵｺﾞ県 68、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県 224）において、

計 288AUE（ｸﾙｳｪｵｺﾞ県 68、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県 220）の設立活動

完了 
- - 98.6% 99.3% 

 11 追加ｺﾐｭｰﾝ村落における設立後の

AUE 認可申請及び活動開始に関する支

援 

 290AUE に対する認可申請実施中 
  0% 100% 

 11 追加ｺﾐｭｰﾝ AUE に対する給水施設維

持管理能力強化研修・実施能力強化 
 11 追加コミューン村落 AUE への研修実施 
 第 1 回研修：2012 年 5 月～6 月 
 第 2 回研修：2012 年 11 月～12 月 
 第 3 回研修：2013 年 2 月～3 月 

- - 100％ 100％ 

成果 3：給水施設運営

維持管理に係るｽﾍﾟｱﾊﾟ

ｰﾂ供給及び修理体制が

改善される 

 ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ・修理工調査  ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ・修理工調査の実施（2009 年 12 月～2010
年 2 月） 100% -   

 ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ・修理工に関する情報整

理 
 ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ・修理工に関する情報の整理、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの

作成 100% 100%   
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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ成果 活動 活動の実施状況 成果の達成状況 
第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工対象会議、Réforme ﾜｰｸｼｮ

ｯﾌﾟの開催 
 第 1 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工会議の実施（2010 年 10 月） 
 第 2 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工会議の実施（2011 年 2 月） 
 第 3 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工会議の実施（2011 年 4 月） 
 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工 Réforme ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催（2010 年 10 月） 
 第 4 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工会議の実施（2011 年 8 月） 
 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工 Réforme ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催（2011 年 10 月） 
 第 5 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工会議の実施（2012 年 2 月） 
 第 6 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工会議の実施（2012 年 2 月） 

- 100% 100% 100% 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の認可  ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成 
 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者の選定基準の検討 
 51 名のﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者認可（2011 年） 
 25 名のﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者認可（2012 年） 

100% 100% 100%  

 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者対象の能力強化研修  第 1 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者研修の実施（2011 年 3 月） 
 第 2 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者研修の実施（2011 年 11 月） 
 第 3 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者研修の実施（2012 年 2 月～3 月） 
 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合対象の大型修理工具・ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ管理研

修（2012 年 5 月） 

- 50% 100%  

 11 追加ｺﾐｭｰﾝ対象第 1 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者研修の実施（2012
年 10 月） 

 11 追加ｺﾐｭｰﾝ対象第 2 回ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者研修の実施（2012
年 10 月～11 月） 

   100％ 

 ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者対象のﾘﾌｫｰﾑ補完研修の実施

（2012 年 10 月）    100% 

 3 県ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者対象の技術研修の実施（2013 年 2 月～3
月）    100% 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合の設立支援  ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合の設立支援 -- 33.3% 100%  
 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合地方連合の設立支援    100% 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者による給水施設保守整

備活動の支援 
 3 ﾊﾟｲﾛｯﾄ・6 対象ｺﾐｭｰﾝにおける PMH 保守整備活動を実施

中 - 0% 100% 100% 

 修理工具の調達・供与  ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者組合への修理工具供与・調達 - 0% 100%  
 ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの供給体制の改善  ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ供給体制の検討。ポンプ修理業者組合を通じた供

給体制を構築中 - 0% 50% 100% 
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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ成果 活動 活動の実施状況 成果の達成状況 
第 1 年次 第 2 年次 第 3 年次 第 4 年次 

成果 4：中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方

のﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝにお

ける村落住民の衛生行

動が改善される 

 衛生啓発・教育教材の策定  衛生行政指導者用ﾏﾆｭｱﾙの作成・改訂・最終化 
 住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰ・教員用ｶﾞｲﾄの作成・改訂・最終化 
 PHAST ﾂｰﾙの作成・改訂・最終化 100% 100% 100%  

 衛生啓発・教育活動に係る人材の育成  衛生行政指導者研修（64 名）の育成・研修の実施 
 住民衛生ｱﾆﾒｰﾀｰ（465 名）の育成・研修の実施 
 小学校教員（421 名）の育成・研修の実施 
 衛生行政指導者（13 名）を対象とした衛生啓発・教育活動

に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研修の実施（2012 年 4 月） 

100% 100% 100%  

 対象ｻｲﾄにおける衛生啓発活動の実施

支援 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ村落における衛生啓発活動の実施 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ小学校における衛生教育活動の実施 - 100% 100%  

 住民衛生行動に関するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ  衛生行動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・施設管理ﾏﾆｭｱﾙの策定・改訂・最終化 
 衛生行動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄ等の策定・改訂 
 衛生啓発・教育活動ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ、衛生行動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施 
 衛生ｺﾝｸｰﾙの開催 
 衛生啓発・教育活動に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築 

- 100% 100%  

成果 5：各県の農業・

水利・水産資源県支局

（DPAH）が給水及び

衛生状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸ ・゙評

価を実施し、ｺﾐｭｰﾝに対

し支援が行えるように

なる 

 DRAH/DPAH 職員への能力強化  DRAH/DPAH 職員研修実施 
 第 1 回研修：2010 年 2 月 
 第 2 回研修：2011 年 2 月 
 11追加ｺﾐｭｰﾝ研修講師養成を目的としたDRAH/DPAH研修

（2012 年 3 月） 
 11 追加ｺﾐｭｰﾝの AUE 研修講師養成を目的とした

DRAH/DPAH/ZAT 研修（2012 年 5 月） 
 DRAH/DPAH 職員対象の補完研修の実施（2012 年 9 月～

10 月） 

100% 100% 100% 100% 

 給水及び衛生改善状況に係るﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

項目の検討とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄ等の整備 
 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ項目の検討・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｰﾄの作成 
 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑの検討 - 100% -  

 DPAH による活動ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの

実施 
 DPAH による AUE・ｺﾐｭｰﾝ活動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施 100% 100% 100% 100％ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ C/P 本邦研修

の実施 
 C/P2 名の本邦研修実施（2009 年度） 
 MAH 事務次官・農業生産総局長研修の実施（2009 年度、高官研修） 
 C/P5 名の本邦研修実施（2010 年度） 

100% 100% -  
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9-2 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：対象コミューンの給水施設維持管理状況及び住民の衛生行動が改善

される 24。 

対象 9 コミューンにおける給水施設の稼働率は、以下の指標 1 達成状況に示す通りルンビラコ

ミューン 25を除き改善しており、住民の衛生行動についても成果 4 で述べた通り改善している。、

各指標の達成状況は以下の通り。 

指標 1：対象 9 ｺﾐｭｰﾝ（ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県全ｺﾐｭ

ｰﾝ、ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県とｸﾙｳｪｵｺﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐ

ｭｰﾝ）の給水施設の稼働率が現在の 7 割

から 8 割に向上する。 

達成状況：対象 9 ｺﾐｭｰﾝにおける給水施設の稼働率は以下の通りである： 
ｺﾐｭｰﾝ名 2009 年 2012 年 10 月 
ﾄｴｹﾞﾝ 89% 93% 
ｿﾞﾙｺﾞ 87% 98% 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 83% 89% 
ｱﾌﾞｽﾔ 75% 87% 
ﾅｸﾞﾚｵﾝｺﾞ 86% 95% 
ﾙﾝﾋﾞﾗ 81% 73% 
ｳﾙｸﾞﾏﾈｶﾞ 76% 98% 
ｼﾞﾃﾝｶﾞ 80% 95% 
ｼﾞﾆｱﾚ 75% 78% 

  
指標 2：追加 11 ｺﾐｭｰﾝ（ｶﾞﾝｽﾞﾙｸﾞ県 7 ｺﾐ

ｭｰﾝならびにｸﾙｳｪｵｺﾞ県 4 ｺﾐｭｰﾝ）におい

て、給水施設維持管理ｼｽﾃﾑ改革に基づく

実施体制が構築される
26
。 

達成状況：追加 11 ｺﾐｭｰﾝにおいて、2012 年 5 月までに形成された AUE
は 288 組合である。さらに 2013 年 2 月には 2 組合が形成され、11 追

加ｺﾐｭｰﾝで形成された AUE は 290 となっている。また、追加 11 ｺﾐｭｰﾝ

のうち、10 ｺﾐｭｰﾝが 2012 年 12 月までに AUE との間で給水施設運営維

持管理にかかる協定を締結している。協定を締結したのは、10 ｺﾐｭｰﾝ 216
村のうち 215 村の AUE である。 

指標 3：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝ（ｳﾌﾞﾘﾃﾝｶﾞ県、

ｶﾞﾝｽﾞﾙｸ県及びｸﾙｳｪｵｺﾞ県のﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰ

ﾝ）の住民の、水を取り巻く衛生行動（10
項目）の少なくとも 6 割が改善される。 

達成状況：ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの村落における住民の水を取り巻く衛生行動

（10 項目）が 6 割以上改善された村落数は以下の通り： 
ｺﾐｭｰﾝ名 全村落数 改善村落数 
ﾄｴｹﾞﾝ 18 21（61%） 
ゾルゴ‐ 39 31（79%） 
ﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞ 30 11（70%） 
合計 87 63（72%） 

 注：村落数には、一部、村落の下部単位であるｶﾙﾃｨｴも含まれている。 

 
9-3 上位目標の達成見込み 

本終了時評価調査時点における上位目標の達成見込みは以下の通りである。 

 

上位目標：中央プラトー地方における保健・衛生環境が改善される。 

農業・水利・水産資源省の中央プラトー地方局では、既に 2013 年のプロジェクトC/P予算とし

て 5 600 万CFAFを確保していることから、プロジェクト終了後も当面は普及員（ZAT/UAT）がAUE

支援を継続する見込みはある 27。2014年以降については、現時点で未定であるが、既に中央プラ

                                                        
24 給水施設維持管理の改善は対象 9 ｺﾐｭｰﾝが対象地域であるが、衛生行動改善の対象地域はﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝに限られる。 
25 Loumbila ｺﾐｭｰﾝは、首都ﾜｶﾞﾄﾞｩｸﾞに近く、ﾀﾞﾑ湖の水を利用した給水施設が比較的整備されつつあることから、深井戸を必要とし

ない村落が増えていると言われる。このような村落の場合、住民による給水施設の維持管理が必要とされないことから、給水

施設の稼働率は下がるものと考えられる。 
26 ①AUE の設立、②AUE とｺﾐｭｰﾝ間での維持管理協定書締結、を以って「実施体制が構築される」と判断する。 
27 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの C/P 予算については、C/P の手当ては含まれているものの、普及員による村落訪問のための出張手当・燃料費は含ま

れていない。このため、普及員が活動を継続するためには、農業水利省によって当該経費が計上される必要がある。 
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トー地方局長は農業・水利・水産資源省に対して予算申請依頼を行っており、セクター財政支援

予算（ABS）から資金配分がなされる可能性はある。このため、プロジェクト終了後も、AUEの活

動を通じて深井戸ポンプが常時稼働し、中央プラトー地方 20コミューンにおいて住民が安全な水

にアクセスできる可能性は見込まれる。なお、各指標の達成見込みは以下の通り。 

 

指標 1：2015 年までに改善された水源

を継続的に利用できる人口の割合が現

在の 7 割から 8 割以上になる。 

両指標は、「組織体制及び修理体制が整備され、AUE が適切に機能する」

「給水施設の故障がすぐに修理される」「給水施設の常時稼働率

が向上する」「常時稼働する給水施設を利用できる人口が増加する（給

水施設一ヶ所あたり 300 人）」、という論理に基づく指標。組織体制及

び修理体制の整備については、成果１と成果３で示した通り、中央ﾌﾟﾗ

ﾄｰ地方の全 20 ｺﾐｭｰﾝにおいて整備されつつある。しかし、AUE の能力

については、成果２で示した通り一定程度強化されたものの、対象 9 ｺ

ﾐｭｰﾝにおいて水料金の徴収の課題が残されている。また、追加 11 ｺﾐｭｰ

ﾝは AUE の形成が終了した段階であり、本格的な AUE の能力強化はこ

れからである。このため、両指標の達成のためにはﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後も

ZAT/UAT による AUE の能力強化支援活動が不可欠となる。上述した通

り、中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方局は 2013 年のﾘﾌｫｰﾑ予算を確保している。2014 年

以降の予算については、現時点で未定であるものの、確保する可能性も

あることから、本指標の達成は一定程度見込まれる。 

指標 2：2015 年までに給水施設の常時

稼働率が現在の 7 割から 8 割以上にな

る。 

指標 3：2015 年までに住民の、水を取

り巻く衛生行動が改善される。 
成果 4 で示した通り、ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝにおける住民の衛生行動は住民ｱﾆ

ﾒｰﾀｰの活動等を通じて改善されているが、同様の活動を他ｺﾐｭｰﾝで展開

する計画・予算は策定されていない。各 AUE には衛生担当者が任命さ

れているため、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後も衛生行動改善のための活動が行われる

可能性はあるが、彼らの活動は成果 4 で実施してきたような衛生活動に

比べて限定的であり、またプロジェクト終了後「ブ」国側による住民ｱ

ﾆﾒｰﾀｰの育成計画もないため、ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝと同様の衛生行動改善は見

込まれない。このため、本指標の達成見込みは低いといえる。 

 

9-4 終了時評価 

9-4-1  評価 5項目の結果 

2013年 1月～2月に実施されたプロジェクト終了時評価における評価 5項目による評価結果（終

了時評価報告書からの抜粋）を、表 9-2に示す。 

 

表 9-2 評価 5 項目による終了時評価結果の概要 
評価 

5 項目 評価結果 評価の内容 

妥当性 高い 本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは、「ﾌﾞ」国の開発政策及び日本の対「ﾌﾞ」国援助方針との整合性、安全な飲

料水及び衛生設備へのｱｸｾｽという国内ﾆｰｽﾞとの合致、さらにはﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾃﾞｻﾞｲﾝの適切さ

という観点から見て、妥当性は高い。 
本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾃﾞｻﾞｲﾝは、１）AUE の能力強化、AUE・ｺﾐｭｰﾝ行政・修理業者間の連携を通

じて給水ポンプの修理体制を整える、２）住民の衛生行動を改善する、という二本柱に加

え、３）これらの活動推進のため農業・水利・水産資源省の現場事務所が AUE 及びｺﾐｭｰ

ﾝ行政を支援する、という構成になっている。ﾘﾌｫｰﾑは、設置されて間もないｺﾐｭｰﾝ行政に

給水施設の維持管理権を移譲するものであるから、既存の普及体制（農業・水利・水産資

源省の現場普及員）を利用して施設維持管理の体制整備及び AUE・ｺﾐｭｰﾝ行政の能力強化

を図るというﾃﾞｻﾞｲﾝは適切である。 
有効性 高い ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目標の達成見込みという観点から見て、有効性は高い。 

AUE を主体とした給水ﾎﾟﾝﾌﾟの維持管理体制は、対象 9 ｺﾐｭｰﾝにおいて機能しており、ﾘﾌｫ

ｰﾑ導入前と比較して給水稼働率は向上している。また、ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝにおける住民の衛

生行動も着実に改善している。さらには、追加 11 ｺﾐｭｰﾝにおいても AUE の形成は成功裏
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評価 
5 項目 評価結果 評価の内容 

に完了している。このように、本終了時評価調査時点において、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動の実施及び

成果の達成を通じてﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目標は既に達成されている。 
効率性 やや高い 投入の実施状況及び活用という観点から見て、効率性はやや高い。 

基本的に投入は計画通り実施され、AUE の形成、ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工を中心とした修理体制の整

備、住民の衛生行動改善、DPAH によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価活動に関わる成果は達成されてい

る。一方、対象 9 ｺﾐｭｰﾝにおける AUE の能力強化は一定程度達成されたものの、水料金徴

収について、目標額の 7 割以上を徴収している AUE は 1 割に満たず、AUE の管理能力が

十分な水準に達したとは言えない。 
また、ﾘﾌｫｰﾑはｺﾐｭｰﾝ行政に給水施設の維持管理権を移譲するものであることから、ｺﾐｭｰﾝ

行政の能力強化（AUE に関するﾃﾞｰﾀ管理、会計処理等）に対して相応の投入が図られて

然るべきであるが、実態としてｺﾐｭｰﾝ行政が水・衛生分野での活動に取り組んでいないこ

とから、中央ﾌﾟﾗﾄｰ州におけるｺﾐｭｰﾝ行政の役割は AUE 及び修理業者との契約締結に留ま

った。 
ｲﾝﾊﾟｸﾄ やや高い 上位目標の達成見込み及び波及効果という観点から見て、ｲﾝﾊﾟｸﾄはやや高い。 

本終了時評価調査時点において、AUE は機能し、給水ﾎﾟﾝﾌﾟの稼働率は向上しているが、

2015 年の時点で深井戸にｱｸｾｽできる住民の割合及び給水ﾎﾟﾝﾌﾟの稼働率が中央ﾌﾟﾗﾄｰ州ﾚ

ﾍﾞﾙで改善するためには、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後も普及員（ZAT/UAT）による AUE 支援が継続さ

れることが不可欠である。 
また、波及効果として、本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで作成した衛生啓発・教育教材が衛生・汚水・廃棄物

総局の意向によって全国的に普及していくことが計画されている。このため、衛生・汚水・

廃棄物総局は、国内全 13 地方の関係行政機関及びﾄﾞﾅｰ・NGO の参加を得てﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開

催し、当該教材の内容に関する情報を共有した上で改訂のためのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを収集した。

今後は、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを基に教材の改訂を行い、全国に教材を配布する予定である。また、

水資源総局においても、総局長をはじめとする総局幹部が本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成果を高く評価し

ており、本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが現在作成しているﾏﾆｭｱﾙを改訂する形でﾘﾌｫｰﾑ推進に関わる全国版の

ﾏﾆｭｱﾙを策定し、全国に普及していく意向を持っている。なお、負のｲﾝﾊﾟｸﾄは特に想定さ

れない。 
持続性 中庸 協力終了後におけるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ効果の発現維持という観点から見て、持続性は中庸である。 

技術面に関し、給水ﾎﾟﾝﾌﾟの修理自体は既に長年にわたって地域の修理工が担ってきてお

り、本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを通じて実施された諸研修による技術力改善を含め、特段の課題は見られ

ない。また、住民の衛生行動については、例えば手洗い、ﾄｲﾚ使用、井戸周り清掃など、

既に変容していることが確認されている。しかし、積極的な住民ｱﾆﾒｰﾀｰの働き掛けが継続

しない場合には、新たな行動様式が定着すると断定することは難しく、当該行動が習慣化

する可能性は見込まれるものの、現段階で持続性が担保されているとは判断できない。 
組織・財政面について、既に繰り返し述べた通り、AUE の能力強化はまだ十分な水準に

達しておらず、またｺﾐｭｰﾝ行政による AUE の支援体制も整備されていない。AUE の組織

的持続性は、ﾘﾌｫｰﾑに対する理解が住民の間で共有されることによって成立するが、大半

の AUE ではﾘﾌｫｰﾑを理解しない住民が一定数存在する。彼らは、水料金を支払わずに水を

利用することから、他の住民の支払い意欲を減退させる。このような状態が継続すると、

AUE が水料金を徴収できず、ﾎﾟﾝﾌﾟ修理が滞り、結果として安全な水へのｱｸｾｽが断ち切ら

れる。このため、全住民がﾘﾌｫｰﾑに対する理解を共有する段階に達するまでは、普及員

（ZAT/UAT）による AUE 支援が欠かせない。2013 年については既に中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方がﾘﾌ

ｫｰﾑ予算（普及員活動予算）を確保しているものの、2014 以降については未定である。ま

た、ｺﾐｭｰﾝ行政の体制構築についても、政府の予算制約があることから時間がかかるもの

と見込まれる。従って、本終了時評価調査時点において組織面での持続性が確保されてい

ると判断することは出来ず、今後も更なる組織強化支援が必要である。 
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9-4-2  提言に対する対応 

終了時評価時にいくつかの提言を受けた。その提言へ対応状況について記す。 
提言 対応 

【ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ成果の共有】 
 ﾎﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでは、AUE 形成の方法論など、ﾘﾌｫｰﾑ実施

ﾌﾟﾛｾｽにおいて必要となる有用な知見を生み出してい

る。そして、これらの知見をﾏﾆｭｱﾙとして取り纏めるべ

く、既に作業が進められている。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ関係者は、こ

れらの知見が各地方におけるﾘﾌｫｰﾑ実施主体と着実に共

有され、有効活用されるよう、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ成果及びﾏﾆｭｱﾙ

作成に関する情報を関係機関に対して伝達していくこ

とが期待される。 

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施の過程で作成された研修ﾏﾆｭｱﾙや活動を

通じて得られた知見を取り込む形で、PMH 維持管理・

保守整備ﾏﾆｭｱﾙ・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝとして取りまとめた。これら

ﾏﾆｭｱﾙﾙｲは、取りまとめの段階で中央・地方の C/P 参加

のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催し、PROGEA 版ﾏﾆｭｱﾙとして最終化さ

れた。 
また、2013 年 4 月 10 日に中央・地方の給水・衛生関

係者を集めたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ最終ｾﾐﾅｰを開催し、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの活

動成果や知見、ﾘﾌｫｰﾑ適用化実施上の教訓などの共有を

図った。   
【2014 年以降の予算確保に向けた働きかけ】 
上述した通り、AUE が組織的持続性を確保するために

は、全住民がﾘﾌｫｰﾑの意義を共有し、支払い能力を持つ

全住民による水料金支払いが習慣化するまで、普及員

（ZAT/UAT など）による村落訪問を通じた啓蒙活動が

必要である。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後、2013 年については既に

ZAT/UAT の活動支援予算が確保されているが、2014 年

度以降の予算確保については今後の課題となっている。

水資源総局をはじめとする水・水利・衛生省関係部局は、

2014 年度以降についても中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方におけるﾘﾌｫｰﾑ

予算が確保されるよう関係諸機関に対して働きかけを

行うことが期待される。 

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後の中央ﾌﾟﾗﾄｰ地方でのﾘﾌｫｰﾑ適用化ﾌｫﾛ

ｰｱｯﾌﾟのための予算確保についての協議を、水資源総局

などの関係機関と進めているところである。   

【衛生啓発を担う住民ｱﾆﾒｰﾀｰへのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ】 
ﾊﾟｲﾛｯﾄ 3 ｺﾐｭｰﾝの各村落では、既に住民の衛生行動が変

容しているが、新しい衛生行動が習慣として定着するた

めには、育成された住民ｱﾆﾒｰﾀｰがﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後も活動

を続けることが望ましい。このため、農業・水利・水産

資源省、国民教育・識字化省、保健省などの関係省庁は、

ｺﾐｭｰﾝ行政と連携して、例えば衛生ｺﾝｸｰﾙの開催など、住

民ｱﾆﾒｰﾀｰの意欲を維持する活動を支援することが望ま

しい。 

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了時に実施した関係者間のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟにお

いて、従来通り行政指導員による四半期毎のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・

フォローｱｯﾌﾟを継続することにより住民ｱﾆﾒｰﾀｰに対す

る意識づけを実施することを確認した。 
 また既にﾀﾞﾍﾟﾛｺﾞｺﾐｭｰﾝで実施されている衛生ｺﾝｸｰﾙに

関して、他ｺﾐｭｰﾝとも情報を共有し、今後ｺﾐｭｰﾝ主体での

衛生ｺﾝｸｰﾙの実施検討を促した。 

【衛生啓発活動の拡大】 
プロジェクトで作成された衛生啓発マニュアルは、全国

普及版として改定される予定であるが、今後は同マニュ

アルの活用を通じて、他コミューンや他州において衛生

啓発活動が実施されることを期待する。また、学校レベ

ルでの衛生活動については、国民教育・識字省と連携し

つつ、学校運営委員会を活用した衛生啓発活動の実施が

望ましく、これらの活動に対する衛生・汚水・廃棄物総

局からの予算措置が期待される。 

 2012 年 12 月に本プロジェクトで作成された衛生啓

発マニュアルは、DGAEUE により全国版として改定さ

れ、全国水・衛生分野の関連行政機関、ドナー等に対し

てマニュアルの紹介及び配布が行われた。これらを活用

した衛生啓発活動の実施につきDGAEUEに引き続きフ

ォローを依頼した。 
学校における衛生啓発活動に対するDGAEUEからの予

算措置は厳しいものの、国民教育・識字省により学校運

営委員会の設置促進、活性化が行われており、また児

童・教員の働きかけにより多くの学校運営委員会に衛生

に関する活動支援が盛り込まれてきている。 
【コミューンの強化】 
コミューン行政に関しては、一部でドナー／NGO の資

金支援によって水・衛生課が設置されているものの、コ

ミューン予算による水・衛生分野での人材配置及び活動

実施はまだ行われていない。リフォームは、本来、コミ

ューンに対して給水施設維持管理権を移譲するもので

あるため、今後は、関係各機関がコミューンにおける

水・衛生分野の担当課設置・人材配置・予算配分に向け

た支援を行うことが望まれる。その際、中央政府から派

遣されるフォーカるポイントなど、既存の有為の人材を

活かすことが期待される。 

 各コミューンでは、フォーカルポイントを中心に

AUE のフォローアップやポンプ修理業者による PMH
保守巡回の監理などの活動が進められているところで

あり、これらの活動を継続していくよう指導した。また

コミューンの限られたリソースの中で出来得るPMH維

持管理に関する活動をコミューン主導で進めると共に、

各コミューンに対して燃料費などの必要な予算を計

上・確保するよう要請した。 
他方、中央レベルでは、将来のコミューン水・衛生サー

ビスの設立について DGRE や関係ドナーとの意見交換

を行った。 
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第10章 プロジェクト実施運営上の工夫、教訓、提言 

10-1 プロジェクト実施運営上の工夫 

プロジェクト実施運営上、最も注視したのは、カウンターパートとの十分なコミュニケーショ

ンである。中央・地方レベルのカウンターパートとの連携を密にし、プロジェクト活動に関する

情報共有だけでなく、活動の計画立案から実施に至るまで、カウンターパートを常に巻き込み、

オーナーシップの醸成に努めた。 

 

10-2 教訓 

10-2-1  給水施設維持管理分野における教訓 

1) リフォーム適用化に基づく給水施設維持管理体制の構築 

プロジェクトの終了時点までに、AUEの設立やコミューン・AUE間の給水施設維持管理委託協定

の締結、コミューン・ポンプ修理業者との給水施設保守巡回業務の締結、関係者の実施能力強化

研修など、段階を踏みながらリフォームに基づく給水施設維持管理体制の構築を進めてきた。一

連の活動を通じて、中央プラトー地方におけるリフォーム適用化に基づく給水施設維持管理シス

テムの枠組みは構築されたといえる。 

しかし、村落全体を一つの単位として水料金の支払や管理も含めた統合的な給水施設維持管理

の仕組みや、コミューン・AUE・ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者間の契約や協定を通じて給水施設維持管理におけ

るアクターの役割と責務の明確化、給水施設の予防的保守整備に係る費用の原資となるコミュー

ンへの賦課金の納入などのリフォームの原則に対して、十分な理解を得ずに拒絶反応を示す人々

も依然として少なからず存在する。また、これまで中央政府が担っていた維持管理を含む給水・

衛生事業の権限と責務が 2009 年にコミューンに移管されたが、コミューン自身 2006 年に誕生し

た新しい地方自治体組織であり、煩雑な行政手続きを必要とするリフォームの仕組みを習得し定

着させるためには中長期的な取組が不可欠である。PROGEA/PCLはリフォーム適用化の推進や衛生

普及活動を通じて、アクターの行動変容と能力強化を促すプロジェクトであり、人々の習慣及び

行動の変容が発現するまでには時間を要する。 

先行してリフォーム適用化を開始した 3 パイロットコミューンでは 3 年間、続いて展開したウ

ブリテンガ県の 6 対象コミューンは 2 年強の時間をかけて、リフォーム適用化を進めてきた。こ

れら先行コミューンでは、長期に亘る支援の結果、リフォーム適用化に基づく給水施設維持管理

システムが定着しつつあり、給水施設の稼働率に改善がみられるなどの成果も発現してきている。

しかし、一方で新しい給水施設維持管理システムの導入に際しては、その実施上において様々な

問題が発生しているのも事実であり、それらの問題に対しては時間をかけて対応していく必要が

ある。また、11追加コミューンについては、リフォーム適用化が開始されたばかりである。各ア

クターが複雑な給水施設維持管理システムの意義を理解し、日常の習慣として定着してことで持

続性が担保されるが、その取組には更なる時間と支援が求められる。 
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2) 給水担当行政機関によるリフォーム適用化支援とモニタリング 

本プロジェクトでは、DRAH/DPAH 職員および ZAT長/UAT長によるコミューン・AUEの活動支援、

モニタリングを実施してきた。このフォローアップ活動を通じて、速やかに問題点を洗い出し、

適切な対応策を検討・実施することにより、給水施設維持管理に関する改善が図られてきた。ま

た、彼らがリフォーム適用化のプロセスに当初から関与したことにより、給水施設維持管理に関

する豊富な知見や経験を獲得できたことは、給水担当行政機関の能力強化と人材育成の面からも

大きな効果があったといえる。 

他方、これらのコミューン・AUE の活動支援、モニタリングはプロジェクトの支援により実施

されたものであり、プロジェクト終了後もコミューンや村落への巡回に必要な予算を DRAHが確保

し、継続的な支援・モニタリングが行われることが求められる。 

 

3) コミューンによる給水施設維持管理活動 

本プロジェクトでは、コミューンがリフォーム適用化の成否を担う最も重要なアクターである

と位置づけており、コミューン関係者を対象としたワークショップや研修により能力強化を図っ

てきたが、コミューンが独力で給水施設維持管理を担保出来るだけの能力の獲得には至っていな

い。一部のコミューンでは、DRAH/DPAH の技術支援を受けながらコミューン自らのイニシアティ

ブにより給水施設維持管理活動が進められているが、大多数のコミューンでは給水施設維持管理

活動に対して未だ受動的である。 

PROGEA/PCL活動終了後も給水施設維持管理体制が定着し、給水施設が持続的に維持管理されて

いくためには、コミューンの果たす役割は非常に大きい。特に AUE やポンプ修理業者がモチベー

ションを維持しながら給水施設の維持管理活動を進めていくためには、コミューンが自らの責務

を果たし、積極的にアクターへの支援を行っていかなければならない。このため、今後も水担当

行政機関によるフォローアップ・モニタリングを通じて、コミューン関係者の給水施設維持管理

活動に対するより一層の理解を図ると共に、活動への積極的な関与を促進していくことが必要で

ある。 

 

4) AUE による給水施設維持管理活動 

プロジェクト活動を通じて、中央プラトー地方の全 20コミューン村落において、計 558の AUE

が設立され、研修やフォローアップ活動により各 AUE の能力が強化され、各村でリフォーム適用

化に基づく給水施設維持管理活動が実施されている。しかし、村落によっては、新しい給水施設

維持管理システムへの参画を拒絶する、あるいは十分に理解していない住民も依然として存在す

る。これらの住民が給水施設維持管理システムへの参画を拒否する理由としては、以下が挙げら

れる。 

 これまでは給水施設単位で維持管理が行なわれていたところ、給水施設維持管理システム

では村落単位での給水施設維持管理体制となる。村落内各地区の連携意識が希薄な場合、

給水施設の維持管理、特に水料金の支払や財務管理を AUE が一元化して実施することに対
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する抵抗感が強い。 

 地区住民の間で対立が生じている村落、あるいは分離独立を求めている村落地区では、村

落単位での給水施設維持管理に対する反対が根強い。 

 政府・コミューンに対する不信感が給水施設維持管理システム参画を拒絶する理由の一つ

となっている。特に AUE からコミューンに納入される賦課金がポンプ修理業者による給水

施設の保守巡回に使用されるのか懐疑的な住民は依然として少なくない。 

リフォーム適用化に基づく給水施設維持管理システムが定着するためには、全ての関係者がリ

フォームの趣旨に賛同し積極的に参加することが肝要である。また、リフォーム適用化に基づく

給水施設維持管理システムは、従来の給水施設単位から村落単位で行なわれること、資金管理の

一層の透明性が求められることから、より厳格かつ複雑なものとなる。このため、非識字者の多

い村落住民から構成される AUE にとっては、維持管理手法の習得は容易ではない。このため、住

民啓発や AUE活動のフォローアップを継続強化し、住民の理解と信用を獲得していく必要がある。 

 

5)  ポンプ修理工／修理業者の能力強化及び組織化 

対象地域におけるハンドポンプの修理体制の改善へ向けた活動として、ポンプ修理工の能力強

化及び組織化を行った。能力強化においては主としてリフォーム研修と技術研修を実施したが、

技術研修はこれまでのポンプ修理経験と知識をさらに深める内容であったため受講者の理解度も

高かったのに対して、リフォーム研修は保守巡回契約や入札手続きといった難解な内容を彼らが

全て理解するのは非常に困難であった。このため、復習を目的として実施した補完研修は、前回

完全には理解できなかった内容を再度学習することで理解できた者も多く、大変意義があったと

言える。修理業者に対するリフォーム研修は、彼らの教育･識字レベルを考慮すると補完研修とし

て復習の機会を設けることがより効果的である。 

また、第 4年次に実施した技術研修では、修理業者組合が主導的に計画･実施しプロジェクトは

それを支援するという形式を取った。研修講師には各県の熟練の修理業者を起用し、県局職員も

講師助手として実施側で参加した。この経験を通して修理業者らの自信と結束を深め、今後も組

合で独自に研修を企画し知識と経験の共有ができるようになることが期待される。 

修理工の組織化としては、これまで十分に機能していなかった修理工組合を県単位の修理業者

組合として再編し、組織としての活性化を図った。その結果、修理工間でネットワークが広がり、

修理が困難なポンプ故障の際には熟練の修理業者に電話して修理方法を尋ねる等、技術の共有が

できるようになった。また、3 県の修理業者組合の交流と協調を目的として中央プラトー地方の

修理業者組合連合を結成したことは、修理業者の連帯意識と自主性、発言力を高めることに繋が

り、プロジェクト実施前は個人で動いていた修理工が地方レベルの組織として影響力を持つこと

になったという点で有意義である。他の地方においても同様の組織化によりポンプ修理工の地位

を高め協力し合える体制づくりが望まれる。 

 

6)  スペアパーツ供給体制の整備 

給水施設故障時に迅速に対応できるスペアパーツ供給体制として、修理業者組合をパーツ販売

拠点とする体制を整備した。原資として初期回転分のスペアパーツはプロジェクトで供与したが、
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今後は修理業者の責任でパーツを補充していくことになり、彼らの技術的知見が生かされ適正な

パーツが選定されることから、修理に低品質の非正規パーツが使用される機会は減少していくと

期待される。また、組合でパーツ価格表を作成していることから、県内で価格が統一され修理の

際に AUE とパーツ価格で揉めることも少なくなる。パーツ調達に係る時間やアクセスについても、

首都ワガドゥグまで足を運ぶ必要がなくなり、結果として故障から修理までにかかる時間が短縮

されるため、県の修理業者組合を中心としたパーツ供給体制は効果的であると言える。 

一方で、修理業者は事務管理を苦手とする者が多く、プロジェクトでは在庫管理･資金管理の研

修を実施したものの、帳簿の記入が適切にできていない修理業者組合もあった。このため、帳簿

の記載方法等は各組合の実情に合わせて改善する必要がある。 

また、本プロジェクトではスペアパーツ価格をコミューンや AUE と共有しているが、定期的な

価格の見直しと更新版の共有が不可欠であり、情報共有が不十分であった場合、過去の価格を参

考にしたコミューンや AUE から不満が上がる可能性がある。したがって、コミューン、AUE、修

理業者の 3 者間の情報共有は大変重要である。 

 

10-2-2  衛生啓発・教育分野における教訓 

1) 複数の省庁間連携について 

衛生啓発・教育分野においては、村落レベルでの衛生環境改善をもたらすためのアプローチと

して、住民への直接アプローチと共に、学校教育現場を通した児童へのアプローチの二つを採用

した。したがってこのアプローチ故に日本人専門家と協働して、C/P 機関である農業・水利・水

産資源省地方局のみならず、国民教育・識字化教育省及び保健省の地方局の担当者を加えた 4 名

をスーパーバイザーとして、県及びコミューンレベルでの各省出先機関のスタッフと協働して活

動を展開してきた。 

農業・水利・水産資源省及び保健省のコミューンレベルのスタッフは、通常業務の中で住民と

の接触が多く、また現場の状況を詳細に把握している。特に保健省関係のスタッフは、水衛生の

みならず保健衛生分野全般における啓発活動やキャンペーンに従事していることもあり、彼らを

巻き込み連携することは、村落の衛生環境改善を図るために非常に効果的である。一方教育現場

においても保健衛生の重要性が周知されつつあり、道徳の時間等に同分野が取り扱われたり、ま

た学校の衛生環境整備を担う児童及び教員からなる保健クラブが設置される等、衛生分野におけ

る意識が高く、将来を担う子供たちにその教育を実施する教育機関を巻き込むことも非常に有意

義なものである。 

4 年間のプロジェクトを通して、結果として二つのアプローチによる活動は功を奏でたといえ

る。児童から家庭へ、家庭から近隣住民へ、様々な関係において影響が及ぼされ刺激された。住

民へのヒアリングにより、下痢症等の病気の軽減やそれに関連し医療費の支出の軽減、健康的な

生活の営みを実感しているという声も少なくなかった。 

このような結果が得られたのは、地方・県・コミューンの各レベルにおいて複数の省庁に跨る

出先機関のスタッフの協力の結果である。 

2) 衛生行動改善を図る方法およびその活用について 
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本プロジェクトでは、育成した行政指導員による住民・児童等の衛生行動改善状況の定期的な

モニタリングを実施してきた。そのモニタリングに際し、現場レベルでの啓発活動において

SARAR/PHAST手法を用い、そのツールとして使用したイメージ図を基に、衛生行動に関する 10項

目からなるシートを作成・活用した。それぞれの項目につき 3 段階の行動変容が記されており、

四半期毎にそのシートを活用してモニタリング（サンプリング調査）を実施してきた。この方法

は行動変容を定量的に図るものである。プロジェクト終了に伴い、プロジェクト開始時と終了時

の調査結果を比較し、分析を行った。この比較によりどの項目において好ましい衛生行動が定着

しつつあるのか、またどの項目に未だ課題が残っているのか等を容易に把握することが可能であ

る。また同時に、衛生行動改善に努めてきた住民自信が衛生行動改善によって得られた実感が行

動の実践によって裏付けられていることを示すものとなり、活動を推進する側のみならず受益者

側にとっても有用な物であった。 

このモニタリングシートに関して、下記のような点を改善することによって更に精度を高める

ことが可能であると考える。 

・「水処理方法」については、薬品を使用した消毒は大半の村落では金銭的にも物理的にも入手

が困難であり頻繁に利用できるわけではないため、処理方法は「何もしない」または「布ろ過も

しくは消毒」、という形がよい。 

 ・水の保管期間・交換時期などの項目を追加するとよい。 

・「排泄習慣」について現在のシートでは、野外排泄、伝統的トイレ、もしくは衛生基準を満た

したトイレとなっているが、この項目は、「排泄をどこで行っているか？」という問いに対する答

えとなる「野外排泄」もしくは「トイレの使用」という内容と、「トイレの種類は？」という問い

に対する答えとなる「トイレなし（＝野外排泄）」、「伝統的トイレ」、「衛生基準を満たしたトイレ」

という二つの解釈が可能となり、モニタリング実施者によって解釈が二通りに分かれる傾向にな

る。従って、この項目に関しては、「排泄場所」を問うものと「トイレのタイプ」を問う二つの項

目に分けると混乱を避けることが可能である。 

・モニタリングは、学校の場合はクラスごとに実施されており、村落では全住民対象ではなく

一部調査（抜き取り調査）で実施している。従って村落では、毎回対象者や場所が異なっている。

村落によっては人口に差があり全住民を対象とするのは非常に難しいが、同じ人・場所（調査実

施場所。特に村落を構成するカルティエ）を対象にすることによって実際の行動変容度をより明

確に把握できる。 

 

これらの改善を行うことで、短期的な成果が見出しにくく、また目に見える形で示しにくい行

動変容の定量データの精度を高め、さらに有用なものになると考えられる。 

 

3) 住民アニメーターのモチベーションについて 

本プロジェクトにおいて現場における衛生啓発・教育活動の担い手として、村落住民よりボラ

ンティアによる 5 名のアニメーターと教員によって日々の活動が展開された。学校現場では、カ

リキュラムの一環として組み込まれていることから、教員が通常業務として衛生教育を継続して

いくことは可能であり、モチベーションや持続性に関して特に問題はない。一方住民アニメータ
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ーに関しては、ボランティアベースであること、また啓発活動は非常に忍耐と根気を要するもの

であり、プロジェクト当初よりアニメーターのモチベーションの維持・確保に課題であった。こ

の課題に対し、行政指導員による四半期毎のモニタリング実施、村落及び学校における衛生コン

クールを開催することで、アニメーターや教員といった現場レベルのアクターの活動の励みにな

ることを期待した。衛生コンクールに関するアクターからの評価は高かった。現場アクター自身

が、自らの活動が村落以外の人（ｺﾐｭｰﾝ関係者、技術機関係者等）から評価されることで得る対価

は決して低いものではない。プロジェクトの 4 年間を通して最終的に生じた衛生行動改善の結果

（水因性疾患の罹患率減少や健全な生活の営み等）をアクターが実感するまでに、常に現場レベ

ルでは葛藤が繰り広げられている。それ故、行動改善の結果が得られるまでの間、プロジェクト

関係者や村落住民以外の関係者による活動モニタリング・評価の実施は、その後の活動を左右す

るとっても過言ではない。衛生行動改善は最終的に個人の意識に依るところが大きいため、強要

するのではなく当事者の意識を上手く刺激していくことが重要であり、「見られている」「評価さ

れている」と意識できる機会を設けることは効果的である。 

また住民アニメーターに対して、プロジェクトにて養成された衛生アニメーターであることを

証明する名札（バッチ）を作成・配布した。これは非常に評判が良く、モチベーションアップに

つながった。お金に依らずとも効果を発揮できた方法であった。 

 

10-3 提言 

1) リフォーム適用化に対するコミューン実施体制の強化 

プロジェクトでは、コミューンや AUE、ポンプ修理業者に対する研修や活動支援により、中央

プラトー地方におけるリフォーム適用化を進めてきた。リフォーム適用化には様々なアクターが

関与するが、その中で最も中心的な役割を担わなければならないのは、コミューンである。しか

しながらコミューンの実施体制は人員・財政の両面において脆弱であり、またリフォーム適用化

を含めた給水・衛生分野の権限移管に対しても、十分なオーナーシップとイニシアティブを有し

ているとは言い難い。 

地方分権化の枠組みの下、コミューンがリフォーム適用化を含めた給水・衛生事業の中心とし

て主体的に行動していくためには、コミューン関係者に対する啓発や能力強化、給水・衛生事業

を担当する人材の確保と育成、財政面における権限委譲などの取組が求められている。 

 

2) リフォーム適用化に係る制度面の改善と整備 

中央プラトー地方におけるリフォーム適用化を進める中で、AUE の認証制度やコミューンの予

算化、コミューンとポンプ修理業者間の PMH 保守巡回契約とその履行などにおいて、様々な制度

面や行政手続きにおける課題が明らかになってきた。これらの課題に対しては、中央プラトー地

方の関係行政機関との連携や協議により、一つ一つ解決を図ってきた。 

 今後リフォーム適用化を全国に普及展開していくためには、DGRE を中心に MEF や MATS など

の中央レベルの関連省庁と連携し、これら制度面の整備と改善を進めていくことが不可欠である。 
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3) 給水・衛生行政担当省庁における支援体制の検討 

2013 年 1 月に給水・衛生分野における事業を管轄していた農業・水利省（MAH）が分割され、

水・水利・衛生省（MEAHA）が設立された。PROGEA/PCL では、DRAH/DPAH によるコミューン支援、

ZAT/UAT を中心とする AUE活動支援・モニタリングの枠組みを構築してきた。この実施枠組みは、

リフォーム適用化を推進するうえで非常に有効であることが実証された。 

しかし、この再編に伴ってこれまでリフォーム適用化活動の中心的役割を担ってきた人材がそ

れぞれ異なる省庁の管轄下に配置されることになると、プロジェクト活動を通じて形成してきた

コミューンを中核とする給水施設維持管理システムの技術的支援を、中央レベル、および現場レ

ベルでそれぞれ誰が担うことになり、誰が統括していくのか、その体制と責任の所在が不明確に

なりかねない状況にある。幸い、本プロジェクトではリフォーム適用化および衛生啓発・教育活

動に携わる関係者に対し網羅的に能力強化を実施してきたため、育成された人材は各所に残る。

しかしながら、プロジェクトの成果の定着化および更なる発展のためには、これらの人材が有機

的に連携し、ダイナミズムを保持しながら活動を継続していくことが必要であり、その体制の整

備が急務あることを先方政府側と再確認した。 

このように、プロジェクト実施期間中に省庁改変が行われることや、人事異動によってカウン

ターパートが交代となってしまうことは不可避であるため、プロジェクトの実施に際してはその

点に十分配慮する必要があることを提言したい。 

 

4) コミューン・修理業者間の契約の見直し 

 コミューン・修理業者間の保守整備契約書では、コミューン内のポンプの保守巡回に加えて、

AUE からの要請による修理及びパーツ調達という別の業務が含まれている。実際には、コミュー

ンが修理業者に委託し費用を支払うのは保守巡回に限られており、修理とパーツ調達は AUE が修

理業者に依頼しその対価を支払うことになっているため、修理・パーツ調達にコミューンは直接

介在せず費用の支払いにも関与しない。また、識字レベルの低い修理業者にとっては既存の契約

書は煩雑で理解するのに大変苦労しているのが実情である。このためプロジェクトでは、コミュ

ーン・修理業者間で締結される保守巡回契約の内容の見直しを行い、契約は保守巡回のみとし、

修理及びｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの調達は地方局・修理業者間で別途覚書を交わすことを提案したい。 

 また、ポンプ修理業者による保守巡回業務に関するフォローアップを行った結果、修理業者は

保守巡回を行いその報告書も提出したが、コミューンからの支払いが遅れているという事例が多

いことが分かった。契約書には、コミューンは修理業者に対して保守巡回報告書の提出から 2 週

間後にその業務費を支払うという記述があるが、実際にはこの期限までに支払われておらず、修

理業者達の意欲を削いでいる結果となっている。従って、この部分のような実情に合わない条件

に関しては内容を修正すべきと思われる。 

 

5) ポンプ修理業者の識字レベルへの対応 

 ポンプ修理工の中には中等教育を受けた者も数名いるが、多くは教育レベルが低く非識字であ

る場合もあり、本プロジェクトで配布した仏語資料の殆んどをモレ語に翻訳して再配布した。本
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プロジェクトで実施したリフォーム研修も内容を全て理解できたわけではなく、今後も理解を促

す機会を設ける必要がある。非識字のリフォームに基づく新しい体制下での書類のやり取りは非

常に困難であり、またその言語が降る語であることが更に状況を複雑にしている。このため、保

守巡回に係るモニタリング記録シートの記入を仏語のみならずモレ語等の現地語の使用を容認す

ることが望ましい。 

 上述のように新規体制下では多くの書類作成が必要であり、多くの修理業者が読み書きを苦手

としているため大変苦労している。非識字者や現地語のみ理解する者が多数である現状は、プロ

ジェクトの効率性に影響しており、成人の識字教育の必要性を強く感じる。 

 

6) 複数省庁を巻き込んだ衛生活動の展開のありかた 

既述したように本プロジェクトを通して、複数省庁を巻き込んだ衛生活動は効果的であった。

衛生に関するテーマを扱う場合は、「ブ」国のみならず他国においても複数の省庁で扱われている

ため、言わずもがな複数省庁の連携は重要である。本プロジェクトにおいて国民教育・識字化教

育省及び保健省の位置づけはあくまで「関係機関」に留まっているが、その果たした役割は非常

に大きなものであった。しかし「関係機関」であった 2 省庁は、担当官レベルの横のつながりは

非常に強く連携がなされていたが、中央・局長レベルにおいて主 C/P である農業・水利・水産資

源省に比べるとイニシアチブが弱かったことは否めない。 

本プロジェクトはあくまで「給水・衛生」分野に重点を置いたプロジェクトであり「衛生」に

特化されたプロジェクトではないため、「給水・衛生」を担う農業・水利・水産資源省が主 C/Pに

位置づけられるのは当然である。しかし本プロジェクトのように上位目標・プロジェクト目標の

成果として村落住民の水を取り巻く衛生環境が改善されることが求められているプロジェクトに

関しては、主 C/Pである農業・水利・水産資源省以外の他省庁に関しても、積極的に取り組み、3

省庁が協働で取り組んでいかなければ、上位目標の達成は非常に困難になる。したがって「関係

機関」にも C/P 機関同様の責務を意識づけるためにも、プロジェクト活動を通して働きかけるこ

とは非常に重要である。 

 

7) 育成人材の活用について 

ボランティアベースで活動に従事してきた住民アニメーターのモチベーション及び活動の持続

性確保について、教訓にも述べたように、村落外部（コミューン関係者、行政官等）の人に定期

的に村の様子を見てもらうことに加え、衛生分野におけるドナーの介入が活発である現状を考慮

すると、育成した人材を他ドナー等へ紹介することも彼らの衛生に対する意識のさらなる向上に

加え、衛生環境改善を更に促進することを可能とすると考えられる。 

3 パイロットコミューンの一つであるダペロゴコミューンにおいては、プロジェクトとは別に

市長が音頭をとり衛生コンクールが開催された。このようなイニシアティブが他コミューンでも

とられ活動が活性化されることが期待される。 

またブ国における昨今衛生関連の支援が積極的に展開される中、各ドナーがそれぞれ衛生アク

ターを育成している。本プロジェクト実施にあたっても UNICEFのプロジェクトが入っていたこと

から、育成された既存の人材もアクターに含めた。既存の人材の活用は、支援側にとっても効率
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的且つ効果的であると同時に、アニメーター等のアクターの自信にもつながる。したがってこれ

らの育成された人材が活用されるようなシステムは今後の衛生分野で貴重なものになると思料す

る。既にトエゲンコミューンと同県に位置する県庁所在地のブッセコミューンでは、この試みが

開始された。このような取り組みは「ブ」国における衛生分野の活動促進に繋がることが期待で

きる。 
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プロジェクトの要約 指標 指標の入手手段 外部条件 

(上位目標)       
中央プラトー地方における保
健・衛生環境が改善される。 
  
  

• 2015年までに改善された水源を継続的に利用できる人口の割合が現在の 7割から 8割以上になる。 • 給水施設の管理システム改革に関する
報告 

• 現在の水源が確保される。 

• 2015年までに給水施設の常時稼働率が現在の 7割から 8割以上になる。 • 農業・水利・水資源省水資源総局・衛
生汚水排泄物総局（DGRE・DGAEUE）作
成インベントリ 

• 現在の水源が確保される。 

• 2015年までに不適切な衛生行動をとる住民の割合が半減する。  • 農業・水利・水資源省（DPAHRH）やコミュ
ーンが、ZAT及び UATとともに啓発活動を
行う人員及び予算面での体制を保証する。 

(プロジェクト目標)    
対象コミューン（ウブリテン
ガ県全コミューン、ガンズル
グ県とクルウェオゴ県のパイ
ロットコミューン）の給水施
設の維持管理状況及び住民の
衛生行動が改善される。 
  

• 対象 9コミューン（ウブリテンガ県全コミューン、ガンズルグ県とクルウェオゴ県のパイロットコミューン）の給水施設の稼
働率が現在の 7割から 8割に向上する。 

• 管理システム改革適用プログラム報告
書 

 

• パイロット 3コミューン（ウブリテンガ県、ガンズルグ県及びクルウェオゴ県のパイロットコミューン）で適切な衛生行動を
とる村落住民の割合が現在の xx%から、yy%に向上する。 

• プロジェクト報告書  

(成果)   • プロジェクトの活動報告 • 技術を習得した職員が勤務を継続する。 
0. PDMの指標が確定する。 
  

• コミューンでの聞き取り • 給水システムの給水能力が現在のレベル
を下回らない。 

• プロジェクトの活動報告 • 給水施設の所有権がコミューンに移譲さ
れる。 

1. 対象コミューンで維持管
理システムの改革に則った組
織体制が整う。 

• 対象コミューンの 9割以上の ZAT・UAT普及員が研修を受講し、8割以上の普及員が確認テストに合格する。     
  
  
  
  
  
  

• 2010年 5月末までに、パイロット 3コミューンの AUEが形成される。 

• 2011年 2月までにパイロット 3コミューンと同コミューンの 8割の水利用者組合（AUE）との間で、給水施設運営維持管理に
かかる協定が締結される。 

• 2012年 6月までにウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンの AUEが形成される。 
• 2013年 2月までにウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンと同コミューンの 8割の AUEとの間で、給水施設

運営維持管理にかかる協定が締結される。 

• 2013年 2月までに、対象コミューンと同コミューンの 8割の給水ポンプ修理業者との間で、保守・点検にかかる委託契約が締
結される。 

2. 村落組織の給水施設運営
維持管理能力が強化される。 

• 2011年 11月末までに、ウブリテンガ県のパイロットコミューンの 7割以上の AUEがコミューンに対し水料金の賦課金を支払
えるようになり、7割以上の水場委員会（CPE等）が必要な水料金の 7割を徴収できるようになる。 

• プロジェクトの活動報告 

• プロジェクト終了時までに、パイロットコミューン以外のコミューンの 7割以上の AUEがコミューンに対し水料金の賦課金を
支払えるようになり、7割以上の水場委員会が必要な水料金の 7割を徴収できるようになる。 

• 研修を受講した職員へのアンケート 
• モニタリング評価報告書 

3. 給水施設運営維持管理に
かかるスペアパーツ供給及び
修理体制が改善される。 

• 2012年 10月までに、給水ポンプ修理業者がコミューンより要請された保守・点検件数の 6割以上に対応できるようになる。 • DGREインベントリー 
• スペアパーツの交換に必要な情報（店舗情報、発注手順）を全コミューンが所有している。 • モニタリング評価報告書 
• 軽微な修理にかかる期間が 1ヶ月以内に短縮される。  

4. 中央プラトー地方のパイ
ロット 3 コミューンにおける
村落住民の衛生行動が改善さ
れる。 

• パイロット 3コミューンの村落で衛生啓発・教育プログラムの実施者(教員、保健所員、行政機関の衛生担当者)による衛生改
善の啓発活動が毎年 4回以上実施される。 

• 専門家によるプロジェクト進捗報告 

• 2013年 2月までに、パイロット 3コミューンの公共衛生設備で、公共衛生設備維持管理マニュアルで設定されたチェック項目
を 9割以上達成できるようになる。 

• 上記の衛生啓発・教育活動及び衛生設備維持管理組織の参加者の 5割が女性となる。 
5. 各県の DPAHRH が給水及び
衛生状況のモニタリング・評
価を実施し、コミューンに対
し支援が行えるようになる。 

• 2010 年より年 4 回、各 DPAHRH による村落の給水施設稼働率、AUE の財務状況、水場委員会の水料金徴収率及び給水ポンプ修
理業者の給水施設の保守･点検状況にかかるモニタリング・評価が実施される。 

• プロジェクトの活動報告 

• 2010年より年 4回、各 DPAHRHによる衛生改善状況にかかるモニタリング・評価が実施される。 • 広報セミナーの書類 
• モニタリング・評価の結果必要とされた支援・助言のうち 7割が、各 DPAHRHの指示に基づき実施される。   
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(活動) (投入)  

0-1) プロジェクト開始時における対象 3 県の給水率、施設稼働率、衛生設備普及率、マニュアル
等の整備状況等を確認するため、ベースライン調査を実施する。 

日本側 
• 専門家派遣 

1. チーフアドバイザー(組織能力強化/村落給水)  
2. 衛生管理 
3. 給水施設運営維持管 

• ローカルコンサルタント・ＮＧＯとの活動契約(ZAT及び
UATと共同での村落に対する組織形成促進活動) 

• 機材供与：車両及び広報に必要な機材 
• 現地活動費：ベースライン調査費、給水施設運営維持管

理の研修実施費、公共衛生設備整備費用 

ブルキナファソ側 
  
1. カウンターパートの配置 
2. 補助的人材(秘書、経理、ドライバー、

ガードマン等）の雇用 
3. 専門家及びプロジェクトスタッフのた

めの事務所スペースと光熱費 
4. 資料・情報の提供 
5. 衛生設備整備に必要な一部の資材 

1-1) 0-1)の調査結果を踏まえ、DRAHRHが ZAT、UATに対する研修計画を立てる。 
1-2) 研修計画に基づき、必要に応じ、既存のマニュアルを改訂する。 
1-3) 3県で活動している ZAT・UATに対し、DPRHRが給水施設運営維持管理能力強化プログラムの研
修を実施する。 
1-4) DPAHRHが ZAT・UATに対し研修の確認テストを実施する。 
1-5) 3県からパイロットコミューンを各 1箇所選定する。 
1-6) ZAT・UAT 等がパイロットコミューンにおける給水施設運営維持管理の方針について啓発活動
を支援する。 
1-7) ZAT・UAT等が、パイロットコミューンで AUEを形成を支援する。 
1-8) パイロットコミューンの ZAT・UAT 等がコミューン-AUE 間の協定及びコミューン-修理業者間
の委託契約締結を促進する。 
1-9) ウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンについて、ZAT・UAT 等が AUE を形
成を支援する。 
1-10) ウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンについて、ZAT・UAT等がコミュー
ン-AUE間の協定及びコミューン-修理業者間の委託契約締結を促進する。 
2-1) パイロットコミューンの ZAT・UAT等が、同コミューンの AUEに対する会計・財務管理業務、
及び、水場委員会に対する水料金徴収を支援する。 

2-2) パイロットコミューン以外の ZAT・UAT 等が、それぞれのコミューンの AUE が実施する会計・
財務管理業務、及び、水場委員会に対する水料金徴収を支援する。 
3-1) 各県の DPAHRH等がポンプ種別スペアパーツ販売店の所在とその在庫状況を調査し、スペアパ
ーツ供給にかかる問題点を抽出する。 

3-2) 各県の DPAHRH等がスペアパーツ供給にかかる問題点の改善策に基づき、スペアパーツの購入
に必要な情報と手段を整理しとりまとめ、全コミューンに共有する。 
3-3) 各県の DPAHRH等が給水ポンプ修理業者に対し給水ポンプ修理の講習を行う。 

4-1) MAHRHの衛生汚水排泄物総局が保健省及び基礎教育･識字化教育省の地方局と協力し、既存の
衛生啓発プログラム及び実施体制を参考にしつつ、衛生改善の啓発・教育プログラム及びマニュア
ルを作成する。 
4-2) 保健省及び基礎教育･識字化教育省の地方局がパイロットコミューンにおいて、衛生啓発・教
育の実施者(学校教員、保健所員、行政機関の衛生担当者等)に対し 4-1)で作成したマニュアルに基
づき研修を行う。 
4-3) 衛生啓発・教育の実施者がパイロットコミューンの村落で、衛生改善の啓発・教育プログラ
ムを実施する。 
4-4)  保健省及び基礎教育･識字化教育省の地方局と共に公共衛生設備維持管理マニュアルを作成
する(このマニュアルにより公共衛生設備が管理されているかチェックをするシステムを構築す
る)。 
4-5) 衛生啓発・教育の実施者が公共衛生設備を維持管理する住民組織の形成を支援する。 

5-1) 各 DPAHRH が給水及び衛生改善状況にかかる情報収集が必要な項目のリスト、データ記入用の
フォーム等を作成する。 
5-2) 対象コミューンが AUEから給水及び衛生改善状況に係る情報を収集し、DPARHRに報告する。 
5-3) 各 DPAHRHが技術面での情報提供及び技術者の派遣等を行う関係機関の支援体制を構築する。 
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プロジェクトの要約 指標 指標の入手手段 外部条件 

(上位目標)       

中央プラトー地方における保健・
衛生環境が改善される。 

• 2015年までに改善された水源を継続的に利用できる人口の割合が現在の 7割から 8割以上になる。 

• 給水施設の管理システム改革に関する報告 
• 農業・水利・水資源省水資源総局・衛生汚水排泄物総局
（DGRE・DGAEUE）作成インベントリ 

• 現在の水源が確保される。 
• 給水システムの給水能力が現在のレベル
を下回らない。 

• 農業・水利・水資源省県局（DPAHRH）や
コミューンが、ZAT及び UATとともに啓発
活動を行う人員及び予算面での体制を保
証する。 

• 2015年までに給水施設の常時稼働率が現在の 7割から 8割以上になる。 

• 2015年までに住民の、水を取り巻く衛生行動が改善される。 

(プロジェクト目標) 
   

対象コミューン（ウブリテンガ県
全コミューン、ガンズルグ県とク
ルウェオゴ県のパイロットコミュ
ーン）の給水施設の維持管理状況
及び住民の衛生行動が改善され
る。 

• 対象 9コミューン（ウブリテンガ県全コミューン、ガンズルグ県とクルウェオゴ県のパイロットコミューン）
の給水施設の稼働率が現在の 7割から 8割に向上する。 

• 給水施設インベントリ（INOH） 
• 活動モニタリングシート                                                                                                    

• 技術を習得した職員が勤務を継続する。 

• • パイロット 3 コミューン（ウブリテンガ県、ガンズルグ県及びクルウェオゴ県のパイロットコミューン）
の住民の、水を取り巻く衛生行動（10項目）の少なくとも 6割が改善される。 

• プロジェクト報告書 
• 活動モニタリングシート                                                                                                 

  

(成果)   
0. PDMの指標が確定する。   

 
  

1. 対象コミューンで維持管理シ
ステムの改革に則った組織体制が
整う。 

• 対象コミューンの 9割以上の ZAT・UAT普及員が研修を受講し、8割以上の普及員が確認テストに合格する。 • プロジェクトの活動報告 • 技術を習得した職員が勤務を継続する。 
• 2010年 5月末までに、パイロット 3コミューンの AUEが形成される。 • AUE許認可証明書 

• 研修を受講した職員が継続的にプロジェ
クトの活動に介入する。 

• 2011年 2月までにパイロット 3コミューンと同コミューンの 8割の水利用者組合（AUE）との間で、給水施設
運営維持管理にかかる協定が締結される。 

• コミューン-AUE間の給水施設維持管理委託協定 

• 2011年 6月までにウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンの AUEが形成される。 • AUE許認可証明書 
• 給水施設の所有権がコミューンに移譲さ
れる。 

• 2012 年 2月までにウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンと同コミューンの 8割の AUEと
の間で、給水施設運営維持管理にかかる協定が締結される。 

• コミューン-AUE間の給水施設維持管理委託協定   

• 2013 年 2月までに、対象コミューンと同コミューンの 8割の給水ポンプ修理業者との間で、保守・点検にか
かる委託契約が締結される。 

• コミューン-給水ポンプ修理業者間の保守・点検巡回契約   

2. 村落組織の給水施設運営維持
管理能力が強化される。 

• 2011年 11月末までに、ウブリテンガ県のパイロットコミューンの 7割以上の AUEがコミューンに対し水料金
の賦課金を支払えるようになり、7割以上の水場委員会（CPE等）が必要な水料金の 7割を徴収できるように
なる。 

• プロジェクトの活動報告 
• 研修を受講した職員へのアンケート 
• モニタリング評価報告書 

  
• プロジェクト終了時までに、パイロットコミューン以外のコミューンの 7 割以上の AUE がコミューンに対し
水料金の賦課金を支払えるようになり、7 割以上の水場委員会が必要な水料金の 7 割を徴収できるようにな
る。 

3. 給水施設運営維持管理にかか
るスペアパーツ供給及び修理体制
が改善される。 

• 2012年 10月までに、給水ポンプ修理業者がコミューンより要請された保守・点検件数の 6割以上に対応でき
るようになる。 

• モニタリング評価報告書 
  

• スペアパーツの交換に必要な情報（店舗情報、発注手順）を全コミューンが所有している。 • モニタリング評価報告書 
• 軽微な修理にかかる期間が 1ヶ月以内に短縮される。 

 

4. 中央プラトー地方のパイロッ
ト 3 コミューンにおける村落住民
の衛生行動が改善される。 

• 衛生改善の啓発・教育プログラム及びマニュアルが作成される。 
• プロジェクト報告書 
• 作成されたマニュアル・ツール 
• モニタリングシートならびに報告書 

  

• パイロット 3コミューンの村落で衛生啓発・教育プログラムの実施者(教員、保健所員、行政機関の衛生担当
者、住民アニメーター)が 600名以上育成される。 

• 研修報告書 

• パイロット 3 コミューンの村落で衛生啓発・教育プログラムの実施者による衛生改善の啓発活動が毎年６回
以上実施される。 

• モニタリングシート 

• 公共衛生設備維持管理マニュアルを作成され、公共衛生設備・行動の管理システムが構築される。 
• 作成されたマニュアル 
• モニタリングシート 

• 公共衛生設備維持管理マニュアルに基づき、衛生施設・行動に係る、モニタリング・評価が各サイトにおい
て年 2回以上行われる。 

• プロジェクト報告書 
• モニタリングシート 

• 公共衛生設備（学校等の公共トイレ）が住民自身によって維持管理される。 
 

5. 各県の DPAHRH が給水及び衛生
状況のモニタリング・評価を実施
し、コミューンに対し支援が行え
るようになる。 

• 2010年より年 4回、各 DPAHRHによる村落の給水施設稼働率、AUEの財務状況、水場委員会の水料金徴収率及
び給水ポンプ修理業者の給水施設の保守･点検状況にかかるモニタリング・評価が実施される。 

• プロジェクト報告書 
• モニタリングシート 

  • 2010年より年 4回、各 DPAHRHによる衛生改善状況にかかるモニタリング・評価が実施される。 
• プロジェクト報告書 
• モニタリングシート 

• モニタリング・評価の結果必要とされた支援・助言のうち 7割が、各 DPAHRHの指示に基づき実施される。 
• プロジェクト報告書 
• モニタリングシート 
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(活動) (投入) 外部条件 

0-1) プロジェクト開始時における対象 3 県の給水率、施設稼働率、衛
生設備普及率、マニュアル等の整備状況等を確認するため、ベースライ
ン調査を実施する。 

 
日本側 
 
●専門家派遣 
1. チーフアドバイザー(組織能力強化/村落給水)  
2. 衛生管理 
3. 給水施設運営維持管 
 
●ローカルコンサルタント・ＮＧＯとの活動契約(ZAT 及び UAT と共同での村落に対する組織形成促
進活動) 
●機材供与：車両及び広報に必要な機材 
●現地活動費：ベースライン調査費、給水施設運営維持管理の研修実施費、公共衛生設備整備費用 

  

1-1) 0-1)の調査結果を踏まえ、DRAHRHが ZAT、UATに対する研修計画を
立てる。 

1-2) 研修計画に基づき、必要に応じ、既存のマニュアルを改訂する。 
1-3) 3県で活動している ZAT・UATに対し、DPRHRが給水施設運営維持管
理能力強化プログラムの研修を実施する。 
1-4) DPAHRHが ZAT・UATに対し研修の確認テストを実施する。 

1-5) 3県からパイロットコミューンを各 1箇所選定する。 
1-6) ZAT・UAT等がパイロットコミューンにおける給水施設運営維持管理
の方針について啓発活動を支援する。 
1-7) ZAT・UAT等が、パイロットコミューンで AUEの形成を支援する。 

1-8) パイロットコミューンの ZAT・UAT等がコミューン-AUE間の協定及
びコミューン-修理業者間の委託契約締結を促進する。 
1-9) ウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンについ
て、ZAT・UAT等が AUE形成を支援する。 
1-10) ウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンについ
て、ZAT・UAT 等がコミューン-AUE 間の協定及びコミューン-修理業者間
の委託契約締結を促進する。 
2-1) パイロットコミューンの ZAT・UAT等が、同コミューンの AUEに対
する会計・財務管理業務、及び、水場委員会に対する水料金徴収を支援
する。 

2-2) パイロットコミューン以外の ZAT・UAT 等が、それぞれのコミュー
ンの AUE が実施する会計・財務管理業務、及び、水場委員会に対する水
料金徴収を支援する。 
3-1) 各県の DPAHRH等がポンプ種別スペアパーツ販売店の所在とその在
庫状況を調査し、スペアパーツ供給にかかる問題点を抽出する。 

 
ブルキナファソ側 
 
●カウンターパートの配置 
●補助的人材(秘書、経理、ドライバー、ガードマン等）の雇用 
●専門家及びプロジェクトスタッフのための事務所スペースと光熱費 
●資料・情報の提供 
●衛生設備整備に必要な一部の資材 

3-2) 各県の DPAHRH等がスペアパーツ供給にかかる問題点の改善策に基
づき、スペアパーツの購入に必要な情報と手段を整理しとりまとめ、全
コミューンに共有する。 
3-3) 各県の DPAHRH 等が給水ポンプ修理業者に対し給水ポンプ修理の講
習を行う。 

4-1) MAHRH の衛生汚水排泄物総局が保健省及び基礎教育･識字化教育省
の地方局と協力し、既存の衛生啓発プログラム及び実施体制を参考にし
つつ、衛生改善の啓発・教育プログラム及び教材を作成する。 
4-2) 保健省及び基礎教育･識字化教育省の地方局がパイロットコミュ
ーンにおいて、衛生啓発・教育の実施者(学校教員、保健所員、行政機関
の衛生担当者、住民アニメーター等)に対し 4-1)で作成した教材に基づき
研修を行う。 
4-3) 衛生啓発・教育の実施者がパイロットコミューンの村落で、衛生
改善の啓発・教育プログラムを実施する。 
4-4)  保健省及び基礎教育･識字化教育省の地方局と共に公共衛生設備
維持管理マニュアルを作成する(このマニュアルにより公共衛生設備が
管理されているかチェックをするシステムを構築する)。 
4-5) 衛生啓発・教育の実施者が公共衛生設備を維持管理する住民組織
の形成を支援する。 
5-1) 各 DPAHRH が給水及び衛生改善状況にかかる情報収集が必要な項目
のリスト、データ記入用のフォーム等を作成する。 

5-2) 対象コミューンが AUE から給水及び衛生改善状況に係る情報を収
集し、DPARHRに報告する。 
5-3) 各 DPAHRH が技術面での情報提供及び技術者の派遣等を行う関係機
関の支援体制を構築する。 
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プロジェクトの要約 指標 指標の入手手段 外部条件 
(上位目標)        
中央プラトー地方における保健・衛
生環境が改善される。 

• 2015年までに改善された水源を継続的に利用できる人口の割合が現在の 7割から 8割以上になる。 • 給水施設の管理システム改革に関する報告 
• 農業・水利・水資源省水資源総局・衛生汚水排泄物総局（DGRE・
DGAEUE）作成インベントリ 

• 現在の水源が確保される。 
• 給水施設維持管理システム改革に関する政
策が変更されない。 

• 給水システムの給水能力が現在のレベルを
下回らない。 

• 農業・水利省県局（DPAH）やコミューンが、
ZAT及び UATとともに啓発活動を行う人員及
び予算面での体制を保証する。 

• 2015年までに給水施設の常時稼働率が現在の 7割から 8割以上になる。 

• 2015年までに住民の、水を取り巻く衛生行動が改善される。 

(プロジェクト目標)        
対象コミューン（ウブリテンガ県全
コミューン、ガンズルグ県とクルウ
ェオゴ県のパイロットコミューン）
の給水施設の維持管理状況及び住
民の衛生行動が改善される。 

• 対象 9コミューン（ウブリテンガ県全コミューン、ガンズルグ県とクルウェオゴ県のパイロットコミューン）の給
水施設の稼働率が現在の 7割から 8割に向上する。 

• プロジェクト報告書 
• 給水施設インベントリ（INOH） 
• 活動モニタリングシート                                                                                                    

• 技術を習得した職員が勤務を継続する。 

• 追加 11コミューン（ガンズルグ県 7コミューンならびにクルウェオゴ県 4コミューン）において、給水施設維持
管理システム改革に基づく実施体制が構築される。 

  

• パイロット 3コミューン（ウブリテンガ県、ガンズルグ県及びクルウェオゴ県のパイロットコミューン）の住民の、
水を取り巻く衛生行動（10項目）の少なくとも 6割が改善される。 

• プロジェクト報告書 
• 活動モニタリングシート                                                                                                 

  

(成果)   
0. PDM の指標が確定する。 

   

1. 対象コミューンで維持管理シス
テムの改革に則った組織体制が整
う。 

• 対象コミューンの 9割以上の ZAT・UAT普及員が研修を受講し、8割以上の普及員が確認テストに合格する。 • プロジェクトの活動報告 • 技術を習得した職員が勤務を継続する。 
• 2010年 5月末までに、パイロット 3コミューンの AUEが形成される。 • AUE許認可証明書 • 研修を受講した職員が継続的にプロジェク

トの活動に介入する。 • 2011年 2月までにパイロット 3コミューンと同コミューンの 8割の水利用者組合（AUE）との間で、給水施設運営
維持管理にかかる協定が締結される。 

• コミューン-AUE間の給水施設維持管理委託協定 

• 2011年 6月までにウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンの AUEが形成される。 • AUE許認可証明書 • 給水施設の所有権がコミューンに移譲され
る。 

• 2012 年 2 月までにウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンと同コミューンの 8 割の AUE との間
で、給水施設運営維持管理にかかる協定が締結される。 

• コミューン-AUE間の給水施設維持管理委託協定  

• 2012年 5月までに、追加 11コミューンの AUEが形成される。 • AUE許認可証明書   
• 2012年 12月までに、追加 11コミューンと同コミューンの１ＡＵEとの間で、給水施設運営維持管理にかかる協定
が締結される。 

• コミューン-AUE間の給水施設維持管理委託協定   

• 2013 年 2 月までに、対象コミューンと同コミューンの 8 割の給水ポンプ修理業者との間で、保守・点検にかかる
委託契約が締結される。 

• コミューン-給水ポンプ修理業者間の保守・点検巡回契約   

2. 村落組織の給水施設運営維持管
理能力が強化される。 

• 2011年 11月末までに、ウブリテンガ県のパイロットコミューンの 7割以上の AUEがコミューンに対し水料金の賦
課金を支払えるようになり、7割以上の水場委員会（CPE等）が必要な水料金の 7割を徴収できるようになる。 

• プロジェクトの活動報告 
• 研修を受講した職員へのアンケート 
• モニタリング報告書 
• コミューンに提出される AUE活動報告書 

  

• プロジェクト終了時までに、パイロットコミューン以外のコミューンの 7割以上の AUEがコミューンに対し水料金
の賦課金を支払えるようになり、7割以上の水場委員会が必要な水料金の 7割を徴収できるようになる。 

• プロジェクト終了時までに、11 追加コミューンの 7 割以上の AUE が水料金の徴収・会計管理などの活動を開始す
る。 

  

3. 給水施設運営維持管理にかかる
スペアパーツ供給及び修理体制が
改善される。 

• 2012 年 10月までに、3パイロットコミューンおよび 6ウブリテンガ県のコミューンにおいて、給水ポンプ修理業
者がコミューンより要請された保守・点検件数の 6割以上に対応できるようになる。 

• モニタリング評価報告書   

• スペアパーツの交換に必要な情報（店舗情報、発注手順）を中央プラトー地方全 20コミューンが所有している。 • モニタリング評価報告書                                                                                                  
• コミューンに提出される給水ポンプ修理業者報告書 • 軽微な修理にかかる期間が 1ヶ月以内に短縮される。 

4. 中央プラトー地方のパイロット
3 コミューンにおける村落住民の衛
生行動が改善される。 

• 衛生改善の啓発・教育プログラム及びマニュアルが作成される。 • プロジェクト報告書 
• 作成されたマニュアル・ツール 
• モニタリングシートならびに報告書 

  

• パイロット 3 コミューンの村落で衛生啓発・教育プログラムの実施者(教員、保健所員、行政機関の衛生担当者、
住民アニメーター)が 600名以上育成される。 

• 研修報告書 

• パイロット 3コミューンの村落で衛生啓発・教育プログラムの実施者による衛生改善の啓発活動が毎年６回以上実
施される。 

• モニタリングシート 

• 公共衛生設備維持管理マニュアルを作成され、公共衛生設備・行動の管理システムが構築される。 • 作成されたマニュアル 
• モニタリングシート 

• 公共衛生設備維持管理マニュアルに基づき、衛生施設・行動に係る、モニタリング・評価が各サイトにおいて年 2
回以上行われる。 

• プロジェクト報告書 
• モニタリングシート 

• 公共衛生設備（学校等の公共トイレ）が住民自身によって維持管理される。  

5. 各県の DPAH が給水及び衛生状
況のモニタリング・評価を実施し、
コミューンに対し支援が行えるよ
うになる。 

• 2010年より年 2回、各 DPAHによる村落の給水施設稼働率、AUEの財務状況、水場委員会の水料金徴収率及び給水
ポンプ修理業者の給水施設の保守･点検状況にかかるモニタリング・評価が実施される。 

• プロジェクト報告書 
• モニタリングシート 

  

• 2010年より年 2回、各 DPAHによる衛生改善状況にかかるモニタリング・評価が実施される。 • プロジェクト報告書 
• モニタリングシート 

• モニタリング・評価の結果必要とされた支援・助言のうち 7割が、各 DPAHの指示に基づき実施される。 • プロジェクト報告書 
• モニタリングシート 
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(活動) (投入) 外部条件 
0-1) プロジェクト開始時における対象 3 県の給水率、施設稼働率、衛生設備普及率、
マニュアル等の整備状況等を確認するため、ベースライン調査を実施する。 

 
日本側 
 
●専門家派遣 
1. チーフアドバイザー(組織能力強化/村落給水)  
2. 衛生管理 
3. 給水施設運営維持管 
 
●ローカルコンサルタント・ＮＧＯとの活動契約(ZAT及び UATと共同での村落に対する
組織形成促進活動) 
●機材供与：車両及び広報に必要な機材 
●現地活動費：ベースライン調査費、給水施設運営維持管理の研修実施費、公共衛生設備
整備費用 

  

1-1) 0-1)の調査結果を踏まえ、農業・水利省中央プラトー地方局（DRAH/PCL）が技術
支援ゾーン/技術指導ユニット（ZAT/UAT）に対する研修計画を立てる。 
1-2) 研修計画に基づき、必要に応じ、既存のマニュアルを改訂する。 
1-3) 3 県で活動している ZAT・UATに対し、DPAH が給水施設運営維持管理能力強化プ
ログラムの研修を実施する。 
1-4) DPAH が ZAT・UATに対し研修の確認テストを実施する。 
1-5) 3 県からパイロットコミューンを各 1 箇所選定する。 
1-6) ZAT・UAT等がパイロットコミューンにおける給水施設運営維持管理の方針につい
て啓発活動を支援する。 
1-7) ZAT・UAT等が、パイロットコミューンで AUE の形成を支援する。 
1-8) パイロットコミューンの ZAT・UAT等がコミューン-AUE 間の協定及びコミューン
-修理業者間の委託契約締結を促進する。 
1-9) ウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンについて、ZAT・UAT等
が AUE の形成を支援する。 
1-10) ウブリテンガ県のパイロットコミューン以外のコミューンについて、ZAT・UAT
等がコミューン-AUE 間の協定及びコミューン-修理業者間の委託契約締結を促進する。 
1-11) ZAT・UAT等が、11 コミューンで AUE 形成を支援する。 
1-12) 11 追加コミューンについて、ZAT・UAT等がコミューン-AUE 間の協定締結を促
進する。 
2-1) パイロットコミューンの ZAT・UAT等が、同コミューンの AUE に対する会計・
財務管理業務、及び、水場委員会に対する水料金徴収を支援する。 
2-2) パイロットコミューン以外の ZAT・UAT等が、それぞれのコミューンの AUE が実
施する会計・財務管理業務、及び、水場委員会に対する水料金徴収を支援する。 
2-3) 11 追加コミューンの ZAT・UAT等が、それぞれのコミューンの AUE が実施する会
計・財務管理業務、及び、水場委員会に対する水料金徴収を支援する。 
3-1) 各県の DPAH 等がポンプ種別スペアパーツ販売店の所在とその在庫状況を調査
し、スペアパーツ供給にかかる問題点を抽出する。 

 
ブルキナファソ側 
 
●カウンターパートの配置 
●補助的人材(秘書、経理、ドライバー、ガードマン等）の雇用 
●専門家及びプロジェクトスタッフのための事務所スペースと光熱費 
●資料・情報の提供 
●衛生設備整備に必要な一部の資材 

3-2) 各県の DPAH 等がスペアパーツ供給にかかる問題点の改善策に基づき、スペアパ
ーツの購入に必要な情報と手段を整理しとりまとめ、全コミューンに共有する。 
3-3) 各県の DPAH 等が給水ポンプ修理業者に対し給水ポンプ修理の講習を行う。 
4-1) MAH の衛生汚水排泄物総局が保健省及び国民教育･識字化省の地方局と協力し、
既存の衛生啓発プログラム及び実施体制を参考にしつつ、衛生改善の啓発・教育プログ
ラム及び教材を作成する。 
4-2) 保健省及び国民教育･識字化省の地方局がパイロットコミューンにおいて、衛生啓
発・教育の実施者(学校教員、保健所員、行政機関の衛生担当者、住民アニメーター等)
に対し 4-1)で作成した教材に基づき研修を行う。 
4-3) 衛生啓発・教育の実施者がパイロットコミューンの村落・小学校で、衛生改善の
啓発・教育プログラムを実施する。 
4-4)  保健省及び国民教育･識字化省の地方局と共に公共衛生設備維持管理マニュアル
を作成する(このマニュアルにより公共衛生設備が管理されているかチェックをするシ
ステムを構築する)。 
4-5) 衛生啓発・教育の実施者が公共衛生設備を維持管理する住民組織の形成を支援す
る。 
5-1) 各 DPAH が給水及び衛生改善状況にかかる情報収集が必要な項目のリスト、データ
記入用のフォーム等を作成する。 
5-2) 対象コミューンが AUE から給水及び衛生改善状況に係る情報を収集し、DPAH に
報告する。 
5-3) 各 DPAH が技術面での情報提供及び技術者の派遣等を行う関係機関の支援体制を
構築する。 
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 （7） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 PDMの指標が確定する  0-1 プロジェクト開始時における対象3県の給水率、施設稼働率、衛生設備普及率、マニュアル等の整備状況等を確認

するため、ベースライン調査を実施する。

 1-1 0-1)の調査結果を踏まえ、農業・水利省中央プラトー地方局（DRAH/PCL）が技術支援ゾーン/技術指導ユニット

（ZAT/UAT）に対する研修計画を立てる。

 1-2 研修計画に基づき、必要に応じ、既存のマニュアルを改訂する。

 1-3 3県で活動しているZAT/UATに対し、DPAHが給水施設運営維持管理能力強化プログラムの研修を実施する。

 1-4 DPAHがZAT/UATに対し研修の確認テストを実施する。

 1-5 3県からパイロットコミューンを各1箇所選定する。

 1-6 ZAT/UAT等がパイロットコミューンにおける給水施設運営維持管理の方針について啓発活動を支援する。

 1-7 ZAT/UAT等が、パイロットコミューンで水利用者組合（AUE）形成を支援する。

 1-8 パイロットコミューンのZAT/UAT等がコミューン-AUE間の協定及びコミューン-修理業者間の委託契約締結を促進す

る。

 1-9 Oubritenga県のパイロットコミューン以外のコミューンについて、ZAT/UAT等がAUEの形成を支援する。

 1-10 Oubritenga県のパイロットコミューン以外のコミューンについて、ZAT/UAT等がコミューン-AUE間の協定及びコミュー

ン-修理業者間の委託契約締結を促進する。

 1-11 ZAT・UAT等が、11コミューンでAUE形成を支援する。

 1-12 11追加コミューンについて、ZAT・UAT等がコミューン-AUE間の協定締結を促進する。

 2-1 パイロットコミューンのZAT/UAT等が、同コミューンのAUEに対する会計・財務管理業務及び水場委員会に対する水

料金徴収を支援する。

 2-2 Oubritenga県のパイロットコミューン以外のZAT/UAT等が、それぞれのコミューンのAUEが実施する会計・財務管理

業務及び水場委員会に対する水料金徴収を支援する。

 2-3 11追加コミューンのZAT・UAT等が、それぞれのコミューンのAUEが実施する会計・財務管理業務、及び、水場委員

会に対する水料金徴収を支援する。

 3-1 各県のDPAH等がポンプ種別スペアパーツ販売店の所在とその在庫状況を調査し、スペアパーツ供給に係る問題点

を抽出する。

 3-2 各県のDPAH等がスペアパーツ供給に係る問題点の改善策に基づき、スペアパーツの購入に必要な情報と手段を

整理しとりまとめ、全コミューンに共有する。

 3-3 各県のDPAH等が給水ポンプ修理業者に対し給水ポンプ修理の講習を行う。

 4-1 MAHの衛生汚水排泄物総局及びDRAH/PCLが保健省及び国民教育･識字化省の地方局と協力し、既存の衛生啓

発プログラム及び実施体制を参考にしつつ、衛生改善の啓発・教育プログラム及びマニュアルを作成する。

 4-2 保健省及び国民教育･識字化教育省の地方局がパイロットコミューンにおいて、衛生啓発・教育の実施者(学校教

員、保健所員、行政機関の衛生担当者、住民アニメーター等)に対し4-1)で作成した教材に基づき研修を行う。

 4-3 衛生啓発・教育の実施者がパイロットコミューンの村落・小学校で、衛生改善の啓発・教育プログラムを実施する。

 4-4 DRAH/PCL及び保健省、国民教育･識字化省の地方局と共に公共衛生設備維持管理マニュアルを作成する。

 4-5 衛生啓発・教育の実施者が公共衛生設備を維持管理する住民組織の形成を支援する。

 5-1 各DPAHが給水及び衛生改善状況に係る情報収集が必要な項目のリスト、データ記入用のフォーム等を作成する。

 5-2 対象コミューンがAUEから給水及び衛生改善状況に係る情報を収集し、DPAHに報告する。

 5-3 各DPAHが技術面での情報提供及び技術者の派遣等を行う関係機関の支援体制を構築する。

6 評価

対象コミューンで給水維持管理システムの改革に

則った組織体制が整う
1

村落組織の給水施設運営維持管理が強化される2

3 給水施設運営維持管理に係るスペアパーツ供給及

び修理体制が改善される

4 中央プラトー地方の3つのパイロットコミューンにお

ける村落住民の衛生行動が改善される

5
各県の農業・水利省 県支局（DPAH）が給水及び

衛生状況のモニタリング・評価を実施し、コミューン
に対し支援が行えるようになる

2011 2012 2013
No 成果 活動

2009 2010
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ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 対象ｺﾐｭｰﾝ 追加ｺﾐｭｰﾝ ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ 対象ｺﾐｭｰﾝ 追加ｺﾐｭｰﾝ
パイロット／対象

コミューン
追加コミューン

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

成果1 成果2

月

2
0
1
3
年

第

4
年

次

2
0
0
9
年

2
0
1
0
年

第

1
年

次

第

2
年

次

2
0
1
1
年

想定される成果

成果5

2
0
1
2
年

第

3
年

次

年
年

次

準備作業／

委員会開催／
報告書等 成果0

成果4成果3

想定される成果

【0-1】「ﾌﾞ」国の給水・衛生に

関する情報整理

「 IcR（案）の説明・

協議

【0-2】ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ調査の実施

【0-3】PDM指標の修正

【1-2】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ

の選定

【1-3】研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

教材・書式の作成

【1-1】ZAT/UAT対象

ﾘﾌｫｰﾑ研修

【1-4】ﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催

【1-5】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修

【2-1】村落ﾘﾌｫｰﾑﾜｰ

ｸｼｮｯﾌﾟの開催

【2-2】村落AUE設立

支援

【2-3】AUE認可取得

【3-1】ﾎﾟﾝﾌﾟ別ｽﾍﾟｱ

ﾊﾟｰﾂ供給状況の調

査

【3-2】ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ1調

達に関する改善策の

検討

【3-3】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理工の

活動状況調査

【4-1】衛生啓発・教

育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾏﾆｭｱﾙ・

教材の作成

【4-2】衛生行政指導

者育成研修

【4-4】衛生啓発・教

育活動実施支援

【4-5】衛生施設維持

管理を行う住民組織

形成

【5-1】給水・衛生ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾄの作成

【1-1】ZAT/UAT対象

ﾘﾌｫｰﾑ研修

【1-3】研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

教材・書式の改定

【1-5】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修

【1-5】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修

【1-5】対象ｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修

【1-5】対象ｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修

【1-5】対象ｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修

【1-6】ﾊﾟｲﾛｯﾄｺﾐｭｰﾝ

給水施設維持管理

協定・締結の促進

【1-3】給水施設維持

管理能力強化ｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝの作成

【1-6】対象ｺﾐｭｰﾝ給

水施設維持管理協

定・締結の促進

【1-7】追加ｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修

【1-7】追加ｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修

【1-7】追加ｺﾐｭｰﾝﾘ

ﾌｫｰﾑ研修【1-3】給水施設維持

管理能力強化ｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝの最終化

【2-1】村落ﾘﾌｫｰﾑﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟの開催

【2-2】村落AUE設立支援

【2-3】AUE認可取得

【2-4】AUE研修

【2-4】AUE研修

【2-4】AUE研修

【2-4】AUE研修

【2-4】AUE研修

【2-4】AUE研修

【2-5】AUE活動支援

【2-5】AUE活動支援

【2-6】村落AUE

設立支援

【2-7】AUE研修

【2-7】AUE研修

【2-7】AUE研修

【4-6】衛生施設啓管

理ﾏﾆｭｱﾙ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾄの作成

【4-2】衛生行政指導

者育成研修

【4-3】教員・住民ｱﾆ

ﾒｰﾀｰ育成研修

【4-2】衛生行政指導

者育成研修

【4-3】教員・住民ｱﾆ

ﾒｰﾀｰ育成研修

【4-3】教員・住民ｱﾆ

ﾒｰﾀｰ育成研修

【3-3】ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ情報

の整理・発信

【3-5】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者

の選定

【3-6】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者

研修

【3-6】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者

研修

【3-6】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者

研修

【3-7】給水施設保守

整備ﾏﾆｭｱﾙ・能力強

化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成

【3-6】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者

研修

【3-6】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者

研修

【3-6】ﾎﾟﾝﾌﾟ修理業者

研修

【5-2】DRAH/DPAHによる

AUE支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

【5-3】DRAH/DPAHによるｺ

ﾐｭｰﾝ支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制の

構築

【2-6】AUE認可取得

PR1の作成・提出

PR2の作成・提出

PR3の作成・提出

ItRの作成・提出

PR4の作成・提出

PR5の作成・提出

FRの作成・提出

中間ﾚﾋﾞｭｰ調査

終了時評価調査

技術移転ｾﾐﾅｰ

【3-7】給水施設保守

整備ﾏﾆｭｱﾙ・能力強

化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの最終

化

【4-1】衛生啓発・教

育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾏﾆｭｱﾙ・

教材の改訂

【4-6】衛生施設啓管

理ﾏﾆｭｱﾙ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾄの改訂

【4-1】衛生啓発・教

育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾏﾆｭｱﾙ・

教材の最終化

【4-6】衛生施設啓管

理ﾏﾆｭｱﾙ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾄの最終化

【5-2】DRAH/DPAHによるAUE支

援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

【5-3】DRAH/DPAHによるｺﾐｭｰﾝ支

援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制の構築

【5-2】DRAH/DPAHによるAUE支

援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

【5-3】DRAH/DPAHによるｺﾐｭｰﾝ

支援・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制の構築

【3-7】給水施設保守

整備ﾏﾆｭｱﾙ・能力強

化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの改訂

【3-3】ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ情報

の整理・発信

【3-3】ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ情報

の整理・発信

【4-4】衛生啓発・教

育活動実施支援

【4-5】衛生施設維持

管理を行う住民組織

形成

【4-4】衛生啓発・教

育活動実施支援

【4-5】衛生施設維持

管理を行う住民組織

形成

【4-4】衛生啓発・教

育活動実施支援

【4-5】衛生施設維持

管理を行う住民組織

形成

対象コミューンで維持管理システムの改革に則った組織体制が整う 村落組織の給水施設運営維持管理能力が強化される 給水施設運営維持管理に係るスペアパーツ供給及び修理体

制が改善される

中央プラトー地方の3パイロットコミューンにおける村落

住民の衛生行動が改善される

各県のDPAHが給水及び衛生状況のモ

ニタリング・評価を実施し、コミューンに

対し支援が行えるようになる

プロジェクト目標：対象コミューン（ウブリテンガ県全コミューン、ガンズルグ県とクルウェオゴ県のパイロットコミューン、ガンズルグ県とクルウェオゴ県の追加対象コミューン）の給水施設の維持管理状況及び住民の衛生行動が改善される。

ＡＵＥ

活動実施

ＡＵＥ

活動実施

体制基盤

構築

体制基盤

構築

体制基盤

構築
ＡＵＥ

活動実施

保守巡回体制構築

衛生行動改善の実践
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%) 最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2011年）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2012年）

故障発生数 修理完了数 支払完了件数
近々のﾎﾟﾝﾌﾟ故

障発生から修理
に要した日数

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理料

金の支払
(FCFA)

1 Nionogo 10 10 0 100.0 4/6/2010 3/2/2011 597,500 359,600 100,000 40,000 0 Oui 0 3 Oui 3 69,600
2 Niandeghin 2 2 0 100.0 4/10/2010 3/2/2011 273,000 509,250 20,000 20,000 20,000 Oui 2 3 Oui 2 2 2 1 29,500
3 Tiguemkomba 5 5 0 100.0 4/9/2010 3/2/2011 336,500 477,720 50,000 50,000 30,000 Oui 0 4 Oui 1 1 1 2 36,900
4 Pagatenga 5 5 0 100.0 4/9/2010 3/2/2011 478,000 344,000 50,000 30,000 30,000 Oui 4 5 Oui 1 36,300
5 Garpéné 5 3 2 60.0 5/5/2010 3/2/2011 301,500 257,500 50,000 30,000 30,000 Oui 3 2 Oui 1 1 1 25,000
6 Ouamzang_yiri 2 1 1 50.0 4/27/2010 3/2/2011 270,000 20,000 10,000 10,000 Oui 1 1 Oui 5,000
7 Pighin 6 6 0 100.0 5/11/2010 3/2/2011 876,375 1,000,100 60,000 60,000 60,000 Oui 6 2 Oui 5 5 5 37 25,000
8 Napalgué 2 2 0 100.0 5/12/2010 3/2/2011 26,500 20,000 20,000 0 Oui 2 1 25,000
9 Tanghin-niandeghin 4 4 0 100.0 5/10/2010 3/2/2011 354,000 122,000 40,000 20,000 0 Oui 0 2 Oui
10 Cissé-yarga 6 6 0 100.0 10/22/2010 3/2/2011 608,400 368,450 60,000 60,000 0 Oui 6 2 Oui 1 13,500
11 Secteur 1 2 2 0 100.0 10/30/2010 3/2/2011 192,500 155,420 20,000 20,000 0 Oui 0 2 Oui 7 29,500
12 secteur 2 9 9 0 100.0 10/27/2010 3/2/2011 1,183,500 949,250 90,000 90,000 0 Oui 9 3 Oui 1 1 1 5 7,000
13 secteur 3 11 9 2 81.8 10/24/2010 3/2/2011 520,050 110,000 110,000 0 Oui 0 9 Oui 1 1 1 6 21,040
14 secteur 4 4 4 0 100.0 10/27/2010 3/2/2011 341,000 493,250 40,000 30,000 30,000 Oui 4 5 Oui 2 16,900
15 secteur 5 11 8 3 72.7 10/23/2010 3/2/2011 900,000 110,000 90,000 0 Oui 9 3 Oui 2 18,350
16 Dié 13 13 0 100.0 10/28/2010 3/2/2011 1,175,000 531,500 130,000 70,000 0 Oui 0 2 Oui 9,000
17 Gademtenga 13 12 1 92.3 10/30/2010 3/2/2011 1,575,000 771,500 130,000 120,000 0 Oui 12 4 Oui
18 Kouilla 3 3 0 100.0 10/24/2010 3/2/2011 317,150 453,500 30,000 30,000 0 Oui 3 3 Oui 1 64,000
19 Manessa 13 11 2 84.6 10/22/2010 3/2/2011 475,000 130,000 150,000 0 Oui 15 3 Oui 15 29,500
20 Nabi-yiri 2 2 0 100.0 10/21/2010 3/2/2011 610,000 112,550 20,000 20,000 20,000 Oui 2 4 Oui 1 68,300
21 Nayambsé 2 2 0 100.0 10/21/2010 3/2/2011 428,000 118,700 20,000 30,000 0 Oui 1 1 Oui 2 2 2 3 25,000
22 Poedogo 5 5 0 100.0 4/14/2010 3/2/2011 292,500 189,000 50,000 50,000 0 Oui 5 4 Oui 1 79,800
23 Soglozi 10 9 1 90.0 10/23/2010 3/2/2011 1,000,000 1,055,000 100,000 90,000 0 Oui 11 3 Oui 2 16,400
24 Somnawaye 4 3 1 75.0 10/15/2010 3/2/2011 600,000 40,000 40,000 40,000 Oui 4 1 Oui 2 1 1
25 Souka 5 5 0 100.0 10/18/2010 3/2/2011 442,700 574,725 50,000 50,000 0 Oui 5 2 Oui 3 5,000
26 Tamporain 5 5 0 100.0 10/29/2010 3/2/2011 358,500 487,750 50,000 40,000 0 Oui 4 2 Oui 1 1 1 7,500
27 Tanguiga 7 5 2 71.4 10/20/2010 3/2/2011 250,000 70,000 0 0 6 1 Oui 1 1 1 2 25,000
28 Voaga 11 8 3 72.7 10/27/2010 3/2/2011 316,200 110,000 90,000 0 Oui 9 1 Oui 1 1 1 25,000
29 Youm-yiri 3 2 1 66.7 10/15/2010 3/2/2011 236,500 305,250 30,000 20,000 0 Oui 2 3 Oui 3 100,700

180 161 19 90.3 448,061 1,800,000 1,480,000 270,000 28 28
1 Zéguedghin 7 6 1 85.7 4/7/2010 2/5/2011 575,500 575,500 70,000 70,000 0 Oui 7 16 Oui 1 1 1 2 3,700
2 Toeghin 18 17 1 94.4 4/8/2010 2/5/2011 1,168,650 1,004,800 180,000 90,000 0 Oui 16 1 Oui 1 1 1 1 6,100
3 Gogsé 2 1 1 50.0 4/9/2010 2/5/2011 126,000 148,000 20,000 10,000 0 Oui 2 5 Oui 1 3,500
4 Zipelin 6 4 2 66.7 4/6/2010 2/5/2011 190,000 190,000 60,000 50,000 0 Oui 5 4 Oui 2 25,000

5 Sotenga 4 4 0 100.0 4/27/2010 2/5/2011 415,050 415,050 40,000 40,000 0 Oui 4 4 Oui 1 9,000

6 Sandogo 3 3 0 100.0 4/26/2010 2/5/2011 200,200 200,200 30,000 20,000 0 Oui 2 4 Oui 8 115,500
7 Moetenga 5 4 1 80.0 5/3/2010 2/5/2011 687,650 300,000 50,000 50,000 0 Oui 5 1 Oui 1 1 1 9 6,000
8 Toussongtenga 2 2 0 100.0 5/4/2010 2/5/2011 228,750 228,750 20,000 20,000 0 Oui 2 4 Oui 2 10,000
9 Youmbga 3 3 0 100.0 06/05/2010 2/5/2011 295,000 295,000 30,000 30,000 0 Oui 3 3 Oui 2 3,500
10 Bendogo 3 3 0 100.0 5/21/2010 2/5/2011 339,500 207,000 30,000 30,000 0 Oui 2 6 Oui 1 1 1 46 10,000
11 Imkouka 4 4 0 100.0 5/19/2010 2/5/2011 222,500 222,500 40,000 20,000 0 Oui 4 7 Oui 2 12,500
12 Nahartenga 7 7 0 100.0 5/20/2010 2/5/2011 510,000 169,350 70,000 30,000 0 Oui 7 1 Oui
13 Tanghin, 2 2 0 100.0 5/21/2010 2/5/2011 130,120 130,120 20,000 20,000 0 Oui 2 4 Oui 1 6,750
14 Doanghin 4 4 0 100.0 10/18/2010 2/5/2011 364,485 364,485 40,000 40,000 0 Oui 4 2 Oui 2 6,000
15 Douré 5 5 0 100.0 10/28/2010 2/5/2011 318,400 760,400 50,000 50,000 0 Oui 5 6 Oui 4 4 4 2 5,000
16 Gourpila 7 7 0 100.0 10/16/2010 2/5/2011 881,400 562,225 70,000 70,000 0 Oui 6 2 Oui 1 7,500
17 Kangré 3 3 0 100.0 10/21/2010 2/5/2011 300,000 300,000 30,000 30,000 0 Oui 3 7 Oui 2 3,000
18 Listenga 3 3 0 100.0 10/13/2010 2/5/2011 401,800 359,850 30,000 30,000 0 Oui 3 5 Oui 1 62,900

88 82 6 93.2 357,402 880,000 700,000 0 18 18

12年第4四半期（10月～12月）のPMH修理状況
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%) 最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2011年）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2012年）

故障発生数 修理完了数 支払完了件数
近々のﾎﾟﾝﾌﾟ故

障発生から修理
に要した日数

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理料

金の支払
(FCFA)

1 Douré 3 3 0 100.0 4/23/2010 2/10/2011 203,000 265,000 30,000 20,000 20,000 Oui 3 1 Oui 2 22,500
2 Torodo 6 6 0 100.0 4/13/2010 2/10/2011 220,000 152,000 60,000 40,000 0 Oui 4 2 Oui 1 1 1 3 7,000
3 Bangbily 3 3 0 100.0 5/11/2010 2/10/2011 222,500 357,200 30,000 30,000 20,000 Oui 3 2 Oui 3 16,000
4 Tintogo 5 5 0 100.0 5/14/2010 2/10/2011 500,000 445,000 50,000 30,000 0 Oui 5 3 Oui 2 17,500
5 Zempassogo 7 7 0 100.0 5/18/2010 352,750 300,000 70,000 50,000 0 Oui 7 3 Oui 1 4,000
6 Zinado 4 3 1 75.0 5/20/2010 2/10/2011 357,000 707,000 40,000 30,000 0 Oui 4 3 Oui 2 2 2 2 47,200
7 Zainga 2 2 0 100.0 4/10/2010 2/10/2011 215,500 314,885 20,000 20,000 0 Oui 0 3 Oui 7 8,800
8 Tamasgo 5 5 0 100.0 4/14/2010 2/10/2011 537,000 50,000 50,000 50,000 Oui 5 0 Oui 1 1 1 4 51,550
9 Tuiré 10 10 0 100.0 4/22/2010 2/10/2011 513,300 76,525 100,000 0 0 0 3 5 17,250
10 Sogdin 3 3 0 100.0 4/17/2010 2/10/2011 392,000 459,000 30,000 30,000 0 Oui 3 6 Oui 2 11,000
11 Bougré 2 2 0 100.0 5/15/2010 2/10/2011 150,500 300,000 20,000 0 0 Oui 1 1 Oui
12 Tintogo-Nabitenga 1 1 0 100.0 5/15/2010 2/10/2011 346,500 345,000 10,000 10,000 10,000 Oui 1 1 Oui 1 3,500
13 Bissiga 5 5 0 100.0 10/11/2010 2/10/2011 1,158,800 838,450 50,000 50,000 50,000 Oui 5 2 Oui 3 3 3 1 14,750
14 Bokin koudgo 2 1 1 50.0 10/14/2010 2/10/2011 156,000 119,500 20,000 10,000 0 Oui 2 1 Oui 1 1 1 15,000
15 Dabéga 3 3 0 100.0 10/23/2010 2/10/2011 228,000 437,650 30,000 30,000 30,000 Oui 3 2 Oui 1 48,450
16 Daguintoéga 2 2 0 100.0 10/23/2010 2/10/2011 173,000 216,100 20,000 0 20,000 0 0 2 31,000
17 Digré 5 5 0 100.0 10/14/2010 2/10/2011 473,200 468,200 50,000 40,000 0 Oui 5 1 Oui 2 8,000
18 Gonkin 2 2 0 100.0 10/9/2010 2/10/2011 115,000 350,000 20,000 0 20,000 Oui 2 2 Oui 2 27,400
19 Imiga 6 5 1 83.3 10/12/2010 2/10/2011 262,500 155,225 60,000 0 0 Oui 6 3 1 1 1 2 46,000
20 Kidiga 3 3 0 100.0 10/31/2010 2/10/2011 212,500 315,000 30,000 0 0 Oui 3 2 Oui 1 1 1 3 23,500
21 Kologuesson 2 2 0 100.0 10/22/2010 2/10/2011 396,500 580,000 20,000 20,000 0 Oui 2 2 Oui 2 45,000
22 Koulougou 1 1 0 100.0 10/22/2010 2/10/2011 147,000 181,700 10,000 10,000 0 Oui 1 1 Oui 2 27,000
23 Nabitenga 7 7 0 100.0 10/31/2010 2/10/2011 748,000 471,000 70,000 50,000 70,000 Oui 7 5 Oui 1 1 1 2 18,450
24 Sapaga 3 3 0 100.0 10/19/2010 2/10/2011 420,000 938,700 30,000 30,000 0 Oui 3 2 Oui 2 29,000
25 Sapaga-Peulh 3 3 0 100.0 10/11/2010 2/10/2011 322,250 621,550 30,000 30,000 30,000 Oui 3 0 Oui 2 1,600
26 Souka 7 7 0 100.0 4/6/2010 2/10/2011 322,500 70,000 0 0 Oui 7 0 Oui 1 10,000
27 Taga 3 3 0 100.0 10/12/2010 2/10/2011 292,500 255,000 30,000 0 30,000 Oui 3 2 Oui 1 1 1 2 66,750
28 Tamidou 6 6 0 100.0 10/11/2010 2/10/2011 0 60,000 0 0 0 0
29 Tampélcé 1 1 0 100.0 10/31/2010 2/10/2011 117,250 105,000 10,000 10,000 0 Oui 1 0 Oui 5 21,450
30 Tuiré-Peulh 0 0 0 0.0 10/24/2010 2/10/2011 0 0 0 0 0
31 Yougoulmandé 3 3 0 100.0 10/24/2010 2/10/2011 355,000 450,000 30,000 20,000 0 Oui 3 2 Oui 1 1 1 2 75,000
32 Zingedega 6 6 0 100.0 10/16/2010 2/10/2011 315,000 282,500 60,000 20,000 20,000 Oui 5 2 Oui
33 Koubéogo 3 3 0 100.0 10/17/2010 2/10/2011 272,750 258,000 30,000 0 30,000 Oui 3 0 Oui

124 121 3 94.2 363,271 1,240,000 630,000 400,000 29 28

会計帳簿の

記録
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%) 最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2011年）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2012年）

故障発生数 修理完了数 支払完了件数
近々のﾎﾟﾝﾌﾟ故

障発生から修理
に要した日数

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理料

金の支払
(FCFA)

1 BADNOGO 1 1 0 100.0 4/26/2011 11/30/2011 112,000 111,500 10,000 0 10,000 Oui 1 3 Oui 2 37,000
2 BAGADOGO 4 4 0 100.0 4/6/2011 11/30/2011 437,500 426,050 40,000 0 40,000 Oui 4 1 Oui 1 1 1 5 21,500
3 BARKOUDOUBA 5 5 0 100.0 3/25/2011 11/30/2011 476,000 168,500 50,000 0 50,000 Oui 5 4 Oui 1 1 1 1 16,000
4 BARKUITENGA 6 6 0 100.0 3/3/2011 11/30/2011 653,950 60,000 0 40,000
5 BASBEDO 5 5 0 100.0 3/4/2011 11/30/2011 564,500 420,750 50,000 0 50,000 Oui 5 1 Oui 1 10,800
6 BETTA 10 6 4 60.0 4/7/2011 11/30/2011 1,636,200 119,000 100,000 0 0 Oui 7 5 Oui 1 1 1 1 17,000
7 BISSIGA-PEULH 2 2 0 100.0 4/6/2011 11/30/2011 103,750 78,000 20,000 0 20,000 Oui 2 3 Oui 1 23,000
8 BOALIN 3 2 1 66.7 1/28/2011 11/30/2011 366,000 30,000 0 30,000
9 BOULBA 3 3 0 100.0 3/5/2011 11/30/2011 303,600 197,400 30,000 0 30,000 Oui 3 2 Oui 1 1 1 1 3,000
10 GAM-SILMIMOSSE 4 3 1 75.0 5/4/2011 11/30/2011 302,700 168,875 40,000 0 30,000 Oui 3 5 Oui 2 38,500
11 GONBOGO 4 4 0 100.0 4/30/2011 11/30/2011 327,600 283,000 40,000 0 30,000 Oui 3 2 Oui 2 90,000
12 GOMBOGO PEULH 1 1 0 100.0 4/27/2011 11/30/2011 69,750 69,750 10,000 0 0 Oui 1 5 Oui 3 12,500
13 GOULGO 5 5 0 100.0 4/30/2011 11/30/2011 643,000 384,550 50,000 0 30,000 Oui 5 4 Oui 1 1 1 10 6,000
14 GONDOGO TANDAAGA 4 4 0 100.0 3/30/2011 11/30/2011 450,000 157,525 40,000 0 30,000 Oui 3 3 Oui 5 19,000
15 GONSE 2 1 1 50.0 3/23/2011 11/30/2011 107,000 235,610 20,000 0 10,000 Oui 1 3 Oui 4 30,750
16 IPALA 9 6 3 66.7 3/2/2011 11/30/2011 430,000 90,000 0 60,000 Oui 5 3 Oui 3 8,000
17 KARTENGA 5 5 0 100.0 4/9/2011 11/30/2011 800,000 441,150 50,000 0 40,000 Oui 4 3 Oui 1 1 1 5 11,500
18 KOADA YARCE 6 5 1 83.3 3/1/2011 11/30/2011 0 60,000 0 0 0 0
19 KOASSANGA 14 12 2 85.7 4/8/2011 11/30/2011 1,320,000 310,525 140,000 0 130,000 Oui 8 2 Oui 1 1 1 3 17,500
20 KOLGODIESSE 4 3 1 75.0 2/2/2011 11/30/2011 401,800 40,000 0 40,000
21 KOULGANDOGO 2 1 1 50.0 3/3/2011 11/30/2011 140,750 88,500 20,000 0 10,000 Oui 5 3 Oui
22 KOULGANDOGO-PEULH 2 1 1 50.0 1/31/2011 11/30/2011 207,050 165,150 20,000 0 20,000 Oui 2 3 Oui 1 1 1 7 27,000
23 LADWENDA 7 6 1 85.7 2/3/2011 11/30/2011 602,420 70,000 0 60,000
24 LAONGO-YANGA 11 9 2 81.8 5/25/2011 11/30/2011 864,000 0 110,000 0 0 5 0
25 MATTE 5 3 2 60.0 3/4/2011 11/30/2011 447,600 309,300 50,000 0 40,000 Oui 2 3 Oui 1 1 1 2 12,000
26 MOUTTI 8 8 0 100.0 3/5/2011 11/30/2011 819,375 453,750 80,000 0 80,000 Oui 8 3 Oui 1 1 1 120 18,000
27 MOYARGO 3 3 0 100.0 1/31/2011 11/30/2011 347,550 162,925 30,000 0 0 Oui 3 7 Oui 3 13,500
28 NABITENGA 4 3 1 75.0 1/30/2011 11/30/2011 379,200 241,900 40,000 0 30,000 Oui 3 3 Oui 2 14,000
29 NAKAMTENGA 1 5 0 5 0.0 1/28/2011 11/30/2011 609,700 8,400 50,000 0 0 5 5 Oui
30 NAKAMTENGA 2 2 2 0 100.0 3/3/2011 11/30/2011 315,000 381,975 20,000 0 20,000 Oui 2 2 Oui 1 5,000
31 NAMASSA 8 7 1 87.5 3/1/2011 11/30/2011 625,000 409,200 80,000 0 50,000 Oui 5 5 Oui 2 2 2
32 NAPAMBOUBOU SAALIN 3 2 1 66.7 4/6/2011 11/30/2011 316,800 203,400 30,000 0 30,000 Oui 3 4 Oui 5 24,650
33 OUAGATENGA 3 2 1 66.7 2/3/2011 11/30/2011 221,500 325,825 30,000 0 30,000 Oui 3 2 Oui 1 1 1
34 OUBRI-YAOGHIN 9 7 2 77.8 5/25/2011 11/30/2011 475,000 317,700 90,000 0 90,000 Oui 10 1 Oui 4 12,500
35 PILAGA-PEULH 4 2 2 50.0 4/30/2011 11/30/2011 120,000 240,500 40,000 0 20,000 Oui 4 6 Oui 1 3,500
36 RASSEMPOUGHIN 3 2 1 66.7 5/1/2011 11/30/2011 206,000 22,500 30,000 0 0 1 0 Oui 14 12,500
37 SAWANA 10 6 4 60.0 3/21/2011 11/30/2011 1,041,000 601,400 100,000 0 90,000 Oui 10 5 Oui 1 1 1 7 103,100
38 SONPELCE 12 10 2 83.3 5/11/2011 11/30/2011 1,340,500 835,600 120,000 0 120,000 Oui 12 5 Oui 7 15,000
39 TAMASSA 4 3 1 75.0 4/9/2011 11/30/2011 391,500 517,795 40,000 0 30,000 3 4 Oui 2 6,000
40 TAMBOGO PEULH 1 0 1 0.0 5/2/2011 11/30/2011 75,000 68,200 10,000 0 0 Oui 0 6 Oui
41 TAMISSI 7 4 3 57.1 3/5/2011 11/30/2011 548,000 259,000 70,000 0 40,000 Oui 2 3 Oui 2 2 2 1 24,000
42 TAMPOUGTENGA 8 8 0 100.0 4/29/2011 11/30/2011 609,500 316,325 80,000 0 60,000 Oui 6 1 Oui 3 5,850
43 TANGHIN GOUDRY 3 1 2 33.3 3/15/2011 11/30/2011 314,400 0 30,000 0 0 0 0
44 TANGIN GOMBOGO 5 3 2 60.0 5/2/2011 11/30/2011 680,000 129,500 50,000 0 30,000 Oui 5 3 Oui 1 33,050
45 TANPOCO-PEULH 1 0 1 0.0 5/2/2011 11/30/2011 296,800 299,855 10,000 0 30,000 Oui 3 2 Oui 1 1,600
46 TAONSGO 6 6 0 100.0 4/9/2011 11/30/2011 629,000 513,000 60,000 0 50,000 Oui 6 3 Oui 1 16,040
47 TIBIN 5 5 0 100.0 2/2/2011 11/30/2011 408,825 217,985 50,000 0 40,000 Oui 5 5 Oui 2 31,500
48 ZIGA 15 15 0 100.0 5/10/2011 11/30/2011 1,500,000 400,000 150,000 0 40,000 Oui 18 0 Oui 7 7,500
49 KOUILA 11 6 5 54.5 5/11/2011 11/30/2011 0 110,000 0 0 0 0
50 SOULGO 5 3 2 60.0 4/7/2011 11/30/2011 300,000 101,900 50,000 0 30,000 Oui 2 5 Oui 2 28,500

269 211 58 78.4 272,359 2,690,000 0 1,710,000 39 42

県 ｺﾐｭｰﾝ 村

PMHの稼働状況（2012年10月現在）

AUE設立年月日

維持管理協定

締結日
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(FCFA)
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ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2011年）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2012年）

故障発生数 修理完了数 支払完了件数
近々のﾎﾟﾝﾌﾟ故

障発生から修理
に要した日数

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理料

金の支払
(FCFA)

1 BAGTENGA 3 2 1 66.7 4/4/2011 10/20/2011 300,500 151,500 30,000 30,000 0 Oui 3 2 Oui 3 12,500
2 ANDEM 3 3 0 100.0 3/6/2011 10/20/2011 0 30,000 0 0 0 0 1 1 1
3 BARKOUNDOUBA MOSSI 1 1 0 100.0 5/3/2011 10/20/2011 227,000 144,000 10,000 0 0 1 3 Oui 1 1 1 2 35,000
4 BENDOGO 3 3 0 100.0 2/1/2011 10/20/2011 344,600 246,350 30,000 0 30,000 Oui 3 3 Oui 2 23,500
5 BISSIGA-MOSSI 4 2 2 50.0 5/6/2011 10/20/2011 203,400 22,375 40,000 0 20,000 Oui 2 4 Oui 2 2 2 3 24,000
6 BISSIGA-YARCE 10 10 0 100.0 5/10/2011 10/20/2011 542,000 0 100,000 0 0 Oui 10 2 Oui 4 52,500
7 BOALLA 1 1 0 100.0 4/7/2011 10/20/2011 300,250 194,500 10,000 0 20,000 Oui 2 2 Oui 1 1 1 6 48,000
8 DAYAGRETENGA 6 6 0 100.0 4/10/2011 10/20/2011 436,000 326,000 60,000 0 40,000 Oui 4 12 Oui 2 2 2
9 DIMIANEMA 3 3 0 100.0 3/6/2011 10/20/2011 303,750 233,000 30,000 0 30,000 3 5 Oui 2 76,500
10 ITAORE 1 1 0 100.0 2/28/2011 10/20/2011 113,000 104,725 10,000 0 10,000 Oui 1 3 Oui
11 KOGMASGO 6 6 0 100.0 4/7/2011 10/20/2011 300,000 280,000 60,000 0 30,000 Oui 3 3 Oui 1 1 1 2 22,500
12 Kolgdiesse 1 1 0 100.0 2/3/2011 10/20/2011 123,200 123,550 10,000 0 10,000 Oui 1 3 Oui
13 KOLOGKOM 2 2 0 100.0 2/28/2011 10/20/2011 207,000 131,350 20,000 0 10,000 2 3 Oui
14 KOMNOGO 2 2 0 100.0 5/6/2011 10/20/2011 200,000 102,000 20,000 0 20,000 Oui 2 1 Oui 1 1 1
15 LALLE 7 7 0 100.0 4/1/2011 10/20/2011 600,000 60,350 70,000 0 0 Oui 0 3 1 1 1 30 32,800
16 LELEXE 4 4 0 100.0 4/8/2011 10/20/2011 410,000 290,000 40,000 0 40,000 Oui 4 6 Oui 1 1 1 3 15,500
17 LEMNOGO 4 4 0 100.0 5/10/2011 10/20/2011 565,000 296,750 40,000 0 40,000 Oui 4 10 Oui 3 3 3 2 87,500
18 NAGTAOLI 1 1 0 100.0 4/7/2011 10/20/2011 100,800 75,000 10,000 10,000 10,000 Oui 1 5 Oui
19 NAMBEGUIAN 3 3 0 100.0 3/5/2011 10/20/2011 323,000 56,250 30,000 0 10,000 Oui 2 4 Oui 17,000
20 NIONIOKODOGO MOSSI 4 3 1 75.0 5/5/2011 10/20/2011 300,750 265,000 40,000 30,000 0 Oui 3 0 Oui 2 2 2 2 6,000
21 NIONIOKODOGO PEULH 3 2 1 66.7 5/9/2011 10/20/2011 280,000 220,000 30,000 20,000 0 Oui 3 2 Oui
22 NIONIOPALOGO 4 4 0 100.0 5/7/2011 10/20/2011 300000 269,000 40,000 0 30,000 Oui 3 3 Oui 1 1 1 1 10,000
23 NONGHIN 7 7 0 100.0 1/29/2011 10/20/2011 612,500 612,494 70,000 0 50,000 Oui 5 5 Oui 1 1 1 2 28,500
24 OUATINOMA 5 5 0 100.0 3/5/2011 10/20/2011 502,950 431,100 50,000 0 20,000 5 5 Oui
25 PENDMENGA 3 2 1 66.7 4/5/2011 10/20/2011 381700 236,400 30,000 0 30,000 Oui 3 4 Oui
26 POEDOGO 1 1 0 100.0 5/4/2011 10/20/2011 110,000 51,000 10,000 10,000 10,000 Oui 1 6 Oui 1 1 1 3 35,000
27 SADABA 9 9 0 100.0 5/7/2011 10/20/2011 910,500 1,700 90,000 0 0 Oui 9 1 Oui 1 1 1
28 SAMTENGA 2 1 1 50.0 3/17/2011 10/20/2011 261,600 128,750 20,000 0 10,000 Oui 2 2 Oui 50,000
29 SOUKA 2 2 0 100.0 2/3/2011 10/20/2011 216,000 218,025 20,000 0 20,000 Oui 2 5 Oui 1 1 1 1 17,000
30 TAMASGO 6 5 1 83.3 4/10/2011 10/20/2011 501,000 302,000 60,000 50,000 0 Oui 5 3 Oui 1 1 1 2 21,000
31 TAMPANGA 1 1 0 100.0 4/10/2011 10/20/2011 101500 55,000 10,000 0 10,000 Oui 1 3 Oui 1 1 1 2 27,000
32 TAMPELGA 2 2 0 100.0 1/11/2011 10/20/2011 110,000 57,500 20,000 0 0 Oui 2 3 Oui 1 1 1
33 TAMPOUY-SILMIMOSSE 2 1 1 50.0 4/1/2011 10/20/2011 112,800 52,250 20,000 0 0 Oui 1 3 Oui 1 1 1 4 23,000
34 TAMPOUY-YARCE 6 6 0 100.0 5/11/2011 10/20/2011 547,000 192,000 60,000 0 30,000 Oui 5 4 Oui 2
35 TANGHIN 5 5 0 100.0 3/3/2011 10/20/2011 505,700 392,600 50,000 50,000 50,000 Oui 5 2 Oui 1 1 1 3 9,500
36 TANGHIN KOSSODO 4 4 0 100.0 3/2/2011 10/20/2011 408,000 361,625 40,000 40,000 40,000 Oui 4 1 Oui 1 1 1 5 16,000
37 TANKOUNGA 5 5 0 100.0 2/1/2011 10/20/2011 610,000 232,800 50,000 50,000 0 Oui 5 1 Oui 2 2 2 2 3,500
38 TANLILI 12 12 0 100.0 3/2/2011 10/20/2011 120,000 729,000 120,000 0 120,000 Oui 12 8 Oui 3 14,000
39 TIBA 3 3 0 100.0 4/4/2011 10/20/2011 307,800 315,500 30,000 0 30,000 Oui 3 4 Oui 21 125,000
40 TOANDA 2 2 0 100.0 3/3/2011 10/20/2011 201,000 81,000 20,000 0 20,000 2 5 Oui 1 1 1 4 16,000
41 YAMANA 4 4 0 100.0 5/5/2011 10/20/2011 412,500 0 40,000 0 0 Oui 4 1 1 1 1 4 23,200
42 YANGA 1 1 0 100.0 2/1/2011 10/20/2011 151,500 127,400 10,000 0 10,000 Oui 1 2 Oui 4 16,000
43 YARGO 3 3 0 100.0 3/3/2011 10/20/2011 302,000 205,700 30,000 0 20,000 3 3 Oui
44 ZAKIN 3 3 0 100.0 5/6/2011 10/20/2011 318,900 134,750 30,000 0 30,000 Oui 3 4 Oui 3 24,000
45 ZEDGUEDEGHIN 2 2 0 100.0 5/6/2011 10/20/2011 210,000 199,500 20,000 0 20,000 Oui 2 3 Oui 9 25,000

166 157 9 94.6 193,551 1,660,000 290,000 870,000 38 42
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巻末資料 06 : 全 AUE活動状況一覧(6対象コミューン) 
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%) 最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2011年）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2012年）

故障発生数 修理完了数 支払完了件数
近々のﾎﾟﾝﾌﾟ故

障発生から修理
に要した日数

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理料

金の支払
(FCFA)

1 BAGRIN 5 4 1 80.0 4/2/2011 11/3/2011 643,599 246,500 50,000 0 50,000 Oui 5 1 Oui 11 52,500
2 BENDOGO 1 1 0 100.0 4/4/2011 11/3/2011 108,000 88,500 10,000 0 10,000 Oui 1 1 Oui
3 DAGUILMA 6 5 1 83.3 3/6/2011 11/3/2011 450,000 203,000 60,000 0 40,000 Oui 4 0 Oui
4 DOGOMNOGO 0 4/21/2011 11/3/2011 6,000 0 0 0 Oui 0 0 Oui
5 DONSIN 10 8 2 80.0 5/10/2011 11/3/2011 1,115,100 244,300 100,000 40,000 40,000 Oui 7 3 Oui 1 1 1 3 70,500
6 GANDIN 2 1 1 50.0 2/2/2011 11/3/2011 290,400 101,200 20,000 0 20,000 Oui 2 2 Oui 3 4,000
7 GOUE 5 5 0 100.0 4/6/2011 11/3/2011 620,000 465,325 50,000 40,000 0 Oui 5 2 Oui 2 5,000
8 GOUNDRY 3 2 1 66.7 2/3/2011 11/3/2011 227,200 162,600 30,000 0 20,000 Oui 2 3 Oui
9 IPALA 3 2 1 66.7 5/6/2011 11/3/2011 359,100 212,450 30,000 20,000 0 Oui 3 2 Oui 3 20,000
10 KOGNINGA 3 3 0 100.0 3/28/2011 11/3/2011 312,500 121,500 30,000 30,000 0 Oui 3 4 Oui
11 KOULSINGA 2 1 1 50.0 3/22/2011 11/3/2011 70,000 45,000 20,000 0 10,000 Oui 1 4 Oui
12 KOURIYAOGHIN 4 3 1 75.0 4/22/2011 11/3/2011 344,000 9,000 40,000 0 0 Oui 3 0 Oui 7 10,000
13 LOUMBILA 12 10 2 83.3 2/27/2011 11/3/2011 21,300 120,000 0 20,000 Oui 0 2 Oui
14 NABDOGO 3 3 0 100.0 2/26/2011 11/3/2011 312,000 79,000 30,000 0 30,000
15 NANGTENGA 3 2 1 66.7 1/31/2011 11/3/2011 154,000 134,000 30,000 0 30,000 Oui 3 3 Oui 1 1 1
16 NOMGANA 10  -  -  - 2/24/2011 11/3/2011 100,000
17 NONGUESTENGA 3 1 2 33.3 4/6/2011 11/3/2011 100,000 22,800 30,000 10,000 0 Oui 1 2 Oui
18 NOUNGOU 3 3 0 100.0 3/6/2011 11/3/2011 457,500 230,800 30,000 0 30,000 Oui 0 4 Oui 7 7,500
19 PENDISSI 4 2 2 50.0 2/2/2011 11/3/2011 576,000 159,725 40,000 0 40,000 Oui 4 1 Oui 1 0 1
20 PENDOGO 1 1 0 100.0 2/23/2011 11/3/2011 120,500 54,600 10,000 0 10,000 Oui 1 2 Oui
21 PéoDOGO 1 3 2 1 66.7 5/10/2011 11/3/2011 172,000 46,500 30,000 0 20,000 Oui 2 1 Oui
22 PéoDOGO 2 2 2 0 100.0 2/14/2011 11/3/2011 307,000 362,500 20,000 0 20,000 Oui 2 10 Oui 1 1 1 1 4,700
23 POUSGHIN 4 4 0 100.0 2/22/2011 11/3/2011 400,000 36,500 40,000 0 20,000 Oui 0 1 Oui
24 RAMITENGA 3 3 0 100.0 2/2/2011 11/3/2011 325,000 335,200 30,000 30,000 0 Oui 3 4 Oui 1 50,000
25 SILMIOUGOU 6 6 0 100.0 5/4/2011 11/3/2011 744,000 300,800 60,000 0 60,000 Oui 6 3 Oui
26 TABTENGA 4 3 1 75.0 4/9/2011 11/3/2011 500,000 125,000 40,000 40,000 0 Oui 4 2 Oui
27 TANGZOUGOU 4 4 0 100.0 2/16/2011 11/3/2011 412,000 107,000 40,000 0 40,000 Oui 4 1 Oui
28 TANLAORGO 2 2 0 100.0 2/1/2011 11/3/2011 224,000 188,000 20,000 0 20,000 Oui 1 3 Oui
29 WAVOUSSE 3 3 0 100.0 2/2/2011 11/3/2011 450,000 466,500 30,000 30,000 0 Oui 3 3 Oui 64 47,000
30 ZONGO 3 0 0 0.0 05/023/2011 11/3/2011 369,000 64,400 30,000 0 20,000 Oui 3 0 Oui 1 1 1 18 16,000
31 OUEMTENGA 1 0 1 0.0 Debut 2012 93,600 19,300 10,000 0 10,000 Oui 2 0 Oui

118 86 19 72.9 155,310 1,180,000 240,000 560,000 29 29
1 BAADNOGO 3 3 0 100.0 3/5/2011 11/15/2011 312,000 401,600 30,000 0 30,000 Oui 3 4 Oui 1 7,500
2 GONDOGO 3 3 0 100.0 2011/2/30 11/15/2011 355,000 334,750 30,000 0 30,000 Oui 3 1 Oui 1 1 1
3 KOLOKOM 8 6 2 75.0 4/5/2011 11/15/2011 433,500 250,000 80,000 0 0 Oui 6 1 Oui 1 1 1 1 12,000
4 LAONGO-TAORE 4 4 0 100.0 3/31/2011 11/15/2011 420,200 327,650 40,000 0 40,000 Oui 4 2 Oui 3 7,000
5 LINOGHIN 8 8 0 100.0 1/22/2011 11/15/2011 1,015,000 875,750 80,000 0 80,000 Oui 8 2 Oui 4 4 4 2 15,250
6 MALGRETENGA 5 5 0 100.0 2/3/2011 11/15/2011 528,000 558,700 50,000 0 50,000 Oui 5 5 Oui 2 2 2 1 34,500
7 NAGREONGO 3 3 0 100.0 2/2/2011 11/15/2011 329,000 272,900 30,000 0 30,000 Oui 3 3 Oui 2 3,500
8 NAHARTENGA 5 5 0 100.0 2/1/2011 11/15/2011 532,000 454,900 50,000 0 50,000 Oui 5 2 Oui 3 3 3 2 8,600
9 PENGDWENDE 3 3 0 100.0 1/31/2011 11/15/2011 305,450 110,000 30,000 0 30,000 Oui 3 5 Oui 2 10,000
10 SAROGO 8 7 1 87.5 1/29/2011 11/15/2011 644,200 433,390 80,000 0 20,000 Oui 4 1 Oui 1 1 1
11 SATTE 3 3 0 100.0 2/2/2011 11/15/2011 224,450 140,600 30,000 0 20,000 Oui 2 2 Oui 2 12,500
12 SIGNOGHIN 7 7 0 100.0 3/3/2011 11/15/2011 781,375 505,125 70,000 0 70,000 Oui 7 4 Oui 1 1 1 1 25,900
13 TAMANEGA 4 4 0 100.0 4/3/2011 11/15/2011 510,250 510,250 40,000 0 40,000 Oui 3 1 Oui 1 1 1 1 19,000
14 TANVOUSSE 3 3 0 100.0 2/5/2011 11/15/2011 300,000 226,500 30,000 0 30,000 Oui 3 1 Oui 2 2 2 2 14,000
15 TOGHIN-BANGRE 7 6 1 85.7 2/1/2011 11/15/2011 700,000 520,500 70,000 0 50,000 Oui 7 1 Oui 1 1 1 3 14,700
16 WATIONOMA 6 6 0 100.0 2/3/2011 11/15/2011 675,550 538,950 60,000 0 60,000 Oui 6 5 Oui
17 WAVOUSSE 3 3 0 100.0 3/2/2011 11/15/2011 312,000 344,625 30,000 0 30,000 Oui 2 5 Oui 1 17,500
18 YOUTENGA 3 3 0 100.0 4/4/2011 11/15/2011 322,000 303,775 30,000 0 30,000 Oui 2 1 Oui 1 1 1 10 15,500
19 NAPAMBOUMBOU 4 4 0 100.0 3/3/2011 11/15/2011 838,000 306,250 40,000 0 50,000 Oui 8 5 Oui 1 1 1 1 11,000
20 NAGREON-KOUDOGO 10 9 1 90.0 100,000 0 0 1

100 95 5 95.0 390,327 900,000 0 740,000 19 19

12年第4四半期（10月～12月）のPMH修理状況水料金の徴収状況 賦課金の納入状況
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会計帳簿の

記録
県 ｺﾐｭｰﾝ 村
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締結日
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巻末資料 06 : 全 AUE活動状況一覧(6対象コミューン) 
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%) 最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2011年）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2012年）

故障発生数 修理完了数 支払完了件数
近々のﾎﾟﾝﾌﾟ故

障発生から修理
に要した日数

ﾎﾟﾝﾌﾟ修理料

金の支払
(FCFA)

1 BISSIGHIN 3 3 0 100.0 1/21/2011 10/13/2011 300,000 65,000 30,000 0 30,000 Oui 3 1 Oui 4 20,000
2 BABOU 2 2 0 100.0 2/2/2011 10/13/2011 210,100 168,450 20,000 0 20,000 Oui 2 3 Oui 3 31,000
3 BOUKTENGA 4 4 0 100.0 3/15/2011 10/13/2011 443,400 229,800 40,000 0 40,000 Oui 3 2 Oui 1 1 1 3 15,750
4 BOULPORE 4 4 0 100.0 2/1/2011 10/13/2011 340,000 210,000 40,000 0 30,000 Oui 3 5 Oui 2 2 2 2 48,000
5 FAAGA 1 1 0 100.0 3/23/2011 10/13/2011 130,000 68,500 10,000 0 0 Oui 1 1 Oui 2 10,000
6 GUEMSAONGO 2 2 0 100.0 2/2/2011 10/13/2011 217,500 81,700 20,000 0 20,000 Oui 2 3 Oui
7 LINDI 8 8 0 100.0 4/2/2011 10/13/2011 700,000 450,000 80,000 0 50,000 Oui 6 3 Oui 1 1 1 2 40,000
8 LOYARGO 3 3 0 100.0 2/1/2011 10/13/2011 419,000 219,000 30,000 0 30,000 Oui 3 2 Oui 2 15,000
9 MANEGA 9 8 1 88.9 2/3/2011 10/13/2011 830,500 225,000 90,000 0 0 Oui 9 2 Oui 1 1 1 2 20,000
10 NAMASSA 6 6 0 100.0 3/30/2011 10/13/2011 650,000 94,900 60,000 0 0 Oui 6 2 Oui 1 1 1
11 NOUNKODOGO 1 1 0 100.0 3/1/2011 10/13/2011 151,000 375,600 10,000 0 10,000 Oui 1 3 Oui 7 100,000
12 POEDOGO 1 1 0 100.0 3/18/2011 10/13/2011 100,000 100,000 10,000 0 10,000 Oui 1 12 Oui
13 ROMISSI 6 6 0 100.0 2/1/2011 10/13/2011 600,000 116,800 60,000 0 0 Oui 6 1 Oui 3 23,500
14 SAMISSI 6 6 0 100.0 4/5/2011 10/13/2011 620,000 208,750 60,000 0 0
15 SAMBSIN 2 2 0 100.0 2/2/2011 10/13/2011 200,000 83,250 20,000 0 10,000 Oui 2 1 Oui 3 34,000
16 SAMBSIN-PEULH 1 1 0 100.0 1/30/2011 10/13/2011 100,000 20,000 10,000 0 10,000 Oui 1 4 Oui 6 22,500
17 SIDOGO 7 7 0 100.0 4/7/2011 10/13/2011 700,000 382,500 70,000 0 70,000 Oui 7 2 Oui 2 16,750
18 SOMDAMESSOM 4 4 0 100.0 1/26/2011 10/13/2011 406,250 116,525 40,000 0 0 Oui 4 3 Oui 20 65,000
19 SOMDE 4 4 0 100.0 3/5/2011 10/13/2011 373,800 307,550 40,000 0 30,000 Oui 4 4 Oui 2 55,000
20 SOMMASSI 6 6 0 100.0 3/5/2011 10/13/2011 600,000 136,500 60,000 0 20,000 Oui 6 2 Oui 1 1 1 2 8,000
21 TAMBOGO 6 6 0 100.0 3/18/2011 10/13/2011 600,000 228,800 60,000 0 60,000 Oui 6 4 Oui 10 32,000
22 TANGHIN-MANEGA 5 5 0 100.0 2/16/2011 10/13/2011 591,000 157,200 50,000 0 50,000 Oui 5 3 Oui 3 22,000
23 TIGUIMTENGA 1 1 0 100.0 1/27/2011 10/13/2011 117,200 91,500 10,000 0 10,000 Oui 1 1 Oui 1 1 1 3 21,000
24 WAZELE 3 3 0 100.0 3/1/2011 10/13/2011 300,000 154,000 30,000 0 30,000 Oui 3 5 Oui
25 YOBITENGA 1 1 0 100.0 4/8/2011 10/13/2011 100,000 61,500 10,000 0 10,000 Oui 1 3 Oui 4 17,500
26 ZOUNDI 4 4 0 100.0 2/2/2011 10/13/2011 429,000 40,000 40,000 0 0 4 2 Oui 3 26,000
27 OURGOU-MOSSI 3 2 1 66.7 2/1/2011 10/13/2011 99,500 114,800 30,000 0 30,000 Oui 3 1 Oui 45 33,000
28 OURGOU-YARCE 5 5 0 100.0 1/31/2011 10/13/2011 500,000 346,500 50,000 0 50,000 Oui 5 0 Oui

108 106 2 98.1 173,362 1,080,000 0 620,000 26 27
1 BARGO 5 5 0 100.0 2/1/2011 11/2/2011 521,010 513,065 50,000 0 50,000 Oui 5 4 Oui 1 1 1 4 16,500
2 ABSUYA 15 12 3 80.0 3/16/2011 11/2/2011 1,480,000 105,100 150,000 0 10,000 0 Oui
3 BATENGA 3 3 0 100.0 30/02/2011 11/2/2011 300,000 212,300 30,000 0 30,000 Oui 3 1 Oui 1 1 1 2 7,500
4 BENDOGO 14 14 0 100.0 3/3/2011 11/2/2011 1,400,000 958,500 140,000 0 140,000 Oui 11 3 Oui 1 1 1 1 7,000
5 BILOGTENGA 8 8 0 100.0 3/1/2011 11/2/2011 861,500 730,750 80,000 0 70,000 Oui 8 5 Oui 5 5 5 3 6,500
6 DANAOGO 6 6 0 100.0 1/27/2011 11/2/2011 651,500 649,000 60,000 0 60,000 Oui 6 1 Oui 1 1 1 1 8,280
7 GOUNGHIN 12 10 2 83.3 3/5/2011 11/2/2011 960,000 611,100 120,000 0 80,000 Oui 8 4 Oui 1 1 1
8 LARGO 5 4 1 80.0 2/3/2011 11/2/2011 550,000 150,800 50,000 0 40,000 Oui 5 2 Oui 3 8,000
9 MOANEGA 4 4 0 100.0 3/31/2011 11/2/2011 450,000 301,900 40,000 0 40,000 Oui 4 3 Oui 2 2 2 1 30,000
10 MOCKIN 13 13 0 100.0 2/2/2011 11/2/2011 1,316,400 1,155,000 130,000 0 130,000 Oui 11 3 Oui 2 2 2
11 NABDOGHIN 8 8 0 100.0 2/27/2011 11/2/2011 710,000 610,000 80,000 0 80,000 Oui 6 2 Oui 1 10,500
12 NAYANPONSGO 2 2 0 100.0 3/4/2011 11/2/2011 307,500 119,200 20,000 0 20,000 2 2 Oui 3 3,000
13 NIONIOGO 10 7 3 70.0 2/1/2011 11/2/2011 800,000 790,000 100,000 0 0 Oui 10 0 Oui
14 SATTIN 6 5 1 83.3 3/29/2011 11/2/2011 520,000 478,000 60,000 0 50,000 Oui 5 3 Oui 1 10,800
15 SIGUINVOUSSE 7 7 0 100.0 3/1/2011 11/2/2011 718,500 510,525 70,000 0 70,000 Oui 7 4 Oui 2 11,500
16 SINY 3 1 2 33.3 2/25/2011 11/2/2011 333,500 290,250 30,000 0 30,000 Oui 3 4 Oui 1 6,500
17 SONGDIN 2 2 0 100.0 3/28/2011 11/2/2011 135,000 138,000 20,000 0 10,000 Oui 1 4 Oui
18 TAMBIZINSE 5  -  -  - 2/28/2011 11/2/2011 0 50,000 0 0 5 0 3 17,500
19 TAMPAONGO 6 6 0 100.0 2/25/2011 11/2/2011 600,000 154,000 60,000 0 30,000 6 2 Oui 1 1 1 3 7,500

134 117 12 87.3 446,184 1,340,000 0 940,000 15 18

ﾎﾟﾝﾌﾟ監理者

との
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ締結

AUE総会

（AG）の

開催
（設立以来の

累計）

会計帳簿の

記録
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巻末資料 06 : 全 AUE活動状況一覧(11 追加コミューン) 
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%)
最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2013年）

1 Bagzam 2 2 0 100.0 3/2/2012 3/28/2013 200,000 10,450 20,000
2 Bingré 3 3 0 100.0 3/24/2012 3/28/2013 300,000 0 20,000 Oui
3 Boalma 3 2 1 66.7 4/24/2012 3/28/2013 300,000 0
4 Boéna 26 24 2 92.3 4/11/2012 3/28/2013 2,600,000 0 280,000
5 Boudry 13 12 0 92.3 3/5/2012 3/28/2013 1,300,000 0 70,000 Oui
6 Boudry-Peulh 2 2 0 100.0 4/21/2012 3/28/2013 200,000 0 10,000 Oui
7 Bourma 3/28/2013
8 Dikomtenga 1 1 0 100.0 4/26/2012 3/28/2013 100,000 100,500 10,000 Oui
9 Douré 2 2 0 100.0 3/3/2012 3/28/2013 200,000 135,000 20,000 Oui Oui Oui
10 Foulgo 5 5 0 100.0 3/6/2012 3/28/2013 500,000 352,760 50,000 Oui Oui Oui
11 Gondré 5 5 0 100.0 3/28/2012 3/28/2013 500,000 126,900 50,000 Oui Oui
12 Gouingo 5 3 2 60.0 2/25/2012 3/28/2013 500,000 30,000 50,000 Oui Oui Oui
13 Gounghin 6 5 1 83.3 2/25/2012 3/28/2013 600,000 0 Oui
14 Ibogo 6 5 1 83.3 4/28/2012 3/28/2013 600,000 0 20,000 Oui
15 Koankin 2 2 0 100.0 3/29/2012 3/28/2013 200,000 0
16 Koloskomé 2 2 0 100.0 4/25/2012 3/28/2013 200,000 70,100 20,000 Oui Oui Oui
17 Kostenga 4 3 1 75.0 3/27/2012 3/28/2013 400,000 5,000 Oui
18 Lelkom 6 6 0 100.0 4/25/2012 3/28/2013 600,000 338,100 40,000 Oui
19 Liguidmalguéma 3 3 0 100.0 4/10/2012 3/28/2013 300,000 0 30,000
20 Limsega 9 8 1 88.9 3/26/2012 3/28/2013 900,000 402,000 80,000 Oui Oui
21 Manéssé 6 5 1 83.3 2/28/2012 3/28/2013 600,000 0 50,000 Oui
22 Mankarga Trad. 4 4 0 100.0 2/29/2012 3/28/2013 400,000 0 40,000
23 Mankarga V1 4 3 1 75.0 4/22/2012 3/28/2013 400,000 0 40,000 Oui Oui
24 Mankarga V3 9 7 2 77.8 2/25/2012 3/28/2013 900,000 0 70,000
25 Mankarga V4 6 3 3 50.0 2/27/2012 3/28/2013 600,000 0 50,000 Oui
26 Mankarga V5 5 5 0 100.0 3/6/2012 3/28/2013 500,000 0 20,000
27 Mankarga V6 10 9 1 90.0 2/26/2012 3/28/2013 1,000,000 37,500 90,000 Oui
28 Mankarga V7 6 3 3 50.0 3/5/2012 3/28/2013 600,000 0 50,000 Oui
29 Mankarga V8 6 5 1 83.3 3/3/2012 3/28/2013 600,000 0
30 Mankarga V9 4 4 0 100.0 3/1/2012 3/28/2013 400,000 405,000 40,000 Oui Oui
31 Mankarga V10 6 5 1 83.3 3/27/2012 3/28/2013 600,000 0 60,000 Oui
32 Mankarga V11 3 1 2 33.3 3/26/2012 3/28/2013 300,000 292,500 10,000 Oui
33 Nabasnonghin 2 2 0 100.0 4/24/2012 3/28/2013 200,000 150,000 20,000 Oui
34 Nabinkinsma 3 3 0 100.0 3/28/2012 3/28/2013 300,000 200,700 30,000 Oui Oui Oui Oui
35 Nabiraotanga 4/24/2012 3/28/2013 228,000 20,000 Oui Oui
36 Nadioutenga 2 2 0 100.0 3/5/2012 3/28/2013 200,000 59,500 20,000 Oui Oui
37 Namalguéma 3/28/2013 0
38 Nanom 4 4 0 100.0 3/28/2012 3/28/2013 400,000 51,300 40,000 Oui
39 Nédogo 10 9 0 90.0 2/26/2012 3/28/2013 1,000,000 0
40 Nédogo-peulh 1 1 0 100.0 3/3/2012 3/28/2013 100,000 70,000 10,000 Oui Oui
41 Ouangtenga 3 2 1 66.7 3/24/2012 3/28/2013 300,000 0 30,000 Oui Oui
42 Ouayalgui V1 6 4 2 66.7 3/27/2012 3/28/2013 600,000 475,000 60,000 Oui Oui Oui
43 Ouayalgui V2 3 3 0 100.0 3/26/2012 3/28/2013 300,000 0 150,000 Oui
44 Ouayalgui V3 7 7 0 100.0 3/28/2012 3/28/2013 700,000 0 40,000 Oui
45 Ouayalgui V4 9 8 1 88.9 3/28/2012 3/28/2013 900,000 16,500 50,000 Oui Oui
46 Ouayalgui V5 5 4 1 80.0 5/28/2012 3/28/2013 500,000 379,000 50,000 Oui Oui
47 Payamtenga 1 1 1 100.0 4/24/2012 3/28/2013 100,000 115,000 10,000 Oui Oui Oui
48 Pittyn 6 5 1 83.3 4/25/2012 3/28/2013 600,000 51,750 60,000 Oui Oui Oui
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%)
最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2013年）

49 Poédogo 5 4 1 80.0 3/27/2012 3/28/2013 500,000 0 20,000
50 Pousghin 8 8 0 100.0 3/1/2012 3/28/2013 800,000 0 80,000
51 Dopané 2 2 0 100.0 3/25/2012 3/28/2013 200,000 0 20,000 Oui
52 Sanda 2 2 0 100.0 4/21/2012 3/28/2013 200,000 55,750 20,000
53 Sankuissi 11 11 0 100.0 4/21/2012 3/28/2013 1,100,000 0 Oui
54 Silmiougou 2 2 0 100.0 3/3/2012 3/28/2013 200,000 0 20,000 Oui
55 Songhin 4 3 1 75.0 4/28/2012 3/28/2013 400,000 70,000 20,000 Oui
56 Tallé 1 1 0 100.0 2/28/2012 3/28/2013 100,000 106,000 10,000 Oui
57 Tamissi 2 2 0 100.0 3/4/2012 3/28/2013 200,000 106,000 20,000 Oui
59 Tanema V1 2 2 0 100.0 4/26/2012 3/28/2013 200,000 263,000 20,000 Oui
60 Tanema V2 1 1 0 100.0 3/29/2012 3/28/2013 100,000 172,000 10,000 Oui
61 Tanema V3 1 1 0 100.0 4/25/2012 3/28/2013 100,000 95,000 10,000 Oui Oui
62 Tanema V4 1 1 0 100.0 4/25/2012 3/28/2013 100,000 125,000
63 Tanghin 2 2 0 100.0 3/4/2012 3/28/2013 200,000 171,750 20,000 Oui Oui
64 Tankoala 1 1 0 100.0 3/24/2012 3/28/2013 100,000 93,000 10,000 Oui
65 Tankotenga 5 5 0 100.0 3/27/2012 3/28/2013 500,000 0 30,000
66 Tanlouka 10 8 2 80.0 4/23/2012 3/28/2013 1,000,000 0 70,000 Oui
67 Tansèga 2 2 0 100.0 3/23/2012 3/28/2013 200,000 206,500 20,000 Oui Oui
68 Tanwaka 6 5 1 83.3 4/26/2012 3/28/2013 600,000 281,000 60,000 Oui Oui
69 Taonshgo 2 2 0 100.0 2/29/2012 3/28/2013 200,000 106,500 20,000 Oui Oui
70 Tinsalgo 2 2 0 100.0 3/26/2012 3/28/2013 200,000 185,000 20,000 Oui
71 Toyogdo 2 2 0 100.0 3/4/2012 3/28/2013 200,000 123,500 20,000 Oui Oui
72 Yaïka 13 12 1 92.3 3/17/2012 3/28/2013 1,300,000 116,750 90,000 Oui Oui
73 Yinsinbingba 2 2 0 100.0 4/25/2012 3/28/2013 200,000 150,000 20,000 Oui Oui
74 Zanrsin 3 3 0 100.0 4/28/2012 3/28/2013 300,000 0 20,000
75 Zoangpighin 7 6 1 85.7 4/28/2012 3/28/2013 700,000 0
76 Zormogdo 1 1 0 100.0 4/25/2012 3/28/2013 100,000 110,000 10,000 Oui Oui

336 297 38 88 89,720 2,540,000 0 3 23 43 27
1 Baghin 5 5 0 100.0 Déc. 2012 11/15/2012 500,000 115,000 50,000 Oui Oui Oui
2 Bollé 8 6 2 75.0 3/4/2012 11/15/2012 800,000 0 80,000
3 Boulwando 10 9 1 90.0 2/29/2012 11/15/2012 1,000,000 182,900 60,000 Oui Oui Oui
4 Dazanré 3 2 1 66.7 2/24/2012 11/15/2012 300,000 0 20,000 Oui Oui
5 Kabouda 11 10 1 90.9 3/2/2012 11/15/2012 1,100,000 0 50,000
6 Kakim 5 5 0 100.0 4/22/2012 11/15/2012 500,000 85,000 Oui Oui Oui
7 Kanré 10 10 0 100.0 4/28/2012 11/15/2012 1,000,000 54,700 100,000 Oui Oui
8 Kougdoughin 5 3 2 60.0 4/23/2012 11/15/2012 500,000 320,450 50,000 50,000 Oui Oui Oui
9 Koulweogo 11 10 1 90.9 3/27/2012 11/15/2012 1,100,000 5,000 100,000 Oui Oui
10 Lalmogo 5 5 0 100.0 3/29/2012 11/15/2012 500,000 10,000 50,000 Oui Oui Oui
11 Nahoubé 10 9 1 90.0 4/11/2012 11/15/2012 1,000,000 240,000 100,000 Oui Oui Oui Oui
12 Ouavoussé 6 6 0 100.0 3/3/2012 11/15/2012 600,000 213,750 60,000 Oui Oui
13 Pimalga 4 4 0 100.0 3/29/2012 11/15/2012 400,000 220,000 40,000 Oui
14 Pinré 8 7 1 87.5 4/29/2012 11/15/2012 800,000 273,950 80,000 Oui Oui Oui
15 Tamasgo 13 12 1 92.3 4/25/2012 11/15/2012 1,300,000 304,525 140,000 Oui Oui Oui Oui
16 Tanghin 13 12 1 92.3 3/20/2012 11/15/2012 1,300,000 3,200 120,000 Oui Oui
17 Tibin 13 8 5 61.5 3/3/2012 11/15/2012 1,300,000 24,000 120,000 Oui Oui Oui Oui
18 Vagma 8 7 1 87.5 3/25/2012 11/15/2012 800,000 0
19 Yama 3 3 0 100.0 3/26/2012 11/15/2012 300,000 177,300 30,000 30,000 Oui Oui Oui
20 Zemalga 18 18 0 100.0 3/1/2012 11/15/2012 1,800,000 494,000 190,000 Oui Oui Oui
21 Zinko 10 10 0 100.0 4/28/2012 11/15/2012 1,000,000 88,000 20,000 Oui Oui Oui
22 Méguet Secteur 1 5 2 3 40.0 4/23/2012 11/15/2012 500,000 0 50,000
23 Méguet Secteur 2 18 18 0 100.0 4/26/2012 11/15/2012 1,800,000 0 180,000 Oui
24 Méguet Secteur 3 10 9 1 90.0 4/25/2012 11/15/2012 1,000,000 0 80,000
25 Méguet Secteur 4 9 9 0 100.0 4/27/2012 11/15/2012 900,000 28,000 80,000
26 Méguet Secteur 5 4 4 0 100.0 4/24/2012 11/15/2012 400,000 377,100 40,000 Oui Oui Oui

225 203 22 90 123,726 1,890,000 80,000 11 20 7 16
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%)
最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2013年）

1 Bassemkoukouri 2 2 0 100.0 2/27/2012 10/23/2012 200,000 26,250 20,000 Oui Oui Oui
2 Bendogo 6 5 1 83.3 3/27/2012 10/23/2012 600,000 0 60,000 Oui
3 Bissighin 4 2 2 50.0 4/21/2012 10/23/2012 400,000 215,000 40,000 Oui Oui Oui Oui
4 Kogho 8 8 0 100.0 2/28/2012 10/23/2012 800,000 0 210,000 Oui Oui
5 Kogho-Peulh 1 0 1 0.0 3/2/2012 10/23/2012 100,000 7,700 10,000 Oui Oui
6 Linonghin 2 2 0 100.0 4/24/2012 10/23/2012 200,000 0 20,000 Oui Oui
7 Rimalga 1 1 0 100.0 3/3/2012 10/23/2012 100,000 43,500 10,000 Oui Oui
8 Ronsin 1 1 1 100.0 3/28/2012 10/23/2012 100,000 25,000 10,000 Oui Oui Oui
9 Santi 5 5 0 100.0 3/4/2012 10/23/2012 500,000 389,750 40,000 Oui Oui Oui Oui
10 Tangandogo 3 3 0 100.0 2/29/2012 10/23/2012 300,000 0 Oui
11 Tanghin N 1 6 6 0 100.0 3/27/2012 10/23/2012 600,000 0 70,000 Oui Oui
12 Tanghin N 2 3 3 0 100.0 3/25/2012 10/23/2012 300,000 150,000 30,000 Oui Oui Oui
13 Tanlalle 4 3 1 75.0 3/26/2012 10/23/2012 400,000 0 50,000 Oui
14 Tensobtenga 8 6 2 75.0 3/24/2012 10/23/2012 800,000 409,500 70,000 Oui Oui Oui
15 Tollinghin 11 11 0 100.0 3/12/2012 10/23/2012 1,100,000 232,000 40,000 Oui Oui Oui
16 Zorgho 2 2 0 100.0 4/18/2012 10/23/2012 200,000 59,500 20,000 Oui Oui Oui Oui

67 60 8 90 97,388 700,000 0 3 13 15 9
1 Bombore V1 6 6 0 100.0 3/2/2012 11/13/2012 600,000 0 Oui
2 Bombore V2 4 4 0 100.0 3/1/2012 11/13/2012 400,000 0 40,000 Oui
3 Bombore V3 7 7 0 100.0 3/15/2012 11/13/2012 700,000 654,850 60,000 Oui Oui Oui
4 Bombore V4 2 2 0 100.0 3/19/2012 11/13/2012 200,000 0 Oui
5 Bombore V5 8 8 0 100.0 3/3/2012 11/13/2012 800,000 341,475 60,000 Oui Oui
6 Bombore V6 4 4 0 100.0 3/5/2012 11/13/2012 400,000 0 40,000 Oui Oui
7 Bombore V7 6 6 0 100.0 3/5/2012 11/13/2012 600,000 91,400 30,000 Oui Oui Oui Oui
8 Gadghin 4 3 1 75.0 2/28/2012 11/13/2012 400,000 29,000 30,000 Oui Oui
9 Mogtedo V1 7 6 1 85.7 3/29/2012 11/13/2012 700,000 0 30,000 Oui
10 Mogtedo V2 7 6 1 85.7 3/26/2012 11/13/2012 700,000 0 70,000 Oui
11 Mogtedo V3 4 4 0 100.0 4/10/2012 11/13/2012 400,000 162,900 Oui
12 Mogtedo V4 4 4 0 100.0 3/20/2012 11/13/2012 400,000 0 40,000 Oui Oui
13 Mogtedo V5 2 2 0 100.0 3/26/2012 11/13/2012 200,000 30,000 20,000 Oui
14 Mogtedo V6 4 2 2 50.0 3/27/2012 11/13/2012 400,000 429,500 40,000 40,000 Oui Oui
15 Nobsin 10 9 1 90.0 4/17/2012 11/13/2012 1,000,000 70,400 90,000 Oui Oui Oui
16 Rapadama V1 10 8 2 80.0 4/22/2012 11/13/2012 1,000,000 138,000 90,000 Oui Oui Oui
17 Rapadama V2 7 7 0 100.0 4/24/2012 11/13/2012 700,000 36,500 70,000 Oui Oui Oui
18 Rapadama V3 3 3 0 100.0 4/24/2012 11/13/2012 300,000 75,000 30,000 Oui Oui Oui
19 Rapadama V4 3 3 0 100.0 4/26/2012 11/13/2012 300,000 183,750 150,000 Oui
20 Rapadama V5 7 4 3 57.1 4/26/2012 11/13/2012 700,000 63,000 40,000 Oui Oui
21 Rapadama V7 7 6 1 85.7 4/26/2012 11/13/2012 700,000 0 40,000 Oui Oui
22 Rapadama V8 3 3 0 100.0 4/27/2012 11/13/2012 300,000 0 30,000 Oui
23 Rapadama V9 4 3 1 75.0 4/27/2012 11/13/2012 400,000 26,250 40,000 Oui Oui
24 Toessin 7 5 2 71.4 3/6/2012 11/13/2012 700,000 239,000 70,000 Oui Oui Oui
25 Mogtedo Secteur 1 22 21 1 95.5 5/25/2012 11/13/2012 2,200,000 103,000 70,000 Oui
26 Mogtedo Secteur 2 10 8 2 80.0 5/13/2012 11/13/2012 1,000,000 98,050 90,000 Oui
27 Mogtedo Secteur 3 10 9 1 90.0 5/25/2012 11/13/2012 1,000,000 318,450 70,000 70,000 Oui Oui Oui
28 Mogtedo Secteur 4 9 9 0 100.0 5/25/2012 11/13/2012 900,000 0 30,000 Oui Oui
29 Mogtedo Secteur 5 181 162 19 89.5 5/20/2012 11/13/2012 18,100,000 75,000 80,000 Oui Oui

362 324 38 90 109,156 1,450,000 110,000 5 14 28 9
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全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%)
最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2013年）

1 Amdalaye 3 3 0 100.0 3/29/2012 11/12/2012 300,000 134,000 30,000 Oui Oui
2 Boulgou 2 2 0 100.0 3/5/2012 11/12/2012 200,000 140,500 10,000 Oui Oui Oui
3 Damigoghin 4 4 0 100.0 3/24/2012 11/12/2012 400,000 0 40,000 Oui
4 Damongto 4 4 0 100.0 3/1/2012 11/12/2012 400,000 0 40,000 Oui Oui Oui
5 Dassimpouigo 4 4 0 100.0 3/3/2012 11/12/2012 400,000 185,000 40,000 Oui Oui
6 Dawaka 12 11 1 91.7 3/27/2012 11/12/2012 1,200,000 125,000 120,000 120,000 Oui Oui Oui
7 Gandeongo 5 5 0 100.0 3/18/2012 11/12/2012 500,000 295,750 40,000 40,000 Oui Oui Oui Oui
8 Ipala 5 5 0 100.0 3/6/2012 11/12/2012 500,000 0 50,000 Oui
9 Kieglesse 3 3 0 100.0 3/3/2012 11/12/2012 300,000 128,600 30,000 30,000 Oui Oui Oui Oui
10 Komgnesse 4 4 0 100.0 4/11/2012 11/12/2012 400,000 76,700 40,000 Oui Oui
11 Koratinga 8 4 4 50.0 3/1/2012 11/12/2012 800,000 0 80,000 Oui Oui
12 Koratinga-Peulh 2 2 0 100.0 2/24/2012 11/12/2012 200,000 102,000 20,000 Oui Oui
13 Kougri 7 7 0 100.0 3/20/2012 11/12/2012 700,000 37,500 80,000 Oui Oui Oui
14 Krouweogo 4 4 0 100.0 4/18/2012 11/12/2012 400,000 221,500 40,000 40,000 Oui Oui
15 Lalle 10 9 1 90.0 3/26/2012 11/12/2012 1,000,000 0 70,000 Oui Oui
16 Nabmalgma 3 2 1 66.7 3/5/2012 11/12/2012 300,000 115,000 30,000 30,000 Oui Oui Oui Oui
17 Nahoutinga 8 6 2 75.0 2/29/2012 11/12/2012 800,000 0 80,000 Oui
18 Nangbangdre 3 3 0 100.0 4/19/2012 11/12/2012 300,000 56,000 30,000 30,000 Oui Oui
19 Pissi 4 4 0 100.0 3/24/2012 11/12/2012 400,000 0 Oui
20 Pousghin 5 5 0 100.0 3/4/2012 11/12/2012 500,000 444,500 50,000 Oui Oui Oui
21 Rapadama-Peulh 2 2 0 100.0 2/29/2012 11/12/2012 200,000 152,525 20,000 20,000 Oui Oui Oui
22 Rapadama T 10 7 5 70.0 3/5/2012 11/12/2012 1,000,000 541,000 80,000 90,000 Oui Oui Oui Oui
23 Sambtinga 2 2 0 100.0 3/2/2012 11/12/2012 200,000 206,500 20,000 20,000 Oui Oui Oui
24 Song-Naaba 5 4 1 80.0 3/2/2012 11/12/2012 500,000 154,650 40,000 Oui Oui
25 Talembika 8 8 0 100.0 3/3/2012 11/12/2012 800,000 137,500 60,000 Oui Oui Oui Oui
26 Toghin 7 7 0 100.0 3/27/2012 11/12/2012 700,000 50,000 50,000 Oui Oui Oui Oui
27 Toyoko 6 5 1 83.3 3/1/2012 11/12/2012 600,000 70,000 60,000 Oui Oui Oui Oui
28 Waltinga 4 2 2 50.0 3/29/2012 11/12/2012 400,000 0 20,000 Oui
29 Wayen Rapadama 5 5 0 100.0 3/3/2012 11/12/2012 500,000 0 40,000 Oui Oui
30 Wayen-Zam 5 5 0 100.0 3/2/2012 11/12/2012 500,000 3,000 40,000 Oui Oui Oui
31 Weotinga 9 7 2 77.8 4/13/2012 11/12/2012 900,000 0 30,000 Oui Oui
32 Yagma 5 4 1 80.0 3/29/2012 11/12/2012 500,000 0 40,000 Oui Oui
33 Yarghin 4 3 1 75.0 2/29/2012 11/12/2012 400,000 198,000 40,000 Oui Oui Oui
34 Yorgho - 11/12/2012 0 0
35 Zam 15 14 1 93.3 4/28/2012 11/12/2012 1,500,000 3,000 140,000 Oui Oui Oui

187 166 23 89 102,235 1,600,000 420,000 11 29 34 13
1 Boilghin 7 7 0 100.0 2/28/2012 11/15/2011 700,000 0 70,000 Oui Oui
2 Filiba 9 9 0 100.0 3/29/2012 11/15/2011 900,000 0 90,000 Oui Oui
3 Foulgo 8 8 0 100.0 3/1/2012 11/15/2011 800,000 0 Oui
4 Gnegneogo 10 10 0 100.0 2/29/2012 11/15/2011 1,000,000 0 90,000 Oui
5 Koumseogo 12 12 0 100.0 3/27/2012 11/15/2011 1,200,000 4,500 110,000 Oui Oui
6 Nonghin 7 6 1 85.7 2/28/2012 11/15/2011 700,000 0 70,000 Oui
7 Salogo 9 9 0 100.0 5/15/2012 11/15/2011 900,000 411,700 230,000 60,000 Oui Oui Oui Oui
8 Sambtenga 6 6 0 100.0 3/27/2012 11/15/2011 600,000 258,250 60,000 Oui Oui Oui Oui
9 Sankango 8 8 0 100.0 3/22/2012 11/15/2011 800,000 0 60,000 Oui
10 Tandaga 8 8 0 100.0 4/21/2012 11/15/2011 800,000 205,000 80,000 Oui Oui Oui Oui
11 Tansablogo 3 3 0 100.0 4/25/2012 11/15/2011 300,000 249,980 30,000 10,000 Oui Oui
12 Yamegtenga 6 6 0 100.0 3/2/2012 11/15/2011 600,000 0 50,000 Oui
13 Zamse 7 5 2 71.4 3/3/2012 11/15/2011 700,000 0 Oui
14 Zoetgomde 0 0 0 0.0 3/28/2012 11/15/2011 0 35,000 10,000 Oui Oui Oui Oui
15 Zomnogo 13 13 0 100.0 3/28/2012 11/15/2011 1,300,000 151,000 130,000 130,000 Oui Oui Oui Oui

113 110 3 97 87,695 1,080,000 200,000 5 7 15 7

水料金の徴収状況 賦課金の納入状況

AUE口座の

開設

ﾎﾟﾝﾌﾟ監理者

との
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ締結

AUE総会

（AG）

の開催
（設立以来の

累計）

会計帳簿の

記録
県 ｺﾐｭｰﾝ 村

PMHの稼働状況（2012年10月現在）

AUE設立

年月日

維持管理

協定締結日
（AUE-

ｺﾐｭｰﾝ間）
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巻末資料 06 : 全 AUE活動状況一覧(11 追加コミューン) 

 

（
1
9
）
 

  

全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%)
最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2013年）

1 Badnogo 2 1 1 50.0 3/26/2012 11/6/2012 200,000 85,000 20,000 Oui Oui Oui
2 Bissirin 0 0 0 0.0 3/20/2012 11/6/2012 0 93,000 10,000 Oui Oui Oui
3 Bitoungou 2 2 0 100.0 4/25/2012 11/6/2012 200,000 208,000 20,000 Oui Oui
4 Dakaongo 5 5 0 100.0 3/28/2012 11/6/2012 500,000 413,050 30,000 Oui Oui Oui
5 Darsalam 4 4 0 100.0 4/25/2012 11/6/2012 400,000 412,000 40,000 Oui Oui
6 Gandaogo 7 6 1 85.7 4/28/2012 11/6/2012 700,000 326,000 50,000 20,000 Oui Oui Oui
7 Goanétenga 2 2 0 100.0 3/28/2012 11/6/2012 200,000 3,000 20,000 Oui Oui Oui
8 Goghin 2 2 0 100.0 3/3/2012 11/6/2012 200,000 258,000 20,000 Oui Oui Oui
9 Ouavoussé 5 4 1 80.0 3/25/2012 11/6/2012 500,000 45,000 50,000 Oui Oui Oui
10 Kuilkanda 6 5 1 83.3 4/20/2012 11/6/2012 600,000 608,000 50,000 Oui Oui Oui
11 Kuilmasga 4 4 0 100.0 4/20/2012 11/6/2012 400,000 479,750 40,000 Oui Oui Oui
12 Zamtonré 5 5 0 100.0 3/29/2012 11/6/2012 500,000 0 40,000 Oui Oui
13 Nobtenga 5 5 0 100.0 3/5/2012 11/6/2012 500,000 355,000 50,000 Oui Oui Oui Oui
14 Paspanga 3 3 0 100.0 4/21/2012 11/6/2012 300,000 211,500 30,000 Oui Oui Oui
15 Ramatoulaye 3 3 0 100.0 3/6/2012 11/6/2012 300,000 110,500 30,000 Oui Oui Oui Oui
16 Silmiougou 8 5 3 62.5 3/1/2012 11/6/2012 800,000 424,500 70,000 Oui Oui Oui Oui
17 Tamesweoghin 8 5 1 62.5 3/13/2012 11/6/2012 800,000 482,300 70,000 Oui Oui Oui Oui
18 Tamidou 2 1 1 50.0 4/27/2012 11/6/2012 200,000 40,000 20,000 Oui Oui Oui
19 Tanghin 5 5 0 100.0 3/12/2012 11/6/2012 500,000 361,000 50,000 Oui Oui Oui
20 Tansèga 7 5 2 71.4 3/4/2012 11/6/2012 700,000 102,100 70,000 Oui Oui Oui
21 Taonsghin 7 7 0 100.0 3/30/2012 11/6/2012 700,000 0 70,000 Oui Oui
22 Toessin 3 3 0 100.0 3/25/2012 11/6/2012 300,000 234,000 30,000 Oui Oui Oui
23 Waada 11 9 2 81.8 4/22/2012 11/6/2012 1,100,000 327,650 90,000 15,000 Oui Oui Oui
24 Wemyaoghin 5 5 0 100.0 3/16/2012 11/6/2012 500,000 12,000 50,000 Oui Oui Oui
25 Yamganghin 4 4 0 100.0 4/27/2012 11/6/2012 400,000 9,600 50,000 Oui Oui Oui
26 Zoungou 9 8 1 88.9 3/15/2012 11/6/2012 900,000 352,000 70,000 Oui Oui Oui Oui
27 Zorbimba 8 8 0 100.0 4/25/2012 11/6/2012 800,000 138,550 80,000 Oui Oui Oui

132 116 14 88 225,611 1,220,000 35,000 6 26 27 23
1 Bousse-Secteur 4 15 14 1 93.3 5/10/2012 11/14/2012 1,500,000 0 150,000 Oui
2 Bousse-Secteur 5 11 11 0 100.0 4/24/2012 11/14/2012 1,100,000 145,980 110,000 Oui Oui Oui
3 Gasma 10 10 0 100.0 7/2/1905 11/14/2012 1,000,000 0 90,000 Oui Oui
4 Goala 7 6 1 85.7 4/26/2012 11/14/2012 700,000 9,500 50,000 Oui Oui Oui
5 Golmidou 10 9 1 90.0 4/27/2012 11/14/2012 1,000,000 0 Oui
6 Goundrin 7 6 1 85.7 4/25/2012 11/14/2012 700,000 295,000 70,000 70,000 Oui Oui Oui Oui
7 Guesna 8 7 1 87.5 5/17/2012 11/14/2012 800,000 0 50,000 Oui
8 Kaonghin 17 12 5 70.6 2/23/2012 11/14/2012 1,700,000 19,000 180,000 Oui Oui
9 Kinana 6 4 2 66.7 7/2/1905 11/14/2012 600,000 0 60,000 Oui
10 Kiedpalogo 5 5 0 100.0 7/2/1905 11/14/2012 500,000 143,100 50,000 Oui Oui Oui
11 Koui 10 9 1 90.0 4/27/2012 11/14/2012 1,000,000 12,000 90,000 Oui Oui Oui Oui
12 Kourian 7 7 0 100.0 5/14/2012 11/14/2012 700,000 51,750 60,000 Oui Oui Oui
13 Laogo 5 5 0 100.0 4/26/2012 11/14/2012 500,000 40,000 50,000 Oui Oui Oui Oui
14 Likenkelsé 5 3 2 60.0 4/23/2012 11/14/2012 500,000 0 50,000 Oui Oui
15 Sandogo 10 8 2 80.0 2/21/2012 11/14/2012 1,000,000 51,000 80,000 Oui Oui Oui Oui
16 Sao 24 21 3 87.5 2/26/2012 11/14/2012 2,400,000 3,000 240,000 Oui Oui Oui
17 Silmiougou 5 3 2 60.0 7/2/1905 11/14/2012 500,000 0 50,000 Oui
18 Yargho 6 6 0 100.0 7/2/1905 11/14/2012 600,000 32,900 60,000 Oui Oui Oui

168 146 22 87 44,624 1,490,000 70,000 9 13 17 6

AUE口座の

開設

ﾎﾟﾝﾌﾟ監理者

との
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ締結

AUE総会

（AG）

の開催
（設立以来の

累計）

会計帳簿の

記録
村

PMHの稼働状況（2012年10月現在）

AUE設立

年月日

維持管理

協定締結日
（AUE-

ｺﾐｭｰﾝ間）

水料金の徴収状況 賦課金の納入状況
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巻末資料 06 : 全 AUE活動状況一覧(11 追加コミューン) 

 

（
2
0
）
 

 

全PMH数 稼働PMH数 故障PMH数 稼働率 (%)
最低水料金

(FCFA)

徴収金額

(FCFA)
(設立時～

現在まで）

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い基準額

(FCFA)

ｺﾐｭｰﾝへの

支払い額
（2013年）

1 Barama 7 6 1 85.7 3/6/2012 11/14/2012 700,000 79,250 70,000 Oui Oui Oui Oui
2 Boulala 6 6 0 100.0 3/26/2012 11/14/2012 600,000 467,000 60,000 Oui Oui Oui Oui
3 Gantin 7 7 0 100.0 3/6/2012 11/14/2012 700,000 525,000 70,000 Oui Oui Oui Oui
4 Gantodogo 6 5 1 83.3 3/27/2012 11/14/2012 600,000 4,000 60,000 Oui Oui Oui
5 Laye 28 24 4 85.7 3/29/2012 11/14/2012 2,800,000 56,000 280,000 Oui Oui Oui
6 Laye Yarcé 3 3 0 100.0 3/18/2012 11/14/2012 300,000 74,500 30,000 Oui Oui Oui Oui
7 Sapéo 5 2 3 40.0 3/3/2012 11/14/2012 500,000 400,000 50,000 Oui Oui Oui Oui
8 Sondré 3 3 0 100.0 2/28/2012 11/14/2012 300,000 95,000 20,000 Oui Oui Oui Oui
9 Wanonghin 3 3 0 100.0 3/5/2012 11/14/2012 300,000 279,500 30,000 Oui Oui Oui Oui
10 Yactenga 5 4 1 80.0 3/17/2012 11/14/2012 500,000 90,000 50,000 Oui Oui Oui Oui

73 63 10 86 207,025 720,000 0 8 10 10 10
1 Bélé 3 3 0 100.0 3/25/2012 11/16/2011 300,000 0 30,000 Oui Oui
2 Garga 4 4 0 100.0 4/23/2012 11/16/2011 400,000 206,000 40,000 Oui Oui Oui
3 Gasgo 3 3 0 100.0 3/23/2012 11/16/2011 300,000 0 30,000 Oui Oui
4 Goabga 10 8 2 80.0 3/24/2012 11/16/2011 1,000,000 2,000 80,000 Oui Oui Oui
5 Kouka 13 13 0 100.0 3/3/2012 11/16/2011 1,300,000 2,000 100,000 Oui Oui Oui
6 Koukin 10 9 1 90.0 3/2/2012 11/16/2011 1,000,000 0 90,000 Oui
7 Mouni 10 8 2 80.0 3/5/2012 11/16/2011 1,000,000 0 30,000 Oui Oui
8 Nabzinigma 2 2 0 100.0 3/26/2012 11/16/2011 200,000 101,000 20,000 Oui Oui Oui Oui
9 Napalgué 12 12 0 100.0 3/22/2012 11/16/2011 1,200,000 28,900 110,000 Oui Oui
10 Niapa 7 4 3 57.1 4/24/2012 11/16/2011 700,000 37,500 70,000 Oui Oui
11 Niou yarcé 1 1 0 100.0 3/1/2012 11/16/2011 100,000 6,750 10,000 Oui Oui Oui
12 Niou-Natenga 9 8 1 88.9 4/26/2012 11/16/2011 900,000 0 90,000 Oui
13 Raongo 9 6 3 66.7 2/27/2012 11/16/2011 900,000 0 Oui
14 Sakouli 7 4 3 57.1 3/24/2012 11/16/2011 700,000 0 70,000 Oui
15 Sandogtenga 4 4 0 100.0 3/26/2012 11/16/2011 400,000 41,000 40,000 Oui Oui
16 Sourou 5 5 0 100.0 3/26/2012 11/16/2011 500,000 0 Oui
17 Tamsé 9 8 1 88.9 4/25/2012 11/16/2011 900,000 39,900 70,000 Oui Oui Oui Oui
18 Tanghin 11 11 0 100.0 3/23/2012 11/16/2011 1,100,000 0 100,000 Oui Oui
19 Tangséghin 7 6 1 85.7 4/20/2012 11/16/2011 700,000 1,000 80,000 Oui Oui Oui
20 Wa 6 6 0 100.0 3/23/2012 11/16/2011 600,000 241,000 60,000 Oui Oui Oui Oui
21 Zéguédéghin 10 10 0 100.0 3/5/2012 11/16/2011 1,000,000 0 Oui

152 135 17 89 33,669 1,120,000 0 10 13 21 3
1 Bagayiri 3 2 1 66.7 2/29/2012 11/15/2011 300,000 97,000 30,000 Oui Oui
2 Bantogdo 19 13 6 68.4 3/29/2012 11/15/2011 1,900,000 6,000 180,000 Oui Oui Oui
3 Barouli 5 5 0 100.0 3/26/2012 11/15/2011 500,000 3,000 50,000 Oui Oui Oui Oui
4 Bouanga 6 4 2 66.7 5/15/2012 11/15/2011 600,000 1,000 80,000 Oui Oui
5 Damsi 10 7 3 70.0 3/6/2012 11/15/2011 1,000,000 44,000 60,000 Oui Oui
6 Diguila 6 6 0 100.0 3/26/2012 11/15/2011 600,000 3,000 60,000 Oui Oui Oui Oui
7 Gonsin 13 13 0 100.0 3/28/2012 11/15/2011 1,300,000 110,000 110,000 Oui Oui Oui
8 Guèla 11 11 0 100.0 4/24/2012 11/15/2011 1,100,000 70,100 130,000 Oui Oui Oui
9 Koala 3 3 0 100.0 4/20/2012 11/15/2011 300,000 0 30,000 Oui Oui Oui
10 Koukin 4 3 1 75.0 3/3/2012 11/15/2011 400,000 110,000 40,000 Oui Oui
11 Lao 7 7 0 100.0 4/13/2012 11/15/2011 700,000 1,000 70,000 Oui Oui
12 Manefyam 5 5 0 100.0 4/24/2012 11/15/2011 500,000 7,500 50,000 Oui Oui Oui
13 Nakamtenga 5 5 0 100.0 3/27/2012 11/15/2011 500,000 50,000 50,000 Oui Oui
14 Sandogo 16 13 3 81.3 4/27/2012 11/15/2011 1,600,000 0 190,000
15 Sanon 8 8 0 100.0 4/16/2012 11/15/2011 800,000 0 80,000 Oui
16 Silgo 3 2 1 66.7 4/23/2012 11/15/2011 300,000 128,000 20,000 20,000 Oui Oui Oui
17 Sourgoubila 22 21 1 95.5 5/21/2012 11/15/2011 2,200,000 3,500 230,000 Oui Oui Oui Oui
18 Taonsgo 6 6 0 100.0 3/6/2012 11/15/2011 600,000 550,000 60,000 60,000 Oui Oui Oui
19 Zoundri 8 7 1 87.5 3/1/2012 11/15/2011 800,000 39,100 100,000 Oui Oui Oui

160 141 19 88 64,379 1,620,000 80,000 7 17 10 15

水料金の徴収状況 賦課金の納入状況

AUE口座の

開設

ﾎﾟﾝﾌﾟ監理者

との
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ締結

AUE総会

（AG）

の開催
（設立以来の

累計）

会計帳簿の

記録
県 ｺﾐｭｰﾝ 村

PMHの稼働状況（2012年10月現在）

AUE設立

年月日

維持管理

協定締結日
（AUE-

ｺﾐｭｰﾝ間）
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巻末資料 07 : 修理業者供与スペアパーツリスト 

（21） 

 
修理業者に供与したスペアパーツのリスト 

項目 仕様等 数量* 

INDIA ポンプ   

チェーン  10 

ハンドル軸 + ワッシャー  5 

カップシール  ϕ63, 二トリルゴム製 10 

カップシール･レザー ϕ63, 皮製 10 

フート弁ラバーシーティング  20 

フート弁  10 

シリンダー･シールリング  10 

シリンダー一式  5 

揚水管  33/42, 亜鉛引鋼管 30 

ロッド  M12, 亜鉛引鋼管 30 

ロッドガイド M12 30 

ロッド継手  M12 15 

 上座弁ラバーリング  20 

上座弁 真鍮製 10 

ステンレス揚水管セット 揚水管+ロッド+ガイド+継手 10 

上座弁 ステンレス 2 

ABI/DIAFAポンプ   

ハーフ･ベアリング  20 

上座弁ラバーシーティング  10 

上座弁 O リング ϕ60×5, ϕ 70×5 10 

リンクヘッド  5 

リンクヘッド軸  5 

揚水管シールリング  33/42 5 

シリンダーキャップシールリング  ϕ63 5 

KARDIA ポンプ   

上座弁ラバーシーティング K65×2, K50×2 4 

アーム軸  1 

リンクヘッド  1 

カトゥール管  1 

継手 DN40 4 

カップシール K65×2, K50×2 4 

フランジベアリング  2 

シリンダー継手 DN65 2 



巻末資料 07 : 修理業者供与スペアパーツリスト 

（22） 

VOLANTA ポンプ   

上部ガイドリング  2 

下部ガイドリング  2 

クランクピン  2 

ロッドガイド  10 

修理用継手  5 

VERGNET ポンプ   

ピストンリング  5 

サクション膜  2 

サクション弁  2 

リブート膜  2 

ガイドリング  2 

ピストン  2 

ローストップ  4 

Hydro-India 用カップシール ϕ60 1 

消耗品   

シーリング剤  2 

フィラース繊維  1 

VERGNET 用ラッピングペースト  1 

VOLANTA 用 PVC 接着剤  2 

(*) 各県修理業者組合に供与した数量  

 
 

供与スペアパーツ一例 

    
 INDIA_ﾁｪｰﾝ INDIA_ｶｯﾌﾟｼｰﾙ INDIA_ﾌｰﾄ弁 INDIA_上座弁        

    
DIAFA_ﾊｰﾌﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ DIAFA_ﾘﾝｸﾍｯﾄﾞ KARDIA_ﾗﾊﾞｰｼｰﾃｨﾝｸﾞ VOLANTA_ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ 

 



巻末資料 08 : 修理業者供与大型工具リスト 

（23） 

 
修理業者組合に供与した大型工具リスト 

項目 仕様等 数量* 

チェーンブロック チェーンブロック 3ton 用 + ケーブル 120m  1 

揚水管吊上げ工具  1 

ロッド吊上げ工具  1 

三脚 付属品：ナイロンコード φ14, 滑車 1 対 1 

シリンダー吊上げ工具  1 

パイプ螺旋切り機 箱入り一式 2 サイズ (径 33/42, 40/49) 1 

ステンレス管用万力  1 

チェーンスパナ スタンダード 2 

パイプクランプ 径 33/42  4 

ステンレス管用引上げ

工具 
折畳み式 2 

パイプカッター  1 

ロッド用万力 鋼管用万力一体型 1 

三脚付万力  1 

(*) 各県修理業者組合に供与した数量  

 
供与大型工具一例 

    
三脚･ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 揚水管吊上げ工具 ﾛｯﾄﾞ吊上げ工具 滑車 

    
ｽﾃﾝﾚｽ管用万力 ｽﾃﾝﾚｽ管用引上げ工具 ﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ ﾊﾟｲﾌﾟ螺旋切り機 



巻末資料 09 : 村落における衛生行動改善結果 

 

（
2
4
）
 

（ダペロゴ・コミューン） 
  

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10

水源の種類
水運搬容器

の状態

水保管器の

状態
水処理方法

飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣

トイレの使

用方法

トイレの

清掃方法

井戸回りの

清掃状況

2010/11/24 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3

2012/10/3 3 2 3 1 2 3 1 ? 3 3

結果 ○ ○ ＝ × × ○ ＝ ？ ＝ ＝

2010/11/24 1 3 3 2 1 3 3 3 2 1

2012/10/8 3 3 2 1 2 2 1 3 3 2

結果 ○ ＝ × × ○ × × ＝ ○ ○

2010/11/24 2 1 3 3 2 2 1 3 3 1

2012/12/28(Bilbaogo) 3 3 3 1 2 2 3 ？ ？ 3

2012/12/28(Ipala) 3 3 3 1 2 2 3 ？ ？ 3

結果 ○ ○ ＝ × ＝ ＝ ○ ？ ？ ○

2010/11/24 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3

2012/10/7 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3

結果 ○ ○ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ○ ○ ＝

2010/11/24 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1

2012/10/5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3

結果 ○ ＝ ＝ ＝ × ○ ＝ ○ ○ ○

2010/5/6 1 1 2 1 1 1 2 ？ 1 1

2012/9/26 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2

結果 ○ ○ ○ ＝ ○ ○ ＝ ？ ○ ○

2010/5/19 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1

2012/10/9 3 3 3 ？ 3 3 3 3 2 2

結果 ○ ○ ○ ？ ○ ○ ＝ ○ ○ ○

2010/11/29 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1

2012/12/28 3 3 3 1 3 2 3 ？ ？ 1

結果 ○ ○ ○ ＝ ○ ○ ○ ？ ？ ＝

2010/11/24 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2012/10/4 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ＝ ○

2010/5/15 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3

2012/11/15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

結果 ○ ○ ○ ○ ○ ＝ ＝ ○ ○ ＝

2010/11/23 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1

2012/9/24 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2

結果 ＝ ○ ○ × ○ ○ ＝ ○ ＝ ○

2010/11/24 1 1 2 1 2 2 ？ 2 1 ？

2012/10/6 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3

結果 ○ ○ ○ ○ ＝ ○ ？ ○ ○ ？

2010/4/23 2 1 3 3 1 2 2 ？ 3 ？

2012/10/3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 1

結果 ○ ○ ＝ × ○ ＝ ○ ？ × ？

2010/11/23 2 1 1 1 1 ？ 2 ？ 2 2

2012/9/22 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2

結果 ＝ ○ ○ ＝ ○ ？ ＝ ？ ○ ＝

Tanguiga 4

Somnawaye 6

Tamporain 7

Tanghin-Niandeghin 4

Ouamzang-Yiri 6

Pighin 8

Poédogo 10

Napalgue 8

Niandéghin 7

Nioniogo 9

Dapelogo Secteur-2 6

Garpéné 5

Nabi-Yiri 6

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

村落名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

改善度合い

（10項目中）

＝○の数

Dapelogo Secteur-1 6



巻末資料 09 : 村落における衛生行動改善結果 

 

（
2
5
）
 

 

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10

水源の種類
水運搬容器

の状態

水保管器の

状態
水処理方法

飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣

トイレの使

用方法

トイレの

清掃方法

井戸回りの

清掃状況

2010/5/6 2 2 2 1 2 2 ？ 2 2 3

2012/11/15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ？ ○ ＝ ＝

2010/11/25 2 3 3 2 2 1 1 2 1 ？

2012/11/12 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

結果 ○ ＝ ＝ ＝ ○ ○ ○ ○ ○ ？

2010/12/24 1 1 1 1 2 1 1 1 ? 2

2012/11/20 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ＝ ○ ○ ○ ○ ？ ○

2011/11/7 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2

2012/12/27(tanseiga) 3 3 3 1 2 3 3 ？ ？ 3

結果 ＝ ○ ○ ＝ ○ ○ ○ ＝ ？ ○

2010/11/24 3 1 1 1 1 2 2 3 1 3

2012/10/15 3 3 3 1 2 2 3 ？ 3 2

結果 ＝ ○ ○ ＝ ○ ＝ ○ ？ ○ ×

2010/11/24 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2

2012/12/27(Zakoure) 3 2 3 1 2 2 1 ？ ？ 3

結果 ○ ＝ ○ ＝ ○ ＝ × ？ ？ ○

2010/11/24 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1

2012/11/22 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ × ○ ○ ＝ ＝ ＝ ○

2010/11/24 1 1 2 1 1 1 1 1 ？ 1

2012/11/22 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ＝ ○ ○ ○ ○ ？ ○

2010/12/11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

2012/10/7 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

結果 ○ ○ ＝ ＝ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2011/10/17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2012/10/5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3

結果 ○ ○ ＝ ＝ ＝ ＝ ○ ○ ○ ○

2010/12/14 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2

2012/12/24 3 3 3 1 2 3 1 ？ 2 3

結果 ○ ○ ○ ＝ ○ ○ × ？ ＝ ○

2010/5/19 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1

2012/12/24 3 3 2 2 2 2 2 ？ 2 2

結果 ○ ○ = ○ ○ ＝ ○ ？ ＝ ○

2010/11/24 3 3 2 3 1 2 2 1 2 1

2012/12/23 3 3 3 2 3 2 3 ？ 2 3

結果 ＝ ＝ ○ × ○ ＝ ○ ？ ＝ ○

2010/11/25 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1

2012/10/7 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2

結果 ○ ＝ ○ × ○ ＝ ○ ○ ○ ○

2010/11/24 1 1 2 1 1 3 3 3 2 1

2012/9/24 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2

結果 ○ ○ ＝ ＝ ○ × × ＝ ＝ ○

Tigimkoamba 8

Youm-Yiri 8

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている", ?"=データ無し

村落名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

改善度合い

（10項目中）

＝○の数

Kourgou 8

Dapélogo

Secteur 3 7

Dapélogo

Secteur 4 6

Dapélogo

Secteur 5 4

Tamidou 8

Tampelce 8

Kouila 8

Manessa 6

Zorgho-Secteur 3 6

Voaga 5

Pagatenga 6

Soglozi 6

Imkouka 7



巻末資料 09 : 村落における衛生行動改善結果 

 

（
2
6
）
 

（ゾルゴー・コミューン） 
  

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10

水源の種類
水運搬容器

の状態

水保管器

の状態
水処理方法

飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣

トイレの

使用方法

トイレの

清掃方法

井戸回りの

清掃状況

2010/5/6 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3

2012/10/15 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ○ ○ ＝ ○ ○ ＝ ＝

2010/11/2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3

2012/9/29 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3

結果 ○ ○ ＝ × × ○ ＝ ○ × ＝

2010/11/2 3 3 3 1 3 2 1 1 2 3

2012/10/17 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3

結果 ＝ ＝ ＝ ＝ × ＝ ○ ○ ○ ＝

2010/11/14 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1

2012/9/29 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3

結果 = = = = ○ ○ ＝ ＝ ＝ ○

2010/4/22 2 2 2 1 2 2 1 ? ? ?

2012/10/2 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3

結果 ○ ○ ○ ＝ ○ ＝ ＝ ？ ？ ？

2010/12/25 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3

2012/9/27 3 3 3 2 2 ？ 3 3 3 3

結果 = ○ ○ ＝ ＝ ？ ○ ○ ○ ＝

2010/11/2 1 2 2 2 1 3 1 2 3 3

2012/10/10 3 3 3 1 3 3 ？ 3 3 3

結果 ○ ○ ○ × ○ ＝ ？ ○ ＝ ＝

2010/11/8 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2

2012/9/21 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3

結果 ○ ○ ＝ ○ ＝ ○ × ○ × ○

2010/11/2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 3

2012/10/22 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3

結果 ＝ ○ ○ ＝ ＝ ○ ○ ○ ＝ ＝

2010/11/8 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3

2012/10/5 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ○ ＝ ○ ○ ＝ ＝ ＝

2010/11/15 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2

2012/10/9 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3

結果 = ○ ○ ＝ ＝ ○ ○ ＝ ○ ○

2010/11/25 3 3 3 1 2 2 2 ？ 2 3

2012/10/19 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3

結果 ＝ ＝ ＝ ○ ○ ○ ○ ？ ＝ ＝

2010/11/30 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2

2012/10/22 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3

結果 = × ＝ ＝ ○ ＝ ＝ ＝ ○ ○

2010/4/22 3 3 2 2 1 2 1 3 2 2

2012/10/15 3 3 3 ？ 2 2 3 3 2 3

結果 ＝ ＝ ○ ？ ○ ＝ ○ ＝ ○ ○

村落名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

改善度合い

（10項目中）

＝○の数

Bougre 8

5

Daguintoega 7

Digre 7

Sapaga 8

Kidiba 7

Kologuessom 9

Koubeogo 8

Nabitenga 8

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

Sapaga-Peulh 6

Songdin 8

Doure 4

Gonkin 7

Imiga 8

Bissiga



巻末資料 09 : 村落における衛生行動改善結果 

 

（
2
7
）
 

  

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10

水源の種類
水運搬容器

の状態

水保管器

の状態
水処理方法

飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣

トイレの

使用方法

トイレの

清掃方法

井戸回りの

清掃状況

2010/11/8 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3

2012/9/28 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3

結果 ○ ○ ＝ ＝ ＝ ○ × ＝ ＝ ＝

2010/11/2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 2

2012/10/11 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3

結果 ＝ ○ × ○ ＝ ○ ＝ ＝ ＝ ○

2010/11/2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2012/9/28 3 3 3 1 2 2 3 3 2 1

結果 ＝ ＝ ＝ × × × ＝ ＝ × ×

2010/4/22 3 2 2 1 2 2 1 ? ? 3

2012/10/9 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3

結果 = ○ ○ ＝ ＝ ○ ○ ？ ？ ＝

2010/11/2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2

2012/9/20 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3

結果 ＝ ＝ ○ ＝ ○ ○ ○ ○ ＝ ○

2010/11/2 1 2 3 2 2 2 2 ? ? ?

2012/9/29 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

結果 ○ ○ = ＝ ○ ○ ○ ？ ？ ？

2010/4/22 2 2 2 2 2 2 ? 3 2 2

2012/10/15 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3

結果 ○ ○ ○ × ＝ ＝ ？ ＝ ○ ○

2010/11/2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 1

2012/10/10 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3

結果 ＝ ○ ＝ ＝ ○ ＝ ○ ＝ ＝ ○

2010/2/18 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1

2012/10/8 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3

結果 ＝ ＝ × ○ ○ ＝ ○ ＝ ○ ○

2010/11/2 3 2 3 1 1 2 1 3 2 2

2012/10/4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3

結果 ＝ ○ ＝ ○ ○ ○ ○ ＝ ＝ ○

2010/11/8 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3

2012/10/5 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ＝ ＝ ○ ○ ○ ＝ ＝

2010/11/8 3 3 2 1 2 2 2 1 3 2

2012/9/17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

結果 = = ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＝ ○

2010/12/12 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2

2013/1/24 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3

結果 ＝ ＝ × × × ○ × ＝ ＝ ○

Souka 6

Taga 6

Tamidou 5

Torodo 6

Zorgho-Secteur 1 7

Tuire 8

Tuire-Peulh 6

Zainga 6

Zinguedega 7

Bangbily 9

Bokin-Koudgo 7

Dabéga 10

Kourgou 5

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

村落名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

改善度合い

（10項目中）

＝○の数



巻末資料 09 : 村落における衛生行動改善結果 

 

（
2
8
）
 

 

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10

水源の種類
水運搬容器

の状態

水保管器

の状態
水処理方法

飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣

トイレの

使用方法

トイレの

清掃方法

井戸回りの

清掃状況

2010/4/22 3 3 2 1 2 1 2 3 2 3

2012/10/10 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3

結果 ＝ ＝ ○ ＝ ○ ○ ○ ＝ ○ ＝

2010/11/26 2 3 1 1 2 1 1 ？ ？ 3

2012/9/22 3 3 3 ？ 3 2 1 3 2 3

結果 ○ ＝ ○ ？ ○ ○ ＝ ？ ？ ＝

2010/11/30 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1

2012/9/22 1 3 3 2 2 2 ？ 1 2 ？

結果 × ○ ○ ○ ＝ ＝ ？ ＝ ＝ ？

2010/11/8 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1

2013/1/13 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3

結果 ○ ○ ○ ○ ＝ ＝ ○ ○ ○ ○

2010/11/8 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2

2012/9/15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

結果 ＝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2010/11/24 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1

2012/9./25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

結果 = = ○ ○ ○ ○ ＝ ＝ ○ ○

2010/11/2 1 2 3 2 2 2 2 ? ? ?

2012/9/29 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

結果 ○ ○ = ＝ ○ ○ ○ ？ ？ ？

2010/11/2 3 3 3 1 2 2 1 ？ ？ 1

2012/9/23 3 3 3 3 2 2 1 3 2 ？

結果 ＝ ＝ ＝ ○ ＝ ＝ ＝ ？ ？ ？

2010/11/8 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3

2012/10/12 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3

結果 = ○ ○ ○ ＝ ＝ ○ ＝ ○ ＝

2010/12/10 3 2 2 1 2 2 3 2 1 1

2012/10/6 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2

結果 ＝ ○ ○ ＝ ＝ ○ × ○ ○ ○

2010/11/8 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2

2012/10/12 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1

結果 ＝ ○ ○ ＝ ＝ ○ ○ ＝ ○ ×

2010/12/2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3

2012/10/11 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ × ＝ ＝ ＝ ○ × ＝

2010/12/2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2

2012/9/19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＝ ○ ＝ ○

Tamasgo 9

Timtogo 6

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

村落名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

改善度合い

（10項目中）

＝○の数

Zinado 6

Tintog-Nabitenga 3

Tampelcé 8

Yougloumandé 10

Zempassogo 10

Zorgho Secteur 1 4

Zorgho Secteur 2 8

Zorgho Secteur 3 7

Zorgho Secteur 4 7

Zorgho-Secteur 5 6

Zorgho-Secteur 6 9



巻末資料 09 : 村落における衛生行動改善結果 

 

（
2
9
）
 

（トエゲン・コミューン） 
  

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10

水源の種類
水運搬容器

の状態

水保管器

の状態
水処理方法

飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣

トイレの

使用方法

トイレの

清掃方法

井戸回りの

清掃状況

2011/3/29 2 1 2 2 2 ? ? ? ? ?

2012/10/6 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2

結果 ○ ○ ○ ＝ = ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/17 2 2 2 2 3 ? ? ? ? ?

2012/10/2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ＝ × ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 2 2 3 3 1 ? ? ? ? ?

2012/10/13 3 3 3 2 2 2 1 3 2 ?

結果 ○ ○ ＝ × ○ ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 2 2 3 2 3 ? ? ? ? ?

2012/10/16 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3

結果 ○ ○ ＝ × × ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 2 1 2 2 3 ? ? ? ? ?

2012/10/17 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ × × ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 1 1 1 1 1 ? ? ? ? ?

2012/9/20 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ＝ ○ ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 2 2 3 2 2 ? ? ? ? ?

2012/10/8 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ＝ × ＝ ？ ？ ？ ？ ？

2010/12/12 1 2 2 1 3 ? ? ? ? ?

2012/10/6 3 3 3 1 2 2 1 3 2 2

結果 ○ ○ ○ ＝ × ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 2 2 3 3 2 ? ? ? ? ?

2012/9/17 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3

結果 ○ ○ ＝ × ＝ ？ ？ ？ ？ ？

2010/12/3 2 2 2 2 2 ? ? ? ? ?

2012/10/13 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ＝ × ＝ ？ ？ ？ ？ ？

Doure 3

Gourpila 3

Toéghin 2

Toussougtenga 3

Moetenga 4

Doanghin 3

Bendogo 3

Sotenga 4

Nahartenga 3

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

村落名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

改善度合い

（10項目中）

＝○の数

Zipelin 3



巻末資料 09 : 村落における衛生行動改善結果 

 

（
3
0
）
 

 

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10

水源の種類
水運搬容器

の状態

水保管器

の状態
水処理方法

飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣

トイレの

使用方法

トイレの

清掃方法

井戸回りの

清掃状況

2011/4/17 1 3 2 1 2 ? ? ? ? ?

2012/10/4 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3

結果 ○ ＝ ○ ○ ○ ？ ？ ？ ？ ？

2011/12/6 2 3 3 2 3 ? ? ? ? ?

2012/10/13 3 3 3 ? 2 2 1 3 2 ?

結果 ○ ＝ ＝ ？ × ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/17 2 2 2 2 3 ? ? ? ? ?

2012/10/18 3 3 3 2 2 2 1 3 2 ?

結果 ○ ○ ○ ＝ × ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 3 1 3 3 2 ? ? ? ? ?

2012/10/11 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3

結果 ＝ ○ ＝ × ＝ ？ ？ ？ ？ ？

2010/5/3 2 2 2 1 1 ? 2 2 2 2

2012/10/16 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3

結果 ○ ○ ○ ＝ ○ ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 1 3 3 2 2 ? ? ? ? ?

2012/10/5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3

結果 ○ ＝ ＝ ＝ ＝ ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 3 3 3 1 3 ? ? ? ? ?

2012/10/11 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3

結果 ＝ ＝ ＝ ＝ × ？ ？ ？ ？ ？

2010/11/18 1 1 1 2 2 ? ? ? ? ?

2012/9/14 3 3 3 1 2 2 1 3 3 3

結果 ○ ○ ○ × ＝ ？ ？ ？ ？ ？

Kangré 3

Listenga 3

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

村落名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

改善度合い

（10項目中）

＝○の数

Sandogo 3

Tanghin 4

Youbga 3

Gorsé 5

Zéguédéghin 3

Imkouka 3
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2011/2/2 0 0 0 0 0

2011/2/2 1 1 1 3 2

2011/2/4 0 1 3 1 3

2011/2/4 0 1 3 1 3

2011/2/4 0 1 3 2 3

2011/2/4 0 1 3 1 3

2011/2/4 0 1 3 1 3

2011/2/4 1 1 3 3 2

2011/2/4 1 1 3 3 2

2011/2/8 1 1 1 0 0

2012/10/1 0 0 3 2 2

2012/10/1 0 0 3 3 2

2012/10/1 0 0 3 3 2

2012/10/1 0 0 3 3 2

2012/10/12 0 0 3 3 2

2012/10/10 0 2 0 3 2

結果

2011/2/2 2 1 3 2 0

2011/2/2 2 2 3 2 2

2011/2/2 2 1 3 2 2

2011/2/2 1 1 3 2 2

2011/2/2 2 2 3 3 3

2011/2/2 2 1 3 2 2

2011/2/2 1 1 1 3 2

2011/2/2 1 1 1 3 2

2011/2/2 2 1 1 3 2

結果

2011/1/31 2 2.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0

2012/10/1 2 2.0 3 3.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0

結果

2011/2/7 2 2 1 1 2

2011/2/7 2 1 1 2 1

2011/2/8 2 1 1 1 1

2011/2/8 2 2 2 2 1

2011/2/10 2 1 1 2 2

2012/10/15 2 2 3 3 3

2012/10/16 2 2 3 3 3

2012/10/12 2 3 2 3 2

2012/10/16 2 2 3 3 3

2012/10/10 2 2 3 2 3

結果

2011/2/1 2 1 2 2 2

2011/2/1 2 1 2 2 2

2011/2/1 0 0 0 0 0

2011/2/1 2 1 2 2 2

2012/10/19 1 1 3 3 2

2012/10/19 1 1 3 3 2

2012/10/19 1 1 3 3 2

2012/10/19 1 1 3 3 2

結果

2011/2/3 2 2 3 2 2

2011/2/25 3 3 2 2 3

2012/10/22 3 3 3 3 3

2012/10/22 3 3 3 3 3

2012/10/22 3 2 3 3 3

結果

2011/2/12 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0 0.0 2 2.0

2012/10/19 3 3 3 3 3

2012/10/1 3 3 3 3 3

2012/10/1 3 3 3 3 3

2012/10/1 3 3 3 3 3

2012/10/1 2 2 3 2 3

結果

改善度合い

（5項目中）
飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

Dapélogo A

0.4 0.9 2.3 1.5 2.1

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5

pas de donnée de

2012

×

Dapélogo B
1.7 1.2 2.3 2.4 1.9

2

0.0 0.3 2.5 2.8 2.0

？ × ○ ○

Nioniogo

2.0 1.4 1.2 1.6 1.4

○

Napalgué 1
= ○ ＝ ＝ ＝

4

2.0 2.2 2.8 2.8 2.8

= ○ ○ ○

Tamporin

2.5 2.5 2.5 2.0 2.5

○

4

1.0 1.0 3.0 3.0 2.0

× ○ ○ ○

Pighin

1.5 0.8 1.5 1.5 1.5

○

53.0 2.7 3.0 3.0 3.0

○ ○ ○ ○

42.8 2.8 3.0 2.8 3.0

○ ○ ＝ ？ ○

Tanguiga

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し
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2011/2/4 2 2 1

2011/2/8 2 2 3 3 2

2011/2/8 2 2 3 3 2

2011/2/8 2 2 3 3 2

2012/10/10 3 2 3 3 2

2012/10/10 3 2 3 3 2

2012/10/10 3 2 3 3 2

2012/10/10 3 2 3 3 2

2012/10/10 3 2 3 3 2

結果

2011/2/4 2 1 1 1 1

2011/2/4 2 1 1 2 1

2011/2/4 2 1 2 2 1

2011/2/4 2 2 1 2 2

2011/2/4 2 2 1 2 1

結果

2012/10/16 0 2 3 3 3

2012/10/16 0 3 3 3 3

2012/10/16 0 2 3 2 3

結果

2012/10/19 3 2 3 3 3

2012/10/19 2 2 3 3 3

2012/10/19 2 2 3 3 3

結果

2012/10/9 2 3 3 3 2

2012/10/9 2 3 3 3 2

2012/10/9 2 3 3 3 2

結果

2012/10/16 3 3.0 2 2.0 3 3.0 3 3.0 3 3.0

結果

2011/2/2 1 1 1 3 2

2011/2/8 1 1 1 1 0

2012/10/25 3 3 3 3 3

2012/10/25 3 3 3 3 3

2012/10/25 1 1 1 1 1

結果

2011/2/2 1 1 1 1 1

2011/2/9 1 1 1 1 1

2011/2/9 1 1 1 1 1

結果

2011/2/1 2 1 3 2 3

2011/2/1 2 1 3 2 3

2012/10/1 2 2 3 3 3

2012/10/18 2 3 3 3 3

2012/10/1 2 2 2 3 2

2012/10/18 2 2 2 3 2

結果

2011/2/8 2 2 0 1 2

2011/2/9 2 1 1 3 2

2011/2/9 2 2 1 2 2

2012/10/12 3 3 3 3 3

2012/10/1 0 3 3 3 3

結果

2011/2/2 2 1 1 0 0

2011/2/2 2 1 1 0 0

2012/10/18 0 2 3 2 2

2012/10/18 3 3 3 3 2

2012/10/18 3 3 3 3 2

2012/10/18 3 3 3 3 2

結果

2011/2/2 2 2 1 2 3

2011/2/2 2 1 1 1 1

2011/2/2 2 1 1 2 3

2012/10/17 2 2 3 2 2

2012/10/17 2 2 2 2

2012/10/17 2 2 3 1 2

結果

Yandghin

2.0 2.0 2.3 2.5 1.5

○

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）
飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

4

3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

○ ＝ ○ ○

pas de donnée de

2012
Tigimkoamba

2.0 1.4 1.2 1.8 1.2

pas de donnée de

2011
Garpéné

0.0 2.3 3.0 2.7 3.0

pas de donnée de

2011

pas de donnée de

2011

Youm-yiri
2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 pas de donnée de

2011

Somnawaye
2.3 2.0 3.0 3.0 3.0

Bollin

1.0 1.0 1.0 2.0 1.0

○

Poédogo

52.3 2.3 2.3 2.3 2.3

○ ○ ○ ○

DiéB

2.0 1.0 3.0 2.0 3.0

×

pas de donnée de

2012
DiéA

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

32.0 2.3 2.5 3.0 2.5

○ ○ × ○

Gonsé

2.0 1.0 1.0 0.0 0.0

？

5
1.5 3.0 3.0 3.0 3.0

○ ○ ○ ○

Pemtenga Classique

2.0 1.7 0.7 2.0 2.0

○

32.3 2.8 3.0 2.8 2.0

○ ○ ○ ？

2
2.0 2.0 2.0 1.7 2.0

= ○ ○ ＝

Gounghin

2.0 1.3 1.0 1.7 2.3

×
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2011/2/2 0 2 3 2 2

2011/2/2 0 2 3 2 2

2011/2/2 2 2 3 2 2

2011/2/2 2 2 3 3 2

2011/2/2 0 2 3 0 2

2011/2/2 0 2 3 2 2

2011/2/2 2 2 3 2 2

2011/2/2 2 2 3 3 2

2012/10/17 3 2 3 3 3

2012/10/17 2 2 3 2 2

2012/10/17 2 2 3 3 2

2012/9/17 2 2 2 3 2

結果

2012/10/15

結果

2011/2/2 0 1 3 1 1

2011/2/2 0 2 3 1 1

2011/2/2 0 1 3 1 1

2011/2/2 0 2 3 2 1

2011/2/5 0 2 3 2 1

2011/2/5 0 2 3 2 1

2012/10/10 0 2 3 2 3

2012/10/10 0 2 3 2 3

2012/10/1 2 2 3 3 3

2012/10/10 0 2 3 0 3

2012/10/18 2 3 3 3 2

2012/10/10 2 2 3 2 3

2012/10/10 0 2 3 3 2

結果

2011/2/2

結果

2011/2/3 2 2 0 1 0

2011/2/4 2 2 1 0 0

2011/2/4 2 2 1 0 0

2011/2/4 2 2 1 0 0

2011/2/4 2 2 1 0 0

2012/10/24 2 3 3 3 3

2012/10/24 2 3 0 3 3

2012/10/24 2 3 3 3 3

2012/10/24 2 3 3 3 3

2012/10/24 2 3 3 3 3

2012/10/24 2 3 3 3 3

結果

2011/2/9 2 2 3 2 2

2011/2/11 1 1 1 2 1

2011/2/11 2 1 1 2 1

2011/2/11 2 1 1 2 1

2011/2/11 1 1 1 2 2

2011/2/11 0 0 0 0 0

2011/2/11 0 1 1 2 1

2011/2/11 0 1 1 2 1

2011/2/11 0 1 1 2 1

2011/2/11 0 1 1 2 1

2011/2/11 0 1 1 2 1

2011/2/11 0 1 1 2 1

2012/10/19 2 2.0 3 3.0 2 2.0 3 3.0 3 3.0

結果

2012/10/19 2 2 2 3 3

2012/10/19 2 3 2 3 3

2012/10/19 1 2 2 2 3

2012/10/19 2 3 2 3 3

結果

2011/2/4 1 1.0 2 2.0 3 3.0 2 2.0 2 2.0

2012/10/17 3 3 3 3 3

2012/10/17 3 3 3 3 3

結果

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）
飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

Kouika

Classique

1.0 2.0 3.0 2.0 2.0

○

3

2.3 2.0 2.8 2.8 2.3

○ ＝ × ○

Manessa A

0.0 1.7 3.0 1.5 1.0

○

pas de donnée de

2011
Kouila

2 2 3 3 2

4

0.9 2.1 3.0 2.1 2.7

？ ○ = ○

Nayambsé

2.0 2.0 0.8 0.2 0.0

？

pas de donnée de

2012
Manessa B

0 2 1 0 0

3

2.0 3.0 2.5 3.0 3.0

= ○ ○ ○

5

○ ○ ○ ○ ○

Pagatenga
0.7 1.0 1.1 1.8 1.1

pas de donnée de

2011

Soglozi 53.0 3.0 3.0 3.0 3.0

○ ○

Pagatenga

 classique

1.8 2.5 2.0 2.8 3.0

＝ ○ ○
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2012/10/9 2 1 3 2 2

2012/10/9 2 2 3 3 2

2012/10/9 2 2 3 3 3

2012/10/9 2 2 3 3 3

2012/10/9 2 2 3 3 3

2012/10/24 3 3 3 3 3

2012/10/12 2 2 3 2 3

2012/10/12 2 2 3 2 3

2012/10/12 2 2 3 3 3

2012/10/12 2 2 3 3 3

2012/10/12 2 2 3 3 3

2012/10/12 2 2 3 3 3

結果

2012/10/10 2 1 1 2 2

2012/10/10 2 1 1 2 2

2012/10/10 2 2 3 2 2

2012/10/15 2 2 3 3 2

2012/10/10 2 2 2 2 2

結果

2012/10/10 0 2 1 3 1

2012/10/10 0 2 3 2 2

2012/10/10 0 2 3 3 2

2012/10/10 0 3 2 3 2

2012/10/10 0 3 3 3 2

2012/10/10 0 2 1 3 2

結果

2012/10/20 3 2 3 3 2

2012/10/18 2 2 3 3 3

2012/10/1 3 2 3 3 2

結果

2012/10/17 2 2 3 3 2

2012/10/17 2 2 3 3 2

2012/10/17 2 2 3 3 2

2012/10/17 2 2 3 3 2

2012/10/17 2 2 3 3 2

2012/10/17 2 2 3 3 2

2012/10/17 2 2 3 3 2

結果

2012/10/18 3 3 3 3 2

2012/10/18 2 2 3 3 3

2012/10/18 2 3 3 2 2

結果

2012/10/19 3 2 3 2 1

2012/10/19 3 3 3 2

2012/10/19 2 2 2 3

2012/10/19 3 3 3 3

2012/10/19 3 2 3 2

結果

2012/10/12 2 2.0 2 2.0 3 3.0 3 3.0 2 2.0

結果

2012/10/12 2 2.0 2 2.0 3 3.0 3 3.0 3 3.0

結果

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）
飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

pas de donnée de

2011
Godin

2.1 2.0 3.0 2.8 2.8

pas de donnée de

2011
Korom

2.0 1.6 2.0 2.2 2.0

pas de donnée de

2011
Pamtanga

0.0 2.3 2.2 2.8 1.8

pas de donnée de

2011

voaga
2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 pas de donnée de

2011

Tanseiga
2.7 2.0 3.0 3.0 2.3

Zakouré
2.3 2.7 3.0 2.7 2.3

0.6 2.6 2.2

pas de donnée de

2011

Diè
pas de donnée de

2011

Guiè
pas de donnée de

2011

pas de donnée de

2011
Gambastenga

2.8 2.4
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2011/2/7 2 2 3 2 2

2011/2/11 2 2 3 2 2

2011/2/11 2 2 2 2 2

2011/2/11 2 2 3 2 2

2011/2/11 2 2 3 2 2

2011/2/11 2 2 3 3 2

2012/10/13 2 2 3 2 3

2012/10/13 3 2 3 2 3

2012/10/13 3 2 3 3 3

結果

2011/2/7 1 2 3 2 2

2011/2/7 2 2 3 3 3

2011/2/8 2 2 3 3 3

2012/10/5 1 1 2 3 3

2012/10/5 3 2 2 3 3

2012/10/5 3 2 2 3 3

2012/10/5 3 2 2 3 3

結果

2011/2/7 2 2 3 2 1

2011/2/7 2 2 3 2 1

2011/2/8 2 2 3 3 2

2011/2/9 1 1 3 2 1

2011/2/9 2 1 3 2 1

2012/10/15 2 2 3 3 3

2012/10/15 2 2 3 2 3

2012/10/15 2 2 3 3 3

2012/10/15 2 2 3 3 3

2012/10/15 2 2 3 3 3

2012/10/15 2 2 3 2 3

結果

2011/2/7 2 2 3 2 1

2011/2/8 2 2 3 2 1

2011/2/9 2 2 3 2 2

2011/2/10 1 2 3 3 1

2011/2/11 2 2 3 3 1

2011/2/11 2 2 3 3 1

2012/10/1 3 2 3 2 2

2012/10/1 3 2 3 2 2

2012/10/1 3 2 3 2 2

2012/10/1 3 2 3 2 2

2012/10/1 3 2 3 2 2

2012/10/1 3 2 3 2 2

結果

2011/2/7 2 2.0 2 2.0 1 1.0 ? ? ? ?

2012/10/10 2 3 3 2 3

2012/10/10 3 3 3 2 3

2012/10/10 3 3 3 2 3

結果

2011/2/8 1 1.0 1 1.0 1 1.0 ? 0.0 ? 0.0

2012/10/3 2 3 3 3 2

2012/10/3 2 2 3 3 2

結果

2011/2/9 1 1 1 2 2

2011/2/11 1 1 3 2 2

2011/2/11 1 1 3 2 2

2011/2/15 0 2 2 2 1

2012/10/8 0 2 3 2 2

2012/10/8 0 2 0 2 2

2012/10/8 0 0 0 0 0

2012/10/8 0 0 3 2 3

2012/10/8 0 2 3 3 2

2012/10/8 0 2 3 3 2

結果

改善度合い

（5項目中）飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

Bissiga

2.0 2.0 2.8 2.2 2.0

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5

3
2.5 1.8 2.0 3.0 3.0

○ × × ○

○

Bougré

1.7 2.0 3.0 2.7 2.7

○

4

2.7 2.0 3.0 2.3 3.0

○ ＝ ○ ○

5
2.0 2.0 3.0 2.7 3.0

○ ○ ＝ ○

Digré

1.8 1.6 3.0 2.2 1.2

○

3

3.0 2.0 3.0 2.0 2.0

○ ＝ ＝ ×

Imiga

1.8 2.0 3.0 2.5 1.2

○

○ ○ ？ ？

Koubéogo

0.8 1.3 2.3 2.0 1.8

？ ？

Kolgsom 32.0 2.5 3.0 3.0 2.0

○

Kidiba 32.7 3.0 3.0 2.0 3.0

○ ○ ○

＝

0
0.0 1.3 2.0 2.0 1.8

？ ＝ × ＝

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し
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2011/2/9 2 2 3 2 2

2011/2/11 2 1 1

2011/2/11 2 1 1

2012/10/2 2 3 3 3 3

2012/10/2 2 3 3 3 3

2012/10/2 2 3 3 3 3

2012/10/2 2 3 3 3 3

2012/10/2 2 3 3 3 3

2012/10/2 2 3 3 3 3

結果

2011/10/31 0 0.0 2 2.0 3 3.0 3 3.0 3 3.0

2012/10/8 3 3 3 3 3

2012/10/10 2 3 3 3 3

結果

2011/2/8 2 2 3 3 3

2011/2/9 2 2 3 2 3

2011/2/11 3 2 3 3 3

2012/10/1 3 3 3 3 3

2012/10/1 3 3 3 3 3

2012/10/2 3 3 3 3 3

結果

2011/2/7 2 2 3 2 1

2011/2/9 2 2 3 2 1

2011/2/9 2 1 3 2 2

2011/2/10 1 1 3 3 1

2011/2/14 2 1 3 2 1

2012/10/10 1 1 1 1 1

2012/10/9 2 2 2 2 1

2012/10/10 3 3 3 2 3

2012/10/8 3 3 3 3 3

2012/10/10 2 3 3 2 1

2012/10/12 2 3 3 3 2

結果

2011/2/11 1 1 3 2 2

2011/2/11 1 2 3 2 1

2012/10/5 3 2 3 3 2

2012/10/5 3 2 3 3 2

2012/10/5 3 2 3 3 2

結果

2011/2/7 3 1 3 3 3

2011/2/10 2 2 3 2 3

2011/2/10 3 2 3 2 3

2011/2/11 2 2 3 3 3

2011/2/11 2 2 3 3 3

2011/2/11 2 1 3 3 3

2012/10/8 2 2 2 2

2012/10/8 2 2 3 2 2

2012/10/8 2 1 3 2 2

2012/10/8 2 3 3 2 2

2012/10/8 2 2 3 3 3

結果

2011/2/8 0 2 2 1 1

2011/2/9 0 3 2 2 1

2011/2/11 2 3 2 2 2

2011/2/11 2 2 3 2 1

2011/2/14 0 2 3 2 1

2012/10/5 2 2 3 2 2

2012/10/5 2 2 3 2 2

2012/10/5 2 2 3 2 2

2012/10/5 2 2 3 2 2

2012/10/5 2 2 3 2 2

2012/10/5 2 2 3 2 2

結果

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

4
2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

= ○ ○ ○

Sapaga A

2.0 1.3 1.7 0.7 0.7

○

5
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

○ ○ ＝ ○

＝ ＝

Songdin

2.3 2.0 3.0 2.7 3.0

＝

Sapaga Peulh 42.5 3.0 3.0 3.0 3.0

？ ○ ＝

3
2.2 2.5 2.5 2.2 1.8

○ ○ × ＝

Souka

1.8 1.4 3.0 2.2 1.2

○

53.0 2.0 3.0 3.0 2.0

○ ○ ＝ ○

Taga

1.0 1.5 3.0 2.0 1.5

○

1

2.0 2.0 2.4 2.2 2.2

× ○ × ×

Tamidou

2.3 1.7 3.0 2.7 3.0

×

4
2.0 2.0 3.0 2.0 2.0

○ × ○ ○

Torodo

0.8 2.4 2.4 1.8 1.2

○
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2011/2/4 0 2 3 2 1

2011/2/4 0 2 3 2 1

2011/2/7 2 2 3 2 1

2012/2/10 0 3 3 2 3

2012/2/10 0 3 3 1 3

2012/2/14 0 3 3 3 3

2012/2/14 0 3 3 3

結果

2011/2/11 2 2.0 2 2.0 3 3.0 3 3.0 3 3.0

2012/10/1 2 3 3 3 2

2012/10/1 2 3 3 3 2

結果

2011/2/7 2 2 1 2 2

2011/2/7 2 2 3 3 2

2011/2/7 2 2 3 3 3

2012/10/15 3 2 3 3 2

2012/10/15 2 2 3 3 3

2012/10/15 2 2 2 3 3

結果

2011/2/14 2 2.0 1 1.0 3 3.0 2 2.0 1 1.0

2012/10/2 3 1 3 2 2

2012/10/2 3 2 3 3 2

2012/10/2 3 2 3 3 2

結果

2011/2/9 2 2 3 2 3

2011/2/11 2 2 3 0 3

2012/10/10 3 2 3 3 3

2012/10/10 3 2 3 3 3

2012/10/10 3 2 3 3 3

結果

2012/10/5 0 3 3 3 3

2012/10/5 2 3 3 3 3

2012/10/5 0 3 3 3 3

2012/10/5 0 3 3 3 3

2012/10/5 0 3 3 3 3

2012/10/3 0 3 3 3 3

結果

2012/10/2 2 2 3 2 3

2012/10/2 2 2 3 3 3

2012/10/2 2 2 3 2 2

2012/10/2 2 2 3 2 2

2012/10/2 2 2 3 3 2

2012/10/2 2 2 3 2 3

結果

2012/10/1 3 2 3 3 2

2012/10/1 3 2 3 3 2

2012/10/1 3 2 3 3 2

2012/10/1 3 2 3 3 2

結果

2011/2/4 1 2 1 2 1

2011/2/4 2 1 2 1 1

2011/2/7 2 1 2 3 1

2011/2/7 2 2 2 3 1

2011/2/8 2 2 2 3 1

2011/2/8 1 2 2 3 1

2012/10/23 3 2 2 2 3

2012/10/23 3 2 2 2 3

2012/10/20 3 2 2 2 2

2012/10/20 3 2 2 2 2

結果

2011/2/7 2 2 2 2 1

2011/2/8 2 2 2 2 1

2011/2/11 2 2 2 2 2

2011/2/11 1 2 2 2 1

2012/10/8 0 3 2 3 3

2012/10/8 0 3 2 3 3

2012/10/8 3 3 2 3 3

2012/10/8 3 3 2 3 3

2012/10/8 3 3 2 3 3

結果

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

3
0.0 3.0 2.3 2.3 3.0

? ○ × ○

Tuiré

0.7 2.0 3.0 2.0 1.0

○

4
2.3 2.0 2.7 3.0 2.7

○ ＝ ○ ○

× ×

Gonkin

2.0 2.0 2.3 2.7 2.3

○

Zaïnga 22.0 3.0 3.0 3.0 2.0

＝ ○ ＝

○ ○

Zinguédéga

2.0 2.0 3.0 1.0 3.0

＝

Nabitenga 43.0 1.7 3.0 2.7 2.0

○ ○ ＝

Pas de donnée
de 2011

Tuiré A
0.3 3.0 3.0 3.0 3.0

43.0 2.0 3.0 3.0 3.0

○ ＝ ＝ ○

Pas de donnée

de 2011
Sapaga B

3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

Pas de donnée

de 2011
Tingsobdogo

2.0 2.0 3.0 2.3 2.5

4

3.0 2.0 2.0 2.0 2.5

○ ○ ○ ×

Bangbili

1.7 1.7 1.8 2.5 1.0

○

3
1.8 3.0 2.0 3.0 3.0

= ○ ＝ ○

Dabéga

1.8 2.0 2.0 2.0 1.3

○
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2011/2/11 2 1 3 2 3

2011/2/11 2 2 3 3 3

2011/2/11 1 1 3 2 3

2012/10/9 2 3 3 2 3

2012/10/9 2 3 3 2 3

2012/10/9 2 3 3 2 3

結果

2011/10/27 3 3 3 3 2

2011/10/27 3 3 3 3 2

2011/10/31 2 2 2 1 1

2011/10/31 2 2 2 1 1

2011/10/31 2 2 2 1 1

2012/10/10 3 3 3 3 2

2012/10/10 3 3 3 3 2

2012/10/10 3 3 3 0 2

結果

2011/2/14 1 1 3 2 2

2011/2/14 1 1 3 2 2

2012/2/16 3 2 1 1 3

2012/2/16 3 3 3 2 3

2012/2/16 1 2 0 3 2

2012/10/2 3 2 3 2 3

2012/10/2 3 2 3 2 3

2012/10/2 3 2 3 2 3

結果

2011/2/8 2 3 3 2 3

2011/2/10 2 3 3 3 3

2011/2/11 2 3 3 3 3

2011/2/14 2 3 3 2 3

2012/10/9 3 3 3 3 3

2012/10/10 3 3 3 2 3

2012/10/1 3 3 3 3 3

2012/10/10 3 3 3 3 3

2012/10/6 3 3 3 3 3

結果

2011/10/31 1 2 3 2 2

2011/10/31 1 2 3 2 2

2012/10/2 2 3 3 3 3

2012/10/2 3 3 3 2

2012/10/2 3 3 3 3 3

結果

2011/2/11 3 2 3 2 1

2011/2/11 3 2 3 2 1

2011/2/12 3 2 3 2 1

2011/2/14 2 1 3 2 1

2012/10/15 3 3 3 3 2

2012/10/15 3 3 3 3 2

2012/10/15 3 3 3 3 2

2012/10/15 3 3 3 3 2

結果

2011/2/14 2 3 1 1 2

2011/2/14 0 1 3 2 2

2011/2/14 0 3 3 3 3

2011/2/14 1 3 3 2 2

2011/2/14 1 1 0 1 2

2011/2/14 1 1 1 2 2

2012/10/25 2 2.0 3 3.0 3 3.0 3 3.0 2 2.0

結果

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

4
2.0 3.0 3.0 2.0 3.0

○ ○ ＝ ×

Tamasgo

1.7 1.3 3.0 2.3 3.0

＝

5
3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

○ ○ ○ ○

Bokin-Koudgo

2.4 2.4 2.4 1.8 1.4

○

4
3.0 2.0 3.0 2.0 3.0

○ ○ ○ ＝

Kourgou

1.8 1.8 2.0 2.0 2.4

○

5
3.0 3.0 3.0 2.8 3.0

○ ＝ ＝ ○

Tintogo

2.0 3.0 3.0 2.5 3.0

＝

42.7 3.0 3.0 2.0 2.7

○ ○ ＝ ＝

Tontogo-Nabitenga

1.0 2.0 3.0 2.0 2.0

○

4

○ ○ ○ ○ ×

Zempassogo

0.8 2.0 1.8 1.8 2.2

5
3.0 3.0 3.0 3.0 2.0

○ ○ ＝ ○

Yougloumandé

2.8 1.8 3.0 2.0 1.0

○
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1931/2/11 0 0 3 3 3

2011/2/12 2 1 2 2 2

2011/2/14 2 2 1 2 1

2011/2/14 0 2 1 2 2

2011/2/14 0 2 3 2 1

2011/2/18 3 2 1 2 2

2011/2/18 2 1 1 2 1

2012/2/13 1 3 3 2 3

2012/2/13 2 2 3 3 3

2012/2/13 3 3 3 3 3

2012/2/13 2 3 3 3 2

2012/2/15 2 3 3 3 2

2012/2/15 3 2 3 2 3

2012/2/15 3 2 3 2 3

結果

2010/2/15 3 2 3 2 3

2010/2/15 2 2 3 0 2

2012/10/15 3 2 3 2 3

2012/10/8 2 2 3 2 3

2012/10/8 2 2 3 2 3

2012/10/8 2 2 3 3 3

2012/10/15 3 2 3 2 3

2012/10/8 2 2 3 3 2

結果 × ＝ ＝ ○ ○

2010/2/15 3 2 3 2 3

2010/2/15 3 3 3 2 3

2012/9/28 2 3 3 3 3

2012/9/28 2 3 3 3 3

2012/9/28 2 3 3 3 3

2012/9/28 2 3 3 3 3

2012/9/28 2 3 3 3 3

2012/9/28 2 3 3 3

結果

2012/10/15 1 1 3 1 1

2012/10/15 3 2 3 2 2

2012/10/15 3 3 3 2 2

2012/10/15 3 3 3 2 3

2012/10/15 3 3 3 3 3

結果

2012/10/5 2 2 3 2 2

2012/10/1 3 3 3 3 3

2012/10/1 3 0 3 3 3

2012/10/1 3 3 3 2 3

2012/10/1 3 3 3 3 3

結果

2012/10/8 1 2 3 2 2

2012/10/12 1 2 3 2 2

2012/10/8 2 2 3 2 2

結果

2012/10/6 3 3 3 3 3

2012/10/6 3 3 3 3 3

2012/10/6 3 3 3 3 3

結果

2012/10/27 2 2 3 3 3

2012/10/29 2 2 3 3 3

2012/10/29 2 2 3 3 2

2012/10/29 1 3 3 2 1

2012/10/29 2 2 3 3 3

2012/10/29 2 2 3 3 2

結果

2012/10/10 3 0 3 2 3

2012/10/10 2 3 3 3 3

2012/10/10 2 3 3 3 3

2012/10/1 3 3 3 3 3

2012/10/10 2 3 3 3 3

2012/10/10 2 1 2 2 1

結果

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

32.3 2.0 3.0 2.3 2.8
ZorghoSecteur 4

2.5 2.0 3.0 1.0 2.5

5

2.3 2.6 3.0 2.6 2.7

○ ○ ○ ○

Zinado

1.3 1.4 1.7 2.1 1.7

○

32.0 3.0 2.5 3.0 3.0

× ○ × ○

Zorgho Secter 6

3.0 2.5 3.0 2.0 3.0

＝

Pas de donnée
de 2011

Amitié B
2.8 2.2 3.0 2.6 2.8

Pas de donnée
de 2011

Amitié A
2.6 2.4 3.0 2.0 2.2

Pas de donnée
de 2011

Bouglem
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Pas de donnée
de 2011

Pougma
1.3 2.0 3.0 2.0 2.0

Pas de donnée
de 2011

Soubdougou
2.3 2.2 2.8 2.7 2.7

Pas de donnée
de 2011

Loundogo
1.8 2.2 3.0 2.8 2.3



巻末資料 10 : 学校における衛生行動改善結果（ゾルゴー） 

（40） 

 
 
 

2012/10/4 0 3 2 2 2

2012/10/5 0 3 3 2 3

2012/10/5 0 3 3 2 3

結果

2012/10/15 2 2 3 2 2

2012/10/15 2 2 3 2 3

2012/10/15 3 2 3 3 3

2012/10/15 3 2 3 3 3

2012/10/15 2 2 3 3 3

2012/10/15 2 2 3 2 2

結果

2012/10/12 2 3 2 2

2012/10/8 3 2 3 3 3

2012/10/18 2 2 2 2

2012/10/12 3 2 3 3 3

2012/10/8 3 2 3 2 3

2012/10/9 1 1 1 1 1

結果

2012/10/6 2 3 3 2 3

2012/10/6 2 3 3 2 3

2012/10/6 2 3 3 2 3

2012/10/6 2 3 3 2 3

2012/10/6 2 3 3 2 3

2012/10/6 2 3 3 2 3

結果

2013/2/1 2 2.0 2 2.0 3 3.0 - 0.0 3 3.0

結果

2013/1/31 2 2 1 2 1

2013/1/31 2 2 1 - -

結果

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）飲料水の

取扱方法
手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法

トイレの

清掃方法

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

Pas de donnée
de 2011

Laafi-Béemè
2.3 2.0 3.0 2.5 2.7

Pas de donnée
de 2011

Nabmayaoghin
0.0 3.0 2.7 2.0 2.7

Kambambori A
2.0 3.0 3.0 2.0 3.0

Pas de donnée
de 2011

Kambambori B
2.3 2.0 1.7 2.2 2.3

Pas de donnée
de 2011

Tangseiga
2.0 2.0 1.0

Zorgho-Nord
Pas de donnée

de 2011

Pas de donnée
de 2011
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2011/2/11 1 1 3 2 2

2011/2/11 1 1 3 2 2

2011/2/11 1 1 3 2 2

2012/10/17 2 2 3 3 3

2012/10/17 2 2 3 3 3

結果

2011/2/4 2 1 2 2 2

2011/2/4 2 1 2 2 2

2011/2/4 2 1 2 2 2

2012/10/16 2 2 3 3 2

2012/10/1 1 2 1 2 2

2012/10/16 2 2 3 3 2

結果

2011/2/4 2 2 1 2 1

2011/2/4 2 2 1 2 1

2011/2/4 2 2 1 2 1

2012/10/16 2 1 3 2 2

2012/10/16 2 1 3 2 2

2012/10/16 1 1 3 2 2

2012/10/16 1 1 3 2 2

2012/10/16 2 1 3 2 2

2012/10/16 2 1 3 2 2

結果

2011/2/4 1 1 1 1 1

2011/2/4 1 1 1 2 1

2011/2/4 2 2 1 2 1

2011/2/4 2 2 1 2 1

2012/10/12 2 1 0 2 2

2012/10/12 2 1 1 2 2

2012/10/12 3 1 1 2 2

2012/10/12 3 2 1 2 2

結果

2011/2/14 2 2.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0

2012/10/16 2 1 3 2 1

2012/10/16 1 1 3 2 1

2012/10/16 0 1 3 2 1

2012/10/16 1 1 3 2 2

2012/10/16 1 1 3 2 2

2012/10/16 2 2 3 3 2

2012/10/16 1 2 3 3 3

結果

2011/2/2 3 3 3 2 3

2011/2/4 1 1 1

2012/10/17 3 2 3 3 3

2012/10/17 3 2 3 3 3

2012/10/1 3 2 3 3 3

2012/10/1 3 2 3 3 3

結果

2011/2/4 2 2.0 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0

2012/10/16 2 2 2 2 2

2012/10/16 2 2 2 3 2

2012/10/16 1 1 1 1 1

2012/10/16 2 2 3 3 2

2012/10/17 3 2 3 0 3

2012/10/16 1 1 1 1 1

結果

2012/10/15 1 1 1 0 0

2012/10/15 1 1 1 0 0

結果

2012/10/17 2 2.0 2 2.0 1 1.0 2 2.0 2 2.0

結果

2012/10/17 3 3.0 3 3.0 3 3.0 3 3.0 3 3.0

結果

2012/10/15 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0

結果
Kangré

pas de données

de 2011

Pensalga
pas de données

de 2011

tangzougou
pas de données

de 2011

pas de données

de 2011

× ？

Youbga
1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

Zéguédéghin 11.8 1.7 2.0 1.7 1.8

× × ○

43.0 2.0 3.0 3.0 3.0

○ ＝ ○ ○

○ ×

Toéghin B

2.0 2.0 2.0 1.0 1.5

○

Toéghin A 21.1 1.3 3.0 2.3 1.7

× × ○

3

2.5 1.3 0.8 2.0 2.0

○ × × ○

Tanghin

1.5 1.5 1.0 1.8 1.0

○

2
1.7 1.0 3.0 2.0 2.0

× × ○ ＝

Sandogo

2.0 2.0 1.0 2.0 1.0

○

3
1.7 2.0 2.3 2.7 2.0

× ○ ○ ○

○

Listenga

2.0 1.0 2.0 2.0 2.0

＝

5
2.0 2.0 3.0 3.0 3.0

○ ○ ＝ ○

手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法
トイレの

清掃方法

Imkouka

1.0 1.0 3.0 2.0 2.0

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）
飲料水の

取扱方法
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2011/2/3 1 1 1 2 2

2011/2/3 1 1 1 2 2

2011/2/3 1 1 1 2 2

2012/10/16 3 2 3 3 3

2012/10/16 3 2 3 3 3

結果

2011/2/4 1 1 1 2 2

2011/2/22 1 1 2 3 3

2012/10/16 2 1 3 2 3

2012/10/16 1 1 3 2 2

2012/10/16 1 1 3 2 2

結果

2011/2/3 2 2.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 ? 3

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

2012/10/13 2 2 3 2 2

結果

2011/2/10 1 1.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1 1.0

2012/10/17 1 1.0 2 2.0 3 3.0 3 3.0 2 2.0

結果

2011/2/4 1 1 1 1 1

2011/2/4 1 1 1 2 1

2011/2/4 1 1 2 1 1

2011/2/4 1 1 2 1 1

2011/2/4 1 1 2 1 1

2011/2/4 1 1 2 1 1

2012/10/17 3 2 3 3 2

2012/10/17 3 2 3 3 2

2012/10/16 2 3 3 2 3

2012/10/15 3 2 3 3 2

2012/10/15 3 2 3 3 2

2012/10/16 2 3 3 2 3

結果

2011/1/21 2 2.0 2 2.0 3 3.0 3 3.0 2 2.0

2012/10/15 2 1 2 3 2

2012/10/15 2 1 2 3 2

2012/10/15 2 1 2 3 2

2012/10/15 2 1 2 3 2

結果

2011/2/2 2 0.3 1 0.2 3 0.5 2 0.3 0 0.0

2011/10/22 2 2 2 2 2

2011/10/22 2 2 2 2 2

2011/10/22 2 2 2 2 2

結果

2011/2/3 1 2 3 2 2

2011/2/3 1 2 3 2 2

2011/2/3 1 2 3 2 2

2011/2/11 0 2 3 3 2

2012/10/17 0 3 3 2 2

2012/10/17 0 3 3 2 2

結果

2012/10/16 2 2 1 3 2

2012/10/16 2 2 1 3 2

結果

2012/10/17 3 2 3 3 3

2012/10/17 3 2 3 3 3

結果

2012/10/15 2 2.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0

結果

手洗い方法 排泄習慣 トイレの使用方法
トイレの

清掃方法

注(1) " 3" = 良, "2"= 可, "1"=不可
注(2)  "○"= 改善された,   "×"= 後退した, "=" =変化無し、もしくは良い状態が保たれている, "?"=データ無し

学校名 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施日

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
改善度合い

（5項目中）
飲料水の

取扱方法

pas de données

de 2011

Toussougtenga
pas de données

de 2011

Guéla
3.0 2.0 3.0 3.0 3.0

pas de données

de 2011

＝

Lipa
2.0 2.0 1.0 3.0 2.0

2

0.0 3.0 3.0 2.0 2.0

? ○ ＝ ×

○ ○ ○ ○

Zipelin

0.8 2.0 3.0 2.3 2.0

＝ ＝

Soténga 52.0 2.0 2.0 2.0 2.0

○

Nahartenga 12.0 1.0 2.0 3.0 2.0

= × ×

5

2.7 2.3 3.0 2.7 2.3

○ ○ ○ ○

Moétenga

1.0 1.0 1.7 1.2 1.0

○

○ ○

Gourpila 4
= ○ ○ ○ ○

Douré 32.0 2.0 3.0 1.8 2.1

= = ○

21.3 1.0 3.0 2.0 2.3

○ ＝ ○ ×

Doanghin

1.0 1.0 1.5 2.5 2.5

×

5
3.0 2.0 3.0 3.0 3.0

○ ○ ○ ○

Bendogo

1.0 1.0 1.0 2.0 2.0
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